
　安房郡北條町北條　　　　北條区裁判所認可代書人　秋丸範輔外２名　
　香取郡佐原町佐原　　　　八日市場区裁判所佐原出張所認可代書人　保科子之助外３名
　匝瑳郡八日市場町　　　　八日市場区裁判所認可代書人　宇井忠兵衛外３名

　１９１５年末に召集された第３７帝国議会からは、衆議院請願委員会が構内代書人代表と協議の上用意したと
推測される法案が審議されることになりましたが、司法代書人法が成立した第４１帝国議会衆議院に上程された
法案は、以下のような内容でした（『戦前編』資料編１４１頁以下）。
　第１条　司法代書人トハ當事者ノ嘱託ニ依リ通常裁判所又ハ検事局ニ提出スル文書ノ作成ヲ業トスル者ヲ謂フ
　第２条　司法代書人ハ左ノ要件ヲ具フルコトヲ要ス
　　　　　一　帝國臣民ニシテ成年以上ノ男子タルコト
　　　　　二　司法代書人試驗ニ合格シタルコト又ハ司法代書人試驗委員ノ銓衡ヲ經タルコト
　第３条　司法代書人試驗及銓衡ニ關スル規則ハ司法大臣之ヲ定ム
　第４条　左ニ掲クル者ハ試驗又ハ銓衡ヲ要セスシテ司法代書人タルコトヲ得
　　　　　一　三年以上裁判所書記ノ職ニ在リタル者又ハ之ト同等以上ノ職ニ在リタル者
　　　　　二　司法大臣ノ指定シタル法律學校又ハ之ト同等以上ト認ムル學校ニ於テ定規ノ課業ヲ卒ヘタル者
　第５条　左ニ揭クル者ハ司法代書人タルコトヲ得ス
　　　　　一　禁錮以上ノ刑ニ處セラレタル者但シ二年以下ノ禁錮ニ處セラレタル者ニシテ刑ノ執　　
　　　　　　　行ヲ終リ若ハ其ノ執行ヲ受クルコトナキニ至リタルトキハ比ノ限ニ在ラス
　　　　　二　懲戒處分ニ依リ免官、免職又ハ除名セラレタル者ニシテ免官、免職又ハ除名後二年　　
　　　　　　　ヲ經過セサル者
　　　　　三　禁治産者又ハ準禁治産者
　　　　　四　破産又ハ家資分散ノ宣告ヲ受ケ復權セサル者
　第６条　司法代書人ハ其ノ作成シタル文書ニ付釋明ノ義務ヲ負フ
　第７条　司法代書人ハ訴訟事件ニ關與シ又ハ報酬ヲ得テ鑑定ヲ爲シ若ハ辯護士ノ紹介ヲ爲スコトヲ得ス　
　第８条　司法代書人ハ其ノ作成シタル文書ヲ囑託者ニ讀聞カセタル後其ノ末尾ニ署名捺印スヘシ
　第９条　司法代書人ハ正當ノ理由ナクシテ裁判所若ハ検事局ノ命シタル文書ノ作成ヲ拒ムコトヲ得ス當事者ノ

囑託ニ依ル場合亦同シ
第１０条　司法代書人ハ報酬アル公務ヲ兼ヌルコトヲ得ス但シ議員若ハ委員トナリ又ハ公務所ヨリ特ニ命セラレ

タル職務ヲ行フハ此ノ限ニ在ラス
第１１条　司法代書人ハ自己若ハ第三者ノ名義ヲ以テ商業ヲ營ムコトヲ得ス但シ司法代書人會ノ許可ヲ得タルモ

ノハ此ノ限ニ在ラス
第１２条　司法代書人ニ非サレハ司法代書業ヲ營ムコトヲ得ス
第１３条　司法代書人ハ司法代書人名簿ニ登錄ヲ受クヘシ
第１４条　各地方裁判所ニ司法代書人名簿ヲ備フ司法代書人ハ其ノ氏名ヲ登錄シタル地方裁判所ノ所属トス
第１５条　司法代書人ノ定員及登錄ニ關スル規則ハ司法大臣之ヲ定ム
第１６条　司法代書人ハ所屬地方裁判所ノ管轄地内ニ事務所ヲ定メ之ヲ所屬地方裁判所檢事局ニ屆出ツヘシ
第１７条　司法代書人ハ其ノ所屬地方裁判所每ニ司法代書人會ヲ設立スヘシ
第１８条　司法代書人會ハ所屬地方裁判所検事正ノ監督ヲ受ク

はじめに
　千葉司法書士会創立１００周年おめでとうございます。その１００周年を記念する会報特別号に執筆させてい
ただく機会をいただき誠に光栄に存じます。
　このような機会をいただいたのは、私が、日本司法書士会連合会（日司連）が編纂された司法書士制度の歴史
である『日本司法書士史－明治・大正・昭和戦前編』（１９８１年、以下『戦前編』と称させていただきます）及び『日
本司法書士史－昭和戦後編』（２０１１年、以下『戦後編』と称させていただきます）の編纂をお手伝いさせてい
ただいたことで司法書士制度の歴史について勉強させていただくことになったご縁でのことと承知しています。
　そのような私にとって、１００周年をお祝いする術は、歴史を振り返ることで、会員の皆様に１００周年の
意義をお考えいただくことをいくらかなりともお手伝いすることではないかという思いで寄稿させていただくこ
とにいたしました。その際、千葉会との関連で脳裏に浮かんでいましたのは、１９６４（昭和３９）年に、日司
連法改正専門委員会が提出した「改正司法書士法」案を内容とする「答申案」でした（その全文は、『戦後編』１
２５１頁以下に収録されています）。
　と申しますのも、この法改正専門委員会の委員長を務められ、答申案の解説を執筆されたのが、後に千葉会の
会長も務められた真崎龍一氏であったからです。しかも、この改正案の内容は、後に紹介するように、その後の
法改正によって次々に現実化するという極めて先見性・先進性に富んだ内容であり、半世紀余を経た２０１９（令
和元）年の法改正による使命規定の創設は、あらためて真崎答申案の先見性・先進性を想起させてくれるもので
した。
　ということで、創設１００年を迎えられたこの機会に、前述の『日本司法書士史』二編に依拠し、可能な範囲
で司法書士制度の歴史を振り返りながら、真崎答申案の内容をも紹介し、その意義を司法書士制度の展開との関
係で考えてみたいと思います。
　なお、引用に当たっては、旧漢字を新漢字に改めている場合があります。

司法代書人法成立の意味　　
　会長の「ご挨拶」にあるように、１９１９（大正８）年に、司法代書人法が成立するまでには、全国的に法律
の制定を求める請願運動が繰り広げられていました。その模様を伝える『法律新聞』１０２５号（大正４年７月
２０日）２頁（『戦前編』資料編３３４頁）によれば、「全国の代書人中棋界廓清に志あるもの、明治四十五年春
東京市に於て此挙を唱道し、爾後全国に其運動を開始し」たということです。
　そして、１９１３（大正元）末に召集された第３０帝国議会から司法代書人法が成立した第４１帝国議会（大
正７年１２月２７日－８年３月２６日）までの毎議会に請願が提出されることになり、１９１５（大正４）年５
月に召集された第３６帝国議会からは、請願が採択されることになりました。議事録で明らかにされているとこ
ろでは、千葉からも、毎回同一の代表者６名外から請願が提出されていました。代表者は、いずれも裁判所構内
で業務を行うことを認可されていた、いわゆる構内代書人でした。歴史的事実ですので、各請願の代表者の記載
がある第４０帝国議会（大正６年１２月２５日－７年３月２７日）の議事録から紹介すると以下の方々でした（『戦
前編』資料編１２４頁）。
　千葉郡千葉町千葉　　　　千葉地方裁判所認可代書人　足立重次郎外４名
　君津郡木更津町木更津　　千葉区裁判所木更津出張所認可代書人　永田喜一郎外１名
　長生郡一宮町　　　　　　千葉区裁判所一宮出張所認可代書人　山形伊太郎外１０名

九州大学・東京経済大学名誉教授 大出 良知九州大学・東京経済大学名誉教授 大出 良知

〈特別寄稿〉
司法書士会の１００年と真崎答申案の歴史的意義

第１９条　司法代書人會ハ其ノ會則ヲ定メ所屬地方裁判所檢事正ヲ經テ司法大臣ノ認可ヲ受クヘシ
第２０条　司法代書人ハ所屬司法代書人會ノ會則ヲ遵守スヘシ
第２１条　司法代書人ハ司法代書人會ニ加入シタル後ニ非サレハ職務ヲ行フコト得ス
第２２条　司法代書人ニシテ本法又ハ司法代書人會會則ニ違反シタル所爲アルトキハ司法代書人會ハ懲戒ヲ求ム

ル爲所屬地方裁判所検事正ニ申告スヘシ
第２３条　地方裁判所檢事正ハ司法代書人會ノ申告ニ依リ又ハ職權ヲ以テ懲戒委員會ノ審査ヲ要求スへシ但シ職

權ヲ以テスルトキハ司法代書人會ニ通知スへシ
第２４条　司法代書人ニ對スル懲戒事件ニ付テハ管轄地方裁判所ニ於テ懲戒委員會ヲ開クヘシ
第２５条　司法代書人ノ懲戒處分ハ左ノ四種トス
　　　　　一　譴責
　　　　　二　百圓以下ノ過料
　　　　　三　一年以下ノ停職
　　　　　四　除名
第２６条　懲戒處分ニ付テハ文官懲戒令中判任官ニ關スル規定ヲ準用ス
　　附則　現在ノ代書人ニシテ裁判所ノ認可ヲ經タル者ハ本法施行ノ日ヨリ六十日以内ニ司法代書人名簿ニ登錄

ヲ請フトキハ試驗又ハ銓衡ヲ要セスシテ司法代書人タルコトヲ得

　ところが、成立した司法代書人法は、わずか１１条の法律になってしまいました。その落差が、その後の展開
に影を落とすことになりましたので、その全容も確認しておけば、以下の通りです（『戦前編』資料編３２頁以下）。
　第１条　本法ニ於テ司法代書人ト穪スルハ他人ノ囑託ヲ受ケ裁判所及検事局ニ提出スヘキ書類ノ作製ヲ爲スヲ

業トスル者ヲ謂フ
　第２条　司法代書人ハ地方裁判所ノ所屬トス
　第３条　司法代書人ハ地方裁判所長ノ監督ヲ受ク
　　　　地方裁判所長ハ區裁判所判事ヲシテ司法代書人ニ對スル監督事務ヲ取扱ハシムルコトヲ得
　第４条　司法代書人タルニハ所屬地方裁判所長ノ認可ヲ受クルコトヲ要ス
　第５条　司法代書人ハ地方裁判所長ノ定ムル書記料ヲ受ク
　第６条　司法代書人ハ事務所ヲ設ケ地方裁判所長ノ認可ヲ受クルコトヲ要ス
　第７条　司法代書人ハ正當ノ事由アルニ非サレハ囑託ヲ拒ムコトヲ得ス
　第８条　司法代書人ハ當事者ノー方ノ囑託ニ依リテ取扱ヒタル事件ニ付相手方ノ爲ニ書類ノ作製ヲ爲スコトヲ

得ス
　第９条　司法代書人ハ其ノ業務ノ範圍ヲ超エテ他人間ノ訴訟其ノ他ノ事件ニ關與スルコトヲ得ス
第１０条　司法代書人ハ其ノ取扱ヒタル事件ヲ漏泄スルコトヲ得ス但シ裁判又ハ検事局ニ於テ訊問ヲ受ケタル場

合ハ此ノ限ニ在ラス
第１１条　司法代書人其ノ業務上ノ義務ニ違反シタルトキ又ハ品位ヲ失墜スヘキ行爲ヲ爲シタルトキハ地方裁判

所長ハ司法大臣ノ認可ラ受ケ左ニ揭クル處分ヲ爲スコトヲ得
　　　　　一　業務ノ禁止又ハ停止
　　　　　二　五百圓以下ノ過料
　　　　非訟事件手續法第二百八條ノ規定ハ前項ノ過料ノ處分ニ付之ヲ準用ス

　以上のように、成立法による業務は、裁判所及び検事局に提出する司法関係「文書ノ作成」（案１条）ではなく
形式的・機械的な「代書」を意味すると考えられる「書類ノ作製」（１条）と規定され、「司法代書人試驗」（案２条２号）
は採用されず、裁判所の認可を受け（４条）、監督され（３条）業務を行うことになっていました。資格要件につ
いての規定（案４条）がなくなっていただけではなく、非司法代書人の取締規定（案１２条）も、司法代書人名
簿への登録（案１３条以下）もなくなっていました。司法代書人会については、そもそも規定が存在せず、強制
設立（案１７条）、強制加入（案２１条）もなくなっていました。当然、司法代書人会の懲戒申告権もありません（案
２３条）。
　司法代書人法には、司法代書人会についての根拠規定がなくなりましたが、通例は各地方裁判所ごとに制定し
ていた「司法代書人監督規程」に任意設立を許容する規定が置かれているようでしたので、千葉地方裁判所が制
定したものは確認できていませんが、千葉においても同様であったと考えられます。
　いずれにせよ、『戦前編』の指摘するところによれば、この司法代書人法は、「『代書』という基本的性格を再確
認した上で、取締法として再構成した」にすぎなかった（３２２頁）ということであり、「大正八年体制」（『戦後編』
２０頁）と称される司法代書人に対する監督体制を形成したということになりました。それゆえ、それ以後の司
法代書人・司法書士の歴史は、司法書士の法律家としての実態に即した法制度の確立を求め、この「大正八年体制」
を打破するための闘いからはじまる歴史であったということになります。
　ということで、法改正運動は、司法代書人法施行直後からはじまりましたが、太平洋戦争敗戦後の日本国憲法
の制定までに実現した法改正は、１９３５（昭和１０）年の「司法代書人」から「司法書士」への名称変更のみでした。

強制会化までの戦後法改正の歩み
　ですから、日本国憲法制定後（戦後）の法改正要求では、当初、事態を一気に変えようという提案が表明され
ることにもなりました。
　例えば、「日本司法書士連合会」が、１９４９（昭和２４）年４月にまとめた「司法書士法改正についての希望
上申の件」の第１項では、第１条の書類の作成に関連して、「書類の内容の調査整備及事件の判断を為し並に書類
の作成の相談に応じることができる」ことを明らかにすることを求めていました（『戦後編』１１８５頁）。そして、
同年１０月に法務総裁に提出した「司法書士法改正希望事項」では、司法書士の業務を、「他人の嘱託を受けて、
訴訟事件及び非訟事件につき、裁判所、検察庁、法務局又は地方法務局に提出すべき書類を立案、調査、作成、
整理し、書類の提出及び非訟事件の申請を代理し、又は其の他之に附随する事務を行うを業とする者を言う。」と
定義しようとしました（『戦後編』１１９６頁）。
　さらに、改正への議論の過程では、名称変更や試験制度の導入なども主張され、資格要件としての司法関係職
務の経験年数も１０年を要求したりもしていました。司法書士会は、強制設立・加入とし、法人化し、会員の除
名決議権限を認めることなども主張され、その他にも、紛議調停制度の創設などについての提案も行われていま
した。
　当時の業務の実情に即した具体的な内容を条文化し、業務の「『代書性』を除去」し、「法律家としての書類作
成権限である」（『戦後編』３８頁）ことを明確にしようとしたものと考えられますが、それは、１９１９年の司
法代書人法制定に当たって、請願委員会の用意した法案が目指した内容に近いものであったともいってよいでしょ
う。
　しかし、１９５０（昭和２５）年５月２日になって成立し、７月１日から施行された全面改正法は、政府の消

極的対応から議員立法の道を選択せざるを得なかったことなどから、妥協を強いられ、当初の改正要求からは、
大きく後退した内容になってしまいました。
　第１条が事態を象徴していたと言ってよいでしょう。具体的には、「司法書士は、他人の嘱託を受けて、その者
が裁判所、検察庁又は法務局若しくは地方法務局に提出する書類を代つて作成することを業とする。」と規定され
ました。「書類作成」に限定されただけでなく、「代つて作成する」という「代書」を連想させる文言が挿入され
ることにもなりました。その上、２項では、「前項の書類であっても他の法律において制限されているものについ
ては、その業務を行うことができない。」ことにしていました。
　さらに、試験制度の導入は見送られて認可制度が維持されただけでなく、資格要件としての司法関係職務の経
験年数も３年とされ（第２条１号）、しかもそのような者と「同等以上の教養及び学力を有する者」にまで広げて
いました（第２条２号）。すなわち、資格要件は、有っても無いに等しいということでした。また、報酬自主権は
認められず（第７条）、司法書士会は、任意設立、任意加入とされました（第１４－１７条）。非司法書士の取締
規定は設けられましたが（第１９条）、「他の法律に別段の定がある場合又は正當の業務に附随して行う場合は、
この限りでない。」との但書が規定されていました。
　こうして成立した改正法は、およそ「大正八年体制」の打破にはほど遠い内容でした。ということで、同時に
施行された司法書士法施行規則が旧法的監督規定を残していたこともあり、成立したばかりの改正法に対する改
正要求が噴出することにもなりました。
　そして、やはり議員立法で、最少限度の再度の改正が、１年後に施行されることになりました。その主な内容は、
報酬を司法書士会の会則事項とすることで、報酬自主権を認めさせたことと、非司法書士取締規定（第１９条）の「但
書」の削除でしかありませんでした。ですから、当初からの制度要求が充たされることになったわけではなく、
継続的な課題であり続けました。
　そのような中で次に実現したのが、１９５６（昭和３１）年の司法書士会の強制設立・加入制度でした。この
法改正の内容自体は、早くからの要求でしたから、要求の実現として積極的に評価できそうでもあります。とこ
ろが、実相は、異なっていました。そもそもは、１９５０年の全面改正により規定された資格要件が、前述もし
たように、無いに等しい内容であり、その運用に、次のような法務府民事局長の通達が出されていました（１９
５０年６月２０日・『戦後編』１５５頁）。
　司法書士の認可の申請があったときは、「認可申請人に司法書士法所定の資格があり、且つその者がその業務に
耐えうる程度の健康状態である限りは、これを認可すべく、管轄区域内における司法書士業務の繁簡その他の事
情を考慮すべきでないこと。」というのでした。
　その結果、連合会で調査したところによれば、１９４９年６月３０日の全国の司法書士の人員は、６３４８人
であり、因みに千葉の人員は、９５人でした（『戦後編』１２３８－１２３９頁）が、１９５０年１２月３１日に
なると、全国では、６７５４人になり、千葉では１０５人（『戦後編』１２３７－１２３８頁）、強制会が創設さ
れた直後の１９５６年１２月末には、法務省民事局の調査によれば、全国で１２３９２人、千葉が２０９人になっ
ていました（『戦後編』２８２－２８３頁）。短期間での急激な増加であり、当局による「大量認可」が行われた
結果だと考えられていました（『戦後編』１５４頁以下参照）。
　そのことで、どのような事態が生じたかですが、具体的な数字となって現れたのは、司法書士会の非会員率の
激増でした。後に、強制会への法改正を審議していた衆議院法務委員会で明らかにされたところでは、全国で「非
会員が四三五八、会員が八三九五で、半数強の非会員がございます」（『戦後編』２２７頁）。もう少し早い時点で
深刻な事態になっていたのは東京であり、東京法務局長の発言によれば、新法施行時点で、東京の司法書士の総

数は、１９８人で、うち司法書士会の会員が、１６０人だったものが、１９５３年５月末現在には、司法書士の
総数が、１４８４人になり、会員は、わずか２１０人で、非会員率が８５．８％だったとされています（『戦後編』
１５８頁）。法務省民事局の調査によるほぼ同時期の６月末現在の千葉も含む関東甲信越駿１１局管内の非会員
率は、５３．８％とされています（『戦後編』同前）。
　そして、この激増した非会員は、「会の指導、連絡等とは無縁の存在」であり、「司法書士の総体としての力量
を低下させたから、補正を要する不備な登記申請書類を激増させ、事務渋滞をまねく原因」（『戦後編』１５８－
１５９頁）になりました。
　ということで、当局は、前述したような認可方針を改め、「資格の有無は、原則として試験により判定する」こ
とにせざるを得ないということになりましたが、それだけではなく「司法書士の業務の公正を期するために」、「司
法書士会を強化し、その健全な運営を図ること」にするという法務省民事局長の通達を出すことにもなりました
（『戦後編』１５９－１６０頁）。
　要は、司法書士会による指導・連絡等によって、司法書士業務の質の向上、維持を図ろうということで、その
ために必要な制度的担保として、強制会制度を実現しようということでした。
　以上のような経緯から、当局主導で実現したのが、１９５６（昭和３１）年の法改正による強制会制度でした。
具体的には、次のように改正されました。
　旧第１４条「司法書士は、法務局又は地方法務局の管轄区域ごとに、会則を定めて、司法書士会を設立するこ

とができる。」
　新第１４条「司法書士は、その事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域ごとに、会則を定

めて、一箇の司法書士会を設立しなければならない。」
　さらに、合わせて連合会についても次のように改正しました。
　旧第１７条「司法書士会は、共同して特定の事項を行うため、会則を定めて、全国を単位とする司法書士会連

合会を設立することができる。」
　新第１７条「司法書士会は、会則を定めて、全国を通じて一箇の司法書士会連合会を設立しなければならない。」
　その上、第１７条第２項に連合会の目的についての次のような規定を付け加えました。「司法書士会連合会は、
司法書士の品位を保持し、その業務の改善進歩を図るため、司法書士会及びその会員の指導及び連絡に関する事
務を行うことを目的とする。」
　また、質の向上という点でも、第２条１号の資格要件としての司法関係職務の経験年数を３年から５年に引き
上げ、第４条の認可方法についても、「管轄する法務局又は地方法務局の長の認可を受けなければならない。」となっ
ていたところを「管轄する法務局又は地方法務局の長の選考によつてする認可を受けなければならない。」と改正
し、全国統一の選考試験を実施することにしました（『戦後編』２８５頁以下参照）。
　
真崎答申案の登場　
　強制会制度の成立にいたる経緯はともかくとして、前述したように単位司法書士会の強制設立・加入自体は、
司法代書人法制定以前からの悲願であり（『戦前編』３１０頁参照）、１９５０年の改正に際しても達成できなかっ
た要求でした。しかも、必ずしも従前の改正要求にはなっていなかった連合会の強制設立も実現することになり
ました。それは、改正の目的が、全国的な司法書士会による指導・連絡等ということであり、全国的な組織化が
不可欠と判断されたからと考えられますが、そのことで、会の目的を実現するための組織体制の整備、会活動の
活発化を促し、制度発展の基盤を用意することになったのは間違いありません。

　ということになれば、あらためて法改正の実現が組織的な課題として浮上してくるのは、必然でした。強制会
成立直後には、「登記簿と台帳の一元化」という大問題の解決が迫られており少し間は開きましたが、１９５９（昭
和３４）３月に開催された第１１回臨時総会になって法改正問題が本格的に議論されることになりました（『戦後
編』２７９頁）。具体的には、司法書士の資格、認可、国家試験等について議論があったということですが、さら
に研究が必要ということで継続審議になっていました。
　翌１９６０（昭和３５）年７月に開催された第１２回定時総会では、「法令あるいはその他の重要問題の調査・
研究」等にあたる委員会の設置が承認され、１１月になって三つの分科会からなる特別委員会として発足しまし
たが、その第二分科会が、「司法書士の認可および業務の確立について」と「右に関連する事案の調査研究」を担
当することになり、その後の法改正論議を中心的に担っていくことになりました。
　そして、この第二分科会の委員として指名されたのが、当時千葉支部長であり、千葉司法書士会の綱紀委員会
委員長であった真崎真一氏でした（『戦後編』３０２頁）。
　この第二分科会は、１９６２年９月に開催された第１４回定時総会までには、「司法書士法改正案要綱」及び「要
綱」に沿った「司法書士法改正案」を作成し、各単位会に送付していました。
　その主な内容を要綱と条文案とを合わせて以下に紹介しておきたいと思います（『戦後編』３１７頁以下、３２
３頁以下）。
　要綱一　司法書士本来の社会的使命を冒頭に表示すること
　　　　　条文は用意されていない
　要綱二　職域の拡張を図ること
　　　　　第一条を「司法書士は他人の嘱託を受けてその者が裁判所検察庁又は法務局若しくは地方法務局（そ

の他法務省令による官庁）に提出する書類を（作成し又は代理手続きを）代つて作成することを業と
する。」と、（　）内を加え、取り消し線部分を削る。

　要綱三　司法書士の資格を引上げること
　　　　　第二条の司法関係職務の経験年数を「五年以上」から「十年以上」に
　要綱四　欠格事由の緩和を考えること
　　　　　第三条の欠格事由発生後の経過期間を「二年」から「五年」と延長する
　要綱五　認可制を改め国家試験制にすること
　要綱六　司法書士の義務的条文の緩和及び行政処分権を改めること
　要綱七　司法書士会々則の改正
　　　　　１　報酬規定を削除すること
　　　　　２　司法書士会を法人化すること
　　　　　並に連合会の強化を考えること
　　　　　第１４条の２に、「司法書士会は法人とする」と規定する。
　　　　　第１５条の２を、「司法書士会の会則を定め又はこれを変更するには司法書士会連合会の承認を受け

法務大臣に通知しなければならない」と改正する。　
　要綱八　修習制度を設けること並に補助者の資格を引上げること
　　　　　第４条の２として、「一定期間実務の修習をしなければ、事務所を設けることが出来ない」と規定する。
　要綱九　司法書士の名称を変更すること
　　　　　「法務士」と改正する。　　

　要綱十　司法書士法施行規則の改廃
　
　以上の内容は、基本的には、「現行法を基礎として、研究したもの」（『戦後編』３２４頁）ということで、試験
制度や法人化などの従前からの課題をあらためて整理したという性格が強く、使命規定は成文を得ていませんし、
なお漸進的な内容にとどまっていたということでしょう。
　そのような経緯を経て、第１４回定時総会後の１９６２年１０月に開催された第１回理事会は、組織体制の整
備を行い、それまでの分科会を専門委員会と改名し、その一つとして「法改正専門委員会」を設置することにな
りました。そして、その委員長に指名されたのが、真崎龍一氏でした。真崎氏の委員長としての活躍の様子につ
いては、本会報３４号（１９７８年１１月）のインタビュー記事「猛虎健在－真崎龍一氏法改正を語る」に詳細
に紹介されており、私もかって２度ほど紹介させていただいたことがあります（月報司法書士２００４年１１月
号８８－８９頁、２００５年２月号７２－７３頁）。ということで、本稿では、その検討内容について紹介させて
もらうことにしたいと思います。
　委員会は、１１月２７日に第１回の委員会を開催し、精力的に検討を続け、発足後の最初の１９６３年６月に
開催された第１５回定時総会には、まだ半年余の期間であり、同時に発足した他の専門委員会からの報告はなかっ
たにもかかわらず、この委員会のみは改正法案についての本格的な中間報告を行っていたということです。その
要点は、以下のような内容でした（『戦後編』３３４頁）。
　一　改正法案第３条第１項第１号に「・・・に提出する書類を作成すること、及び申請申し立て異議の申し立

て又は訴訟を除いてその他の事項を代理する」とし、同条同項第２号に「前号に規定する業務につき相談
に応ずること」と定める。

　二　国家試験制度への転換　司法書士の業務は、高度な法律知識を要するが、未だに非常に低い程度の＂代書
＂という観念で見られていることは非常に残念である。このためにも、現在の認可制度を国家試験制度に
換えるべきものと考える。

　三　司法書士の「＂社会的使命＂および＂職責の理念＂」を法文の冒頭に掲げる。

　中間報告とはいえ、過去の蓄積を参照しながらも、それにとどまらない意欲的な提案を期待できる内容になっ
ていました。明確に「＂代書＂という観念」からの脱却を意識した制度的方策として国家試験制度を位置づけて
いましたし、その必要性の基礎となる「＂社会的使命＂および＂職責の理念＂」を明文化しようということでした。
そして、その基礎の上に、「相談」を含む実態に即した業務内容の条文上の拡張を志向していたからです。
　ところで、この委員会が活動を開始した１９６２年１１月という時期は、直前に司法制度の改革を目指した「臨
時司法制度調査会」（臨司）が内閣に設置され、調査審議を開始していました。この臨司は、司法書士の簡裁代理
権獲得につながった１９９９年に設置された「司法制度改革審議会」と対比される存在でした。直接的には、訴
訟遅延の深刻化、法曹志望者の減少などを契機とした動きでしたが、そのような実情は、１９６４年８月になっ
て公表された、その「意見書」によれば、以下のように指摘されていました。
　「簡易裁判所の所在地はもちろんのこと、地方裁判所の支部の所在地においてすら、弁護士の事務所のない事例
が数多く存在」（７７頁）し、「司法書士が、ある面では、事実上いわゆる事務弁護士的機能を果たしているが、
これらの国民生活における法律的処理を要する面の需要に対して、弁護士がいかなる役割を果たすべきかの問題
がある。また、国民の日常生活の法律的処理の面において、いわゆる三百代言のばっこ、暴力団の介入が顕著で
あるといわれている」（８０頁）、「民事訴訟においては、弁護士が代理人とならないいわゆる本人訴訟が多く、地

方裁判所においてさえ、当事者双方につき弁護士が代理人となっている事件は、通常第一審訴訟事件のわずか四
〇パーセント弱であり、これが訴訟の適正円滑な処理にとって大きな妨げになっている」（８０頁）。
　委員会は、この機会を積極的に生かしていくべきと考えたということだったと思われますが、その前提には、
司法書士制度の将来への危機感もあったと思われます。委員会の「答申案」（その全文は、前述もしましたが『戦
後編』１２５１頁以下に収録されています。以下、「真崎答申案」あるいは「真崎改正案」と呼びます。）は、臨司の「意
見書」よりも早く、１９６４年４月に提出されたましたが、その冒頭では、弁護士はじめ隣接他士業との関係を
考えれば、「われ等司法書士の行方は真に憂うべきものとの感を深くする」とし、「現行司法書士制度のこの脆弱を、
如何にして打開するか、職域の拡張をいづれに求むるのか、地位の向上、組織団体のありかた等を思念して審議
を続行し」、「法改正の実現が緊急の要務であることを考え、兎角の批判の生ずることも已むをえない仕儀とこの
案をもって、答申することにした」としていました。
　その思いは、当時の司法書士法の条文数２３条に比してはもちろん、その後数度の改正を経た現行法でさえ、
その条文数が９５条であるにもかかわらず、真崎改正案は１０３条に及んでいたことに象徴されていたかもしれ
ません。もちろん、条文数は内容を反映したものであり、過去に類似の案の示された条項も含まれているものの、
全体としてみれば、従前の改正案にはなかった「制度の充実・発展を図ろうとする意欲にみちた労作ということ
ができる」（『戦後編』３７３頁）「先見性に富んだ、また先進的なものである」（『戦後編』３７４頁）ということ
でした。
　その主な内容を、真崎改正案の章あるいは条数とその後の法改正が実現した改正年がわかるように各事項の末
尾に（　）で示して列挙すれば以下のようになります。
　①　司法書士会・連合会の法人化（第５３条第３項・第６７条第３項、１９６７（昭和４２）年法改正）　
　②　使命・職責理念・業務規定（第１条・第２条・第３条、１９７８（昭和５３）年・２０１９（令和元）年法改正）
　③　国家資格の創設・国家試験制度の導入（第２章・第３章、１９７８（昭和５３）年法改正）
　④　国家試験科目に憲法を入れる（第９条・第１０条、２００２（平成１４）年法改正）　
　⑤　登録事務の連合会への移譲等（第４章、１９８５（昭和６０）年法改正）
　⑥　簡易裁判所事件の訴訟代理（第３条第２項、２００２（平成１４）年法改正）
　⑦　紛議の調停（第６３条、２００２（平成１４）年法改正）
　⑧　自主懲戒権等（第９章・第１０章）

　以上のように、その内容は半世紀以上の時を経て、ほぼ実現することになっています。しかし、そのことが、
公表当時は、「時期尚早として容易に受けいれられない原因となったことも、否定できないようにも考えられる」
（『戦後編』３７４頁）ということで、提出直後の１９６７年６月に開催された第１７回定時総会では、「本答申
案は現司法書士法に比し非常に高度な法案となっているので、本答申案に対する各単位会の意見を広く徴し理事
会において慎重審議して、その具体的実現を漸進的に図ってゆく」との執行部の見解が示され、了承されること
になりました（『戦後編』３７５頁）。
　強制会制度の実現を基礎に、一気に「大正八年体制」からの脱却を図ろうとした真崎答申案は、またしてもと
りあえずは挫折の憂き目に遭うことになりましたが、その方向性の正当性は、時間が証明することになりました。
そしてその多くの事項の実現の経緯は、真崎答申案以前の歴史をも含めての、司法書士制度発展の苦闘の歴史そ
のものであったといってよいでしょう。
　ということで、真崎答申案の前述した主要な内容について、ごく手短にではありますがその実現の経緯を確認

しておくことにしたいと思います。

司法書士会の法人化　　　
　まず、最初に実現することになったのは、真崎改正案第５３条第３項「司法書士会は法人とする。」でした。真
崎答申案を受けた日司連総会・理事会は、前述もしたように全体の立法化についての要求は時期尚早としたもの
の、法人化と国家試験の実現を当面の具体的目標することになりました（『戦後編』３７５頁）。
　とはいえ、国家試験化はそう簡単に実現できる課題ではありませんでした。それに対して、強制会化が実現し、
組織体制が整備され、活動が活発化していた司法書士会を法人化することにさほどの困難は無かったと思われま
す。また、強制会化した司法書士会の基盤をさらに強化するために法人化は不可欠の要素でもあったということ
でしょう。
　現に、真崎答申案と相前後して、司法書士会館の建設が本格的に議論されることになり１９６７（昭和４２）
年の改正により法人化が実現した（第１４条第３項・第１７条の３）翌１９６８年には、会館用地を取得し、１
９７０年３月には、旧司法書士会館が完成しました（会館建設の経緯の詳細については『戦後編』９７５頁以下
参照）。
　それにしても、法人化へは、実に長い道のりでした。前述した帝国議会衆議院請願委員会が起草した司法代書
人法案は、各単位司法代書人会の強制設立・強制加入を規定していました（『戦前編』３１０頁）が、成立した司
法代書人法は、前述したように司法書士会についてさえ規定せず、任意会の設立についても各地裁ごとの監督規
程に委ねていましたから、およそ法人化といったことは想定されていませんでした。
　ようやくこれも前述した日本国憲法制定後の法改正要求で、あらためて各単位司法書士会の強制会化を主張す
ることになりましたが、その際には合わせて法人化も主張することになりました（例えば、『戦後編』１１９０頁）。
強制会化した司法書士会の基盤を確固たるものにするためには法人化が必要と考えられたということでしょう。
　しかし、このときも、法案提出準備の最終盤までは、司法書士会の強制会化は維持されましたが、法人化は法
案化されないことになっていました（『戦後編』１２２０頁）。しかも、当時は、連合軍の占領下でしたから、法
案について連合軍総司令部（ＧＨＱ）の了解を取り付ける必要があり、その審査を経た国会提出法案では、司法
書士会は、司法書士会連合会も合わせて任意会としての設立が認められただけに終わり、法人化も実現しません
でした（『戦後編』８８頁以下参照）。
　ということで、ようやく、１９５６年に強制会化が実現し、法人化への基盤ができることになったと考えられ
ます。現に１９５６年の法改正で強制会が実現し、１９６２年に真崎氏が一員となった分科会が用意した前述の
要綱や真崎改正案が、法人化をあらためて主張することになっており、当時最も現実的な改正要求であったと考
えられます。
　ということで、法人化は、１９６７年に実現することになりましたが、国家試験化は、法人化と同時に実現す
ることにはなりませんでした。しかし、その１９６７年の法改正に際して衆議院法務委員会は、「司法書士の試験
制度も、土地家屋調査士と同様に、国家試験を採用するよう努力を致すこと」という附帯決議を行うことになり
ました。
　なお、真崎改正案では、連合会についても法人化するということだけでなく「司法書士会連合会」から司法書
士と司法書士会を会員とする「日本司法書士連合会」とすることも提案されていました（第６７条）。また、「地
区司法書士会協議会」の任意設立を法定しようとしていました（第６６条）。しかし、連合会の名称は変更されま
せんでしたし、組織編成の変更もありませんでした。また、「地区司法書士会協議会」の法定にも至りませんでした。

１９７８年法改正へ　
　次に、国家試験化がどうなったかを確認しておきたいと思いますが、資格制度及び登録制度と一体となる国家
試験制度の導入も、司法代書人法制定以前からの課題であり、さすがに、附帯決議の翌１９６８年６月の連合会
の総会で、「国家試験移行対策委員会」の設置が決定されました。しかし、事態はそう簡単には動きませんでした。
その主な理由は、何故そうだったのかまでは明確ではありませんでしたが、「実は、法務当局の対応がきわめて消
極かつ冷淡であり、国家試験の推進を躊躇せざるを得なかったことが異常な経過の真相であった」ということで
あり、「国家試験実現への道はその当初から逆風の中を踏み出し、その後もつねに嵐の中を闘い抜き、遂に画期的
成果に達したことを銘記しなければならない」とされています（『戦後編』１０４０頁）。
　とはいえ、国家試験化自体が多くの検討課題を内包していただけでなく、司法書士制度のあり方の根本に関わ
る多岐で広範囲にわたる課題と関わっていたことも影響していたと考えられます。
　全面改正を目指した真崎答申案も、「まず司法書士の果すべき役割、その他司法書士制度の意義につき、基本的
な考え方を決める必要がある」として、「司法書士が依頼者の要請に基きその業務に従事するに当っては、官庁業
務の適正な運営のために、社会正義を実現することを旨とし、社会秩序が維持されるよう念願し、法規業務の専
門家としての見識ある判断を加えるという形において、その業務は遂行されなければならない。このような司法
書士の公共的な立場を明らかにして、司法書士の自覚を高める趣旨を、一層明確にする意味で、司法書士の使命
及び職責の理念という形をとり、このことにつき、改正案において冒頭に規定することが適当である」という認
識の下に試験制度も位置づけていました。
　すなわち、「改正案は司法書士の地位の向上とその確立及び国家並国民的要望を考慮して司法書士の職域の拡大
を図った。これがため、今後この拡大された業務を遂行するには、現在より高度の法律知識並びに専門実務家と
して、その業務に精通することを期待されることは云うまでもない。この要請から、試験科目その他の事項を検
討して、司法書士試験を行うことにした」ということですし（『戦後編』１２５４頁）、試験に合格し「司法書士
となる資格を有する者がその業務を開始するには登録を為すことにし」、「あくまでも自主性尊重の点から、日司
連において取扱うことに決定した」（『戦後編』１２５５頁）ということでした。
　それは、最終的に「真に自主独立を完了する」ために法務局長または地方法務局長が、「司法書士に対して場合
によりその認可を取消し或は懲戒処分を与える権能を有する。このことは、いつまでもこのままでおくことは、
あまりにも司法書士の無力を表明するのみならず、時代錯誤の規定というも過言ではあるまい。改正案において
は法務局のかかる羈絆の一切を脱することにした」として、「この監督権を行使するものは司法書士会であり、日
本司法書士連合会である」としていました（『戦後編』１２５６頁）。
　すなわち、前述した「代書」的規定、「大正八年体制」からの脱却であり、前述の②③④⑤⑧の項目を、密接に
関連する一体のものとして用意したと考えられるものでした。
　しかし、そのような問題の性格は、その後の展開に影響を及ぼすことにもなりました。全体を一括して改正の
課題にするということが、法務当局の対応姿勢も合わせ考えたときに、果たして現実的な方策なのかどうか議論
にならざるを得ませんでした。具体的には、「もっぱら国家試験制度一本にしぼっての法改正」か「国家試験制度
と専門性の確立とは密接に関連しており、目的・職責等を明確にする法改正」かの対立となって現れました（『戦
後編』１０４３頁）。
　そして、基本的に後者の立場にたってその議論の方向性に大きな影響を与え、「法改正に大きな貢献をしたと評
価できる」（『戦後編』４６８頁）とされたのが、後に詳しくは触れますが、１９７６年１１月末になって全国青

年司法書士連絡協議会（全青司）がまとめた「司法書士法改正要綱試案」であり、真崎答申案とも基本的に通底
する内容でした。その結果、個々には直ちに必ずしも十分な内容になったわけではないものの基本的な方向にお
いては真崎答申案に沿った内容の法改正が、１９７８年以降順次実現することになったといってよいでしょう。
　そこで、法人化以外の真崎答申案の主な項目のその後の展開を、各項目相互の関連をも意識しながら確認して
おきたいと思います。

使命・職責規定の創設
　まず、全面改正に当たっての根本問題と位置づけられることになった基本的性格に関わる項目についてから見
ていきたいと思います。そもそも司法書士法は、日本国憲法施行後に全面改正されたにもかかわらず、他の弁護
士法等の士業法が備えることになっていた使命や職責といった規定が用意されていませんでした。それだけでな
く、それまでの法制定、法改正の経緯の中でも、業務内容を中心とする「定義」規定が提案されたことはありま
したが、使命や職責といった規定が話題になったことはありませんでした。いずれにせよ、これらの規定創設の
意図は、「代書」との明確な決別であり、「法律家」としての確固たる地位の確立でした。
　ということで、真崎答申案が前述のような位置づけの下で、用意した基本的性格に関わる「使命」と「職責の理念」
に関する規定の案を確認しておくと次の通りです。
（使命）
　第１条　司法書士は、保障を受けようとする私権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。
　　　　２　司法書士は、前項の使命に基づき、誠実にその業務を行い、権利の行使又は義務の履行が適正に実

現し、社会秩序が維持されるよう業務の上に努力しなければならない。
（職責の理念）
　第２条　司法書士は、常に、教養を深め、かつ、品位を保持し、業務に関する法令並びに事務に精通しなけれ

ばならない。

　その意味をあらためて真崎答申案の解説によって確認するならば、「社会正義を実現することを旨とし、社会秩
序が維持されるよう念願し、法規業務の専門家としての見識ある判断を加える」ということで、その業務は遂行
されなければならないという趣旨を、一層明確にする意味があるとされています。すなわち、限定された範囲で
はあれ、「法規業務の専門家」として、すなわち「法律家」として、その業務を遂行することを明確にしようとし
たということでしょう。
　もちろん、１９７８年法改正へ向けての紆余曲折は、当初はともかくも国家試験化の実現を第一義とする展開
にも見えたのですが、前述のように１９７６年１１月末に全青司がまとめた「司法書士法改正要綱試案」（要綱試
案）が、司法書士を法律家として明確に位置づける職責規定の創設を強く主張することになり、法改正の方向性
について流れを変えた転換点だったといわれています。そこで示された「司法書士の職責」は以下のような内容
でした（『戦後編』９１６頁）。
①　司法書士は、私権を擁護し、取引の安全と各種登記の実体的真正の確保につとめ、社会秩序の維持に寄与し

なければならない。
②　司法書士は、常に、教養を深め、品位を陶冶し、職務に関する法令及び事務に精通するよう努めなければな

らない。

　その内容は、もちろん完全に一致しているわけではありませんが、真崎答申案の「使命」規定（第１条）と「職
責の理念」規定（第２条）に近似していたことがわかります。核心である「私権を擁護」と「社会秩序維持」は、
共通ですし、要綱試案①の「取引の安全と各種登記の実体的真正の確保」は、真崎改正案第１条第２項の「権利
の行使又は義務の履行が適正に実現」を職務内容に即して具体化したと解釈できます。
　この全青司の要綱試案が、連合会の「とりあえず国家試験制度の実現を図ることこそが、二兎を追って一兎す
らも逸するよりは賢明である」とした基本方針を軌道修正させることになり、１９７７年２月半ばに「法改正（使命・
目的）専門理事会」を設置させ、具体案を策定させることになりました（『戦後編』１０６５頁）。
　その策定作業は、法務省との折衝の積み重ねでしたが、法務省は「使命規定」を設けることに強く反対しました。
「弁護士法第一条と同旨の規定を設けざるをえなくなる」という理由でした。そのため連合会としては、「法改正
の早期実現」のために「あえて使命規定を設けることなく、目的及び職責規定の新設により実質的効果を狙うこ
ととした」ということになりました（『戦後編』１０６５頁）。
　そして、長期にわたる粘り強い折衝により１９７７年末になって法務省から最終案として示された「司法書士
法一部改正大綱案」では、「司法書士制度の目的」と「司法書士の責務」として次のような内容が示されることに
なりました（『戦後編』１０８１頁）。
一、司法書士制度の目的

この法律は、登記、供託及び訴訟等に関する手続の円滑な実施に資するため司法書士の制度を定め、その業
務の適正を図り、もつて国民の権利及び財産の保護に寄与することを目的とする。

二、司法書士の責務　
１　司法書士は、その業務が国民の権利及び財産の保護に密接な関係を有することを自覚し、公正かつ誠実

にその業務を行わなければならない。　
２　司法書士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通しなければならない。

　連合会の要求とはその位置づけが異なることになり、目的規定は制度の目的になったものの、連合会は、「法律
手続の実務家としての位置づけを明確にしたものであり」、「法律判断はもちろん、法律相談も可能な道を一歩進
めた」と評価できるとして、受け入れることになりました。そして改正法は、冒頭に第１条の目的規定と第１条
の２の職責規定を次のように付け加えられました。
（目的）
第１条　　　この法律は、司法書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、登記、供託及び訴訟等に

関する手続の円滑な実施に資し、もつて国民の権利の保全に寄与することを目的とする。
（職責）
第１条の２　司法書士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務

を行わなければならない。

　前述したように、これで一応ようやく戦後の士業法の体裁を整えるということにはなりました。しかし、この
目的規定は、前述のようにあくまでも制度の目的を規定したものであり、司法書士の役割自体に焦点を合わせた
ものではありません。その意味では、司法書士を主体とするその社会的役割に焦点を合わせた規定こそが不可欠
だったと思われます。現に、既に、前述した「要綱一」が「司法書士本来の社会的使命を冒頭に表示すること」
を追求しており、真崎答申案が、既に紹介したような「使命」と「職責の理念」を規定することを提案していた

ことを想起すべきでしょう。
　そして、ついに真崎答申案から半世紀余を経た２０１９（令和元）年の法改正において、それまでの目的規定（第
１条）に代えて次のような使命規定が規定されることになりました。　
（使命）
第１条　司法書士は、この法律の定めるところによりその業務とする登記、供託、訴訟その他の法律事務の専門

家として、国民の権利を擁護し、もつて自由かつ公正な社会の形成に寄与することを使命とする。

　真崎答申案は、前述の解説も合わせ考えれば、司法書士の使命は、「法規業務の専門家」として「その業務を誠
実に行い」、「私権を擁護し」、「権利の行使又は義務の履行が適正に実現し」「社会正義を実現する」ということで
あり、２０１９年に制定された使命規定と実質的に同旨と解されるのであり、その先見性・先進性は、あらため
て高く評価されて然るべきでしょう。

国家試験制度・試験科目
　目的規定及び職責規定の創設が第一義的課題になったからといって国家試験化が頓挫したわけではなく、同じ
く１９７８年の改正で実現することになりました。前述したように、真崎答申案においても、国家試験化をめぐっ
てはじまった議論においても、国家試験化を意味のあるものとして実現するためには、なぜ国家試験化が不可欠
かを明らかにしておく必要があったということでしょう。また逆に、司法書士に求められる社会的役割の高度化
は、その質的担保を求めることにもなりますから、その最たる方法である試験制度の導入が課題化されたのは当
然のことであったでしょう。
　その要請が、最初に課題化したのは、代書人一般とは異なる専門職制度の創設を求めた司法代書人法の制定に
際してでした。前述した第３７回帝国議会衆議院請願委員会が用意した司法代書人法案は、「司法代書人タラント
スル者」が、基本的に具えるべき条件を「試験ニ及第」することとしていました（第２条第２号・『戦前編』３０９頁）。
　ところが、成立した司法代書人法には、これも前述もしたように、資格要件の規定もなく、「司法代書人タルニ
ハ所屬地方裁判所長ノ認可ヲ受クルコトヲ要ス」（第４条）としか規定されませんでした。
　次に試験制度を導入する可能性があった機会は、戦後の全面改正の際でした。当初司法書士会の用意した改正
案は、「一定の試験に合格したこと」を認可の資格要件にしていました（『戦後編』１１８２頁）。その試験によっ
て求めようとしている能力については、試験を必要としない資格要件によって推測が可能になります。具体的に
は、「判事又は検察官となる資格を有する者」及び「裁判所書記又は司法事務官であって十年以上その職にあつた
者」ということでした（『戦後編』１１８２頁）。
　しかし、１９５０年に成立した全面改正法は、試験制度を採用しなかっただけでなく、資格制度も採用せず、
認可のために要求した要件は、前述もしたように「裁判所事務官、裁判所書記官、裁判所書記官補、法務府事務
官又は検察事務官の職の一又は二以上に在つてその年数を通算して三年以上」（第２条第１号）であり、さらに第
２号では、「前号に掲げる者と同等以上の教養及び学力を有する」ことにされ、大量認可にもつながったと考えら
れるのです。
　ですから、前述のように強制会化に伴う「選考認可」の導入による全国統一試験の実施が、あらためて国家試
験制度導入への機運を生むことにもなっていたと考えられます。そして、真崎答申案が、「現在より高度の法律知
識並びに専門実務家として、その業務に精通することを期待される」、「その要請から、試験科目その他の事項を
検討して、司法書士試験を行うことにした」（『戦後編』１２５４頁）として用意した主要な条文案は、以下の通

りでした。
（資格）
　第４条　司法書士試験に合格し、政令の定めるところにより、実務の修習を終えた者は、司法書士となる資格

を有する。
（第一次試験）
　第９条　第一次試験は、次の科目について筆記試験をもって行なう。　
　　　　　一　憲法、民法、商法、刑法、不動産登記法、商業登記法
　　　　　二　民事訴訟法、刑事訴訟法のうち受験者のあらかじめ選択する一科目
　　　　　三　次の科目のうち受験者のあらかじめ選択する一科目
　　　　　　　（１）　供託法
　　　　　　　（２）　家事審判法
　　　　　　　（３）　人事訴訟手続法
　　　　　　　（４）　非訟事件手続法
　　　　　　　（５）　競売法
（第二次試験）
第１０条　第二次試験は、第一次試験に合格した者に限り、その者が第一次試験による試験において受験した科

目について、口述試験をもって行なう。
（登録）
第２２条　司法書士となる資格を有する者が、司法書士となるには、司法書士名簿に氏名、生年月日、事務所の

所在その他日本司法書士連合会で定める事項の登録を受けなければならない。
（司法書士の名簿）
第２３条　司法書士名簿は、日本司法書士連合会に備える。　
　　　　２　司法書士名簿の登録は、日本司法書士連合会が行なう。

　１９７８年改正に当たっての連合会の主張も、最後の最後まで、この真崎改正案と同様の内容になっていまし
た。特に資格要件としての「実務の修習」、試験科目としての「憲法」、連合会による自主「登録」などです。とはいえ、
「実務の修習」については、早い時点で法務省サイドから「具体的実施方法等についてなお検討を要する問題が
あるので、将来の課題とする」と通告されていました（『戦後編』１０８３頁）。「登録」については、連合会の推
測によれば、「権力統制の大きな要件の一つ」であり、法務省は「一歩もゆずらない態度をとっている」とのこと
でした（『戦後編』１９８６頁）。「憲法」については、最後の最後まで検討課題にはなっていましたが、「当局は
業務に直結しないという理由で承認しなかった」ということでした（『戦後編』１０８３頁）。
　その結果成立した関係条文は、以下のようになっていました。
（資格）
　第３条　次の各号の一に該当する者は、司法書士となる資格を有する。
　　　　　一　司法書士試験に合格した者
（司法書士試験）
　第５条　法務大臣は、毎年一回以上、司法書士試験を行わなければならない。
　　　　２　司法書士試験は、次の事項について筆記及び口述の方法により行う。ただし、口述試験は、筆記試

験の合格者について行う。
　　　　　一　民法、商法及び刑法に関する知識
　　　　　二　登記、供託及び訴訟に関する知識
　　　　　三　その他司法書士の業務を行うのに必要な知識及び能力
　　　　３　司法書士試験を受けようとする者は、政令で定めるところにより、受験手数料を納めなければなら

ない。
（登録）
　第６条　司法書士となる資格を有する者が、司法書士となるには、その事務所を設けようとする地を管轄する

法務局又は地方法務局に備えた司法書士名簿に登録を受けなければならない。

　因みに、自主「登録」は、１９８５（昭和６０）年法改正で実現し、「憲法」の試験科目化は、２００２（平成１４）
年の法改正で、簡裁訴訟の代理権の獲得と同時に実現しました。「実務の修習」は未だに実現していませんが、自
主的な研修の拡充が進んでいることは承知の通りです。いずれにせよ、これらの点での真崎答申案の先見性・先
進性も明らかでした。
　
業務規定の変遷
　長年月を要して、使命・職責規定の導入や国家試験化などによって、司法書士（司法代書人）の基本的性格を
明らかにすることになってきましたが、それまでの間は、業務内容の実態を如何に規定化するかということが、
基本的性格を確認する上での最重要課題の一つでした。しかし、実態に即した規定化を実現するのは、容易では
ありませんでした。その経緯を可能な範囲で振り返り、この点での真崎答申案の意味を確認しておきたいと思い
ます。そのために、異なる目的のため既に紹介した業務関係規定を再度掲記することにもなりますが、ご了承下
さい。
　そもそも、業務の実態と規定内容の齟齬は、司法代書人法からはじまっていました。既に紹介した衆議院請願
委員会が起草した司法代書人法案の業務内容を規定した第１条の司法代書人の定義規定は、次のようになってい
ました（『戦前編』３０９頁）。
　第１条　司法代書人トハ當事者ノ嘱託ニ依リ通常裁判所又ハ検事局ニ直接提出スル文書ノ作成ヲ業トスルモノ

トス

　これに対して成立した代書人法第１条は、以下の通り変更されていました。
　第１条　本法ニ於テ司法代書人ト穪スルハ他人ノ囑託ヲ受ケ裁判所及検事局ニ提出スヘキ書類ノ作製ヲ爲スヲ

業トスル者ヲ謂フ

　「直接」が、削られたことで、それまで容認されていた提出代理が不可ということにされ、「書類ノ作製」
に変更されることで、形式的・機械的代書を連想させることになったと考えられます。
　このような規定は、業務の実態を反映したものではなく、戦後の全面改正に際しては、業務を正確に反映する
ことを意図した次のような規定が用意されたりもしました（『戦後編』１１９６頁）。
　「この法律で司法書士とは、他人の嘱託を受けて、訴訟事件及び非訟事件につき、裁判所、検察庁、法務局又は
地方法務局に提出すべき書類を立案、調査、作成、整理し、書類の提出及び非訟事件の申請を代理し、又は其の

他之に附随する事務を行うを業とする者を言う。」
　しかし、全面改正後の第１条は、「司法書士は、他人の嘱託を受けて、その者が裁判所、検察庁又は法務局若し
くは地方法務局に提出する書類を代つて作成することを業とする。」ということになり、大幅に後退し、しかも「代
つて作成」と相変わらず「代書」を連想させる規定になってしまいました。
　真崎改正案は、業務規定（第３条第１項）について前述の戦後改正に際しての案にも近い以下のような規定を
用意していました。
（業務）
　第３条　司法書士は、他人の依頼に応じ、非訟事件、和解及び調停事件、登記及び供託事件の各手続に関し、

次に掲げる事務を行なうことを業とする。
　　　一　申請、申立、異議の申立等、その他訴訟を除く事務を代理する。
　　　二　前号に掲げた事務のほか、裁判所、検察庁、法務局若しくは地方法務局、その他法務省設置法（昭

和二十二年法律第百九十三号）に基づく官庁に提出する書類を作成すること。

　すなわち、書類作成以外にも、法的な位置づけはともかくとして事実上担っている業務を規定することを意図
したということでしょう。この提案は、１９６７年の法改正により、前述した第１条の「代つて作成」は削られ、登記・
供託に関する手続を「代わつてする」ことが認められることになり、真崎改正案に近づくことになりましたが、
より明確には１９７８年の法改正により、それまでの第１条が第２条（事実上の第３条）になり、次のように規
定されることになりました。
　第２条　司法書士は、他人の嘱託を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。

　　　一　登記又は供託に関する手続について代理すること。
　　　二　裁判所、検察庁又は法務局若しくは地方法務局に提出する書類を作成すること。
　　　三　法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理するこ

と。

　しかし、これでもまだ、真崎改正案には及びませんでした。さらに事態が動くことになったのは、２００２（平
成１４）年の法改正によってでした。その２００２年の法改正で改正された業務規定は、現行法ですからあらた
めて紹介することはしませんが、その最も重要で注目すべき内容は、簡裁訴訟の代理権の獲得であったことはい
うまでもありません。それこそは、真崎答申案によって提起された業務内容の拡充点でありましたから、その経
緯については別に確認することにしたいと思いますが、それ以外の業務は、実態に即して拡大の一途をたどって
おり、可能な業務を規定するという規定方式が困難になりつつあることを示していると考えられます。そのよう
な状態の下での業務の外延のあり方については、利用者の視点から固定観念を脱却することであり、真崎答申案
による使命規定や簡裁訴訟の代理権獲得の提起に学ぶべきではないかと思われます。

簡裁訴訟代理権をめぐって
　最後に、真崎答申案の基本的性格についての発想の転換を象徴していた業務内容の提起であった簡裁訴訟の代
理について確認しておきたいと思います。
　真崎改正案は、その第３条第２項で、「司法書士は、・・・他人の依頼によって、簡易裁判所の管轄に係る訴訟
事件に関して訴訟代理人となることができる」と規定していました。

　それまでの発想からすれば、弁護士が存在する中で、司法書士の訴訟代理への関与を主張することは、言って
みればタブーと考えられていたと思われます。弁護士の独占に抗することの難しさが意識されていただけでなく、
司法書士のアイデンティティを護ろうということだったかもしれません。真崎答申案がそのような事情を乗り越
える必要があると考えた理由はどのようなことだったのか、既にいくらか紹介しましたが、あらためて簡裁訴訟
代理権に関わってその理由を確認しておきたいと思います。
　その理由は、「軽微の簡易裁判所の訴訟事件においても甚だしく遅延停滞していて国民が憲法において附与され
ている裁判請求権を行使することは容易でない。この現況を打開することは法治国の大きい責務であると考えら
れる」という認識からはじまっていました。そして、司法書士の対応能力についても「現在の司法書士においては、
訴訟関係の書類の作成、また訴訟につき当事者を指導する点においても優秀な法律的素養を有するものが全国的
に少なからず存在している。この実態を看過することは、これまた現在のわが司法制度の発展の上に惜しむべき
ことと考えられるのである」との認識に基づいていました。
　その上で委員会は、「弁護士法、訴訟法等の改正なき限り、この実現不可能であることのため、躊躇逡巡したが、
いよいよ審議も終わりに近づき、この問題の最終的解決に立至ったとき、全員一大決意を持って改正案のとおり
ふみきった。これは、この難儀な現在の訴訟状況を救済することは社会の要請するわれ等の使命であると考えら
れるため、好ましからぬ社会風潮を打破するため、司法制度の改善促進のため、しかして司法書士制度の飛躍的
発展のため、簡易裁判所の事件だけは、われ等司法書士にも担当せしむべきであるとする結論に到達したからで
ある」と述べていました。
　この真崎改正案は、担い手や対象事件は限定されたものの、４０年近い時を経て現実化することになりました。
その導入への道を開いた司法制度改革審議会の「意見書」は、その理由について、次のように説明していました。
法的サービスの担い手の現状が「国民の権利擁護に不十分な現状を直ちに解消する必要性にかんがみ、利用者の
視点から、当面の法的需要を充足させるための措置を講じる必要がある。」ということでした。
　とすれば、簡裁訴訟代理権の獲得は、司法書士制度らしい発展の必然的な結果であったとも思われます。すな
わち、司法書士制度の発展の歴史は、言ってみれば、社会的要請に対応した実態の形成とその実態の制度的認知
の繰り返しだったからです。
　それにしても、真崎答申案の先進性・先進性には、驚嘆させられるばかりです。

結びにかえて
　以上不十分ながら、真崎答申案・改正案との関連で、司法代書人法が成立し、司法代書人会が発足して以来
１００年の司法書士（司法代書人）制度の展開を、限られた事項に沿って概観してきましたが、その歴史は決し
て平坦な道ではなく、苦闘の連続でした。
　それは、司法代書人法制定時点の法と実態の乖離にはじまった「大正八年体制」からの脱却への長い闘いでした。
その間にあって、制度の発展の将来を果敢に示すことになったのが真崎答申案・改正案であったと言っても過言
ではないと思われます。それは、真崎答申案・改正案の主要事項は、⑦紛議の調停も、詳しくは触れませんでしたが、
２００２年改正で実現しており、⑧自主懲戒権等、以外はすべて現実化したことになります。自主懲戒権の重要性
は、軽視できませんが、司法代書人法が成立し、司法代書人会が発足して１００年、「大正八年体制」と称された
状態を脱却することができ、本来担ってきた役割に見合った制度的枠組みを確保することになり、さらなる飛躍
の橋頭堡も築くことになっていると考えられます。
　２０１９年の改正により実現した使命規定（第１条）によれば、「司法書士は、この法律の定めるところにより

その業務とする登記、供託、訴訟その他の法律事務の専門家として国民の権利を擁護し、もって自由かつ公正な
社会の形成に寄与する」ことを期待されることになりました。業務範囲は、「この法律の定めるところ」と限定さ
れているようではありますが、「その他の法律事務の専門家」とも規定されており、その外延は広く、しかも権利
擁護と自由公正な社会の形成に求められる役割は、いってみれば無限ともいえるでしょう。前述もしたように、
業務内容の拡大は、個別規定方式の限界を迎えつつあることを、使命規定がカバーすることになっているとも解
することができます。明治以来、観念的な制度形成によって生じることになった制度的間隙を国民の身近にあっ
て国民の法的需要に応えることで、制度を維持・発展させてきた司法書士が、あらためて法律専門家として国民
の需要に応える制度的基盤を広げることになったといってよいでしょう。司法書士会発足１００年を機に、
自治の確立はじめさらなる法律家制度としての発展を期すとともに、その外延を実践的にさらに広げることを期
待させていただきたいと思います。
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　安房郡北條町北條　　　　北條区裁判所認可代書人　秋丸範輔外２名　
　香取郡佐原町佐原　　　　八日市場区裁判所佐原出張所認可代書人　保科子之助外３名
　匝瑳郡八日市場町　　　　八日市場区裁判所認可代書人　宇井忠兵衛外３名

　１９１５年末に召集された第３７帝国議会からは、衆議院請願委員会が構内代書人代表と協議の上用意したと
推測される法案が審議されることになりましたが、司法代書人法が成立した第４１帝国議会衆議院に上程された
法案は、以下のような内容でした（『戦前編』資料編１４１頁以下）。
　第１条　司法代書人トハ當事者ノ嘱託ニ依リ通常裁判所又ハ検事局ニ提出スル文書ノ作成ヲ業トスル者ヲ謂フ
　第２条　司法代書人ハ左ノ要件ヲ具フルコトヲ要ス
　　　　　一　帝國臣民ニシテ成年以上ノ男子タルコト
　　　　　二　司法代書人試驗ニ合格シタルコト又ハ司法代書人試驗委員ノ銓衡ヲ經タルコト
　第３条　司法代書人試驗及銓衡ニ關スル規則ハ司法大臣之ヲ定ム
　第４条　左ニ掲クル者ハ試驗又ハ銓衡ヲ要セスシテ司法代書人タルコトヲ得
　　　　　一　三年以上裁判所書記ノ職ニ在リタル者又ハ之ト同等以上ノ職ニ在リタル者
　　　　　二　司法大臣ノ指定シタル法律學校又ハ之ト同等以上ト認ムル學校ニ於テ定規ノ課業ヲ卒ヘタル者
　第５条　左ニ揭クル者ハ司法代書人タルコトヲ得ス
　　　　　一　禁錮以上ノ刑ニ處セラレタル者但シ二年以下ノ禁錮ニ處セラレタル者ニシテ刑ノ執　　
　　　　　　　行ヲ終リ若ハ其ノ執行ヲ受クルコトナキニ至リタルトキハ比ノ限ニ在ラス
　　　　　二　懲戒處分ニ依リ免官、免職又ハ除名セラレタル者ニシテ免官、免職又ハ除名後二年　　
　　　　　　　ヲ經過セサル者
　　　　　三　禁治産者又ハ準禁治産者
　　　　　四　破産又ハ家資分散ノ宣告ヲ受ケ復權セサル者
　第６条　司法代書人ハ其ノ作成シタル文書ニ付釋明ノ義務ヲ負フ
　第７条　司法代書人ハ訴訟事件ニ關與シ又ハ報酬ヲ得テ鑑定ヲ爲シ若ハ辯護士ノ紹介ヲ爲スコトヲ得ス　
　第８条　司法代書人ハ其ノ作成シタル文書ヲ囑託者ニ讀聞カセタル後其ノ末尾ニ署名捺印スヘシ
　第９条　司法代書人ハ正當ノ理由ナクシテ裁判所若ハ検事局ノ命シタル文書ノ作成ヲ拒ムコトヲ得ス當事者ノ

囑託ニ依ル場合亦同シ
第１０条　司法代書人ハ報酬アル公務ヲ兼ヌルコトヲ得ス但シ議員若ハ委員トナリ又ハ公務所ヨリ特ニ命セラレ

タル職務ヲ行フハ此ノ限ニ在ラス
第１１条　司法代書人ハ自己若ハ第三者ノ名義ヲ以テ商業ヲ營ムコトヲ得ス但シ司法代書人會ノ許可ヲ得タルモ

ノハ此ノ限ニ在ラス
第１２条　司法代書人ニ非サレハ司法代書業ヲ營ムコトヲ得ス
第１３条　司法代書人ハ司法代書人名簿ニ登錄ヲ受クヘシ
第１４条　各地方裁判所ニ司法代書人名簿ヲ備フ司法代書人ハ其ノ氏名ヲ登錄シタル地方裁判所ノ所属トス
第１５条　司法代書人ノ定員及登錄ニ關スル規則ハ司法大臣之ヲ定ム
第１６条　司法代書人ハ所屬地方裁判所ノ管轄地内ニ事務所ヲ定メ之ヲ所屬地方裁判所檢事局ニ屆出ツヘシ
第１７条　司法代書人ハ其ノ所屬地方裁判所每ニ司法代書人會ヲ設立スヘシ
第１８条　司法代書人會ハ所屬地方裁判所検事正ノ監督ヲ受ク

はじめに
　千葉司法書士会創立１００周年おめでとうございます。その１００周年を記念する会報特別号に執筆させてい
ただく機会をいただき誠に光栄に存じます。
　このような機会をいただいたのは、私が、日本司法書士会連合会（日司連）が編纂された司法書士制度の歴史
である『日本司法書士史－明治・大正・昭和戦前編』（１９８１年、以下『戦前編』と称させていただきます）及び『日
本司法書士史－昭和戦後編』（２０１１年、以下『戦後編』と称させていただきます）の編纂をお手伝いさせてい
ただいたことで司法書士制度の歴史について勉強させていただくことになったご縁でのことと承知しています。
　そのような私にとって、１００周年をお祝いする術は、歴史を振り返ることで、会員の皆様に１００周年の
意義をお考えいただくことをいくらかなりともお手伝いすることではないかという思いで寄稿させていただくこ
とにいたしました。その際、千葉会との関連で脳裏に浮かんでいましたのは、１９６４（昭和３９）年に、日司
連法改正専門委員会が提出した「改正司法書士法」案を内容とする「答申案」でした（その全文は、『戦後編』１
２５１頁以下に収録されています）。
　と申しますのも、この法改正専門委員会の委員長を務められ、答申案の解説を執筆されたのが、後に千葉会の
会長も務められた真崎龍一氏であったからです。しかも、この改正案の内容は、後に紹介するように、その後の
法改正によって次々に現実化するという極めて先見性・先進性に富んだ内容であり、半世紀余を経た２０１９（令
和元）年の法改正による使命規定の創設は、あらためて真崎答申案の先見性・先進性を想起させてくれるもので
した。
　ということで、創設１００年を迎えられたこの機会に、前述の『日本司法書士史』二編に依拠し、可能な範囲
で司法書士制度の歴史を振り返りながら、真崎答申案の内容をも紹介し、その意義を司法書士制度の展開との関
係で考えてみたいと思います。
　なお、引用に当たっては、旧漢字を新漢字に改めている場合があります。

司法代書人法成立の意味　　
　会長の「ご挨拶」にあるように、１９１９（大正８）年に、司法代書人法が成立するまでには、全国的に法律
の制定を求める請願運動が繰り広げられていました。その模様を伝える『法律新聞』１０２５号（大正４年７月
２０日）２頁（『戦前編』資料編３３４頁）によれば、「全国の代書人中棋界廓清に志あるもの、明治四十五年春
東京市に於て此挙を唱道し、爾後全国に其運動を開始し」たということです。
　そして、１９１３（大正元）末に召集された第３０帝国議会から司法代書人法が成立した第４１帝国議会（大
正７年１２月２７日－８年３月２６日）までの毎議会に請願が提出されることになり、１９１５（大正４）年５
月に召集された第３６帝国議会からは、請願が採択されることになりました。議事録で明らかにされているとこ
ろでは、千葉からも、毎回同一の代表者６名外から請願が提出されていました。代表者は、いずれも裁判所構内
で業務を行うことを認可されていた、いわゆる構内代書人でした。歴史的事実ですので、各請願の代表者の記載
がある第４０帝国議会（大正６年１２月２５日－７年３月２７日）の議事録から紹介すると以下の方々でした（『戦
前編』資料編１２４頁）。
　千葉郡千葉町千葉　　　　千葉地方裁判所認可代書人　足立重次郎外４名
　君津郡木更津町木更津　　千葉区裁判所木更津出張所認可代書人　永田喜一郎外１名
　長生郡一宮町　　　　　　千葉区裁判所一宮出張所認可代書人　山形伊太郎外１０名

第１９条　司法代書人會ハ其ノ會則ヲ定メ所屬地方裁判所檢事正ヲ經テ司法大臣ノ認可ヲ受クヘシ
第２０条　司法代書人ハ所屬司法代書人會ノ會則ヲ遵守スヘシ
第２１条　司法代書人ハ司法代書人會ニ加入シタル後ニ非サレハ職務ヲ行フコト得ス
第２２条　司法代書人ニシテ本法又ハ司法代書人會會則ニ違反シタル所爲アルトキハ司法代書人會ハ懲戒ヲ求ム

ル爲所屬地方裁判所検事正ニ申告スヘシ
第２３条　地方裁判所檢事正ハ司法代書人會ノ申告ニ依リ又ハ職權ヲ以テ懲戒委員會ノ審査ヲ要求スへシ但シ職

權ヲ以テスルトキハ司法代書人會ニ通知スへシ
第２４条　司法代書人ニ對スル懲戒事件ニ付テハ管轄地方裁判所ニ於テ懲戒委員會ヲ開クヘシ
第２５条　司法代書人ノ懲戒處分ハ左ノ四種トス
　　　　　一　譴責
　　　　　二　百圓以下ノ過料
　　　　　三　一年以下ノ停職
　　　　　四　除名
第２６条　懲戒處分ニ付テハ文官懲戒令中判任官ニ關スル規定ヲ準用ス
　　附則　現在ノ代書人ニシテ裁判所ノ認可ヲ經タル者ハ本法施行ノ日ヨリ六十日以内ニ司法代書人名簿ニ登錄

ヲ請フトキハ試驗又ハ銓衡ヲ要セスシテ司法代書人タルコトヲ得

　ところが、成立した司法代書人法は、わずか１１条の法律になってしまいました。その落差が、その後の展開
に影を落とすことになりましたので、その全容も確認しておけば、以下の通りです（『戦前編』資料編３２頁以下）。
　第１条　本法ニ於テ司法代書人ト穪スルハ他人ノ囑託ヲ受ケ裁判所及検事局ニ提出スヘキ書類ノ作製ヲ爲スヲ

業トスル者ヲ謂フ
　第２条　司法代書人ハ地方裁判所ノ所屬トス
　第３条　司法代書人ハ地方裁判所長ノ監督ヲ受ク
　　　　地方裁判所長ハ區裁判所判事ヲシテ司法代書人ニ對スル監督事務ヲ取扱ハシムルコトヲ得
　第４条　司法代書人タルニハ所屬地方裁判所長ノ認可ヲ受クルコトヲ要ス
　第５条　司法代書人ハ地方裁判所長ノ定ムル書記料ヲ受ク
　第６条　司法代書人ハ事務所ヲ設ケ地方裁判所長ノ認可ヲ受クルコトヲ要ス
　第７条　司法代書人ハ正當ノ事由アルニ非サレハ囑託ヲ拒ムコトヲ得ス
　第８条　司法代書人ハ當事者ノー方ノ囑託ニ依リテ取扱ヒタル事件ニ付相手方ノ爲ニ書類ノ作製ヲ爲スコトヲ

得ス
　第９条　司法代書人ハ其ノ業務ノ範圍ヲ超エテ他人間ノ訴訟其ノ他ノ事件ニ關與スルコトヲ得ス
第１０条　司法代書人ハ其ノ取扱ヒタル事件ヲ漏泄スルコトヲ得ス但シ裁判又ハ検事局ニ於テ訊問ヲ受ケタル場

合ハ此ノ限ニ在ラス
第１１条　司法代書人其ノ業務上ノ義務ニ違反シタルトキ又ハ品位ヲ失墜スヘキ行爲ヲ爲シタルトキハ地方裁判

所長ハ司法大臣ノ認可ラ受ケ左ニ揭クル處分ヲ爲スコトヲ得
　　　　　一　業務ノ禁止又ハ停止
　　　　　二　五百圓以下ノ過料
　　　　非訟事件手續法第二百八條ノ規定ハ前項ノ過料ノ處分ニ付之ヲ準用ス

　以上のように、成立法による業務は、裁判所及び検事局に提出する司法関係「文書ノ作成」（案１条）ではなく
形式的・機械的な「代書」を意味すると考えられる「書類ノ作製」（１条）と規定され、「司法代書人試驗」（案２条２号）
は採用されず、裁判所の認可を受け（４条）、監督され（３条）業務を行うことになっていました。資格要件につ
いての規定（案４条）がなくなっていただけではなく、非司法代書人の取締規定（案１２条）も、司法代書人名
簿への登録（案１３条以下）もなくなっていました。司法代書人会については、そもそも規定が存在せず、強制
設立（案１７条）、強制加入（案２１条）もなくなっていました。当然、司法代書人会の懲戒申告権もありません（案
２３条）。
　司法代書人法には、司法代書人会についての根拠規定がなくなりましたが、通例は各地方裁判所ごとに制定し
ていた「司法代書人監督規程」に任意設立を許容する規定が置かれているようでしたので、千葉地方裁判所が制
定したものは確認できていませんが、千葉においても同様であったと考えられます。
　いずれにせよ、『戦前編』の指摘するところによれば、この司法代書人法は、「『代書』という基本的性格を再確
認した上で、取締法として再構成した」にすぎなかった（３２２頁）ということであり、「大正八年体制」（『戦後編』
２０頁）と称される司法代書人に対する監督体制を形成したということになりました。それゆえ、それ以後の司
法代書人・司法書士の歴史は、司法書士の法律家としての実態に即した法制度の確立を求め、この「大正八年体制」
を打破するための闘いからはじまる歴史であったということになります。
　ということで、法改正運動は、司法代書人法施行直後からはじまりましたが、太平洋戦争敗戦後の日本国憲法
の制定までに実現した法改正は、１９３５（昭和１０）年の「司法代書人」から「司法書士」への名称変更のみでした。

強制会化までの戦後法改正の歩み
　ですから、日本国憲法制定後（戦後）の法改正要求では、当初、事態を一気に変えようという提案が表明され
ることにもなりました。
　例えば、「日本司法書士連合会」が、１９４９（昭和２４）年４月にまとめた「司法書士法改正についての希望
上申の件」の第１項では、第１条の書類の作成に関連して、「書類の内容の調査整備及事件の判断を為し並に書類
の作成の相談に応じることができる」ことを明らかにすることを求めていました（『戦後編』１１８５頁）。そして、
同年１０月に法務総裁に提出した「司法書士法改正希望事項」では、司法書士の業務を、「他人の嘱託を受けて、
訴訟事件及び非訟事件につき、裁判所、検察庁、法務局又は地方法務局に提出すべき書類を立案、調査、作成、
整理し、書類の提出及び非訟事件の申請を代理し、又は其の他之に附随する事務を行うを業とする者を言う。」と
定義しようとしました（『戦後編』１１９６頁）。
　さらに、改正への議論の過程では、名称変更や試験制度の導入なども主張され、資格要件としての司法関係職
務の経験年数も１０年を要求したりもしていました。司法書士会は、強制設立・加入とし、法人化し、会員の除
名決議権限を認めることなども主張され、その他にも、紛議調停制度の創設などについての提案も行われていま
した。
　当時の業務の実情に即した具体的な内容を条文化し、業務の「『代書性』を除去」し、「法律家としての書類作
成権限である」（『戦後編』３８頁）ことを明確にしようとしたものと考えられますが、それは、１９１９年の司
法代書人法制定に当たって、請願委員会の用意した法案が目指した内容に近いものであったともいってよいでしょ
う。
　しかし、１９５０（昭和２５）年５月２日になって成立し、７月１日から施行された全面改正法は、政府の消

極的対応から議員立法の道を選択せざるを得なかったことなどから、妥協を強いられ、当初の改正要求からは、
大きく後退した内容になってしまいました。
　第１条が事態を象徴していたと言ってよいでしょう。具体的には、「司法書士は、他人の嘱託を受けて、その者
が裁判所、検察庁又は法務局若しくは地方法務局に提出する書類を代つて作成することを業とする。」と規定され
ました。「書類作成」に限定されただけでなく、「代つて作成する」という「代書」を連想させる文言が挿入され
ることにもなりました。その上、２項では、「前項の書類であっても他の法律において制限されているものについ
ては、その業務を行うことができない。」ことにしていました。
　さらに、試験制度の導入は見送られて認可制度が維持されただけでなく、資格要件としての司法関係職務の経
験年数も３年とされ（第２条１号）、しかもそのような者と「同等以上の教養及び学力を有する者」にまで広げて
いました（第２条２号）。すなわち、資格要件は、有っても無いに等しいということでした。また、報酬自主権は
認められず（第７条）、司法書士会は、任意設立、任意加入とされました（第１４－１７条）。非司法書士の取締
規定は設けられましたが（第１９条）、「他の法律に別段の定がある場合又は正當の業務に附随して行う場合は、
この限りでない。」との但書が規定されていました。
　こうして成立した改正法は、およそ「大正八年体制」の打破にはほど遠い内容でした。ということで、同時に
施行された司法書士法施行規則が旧法的監督規定を残していたこともあり、成立したばかりの改正法に対する改
正要求が噴出することにもなりました。
　そして、やはり議員立法で、最少限度の再度の改正が、１年後に施行されることになりました。その主な内容は、
報酬を司法書士会の会則事項とすることで、報酬自主権を認めさせたことと、非司法書士取締規定（第１９条）の「但
書」の削除でしかありませんでした。ですから、当初からの制度要求が充たされることになったわけではなく、
継続的な課題であり続けました。
　そのような中で次に実現したのが、１９５６（昭和３１）年の司法書士会の強制設立・加入制度でした。この
法改正の内容自体は、早くからの要求でしたから、要求の実現として積極的に評価できそうでもあります。とこ
ろが、実相は、異なっていました。そもそもは、１９５０年の全面改正により規定された資格要件が、前述もし
たように、無いに等しい内容であり、その運用に、次のような法務府民事局長の通達が出されていました（１９
５０年６月２０日・『戦後編』１５５頁）。
　司法書士の認可の申請があったときは、「認可申請人に司法書士法所定の資格があり、且つその者がその業務に
耐えうる程度の健康状態である限りは、これを認可すべく、管轄区域内における司法書士業務の繁簡その他の事
情を考慮すべきでないこと。」というのでした。
　その結果、連合会で調査したところによれば、１９４９年６月３０日の全国の司法書士の人員は、６３４８人
であり、因みに千葉の人員は、９５人でした（『戦後編』１２３８－１２３９頁）が、１９５０年１２月３１日に
なると、全国では、６７５４人になり、千葉では１０５人（『戦後編』１２３７－１２３８頁）、強制会が創設さ
れた直後の１９５６年１２月末には、法務省民事局の調査によれば、全国で１２３９２人、千葉が２０９人になっ
ていました（『戦後編』２８２－２８３頁）。短期間での急激な増加であり、当局による「大量認可」が行われた
結果だと考えられていました（『戦後編』１５４頁以下参照）。
　そのことで、どのような事態が生じたかですが、具体的な数字となって現れたのは、司法書士会の非会員率の
激増でした。後に、強制会への法改正を審議していた衆議院法務委員会で明らかにされたところでは、全国で「非
会員が四三五八、会員が八三九五で、半数強の非会員がございます」（『戦後編』２２７頁）。もう少し早い時点で
深刻な事態になっていたのは東京であり、東京法務局長の発言によれば、新法施行時点で、東京の司法書士の総

数は、１９８人で、うち司法書士会の会員が、１６０人だったものが、１９５３年５月末現在には、司法書士の
総数が、１４８４人になり、会員は、わずか２１０人で、非会員率が８５．８％だったとされています（『戦後編』
１５８頁）。法務省民事局の調査によるほぼ同時期の６月末現在の千葉も含む関東甲信越駿１１局管内の非会員
率は、５３．８％とされています（『戦後編』同前）。
　そして、この激増した非会員は、「会の指導、連絡等とは無縁の存在」であり、「司法書士の総体としての力量
を低下させたから、補正を要する不備な登記申請書類を激増させ、事務渋滞をまねく原因」（『戦後編』１５８－
１５９頁）になりました。
　ということで、当局は、前述したような認可方針を改め、「資格の有無は、原則として試験により判定する」こ
とにせざるを得ないということになりましたが、それだけではなく「司法書士の業務の公正を期するために」、「司
法書士会を強化し、その健全な運営を図ること」にするという法務省民事局長の通達を出すことにもなりました
（『戦後編』１５９－１６０頁）。
　要は、司法書士会による指導・連絡等によって、司法書士業務の質の向上、維持を図ろうということで、その
ために必要な制度的担保として、強制会制度を実現しようということでした。
　以上のような経緯から、当局主導で実現したのが、１９５６（昭和３１）年の法改正による強制会制度でした。
具体的には、次のように改正されました。
　旧第１４条「司法書士は、法務局又は地方法務局の管轄区域ごとに、会則を定めて、司法書士会を設立するこ

とができる。」
　新第１４条「司法書士は、その事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域ごとに、会則を定

めて、一箇の司法書士会を設立しなければならない。」
　さらに、合わせて連合会についても次のように改正しました。
　旧第１７条「司法書士会は、共同して特定の事項を行うため、会則を定めて、全国を単位とする司法書士会連

合会を設立することができる。」
　新第１７条「司法書士会は、会則を定めて、全国を通じて一箇の司法書士会連合会を設立しなければならない。」
　その上、第１７条第２項に連合会の目的についての次のような規定を付け加えました。「司法書士会連合会は、
司法書士の品位を保持し、その業務の改善進歩を図るため、司法書士会及びその会員の指導及び連絡に関する事
務を行うことを目的とする。」
　また、質の向上という点でも、第２条１号の資格要件としての司法関係職務の経験年数を３年から５年に引き
上げ、第４条の認可方法についても、「管轄する法務局又は地方法務局の長の認可を受けなければならない。」となっ
ていたところを「管轄する法務局又は地方法務局の長の選考によつてする認可を受けなければならない。」と改正
し、全国統一の選考試験を実施することにしました（『戦後編』２８５頁以下参照）。
　
真崎答申案の登場　
　強制会制度の成立にいたる経緯はともかくとして、前述したように単位司法書士会の強制設立・加入自体は、
司法代書人法制定以前からの悲願であり（『戦前編』３１０頁参照）、１９５０年の改正に際しても達成できなかっ
た要求でした。しかも、必ずしも従前の改正要求にはなっていなかった連合会の強制設立も実現することになり
ました。それは、改正の目的が、全国的な司法書士会による指導・連絡等ということであり、全国的な組織化が
不可欠と判断されたからと考えられますが、そのことで、会の目的を実現するための組織体制の整備、会活動の
活発化を促し、制度発展の基盤を用意することになったのは間違いありません。

　ということになれば、あらためて法改正の実現が組織的な課題として浮上してくるのは、必然でした。強制会
成立直後には、「登記簿と台帳の一元化」という大問題の解決が迫られており少し間は開きましたが、１９５９（昭
和３４）３月に開催された第１１回臨時総会になって法改正問題が本格的に議論されることになりました（『戦後
編』２７９頁）。具体的には、司法書士の資格、認可、国家試験等について議論があったということですが、さら
に研究が必要ということで継続審議になっていました。
　翌１９６０（昭和３５）年７月に開催された第１２回定時総会では、「法令あるいはその他の重要問題の調査・
研究」等にあたる委員会の設置が承認され、１１月になって三つの分科会からなる特別委員会として発足しまし
たが、その第二分科会が、「司法書士の認可および業務の確立について」と「右に関連する事案の調査研究」を担
当することになり、その後の法改正論議を中心的に担っていくことになりました。
　そして、この第二分科会の委員として指名されたのが、当時千葉支部長であり、千葉司法書士会の綱紀委員会
委員長であった真崎真一氏でした（『戦後編』３０２頁）。
　この第二分科会は、１９６２年９月に開催された第１４回定時総会までには、「司法書士法改正案要綱」及び「要
綱」に沿った「司法書士法改正案」を作成し、各単位会に送付していました。
　その主な内容を要綱と条文案とを合わせて以下に紹介しておきたいと思います（『戦後編』３１７頁以下、３２
３頁以下）。
　要綱一　司法書士本来の社会的使命を冒頭に表示すること
　　　　　条文は用意されていない
　要綱二　職域の拡張を図ること
　　　　　第一条を「司法書士は他人の嘱託を受けてその者が裁判所検察庁又は法務局若しくは地方法務局（そ

の他法務省令による官庁）に提出する書類を（作成し又は代理手続きを）代つて作成することを業と
する。」と、（　）内を加え、取り消し線部分を削る。

　要綱三　司法書士の資格を引上げること
　　　　　第二条の司法関係職務の経験年数を「五年以上」から「十年以上」に
　要綱四　欠格事由の緩和を考えること
　　　　　第三条の欠格事由発生後の経過期間を「二年」から「五年」と延長する
　要綱五　認可制を改め国家試験制にすること
　要綱六　司法書士の義務的条文の緩和及び行政処分権を改めること
　要綱七　司法書士会々則の改正
　　　　　１　報酬規定を削除すること
　　　　　２　司法書士会を法人化すること
　　　　　並に連合会の強化を考えること
　　　　　第１４条の２に、「司法書士会は法人とする」と規定する。
　　　　　第１５条の２を、「司法書士会の会則を定め又はこれを変更するには司法書士会連合会の承認を受け

法務大臣に通知しなければならない」と改正する。　
　要綱八　修習制度を設けること並に補助者の資格を引上げること
　　　　　第４条の２として、「一定期間実務の修習をしなければ、事務所を設けることが出来ない」と規定する。
　要綱九　司法書士の名称を変更すること
　　　　　「法務士」と改正する。　　

　要綱十　司法書士法施行規則の改廃
　
　以上の内容は、基本的には、「現行法を基礎として、研究したもの」（『戦後編』３２４頁）ということで、試験
制度や法人化などの従前からの課題をあらためて整理したという性格が強く、使命規定は成文を得ていませんし、
なお漸進的な内容にとどまっていたということでしょう。
　そのような経緯を経て、第１４回定時総会後の１９６２年１０月に開催された第１回理事会は、組織体制の整
備を行い、それまでの分科会を専門委員会と改名し、その一つとして「法改正専門委員会」を設置することにな
りました。そして、その委員長に指名されたのが、真崎龍一氏でした。真崎氏の委員長としての活躍の様子につ
いては、本会報３４号（１９７８年１１月）のインタビュー記事「猛虎健在－真崎龍一氏法改正を語る」に詳細
に紹介されており、私もかって２度ほど紹介させていただいたことがあります（月報司法書士２００４年１１月
号８８－８９頁、２００５年２月号７２－７３頁）。ということで、本稿では、その検討内容について紹介させて
もらうことにしたいと思います。
　委員会は、１１月２７日に第１回の委員会を開催し、精力的に検討を続け、発足後の最初の１９６３年６月に
開催された第１５回定時総会には、まだ半年余の期間であり、同時に発足した他の専門委員会からの報告はなかっ
たにもかかわらず、この委員会のみは改正法案についての本格的な中間報告を行っていたということです。その
要点は、以下のような内容でした（『戦後編』３３４頁）。
　一　改正法案第３条第１項第１号に「・・・に提出する書類を作成すること、及び申請申し立て異議の申し立

て又は訴訟を除いてその他の事項を代理する」とし、同条同項第２号に「前号に規定する業務につき相談
に応ずること」と定める。

　二　国家試験制度への転換　司法書士の業務は、高度な法律知識を要するが、未だに非常に低い程度の＂代書
＂という観念で見られていることは非常に残念である。このためにも、現在の認可制度を国家試験制度に
換えるべきものと考える。

　三　司法書士の「＂社会的使命＂および＂職責の理念＂」を法文の冒頭に掲げる。

　中間報告とはいえ、過去の蓄積を参照しながらも、それにとどまらない意欲的な提案を期待できる内容になっ
ていました。明確に「＂代書＂という観念」からの脱却を意識した制度的方策として国家試験制度を位置づけて
いましたし、その必要性の基礎となる「＂社会的使命＂および＂職責の理念＂」を明文化しようということでした。
そして、その基礎の上に、「相談」を含む実態に即した業務内容の条文上の拡張を志向していたからです。
　ところで、この委員会が活動を開始した１９６２年１１月という時期は、直前に司法制度の改革を目指した「臨
時司法制度調査会」（臨司）が内閣に設置され、調査審議を開始していました。この臨司は、司法書士の簡裁代理
権獲得につながった１９９９年に設置された「司法制度改革審議会」と対比される存在でした。直接的には、訴
訟遅延の深刻化、法曹志望者の減少などを契機とした動きでしたが、そのような実情は、１９６４年８月になっ
て公表された、その「意見書」によれば、以下のように指摘されていました。
　「簡易裁判所の所在地はもちろんのこと、地方裁判所の支部の所在地においてすら、弁護士の事務所のない事例
が数多く存在」（７７頁）し、「司法書士が、ある面では、事実上いわゆる事務弁護士的機能を果たしているが、
これらの国民生活における法律的処理を要する面の需要に対して、弁護士がいかなる役割を果たすべきかの問題
がある。また、国民の日常生活の法律的処理の面において、いわゆる三百代言のばっこ、暴力団の介入が顕著で
あるといわれている」（８０頁）、「民事訴訟においては、弁護士が代理人とならないいわゆる本人訴訟が多く、地

方裁判所においてさえ、当事者双方につき弁護士が代理人となっている事件は、通常第一審訴訟事件のわずか四
〇パーセント弱であり、これが訴訟の適正円滑な処理にとって大きな妨げになっている」（８０頁）。
　委員会は、この機会を積極的に生かしていくべきと考えたということだったと思われますが、その前提には、
司法書士制度の将来への危機感もあったと思われます。委員会の「答申案」（その全文は、前述もしましたが『戦
後編』１２５１頁以下に収録されています。以下、「真崎答申案」あるいは「真崎改正案」と呼びます。）は、臨司の「意
見書」よりも早く、１９６４年４月に提出されたましたが、その冒頭では、弁護士はじめ隣接他士業との関係を
考えれば、「われ等司法書士の行方は真に憂うべきものとの感を深くする」とし、「現行司法書士制度のこの脆弱を、
如何にして打開するか、職域の拡張をいづれに求むるのか、地位の向上、組織団体のありかた等を思念して審議
を続行し」、「法改正の実現が緊急の要務であることを考え、兎角の批判の生ずることも已むをえない仕儀とこの
案をもって、答申することにした」としていました。
　その思いは、当時の司法書士法の条文数２３条に比してはもちろん、その後数度の改正を経た現行法でさえ、
その条文数が９５条であるにもかかわらず、真崎改正案は１０３条に及んでいたことに象徴されていたかもしれ
ません。もちろん、条文数は内容を反映したものであり、過去に類似の案の示された条項も含まれているものの、
全体としてみれば、従前の改正案にはなかった「制度の充実・発展を図ろうとする意欲にみちた労作ということ
ができる」（『戦後編』３７３頁）「先見性に富んだ、また先進的なものである」（『戦後編』３７４頁）ということ
でした。
　その主な内容を、真崎改正案の章あるいは条数とその後の法改正が実現した改正年がわかるように各事項の末
尾に（　）で示して列挙すれば以下のようになります。
　①　司法書士会・連合会の法人化（第５３条第３項・第６７条第３項、１９６７（昭和４２）年法改正）　
　②　使命・職責理念・業務規定（第１条・第２条・第３条、１９７８（昭和５３）年・２０１９（令和元）年法改正）
　③　国家資格の創設・国家試験制度の導入（第２章・第３章、１９７８（昭和５３）年法改正）
　④　国家試験科目に憲法を入れる（第９条・第１０条、２００２（平成１４）年法改正）　
　⑤　登録事務の連合会への移譲等（第４章、１９８５（昭和６０）年法改正）
　⑥　簡易裁判所事件の訴訟代理（第３条第２項、２００２（平成１４）年法改正）
　⑦　紛議の調停（第６３条、２００２（平成１４）年法改正）
　⑧　自主懲戒権等（第９章・第１０章）

　以上のように、その内容は半世紀以上の時を経て、ほぼ実現することになっています。しかし、そのことが、
公表当時は、「時期尚早として容易に受けいれられない原因となったことも、否定できないようにも考えられる」
（『戦後編』３７４頁）ということで、提出直後の１９６７年６月に開催された第１７回定時総会では、「本答申
案は現司法書士法に比し非常に高度な法案となっているので、本答申案に対する各単位会の意見を広く徴し理事
会において慎重審議して、その具体的実現を漸進的に図ってゆく」との執行部の見解が示され、了承されること
になりました（『戦後編』３７５頁）。
　強制会制度の実現を基礎に、一気に「大正八年体制」からの脱却を図ろうとした真崎答申案は、またしてもと
りあえずは挫折の憂き目に遭うことになりましたが、その方向性の正当性は、時間が証明することになりました。
そしてその多くの事項の実現の経緯は、真崎答申案以前の歴史をも含めての、司法書士制度発展の苦闘の歴史そ
のものであったといってよいでしょう。
　ということで、真崎答申案の前述した主要な内容について、ごく手短にではありますがその実現の経緯を確認

しておくことにしたいと思います。

司法書士会の法人化　　　
　まず、最初に実現することになったのは、真崎改正案第５３条第３項「司法書士会は法人とする。」でした。真
崎答申案を受けた日司連総会・理事会は、前述もしたように全体の立法化についての要求は時期尚早としたもの
の、法人化と国家試験の実現を当面の具体的目標することになりました（『戦後編』３７５頁）。
　とはいえ、国家試験化はそう簡単に実現できる課題ではありませんでした。それに対して、強制会化が実現し、
組織体制が整備され、活動が活発化していた司法書士会を法人化することにさほどの困難は無かったと思われま
す。また、強制会化した司法書士会の基盤をさらに強化するために法人化は不可欠の要素でもあったということ
でしょう。
　現に、真崎答申案と相前後して、司法書士会館の建設が本格的に議論されることになり１９６７（昭和４２）
年の改正により法人化が実現した（第１４条第３項・第１７条の３）翌１９６８年には、会館用地を取得し、１
９７０年３月には、旧司法書士会館が完成しました（会館建設の経緯の詳細については『戦後編』９７５頁以下
参照）。
　それにしても、法人化へは、実に長い道のりでした。前述した帝国議会衆議院請願委員会が起草した司法代書
人法案は、各単位司法代書人会の強制設立・強制加入を規定していました（『戦前編』３１０頁）が、成立した司
法代書人法は、前述したように司法書士会についてさえ規定せず、任意会の設立についても各地裁ごとの監督規
程に委ねていましたから、およそ法人化といったことは想定されていませんでした。
　ようやくこれも前述した日本国憲法制定後の法改正要求で、あらためて各単位司法書士会の強制会化を主張す
ることになりましたが、その際には合わせて法人化も主張することになりました（例えば、『戦後編』１１９０頁）。
強制会化した司法書士会の基盤を確固たるものにするためには法人化が必要と考えられたということでしょう。
　しかし、このときも、法案提出準備の最終盤までは、司法書士会の強制会化は維持されましたが、法人化は法
案化されないことになっていました（『戦後編』１２２０頁）。しかも、当時は、連合軍の占領下でしたから、法
案について連合軍総司令部（ＧＨＱ）の了解を取り付ける必要があり、その審査を経た国会提出法案では、司法
書士会は、司法書士会連合会も合わせて任意会としての設立が認められただけに終わり、法人化も実現しません
でした（『戦後編』８８頁以下参照）。
　ということで、ようやく、１９５６年に強制会化が実現し、法人化への基盤ができることになったと考えられ
ます。現に１９５６年の法改正で強制会が実現し、１９６２年に真崎氏が一員となった分科会が用意した前述の
要綱や真崎改正案が、法人化をあらためて主張することになっており、当時最も現実的な改正要求であったと考
えられます。
　ということで、法人化は、１９６７年に実現することになりましたが、国家試験化は、法人化と同時に実現す
ることにはなりませんでした。しかし、その１９６７年の法改正に際して衆議院法務委員会は、「司法書士の試験
制度も、土地家屋調査士と同様に、国家試験を採用するよう努力を致すこと」という附帯決議を行うことになり
ました。
　なお、真崎改正案では、連合会についても法人化するということだけでなく「司法書士会連合会」から司法書
士と司法書士会を会員とする「日本司法書士連合会」とすることも提案されていました（第６７条）。また、「地
区司法書士会協議会」の任意設立を法定しようとしていました（第６６条）。しかし、連合会の名称は変更されま
せんでしたし、組織編成の変更もありませんでした。また、「地区司法書士会協議会」の法定にも至りませんでした。

１９７８年法改正へ　
　次に、国家試験化がどうなったかを確認しておきたいと思いますが、資格制度及び登録制度と一体となる国家
試験制度の導入も、司法代書人法制定以前からの課題であり、さすがに、附帯決議の翌１９６８年６月の連合会
の総会で、「国家試験移行対策委員会」の設置が決定されました。しかし、事態はそう簡単には動きませんでした。
その主な理由は、何故そうだったのかまでは明確ではありませんでしたが、「実は、法務当局の対応がきわめて消
極かつ冷淡であり、国家試験の推進を躊躇せざるを得なかったことが異常な経過の真相であった」ということで
あり、「国家試験実現への道はその当初から逆風の中を踏み出し、その後もつねに嵐の中を闘い抜き、遂に画期的
成果に達したことを銘記しなければならない」とされています（『戦後編』１０４０頁）。
　とはいえ、国家試験化自体が多くの検討課題を内包していただけでなく、司法書士制度のあり方の根本に関わ
る多岐で広範囲にわたる課題と関わっていたことも影響していたと考えられます。
　全面改正を目指した真崎答申案も、「まず司法書士の果すべき役割、その他司法書士制度の意義につき、基本的
な考え方を決める必要がある」として、「司法書士が依頼者の要請に基きその業務に従事するに当っては、官庁業
務の適正な運営のために、社会正義を実現することを旨とし、社会秩序が維持されるよう念願し、法規業務の専
門家としての見識ある判断を加えるという形において、その業務は遂行されなければならない。このような司法
書士の公共的な立場を明らかにして、司法書士の自覚を高める趣旨を、一層明確にする意味で、司法書士の使命
及び職責の理念という形をとり、このことにつき、改正案において冒頭に規定することが適当である」という認
識の下に試験制度も位置づけていました。
　すなわち、「改正案は司法書士の地位の向上とその確立及び国家並国民的要望を考慮して司法書士の職域の拡大
を図った。これがため、今後この拡大された業務を遂行するには、現在より高度の法律知識並びに専門実務家と
して、その業務に精通することを期待されることは云うまでもない。この要請から、試験科目その他の事項を検
討して、司法書士試験を行うことにした」ということですし（『戦後編』１２５４頁）、試験に合格し「司法書士
となる資格を有する者がその業務を開始するには登録を為すことにし」、「あくまでも自主性尊重の点から、日司
連において取扱うことに決定した」（『戦後編』１２５５頁）ということでした。
　それは、最終的に「真に自主独立を完了する」ために法務局長または地方法務局長が、「司法書士に対して場合
によりその認可を取消し或は懲戒処分を与える権能を有する。このことは、いつまでもこのままでおくことは、
あまりにも司法書士の無力を表明するのみならず、時代錯誤の規定というも過言ではあるまい。改正案において
は法務局のかかる羈絆の一切を脱することにした」として、「この監督権を行使するものは司法書士会であり、日
本司法書士連合会である」としていました（『戦後編』１２５６頁）。
　すなわち、前述した「代書」的規定、「大正八年体制」からの脱却であり、前述の②③④⑤⑧の項目を、密接に
関連する一体のものとして用意したと考えられるものでした。
　しかし、そのような問題の性格は、その後の展開に影響を及ぼすことにもなりました。全体を一括して改正の
課題にするということが、法務当局の対応姿勢も合わせ考えたときに、果たして現実的な方策なのかどうか議論
にならざるを得ませんでした。具体的には、「もっぱら国家試験制度一本にしぼっての法改正」か「国家試験制度
と専門性の確立とは密接に関連しており、目的・職責等を明確にする法改正」かの対立となって現れました（『戦
後編』１０４３頁）。
　そして、基本的に後者の立場にたってその議論の方向性に大きな影響を与え、「法改正に大きな貢献をしたと評
価できる」（『戦後編』４６８頁）とされたのが、後に詳しくは触れますが、１９７６年１１月末になって全国青

年司法書士連絡協議会（全青司）がまとめた「司法書士法改正要綱試案」であり、真崎答申案とも基本的に通底
する内容でした。その結果、個々には直ちに必ずしも十分な内容になったわけではないものの基本的な方向にお
いては真崎答申案に沿った内容の法改正が、１９７８年以降順次実現することになったといってよいでしょう。
　そこで、法人化以外の真崎答申案の主な項目のその後の展開を、各項目相互の関連をも意識しながら確認して
おきたいと思います。

使命・職責規定の創設
　まず、全面改正に当たっての根本問題と位置づけられることになった基本的性格に関わる項目についてから見
ていきたいと思います。そもそも司法書士法は、日本国憲法施行後に全面改正されたにもかかわらず、他の弁護
士法等の士業法が備えることになっていた使命や職責といった規定が用意されていませんでした。それだけでな
く、それまでの法制定、法改正の経緯の中でも、業務内容を中心とする「定義」規定が提案されたことはありま
したが、使命や職責といった規定が話題になったことはありませんでした。いずれにせよ、これらの規定創設の
意図は、「代書」との明確な決別であり、「法律家」としての確固たる地位の確立でした。
　ということで、真崎答申案が前述のような位置づけの下で、用意した基本的性格に関わる「使命」と「職責の理念」
に関する規定の案を確認しておくと次の通りです。
（使命）
　第１条　司法書士は、保障を受けようとする私権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。
　　　　２　司法書士は、前項の使命に基づき、誠実にその業務を行い、権利の行使又は義務の履行が適正に実

現し、社会秩序が維持されるよう業務の上に努力しなければならない。
（職責の理念）
　第２条　司法書士は、常に、教養を深め、かつ、品位を保持し、業務に関する法令並びに事務に精通しなけれ

ばならない。

　その意味をあらためて真崎答申案の解説によって確認するならば、「社会正義を実現することを旨とし、社会秩
序が維持されるよう念願し、法規業務の専門家としての見識ある判断を加える」ということで、その業務は遂行
されなければならないという趣旨を、一層明確にする意味があるとされています。すなわち、限定された範囲で
はあれ、「法規業務の専門家」として、すなわち「法律家」として、その業務を遂行することを明確にしようとし
たということでしょう。
　もちろん、１９７８年法改正へ向けての紆余曲折は、当初はともかくも国家試験化の実現を第一義とする展開
にも見えたのですが、前述のように１９７６年１１月末に全青司がまとめた「司法書士法改正要綱試案」（要綱試
案）が、司法書士を法律家として明確に位置づける職責規定の創設を強く主張することになり、法改正の方向性
について流れを変えた転換点だったといわれています。そこで示された「司法書士の職責」は以下のような内容
でした（『戦後編』９１６頁）。
①　司法書士は、私権を擁護し、取引の安全と各種登記の実体的真正の確保につとめ、社会秩序の維持に寄与し
なければならない。

②　司法書士は、常に、教養を深め、品位を陶冶し、職務に関する法令及び事務に精通するよう努めなければな
らない。

　その内容は、もちろん完全に一致しているわけではありませんが、真崎答申案の「使命」規定（第１条）と「職
責の理念」規定（第２条）に近似していたことがわかります。核心である「私権を擁護」と「社会秩序維持」は、
共通ですし、要綱試案①の「取引の安全と各種登記の実体的真正の確保」は、真崎改正案第１条第２項の「権利
の行使又は義務の履行が適正に実現」を職務内容に即して具体化したと解釈できます。
　この全青司の要綱試案が、連合会の「とりあえず国家試験制度の実現を図ることこそが、二兎を追って一兎す
らも逸するよりは賢明である」とした基本方針を軌道修正させることになり、１９７７年２月半ばに「法改正（使命・
目的）専門理事会」を設置させ、具体案を策定させることになりました（『戦後編』１０６５頁）。
　その策定作業は、法務省との折衝の積み重ねでしたが、法務省は「使命規定」を設けることに強く反対しました。
「弁護士法第一条と同旨の規定を設けざるをえなくなる」という理由でした。そのため連合会としては、「法改正
の早期実現」のために「あえて使命規定を設けることなく、目的及び職責規定の新設により実質的効果を狙うこ
ととした」ということになりました（『戦後編』１０６５頁）。
　そして、長期にわたる粘り強い折衝により１９７７年末になって法務省から最終案として示された「司法書士
法一部改正大綱案」では、「司法書士制度の目的」と「司法書士の責務」として次のような内容が示されることに
なりました（『戦後編』１０８１頁）。
一、司法書士制度の目的
この法律は、登記、供託及び訴訟等に関する手続の円滑な実施に資するため司法書士の制度を定め、その業
務の適正を図り、もつて国民の権利及び財産の保護に寄与することを目的とする。

二、司法書士の責務　
１　司法書士は、その業務が国民の権利及び財産の保護に密接な関係を有することを自覚し、公正かつ誠実
にその業務を行わなければならない。　

２　司法書士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通しなければならない。

　連合会の要求とはその位置づけが異なることになり、目的規定は制度の目的になったものの、連合会は、「法律
手続の実務家としての位置づけを明確にしたものであり」、「法律判断はもちろん、法律相談も可能な道を一歩進
めた」と評価できるとして、受け入れることになりました。そして改正法は、冒頭に第１条の目的規定と第１条
の２の職責規定を次のように付け加えられました。
（目的）
第１条　　　この法律は、司法書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、登記、供託及び訴訟等に

関する手続の円滑な実施に資し、もつて国民の権利の保全に寄与することを目的とする。
（職責）
第１条の２　司法書士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務

を行わなければならない。

　前述したように、これで一応ようやく戦後の士業法の体裁を整えるということにはなりました。しかし、この
目的規定は、前述のようにあくまでも制度の目的を規定したものであり、司法書士の役割自体に焦点を合わせた
ものではありません。その意味では、司法書士を主体とするその社会的役割に焦点を合わせた規定こそが不可欠
だったと思われます。現に、既に、前述した「要綱一」が「司法書士本来の社会的使命を冒頭に表示すること」
を追求しており、真崎答申案が、既に紹介したような「使命」と「職責の理念」を規定することを提案していた

ことを想起すべきでしょう。
　そして、ついに真崎答申案から半世紀余を経た２０１９（令和元）年の法改正において、それまでの目的規定（第
１条）に代えて次のような使命規定が規定されることになりました。　
（使命）
第１条　司法書士は、この法律の定めるところによりその業務とする登記、供託、訴訟その他の法律事務の専門

家として、国民の権利を擁護し、もつて自由かつ公正な社会の形成に寄与することを使命とする。

　真崎答申案は、前述の解説も合わせ考えれば、司法書士の使命は、「法規業務の専門家」として「その業務を誠
実に行い」、「私権を擁護し」、「権利の行使又は義務の履行が適正に実現し」「社会正義を実現する」ということで
あり、２０１９年に制定された使命規定と実質的に同旨と解されるのであり、その先見性・先進性は、あらため
て高く評価されて然るべきでしょう。

国家試験制度・試験科目
　目的規定及び職責規定の創設が第一義的課題になったからといって国家試験化が頓挫したわけではなく、同じ
く１９７８年の改正で実現することになりました。前述したように、真崎答申案においても、国家試験化をめぐっ
てはじまった議論においても、国家試験化を意味のあるものとして実現するためには、なぜ国家試験化が不可欠
かを明らかにしておく必要があったということでしょう。また逆に、司法書士に求められる社会的役割の高度化
は、その質的担保を求めることにもなりますから、その最たる方法である試験制度の導入が課題化されたのは当
然のことであったでしょう。
　その要請が、最初に課題化したのは、代書人一般とは異なる専門職制度の創設を求めた司法代書人法の制定に
際してでした。前述した第３７回帝国議会衆議院請願委員会が用意した司法代書人法案は、「司法代書人タラント
スル者」が、基本的に具えるべき条件を「試験ニ及第」することとしていました（第２条第２号・『戦前編』３０９頁）。
　ところが、成立した司法代書人法には、これも前述もしたように、資格要件の規定もなく、「司法代書人タルニ
ハ所屬地方裁判所長ノ認可ヲ受クルコトヲ要ス」（第４条）としか規定されませんでした。
　次に試験制度を導入する可能性があった機会は、戦後の全面改正の際でした。当初司法書士会の用意した改正
案は、「一定の試験に合格したこと」を認可の資格要件にしていました（『戦後編』１１８２頁）。その試験によっ
て求めようとしている能力については、試験を必要としない資格要件によって推測が可能になります。具体的に
は、「判事又は検察官となる資格を有する者」及び「裁判所書記又は司法事務官であって十年以上その職にあつた
者」ということでした（『戦後編』１１８２頁）。
　しかし、１９５０年に成立した全面改正法は、試験制度を採用しなかっただけでなく、資格制度も採用せず、
認可のために要求した要件は、前述もしたように「裁判所事務官、裁判所書記官、裁判所書記官補、法務府事務
官又は検察事務官の職の一又は二以上に在つてその年数を通算して三年以上」（第２条第１号）であり、さらに第
２号では、「前号に掲げる者と同等以上の教養及び学力を有する」ことにされ、大量認可にもつながったと考えら
れるのです。
　ですから、前述のように強制会化に伴う「選考認可」の導入による全国統一試験の実施が、あらためて国家試
験制度導入への機運を生むことにもなっていたと考えられます。そして、真崎答申案が、「現在より高度の法律知
識並びに専門実務家として、その業務に精通することを期待される」、「その要請から、試験科目その他の事項を
検討して、司法書士試験を行うことにした」（『戦後編』１２５４頁）として用意した主要な条文案は、以下の通

りでした。
（資格）
　第４条　司法書士試験に合格し、政令の定めるところにより、実務の修習を終えた者は、司法書士となる資格

を有する。
（第一次試験）
　第９条　第一次試験は、次の科目について筆記試験をもって行なう。　
　　　　　一　憲法、民法、商法、刑法、不動産登記法、商業登記法
　　　　　二　民事訴訟法、刑事訴訟法のうち受験者のあらかじめ選択する一科目
　　　　　三　次の科目のうち受験者のあらかじめ選択する一科目
　　　　　　　（１）　供託法
　　　　　　　（２）　家事審判法
　　　　　　　（３）　人事訴訟手続法
　　　　　　　（４）　非訟事件手続法
　　　　　　　（５）　競売法
（第二次試験）
第１０条　第二次試験は、第一次試験に合格した者に限り、その者が第一次試験による試験において受験した科

目について、口述試験をもって行なう。
（登録）
第２２条　司法書士となる資格を有する者が、司法書士となるには、司法書士名簿に氏名、生年月日、事務所の

所在その他日本司法書士連合会で定める事項の登録を受けなければならない。
（司法書士の名簿）
第２３条　司法書士名簿は、日本司法書士連合会に備える。　
　　　　２　司法書士名簿の登録は、日本司法書士連合会が行なう。

　１９７８年改正に当たっての連合会の主張も、最後の最後まで、この真崎改正案と同様の内容になっていまし
た。特に資格要件としての「実務の修習」、試験科目としての「憲法」、連合会による自主「登録」などです。とはいえ、
「実務の修習」については、早い時点で法務省サイドから「具体的実施方法等についてなお検討を要する問題が
あるので、将来の課題とする」と通告されていました（『戦後編』１０８３頁）。「登録」については、連合会の推
測によれば、「権力統制の大きな要件の一つ」であり、法務省は「一歩もゆずらない態度をとっている」とのこと
でした（『戦後編』１９８６頁）。「憲法」については、最後の最後まで検討課題にはなっていましたが、「当局は
業務に直結しないという理由で承認しなかった」ということでした（『戦後編』１０８３頁）。
　その結果成立した関係条文は、以下のようになっていました。
（資格）
　第３条　次の各号の一に該当する者は、司法書士となる資格を有する。
　　　　　一　司法書士試験に合格した者
（司法書士試験）
　第５条　法務大臣は、毎年一回以上、司法書士試験を行わなければならない。
　　　　２　司法書士試験は、次の事項について筆記及び口述の方法により行う。ただし、口述試験は、筆記試

験の合格者について行う。
　　　　　一　民法、商法及び刑法に関する知識
　　　　　二　登記、供託及び訴訟に関する知識
　　　　　三　その他司法書士の業務を行うのに必要な知識及び能力
　　　　３　司法書士試験を受けようとする者は、政令で定めるところにより、受験手数料を納めなければなら

ない。
（登録）
　第６条　司法書士となる資格を有する者が、司法書士となるには、その事務所を設けようとする地を管轄する

法務局又は地方法務局に備えた司法書士名簿に登録を受けなければならない。

　因みに、自主「登録」は、１９８５（昭和６０）年法改正で実現し、「憲法」の試験科目化は、２００２（平成１４）
年の法改正で、簡裁訴訟の代理権の獲得と同時に実現しました。「実務の修習」は未だに実現していませんが、自
主的な研修の拡充が進んでいることは承知の通りです。いずれにせよ、これらの点での真崎答申案の先見性・先
進性も明らかでした。
　
業務規定の変遷
　長年月を要して、使命・職責規定の導入や国家試験化などによって、司法書士（司法代書人）の基本的性格を
明らかにすることになってきましたが、それまでの間は、業務内容の実態を如何に規定化するかということが、
基本的性格を確認する上での最重要課題の一つでした。しかし、実態に即した規定化を実現するのは、容易では
ありませんでした。その経緯を可能な範囲で振り返り、この点での真崎答申案の意味を確認しておきたいと思い
ます。そのために、異なる目的のため既に紹介した業務関係規定を再度掲記することにもなりますが、ご了承下
さい。
　そもそも、業務の実態と規定内容の齟齬は、司法代書人法からはじまっていました。既に紹介した衆議院請願
委員会が起草した司法代書人法案の業務内容を規定した第１条の司法代書人の定義規定は、次のようになってい
ました（『戦前編』３０９頁）。
　第１条　司法代書人トハ當事者ノ嘱託ニ依リ通常裁判所又ハ検事局ニ直接提出スル文書ノ作成ヲ業トスルモノ

トス

　これに対して成立した代書人法第１条は、以下の通り変更されていました。
　第１条　本法ニ於テ司法代書人ト穪スルハ他人ノ囑託ヲ受ケ裁判所及検事局ニ提出スヘキ書類ノ作製ヲ爲スヲ

業トスル者ヲ謂フ

　「直接」が、削られたことで、それまで容認されていた提出代理が不可ということにされ、「書類ノ作製」
に変更されることで、形式的・機械的代書を連想させることになったと考えられます。
　このような規定は、業務の実態を反映したものではなく、戦後の全面改正に際しては、業務を正確に反映する
ことを意図した次のような規定が用意されたりもしました（『戦後編』１１９６頁）。
　「この法律で司法書士とは、他人の嘱託を受けて、訴訟事件及び非訟事件につき、裁判所、検察庁、法務局又は
地方法務局に提出すべき書類を立案、調査、作成、整理し、書類の提出及び非訟事件の申請を代理し、又は其の

他之に附随する事務を行うを業とする者を言う。」
　しかし、全面改正後の第１条は、「司法書士は、他人の嘱託を受けて、その者が裁判所、検察庁又は法務局若し
くは地方法務局に提出する書類を代つて作成することを業とする。」ということになり、大幅に後退し、しかも「代
つて作成」と相変わらず「代書」を連想させる規定になってしまいました。
　真崎改正案は、業務規定（第３条第１項）について前述の戦後改正に際しての案にも近い以下のような規定を
用意していました。
（業務）
　第３条　司法書士は、他人の依頼に応じ、非訟事件、和解及び調停事件、登記及び供託事件の各手続に関し、

次に掲げる事務を行なうことを業とする。
　　　一　申請、申立、異議の申立等、その他訴訟を除く事務を代理する。
　　　二　前号に掲げた事務のほか、裁判所、検察庁、法務局若しくは地方法務局、その他法務省設置法（昭

和二十二年法律第百九十三号）に基づく官庁に提出する書類を作成すること。

　すなわち、書類作成以外にも、法的な位置づけはともかくとして事実上担っている業務を規定することを意図
したということでしょう。この提案は、１９６７年の法改正により、前述した第１条の「代つて作成」は削られ、登記・
供託に関する手続を「代わつてする」ことが認められることになり、真崎改正案に近づくことになりましたが、
より明確には１９７８年の法改正により、それまでの第１条が第２条（事実上の第３条）になり、次のように規
定されることになりました。
　第２条　司法書士は、他人の嘱託を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。
　　　一　登記又は供託に関する手続について代理すること。
　　　二　裁判所、検察庁又は法務局若しくは地方法務局に提出する書類を作成すること。
　　　三　法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理するこ

と。

　しかし、これでもまだ、真崎改正案には及びませんでした。さらに事態が動くことになったのは、２００２（平
成１４）年の法改正によってでした。その２００２年の法改正で改正された業務規定は、現行法ですからあらた
めて紹介することはしませんが、その最も重要で注目すべき内容は、簡裁訴訟の代理権の獲得であったことはい
うまでもありません。それこそは、真崎答申案によって提起された業務内容の拡充点でありましたから、その経
緯については別に確認することにしたいと思いますが、それ以外の業務は、実態に即して拡大の一途をたどって
おり、可能な業務を規定するという規定方式が困難になりつつあることを示していると考えられます。そのよう
な状態の下での業務の外延のあり方については、利用者の視点から固定観念を脱却することであり、真崎答申案
による使命規定や簡裁訴訟の代理権獲得の提起に学ぶべきではないかと思われます。

簡裁訴訟代理権をめぐって
　最後に、真崎答申案の基本的性格についての発想の転換を象徴していた業務内容の提起であった簡裁訴訟の代
理について確認しておきたいと思います。
　真崎改正案は、その第３条第２項で、「司法書士は、・・・他人の依頼によって、簡易裁判所の管轄に係る訴訟
事件に関して訴訟代理人となることができる」と規定していました。

　それまでの発想からすれば、弁護士が存在する中で、司法書士の訴訟代理への関与を主張することは、言って
みればタブーと考えられていたと思われます。弁護士の独占に抗することの難しさが意識されていただけでなく、
司法書士のアイデンティティを護ろうということだったかもしれません。真崎答申案がそのような事情を乗り越
える必要があると考えた理由はどのようなことだったのか、既にいくらか紹介しましたが、あらためて簡裁訴訟
代理権に関わってその理由を確認しておきたいと思います。
　その理由は、「軽微の簡易裁判所の訴訟事件においても甚だしく遅延停滞していて国民が憲法において附与され
ている裁判請求権を行使することは容易でない。この現況を打開することは法治国の大きい責務であると考えら
れる」という認識からはじまっていました。そして、司法書士の対応能力についても「現在の司法書士においては、
訴訟関係の書類の作成、また訴訟につき当事者を指導する点においても優秀な法律的素養を有するものが全国的
に少なからず存在している。この実態を看過することは、これまた現在のわが司法制度の発展の上に惜しむべき
ことと考えられるのである」との認識に基づいていました。
　その上で委員会は、「弁護士法、訴訟法等の改正なき限り、この実現不可能であることのため、躊躇逡巡したが、
いよいよ審議も終わりに近づき、この問題の最終的解決に立至ったとき、全員一大決意を持って改正案のとおり
ふみきった。これは、この難儀な現在の訴訟状況を救済することは社会の要請するわれ等の使命であると考えら
れるため、好ましからぬ社会風潮を打破するため、司法制度の改善促進のため、しかして司法書士制度の飛躍的
発展のため、簡易裁判所の事件だけは、われ等司法書士にも担当せしむべきであるとする結論に到達したからで
ある」と述べていました。
　この真崎改正案は、担い手や対象事件は限定されたものの、４０年近い時を経て現実化することになりました。
その導入への道を開いた司法制度改革審議会の「意見書」は、その理由について、次のように説明していました。
法的サービスの担い手の現状が「国民の権利擁護に不十分な現状を直ちに解消する必要性にかんがみ、利用者の
視点から、当面の法的需要を充足させるための措置を講じる必要がある。」ということでした。
　とすれば、簡裁訴訟代理権の獲得は、司法書士制度らしい発展の必然的な結果であったとも思われます。すな
わち、司法書士制度の発展の歴史は、言ってみれば、社会的要請に対応した実態の形成とその実態の制度的認知
の繰り返しだったからです。
　それにしても、真崎答申案の先進性・先進性には、驚嘆させられるばかりです。

結びにかえて
　以上不十分ながら、真崎答申案・改正案との関連で、司法代書人法が成立し、司法代書人会が発足して以来
１００年の司法書士（司法代書人）制度の展開を、限られた事項に沿って概観してきましたが、その歴史は決し
て平坦な道ではなく、苦闘の連続でした。
　それは、司法代書人法制定時点の法と実態の乖離にはじまった「大正八年体制」からの脱却への長い闘いでした。
その間にあって、制度の発展の将来を果敢に示すことになったのが真崎答申案・改正案であったと言っても過言
ではないと思われます。それは、真崎答申案・改正案の主要事項は、⑦紛議の調停も、詳しくは触れませんでしたが、
２００２年改正で実現しており、⑧自主懲戒権等、以外はすべて現実化したことになります。自主懲戒権の重要性
は、軽視できませんが、司法代書人法が成立し、司法代書人会が発足して１００年、「大正八年体制」と称された
状態を脱却することができ、本来担ってきた役割に見合った制度的枠組みを確保することになり、さらなる飛躍
の橋頭堡も築くことになっていると考えられます。
　２０１９年の改正により実現した使命規定（第１条）によれば、「司法書士は、この法律の定めるところにより

その業務とする登記、供託、訴訟その他の法律事務の専門家として国民の権利を擁護し、もって自由かつ公正な
社会の形成に寄与する」ことを期待されることになりました。業務範囲は、「この法律の定めるところ」と限定さ
れているようではありますが、「その他の法律事務の専門家」とも規定されており、その外延は広く、しかも権利
擁護と自由公正な社会の形成に求められる役割は、いってみれば無限ともいえるでしょう。前述もしたように、
業務内容の拡大は、個別規定方式の限界を迎えつつあることを、使命規定がカバーすることになっているとも解
することができます。明治以来、観念的な制度形成によって生じることになった制度的間隙を国民の身近にあっ
て国民の法的需要に応えることで、制度を維持・発展させてきた司法書士が、あらためて法律専門家として国民
の需要に応える制度的基盤を広げることになったといってよいでしょう。司法書士会発足１００年を機に、
自治の確立はじめさらなる法律家制度としての発展を期すとともに、その外延を実践的にさらに広げることを期
待させていただきたいと思います。
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　安房郡北條町北條　　　　北條区裁判所認可代書人　秋丸範輔外２名　
　香取郡佐原町佐原　　　　八日市場区裁判所佐原出張所認可代書人　保科子之助外３名
　匝瑳郡八日市場町　　　　八日市場区裁判所認可代書人　宇井忠兵衛外３名

　１９１５年末に召集された第３７帝国議会からは、衆議院請願委員会が構内代書人代表と協議の上用意したと
推測される法案が審議されることになりましたが、司法代書人法が成立した第４１帝国議会衆議院に上程された
法案は、以下のような内容でした（『戦前編』資料編１４１頁以下）。
　第１条　司法代書人トハ當事者ノ嘱託ニ依リ通常裁判所又ハ検事局ニ提出スル文書ノ作成ヲ業トスル者ヲ謂フ
　第２条　司法代書人ハ左ノ要件ヲ具フルコトヲ要ス
　　　　　一　帝國臣民ニシテ成年以上ノ男子タルコト
　　　　　二　司法代書人試驗ニ合格シタルコト又ハ司法代書人試驗委員ノ銓衡ヲ經タルコト
　第３条　司法代書人試驗及銓衡ニ關スル規則ハ司法大臣之ヲ定ム
　第４条　左ニ掲クル者ハ試驗又ハ銓衡ヲ要セスシテ司法代書人タルコトヲ得
　　　　　一　三年以上裁判所書記ノ職ニ在リタル者又ハ之ト同等以上ノ職ニ在リタル者
　　　　　二　司法大臣ノ指定シタル法律學校又ハ之ト同等以上ト認ムル學校ニ於テ定規ノ課業ヲ卒ヘタル者
　第５条　左ニ揭クル者ハ司法代書人タルコトヲ得ス
　　　　　一　禁錮以上ノ刑ニ處セラレタル者但シ二年以下ノ禁錮ニ處セラレタル者ニシテ刑ノ執　　
　　　　　　　行ヲ終リ若ハ其ノ執行ヲ受クルコトナキニ至リタルトキハ比ノ限ニ在ラス
　　　　　二　懲戒處分ニ依リ免官、免職又ハ除名セラレタル者ニシテ免官、免職又ハ除名後二年　　
　　　　　　　ヲ經過セサル者
　　　　　三　禁治産者又ハ準禁治産者
　　　　　四　破産又ハ家資分散ノ宣告ヲ受ケ復權セサル者
　第６条　司法代書人ハ其ノ作成シタル文書ニ付釋明ノ義務ヲ負フ
　第７条　司法代書人ハ訴訟事件ニ關與シ又ハ報酬ヲ得テ鑑定ヲ爲シ若ハ辯護士ノ紹介ヲ爲スコトヲ得ス　
　第８条　司法代書人ハ其ノ作成シタル文書ヲ囑託者ニ讀聞カセタル後其ノ末尾ニ署名捺印スヘシ
　第９条　司法代書人ハ正當ノ理由ナクシテ裁判所若ハ検事局ノ命シタル文書ノ作成ヲ拒ムコトヲ得ス當事者ノ

囑託ニ依ル場合亦同シ
第１０条　司法代書人ハ報酬アル公務ヲ兼ヌルコトヲ得ス但シ議員若ハ委員トナリ又ハ公務所ヨリ特ニ命セラレ

タル職務ヲ行フハ此ノ限ニ在ラス
第１１条　司法代書人ハ自己若ハ第三者ノ名義ヲ以テ商業ヲ營ムコトヲ得ス但シ司法代書人會ノ許可ヲ得タルモ

ノハ此ノ限ニ在ラス
第１２条　司法代書人ニ非サレハ司法代書業ヲ營ムコトヲ得ス
第１３条　司法代書人ハ司法代書人名簿ニ登錄ヲ受クヘシ
第１４条　各地方裁判所ニ司法代書人名簿ヲ備フ司法代書人ハ其ノ氏名ヲ登錄シタル地方裁判所ノ所属トス
第１５条　司法代書人ノ定員及登錄ニ關スル規則ハ司法大臣之ヲ定ム
第１６条　司法代書人ハ所屬地方裁判所ノ管轄地内ニ事務所ヲ定メ之ヲ所屬地方裁判所檢事局ニ屆出ツヘシ
第１７条　司法代書人ハ其ノ所屬地方裁判所每ニ司法代書人會ヲ設立スヘシ
第１８条　司法代書人會ハ所屬地方裁判所検事正ノ監督ヲ受ク

はじめに
　千葉司法書士会創立１００周年おめでとうございます。その１００周年を記念する会報特別号に執筆させてい
ただく機会をいただき誠に光栄に存じます。
　このような機会をいただいたのは、私が、日本司法書士会連合会（日司連）が編纂された司法書士制度の歴史
である『日本司法書士史－明治・大正・昭和戦前編』（１９８１年、以下『戦前編』と称させていただきます）及び『日
本司法書士史－昭和戦後編』（２０１１年、以下『戦後編』と称させていただきます）の編纂をお手伝いさせてい
ただいたことで司法書士制度の歴史について勉強させていただくことになったご縁でのことと承知しています。
　そのような私にとって、１００周年をお祝いする術は、歴史を振り返ることで、会員の皆様に１００周年の
意義をお考えいただくことをいくらかなりともお手伝いすることではないかという思いで寄稿させていただくこ
とにいたしました。その際、千葉会との関連で脳裏に浮かんでいましたのは、１９６４（昭和３９）年に、日司
連法改正専門委員会が提出した「改正司法書士法」案を内容とする「答申案」でした（その全文は、『戦後編』１
２５１頁以下に収録されています）。
　と申しますのも、この法改正専門委員会の委員長を務められ、答申案の解説を執筆されたのが、後に千葉会の
会長も務められた真崎龍一氏であったからです。しかも、この改正案の内容は、後に紹介するように、その後の
法改正によって次々に現実化するという極めて先見性・先進性に富んだ内容であり、半世紀余を経た２０１９（令
和元）年の法改正による使命規定の創設は、あらためて真崎答申案の先見性・先進性を想起させてくれるもので
した。
　ということで、創設１００年を迎えられたこの機会に、前述の『日本司法書士史』二編に依拠し、可能な範囲
で司法書士制度の歴史を振り返りながら、真崎答申案の内容をも紹介し、その意義を司法書士制度の展開との関
係で考えてみたいと思います。
　なお、引用に当たっては、旧漢字を新漢字に改めている場合があります。

司法代書人法成立の意味　　
　会長の「ご挨拶」にあるように、１９１９（大正８）年に、司法代書人法が成立するまでには、全国的に法律
の制定を求める請願運動が繰り広げられていました。その模様を伝える『法律新聞』１０２５号（大正４年７月
２０日）２頁（『戦前編』資料編３３４頁）によれば、「全国の代書人中棋界廓清に志あるもの、明治四十五年春
東京市に於て此挙を唱道し、爾後全国に其運動を開始し」たということです。
　そして、１９１３（大正元）末に召集された第３０帝国議会から司法代書人法が成立した第４１帝国議会（大
正７年１２月２７日－８年３月２６日）までの毎議会に請願が提出されることになり、１９１５（大正４）年５
月に召集された第３６帝国議会からは、請願が採択されることになりました。議事録で明らかにされているとこ
ろでは、千葉からも、毎回同一の代表者６名外から請願が提出されていました。代表者は、いずれも裁判所構内
で業務を行うことを認可されていた、いわゆる構内代書人でした。歴史的事実ですので、各請願の代表者の記載
がある第４０帝国議会（大正６年１２月２５日－７年３月２７日）の議事録から紹介すると以下の方々でした（『戦
前編』資料編１２４頁）。
　千葉郡千葉町千葉　　　　千葉地方裁判所認可代書人　足立重次郎外４名
　君津郡木更津町木更津　　千葉区裁判所木更津出張所認可代書人　永田喜一郎外１名
　長生郡一宮町　　　　　　千葉区裁判所一宮出張所認可代書人　山形伊太郎外１０名

第１９条　司法代書人會ハ其ノ會則ヲ定メ所屬地方裁判所檢事正ヲ經テ司法大臣ノ認可ヲ受クヘシ
第２０条　司法代書人ハ所屬司法代書人會ノ會則ヲ遵守スヘシ
第２１条　司法代書人ハ司法代書人會ニ加入シタル後ニ非サレハ職務ヲ行フコト得ス
第２２条　司法代書人ニシテ本法又ハ司法代書人會會則ニ違反シタル所爲アルトキハ司法代書人會ハ懲戒ヲ求ム

ル爲所屬地方裁判所検事正ニ申告スヘシ
第２３条　地方裁判所檢事正ハ司法代書人會ノ申告ニ依リ又ハ職權ヲ以テ懲戒委員會ノ審査ヲ要求スへシ但シ職

權ヲ以テスルトキハ司法代書人會ニ通知スへシ
第２４条　司法代書人ニ對スル懲戒事件ニ付テハ管轄地方裁判所ニ於テ懲戒委員會ヲ開クヘシ
第２５条　司法代書人ノ懲戒處分ハ左ノ四種トス
　　　　　一　譴責
　　　　　二　百圓以下ノ過料
　　　　　三　一年以下ノ停職
　　　　　四　除名
第２６条　懲戒處分ニ付テハ文官懲戒令中判任官ニ關スル規定ヲ準用ス
　　附則　現在ノ代書人ニシテ裁判所ノ認可ヲ經タル者ハ本法施行ノ日ヨリ六十日以内ニ司法代書人名簿ニ登錄

ヲ請フトキハ試驗又ハ銓衡ヲ要セスシテ司法代書人タルコトヲ得

　ところが、成立した司法代書人法は、わずか１１条の法律になってしまいました。その落差が、その後の展開
に影を落とすことになりましたので、その全容も確認しておけば、以下の通りです（『戦前編』資料編３２頁以下）。
　第１条　本法ニ於テ司法代書人ト穪スルハ他人ノ囑託ヲ受ケ裁判所及検事局ニ提出スヘキ書類ノ作製ヲ爲スヲ

業トスル者ヲ謂フ
　第２条　司法代書人ハ地方裁判所ノ所屬トス
　第３条　司法代書人ハ地方裁判所長ノ監督ヲ受ク
　　　　地方裁判所長ハ區裁判所判事ヲシテ司法代書人ニ對スル監督事務ヲ取扱ハシムルコトヲ得
　第４条　司法代書人タルニハ所屬地方裁判所長ノ認可ヲ受クルコトヲ要ス
　第５条　司法代書人ハ地方裁判所長ノ定ムル書記料ヲ受ク
　第６条　司法代書人ハ事務所ヲ設ケ地方裁判所長ノ認可ヲ受クルコトヲ要ス
　第７条　司法代書人ハ正當ノ事由アルニ非サレハ囑託ヲ拒ムコトヲ得ス
　第８条　司法代書人ハ當事者ノー方ノ囑託ニ依リテ取扱ヒタル事件ニ付相手方ノ爲ニ書類ノ作製ヲ爲スコトヲ

得ス
　第９条　司法代書人ハ其ノ業務ノ範圍ヲ超エテ他人間ノ訴訟其ノ他ノ事件ニ關與スルコトヲ得ス
第１０条　司法代書人ハ其ノ取扱ヒタル事件ヲ漏泄スルコトヲ得ス但シ裁判又ハ検事局ニ於テ訊問ヲ受ケタル場

合ハ此ノ限ニ在ラス
第１１条　司法代書人其ノ業務上ノ義務ニ違反シタルトキ又ハ品位ヲ失墜スヘキ行爲ヲ爲シタルトキハ地方裁判

所長ハ司法大臣ノ認可ラ受ケ左ニ揭クル處分ヲ爲スコトヲ得
　　　　　一　業務ノ禁止又ハ停止
　　　　　二　五百圓以下ノ過料
　　　　非訟事件手續法第二百八條ノ規定ハ前項ノ過料ノ處分ニ付之ヲ準用ス

　以上のように、成立法による業務は、裁判所及び検事局に提出する司法関係「文書ノ作成」（案１条）ではなく
形式的・機械的な「代書」を意味すると考えられる「書類ノ作製」（１条）と規定され、「司法代書人試驗」（案２条２号）
は採用されず、裁判所の認可を受け（４条）、監督され（３条）業務を行うことになっていました。資格要件につ
いての規定（案４条）がなくなっていただけではなく、非司法代書人の取締規定（案１２条）も、司法代書人名
簿への登録（案１３条以下）もなくなっていました。司法代書人会については、そもそも規定が存在せず、強制
設立（案１７条）、強制加入（案２１条）もなくなっていました。当然、司法代書人会の懲戒申告権もありません（案
２３条）。
　司法代書人法には、司法代書人会についての根拠規定がなくなりましたが、通例は各地方裁判所ごとに制定し
ていた「司法代書人監督規程」に任意設立を許容する規定が置かれているようでしたので、千葉地方裁判所が制
定したものは確認できていませんが、千葉においても同様であったと考えられます。
　いずれにせよ、『戦前編』の指摘するところによれば、この司法代書人法は、「『代書』という基本的性格を再確
認した上で、取締法として再構成した」にすぎなかった（３２２頁）ということであり、「大正八年体制」（『戦後編』
２０頁）と称される司法代書人に対する監督体制を形成したということになりました。それゆえ、それ以後の司
法代書人・司法書士の歴史は、司法書士の法律家としての実態に即した法制度の確立を求め、この「大正八年体制」
を打破するための闘いからはじまる歴史であったということになります。
　ということで、法改正運動は、司法代書人法施行直後からはじまりましたが、太平洋戦争敗戦後の日本国憲法
の制定までに実現した法改正は、１９３５（昭和１０）年の「司法代書人」から「司法書士」への名称変更のみでした。

強制会化までの戦後法改正の歩み
　ですから、日本国憲法制定後（戦後）の法改正要求では、当初、事態を一気に変えようという提案が表明され
ることにもなりました。
　例えば、「日本司法書士連合会」が、１９４９（昭和２４）年４月にまとめた「司法書士法改正についての希望
上申の件」の第１項では、第１条の書類の作成に関連して、「書類の内容の調査整備及事件の判断を為し並に書類
の作成の相談に応じることができる」ことを明らかにすることを求めていました（『戦後編』１１８５頁）。そして、
同年１０月に法務総裁に提出した「司法書士法改正希望事項」では、司法書士の業務を、「他人の嘱託を受けて、
訴訟事件及び非訟事件につき、裁判所、検察庁、法務局又は地方法務局に提出すべき書類を立案、調査、作成、
整理し、書類の提出及び非訟事件の申請を代理し、又は其の他之に附随する事務を行うを業とする者を言う。」と
定義しようとしました（『戦後編』１１９６頁）。
　さらに、改正への議論の過程では、名称変更や試験制度の導入なども主張され、資格要件としての司法関係職
務の経験年数も１０年を要求したりもしていました。司法書士会は、強制設立・加入とし、法人化し、会員の除
名決議権限を認めることなども主張され、その他にも、紛議調停制度の創設などについての提案も行われていま
した。
　当時の業務の実情に即した具体的な内容を条文化し、業務の「『代書性』を除去」し、「法律家としての書類作
成権限である」（『戦後編』３８頁）ことを明確にしようとしたものと考えられますが、それは、１９１９年の司
法代書人法制定に当たって、請願委員会の用意した法案が目指した内容に近いものであったともいってよいでしょ
う。
　しかし、１９５０（昭和２５）年５月２日になって成立し、７月１日から施行された全面改正法は、政府の消

極的対応から議員立法の道を選択せざるを得なかったことなどから、妥協を強いられ、当初の改正要求からは、
大きく後退した内容になってしまいました。
　第１条が事態を象徴していたと言ってよいでしょう。具体的には、「司法書士は、他人の嘱託を受けて、その者
が裁判所、検察庁又は法務局若しくは地方法務局に提出する書類を代つて作成することを業とする。」と規定され
ました。「書類作成」に限定されただけでなく、「代つて作成する」という「代書」を連想させる文言が挿入され
ることにもなりました。その上、２項では、「前項の書類であっても他の法律において制限されているものについ
ては、その業務を行うことができない。」ことにしていました。
　さらに、試験制度の導入は見送られて認可制度が維持されただけでなく、資格要件としての司法関係職務の経
験年数も３年とされ（第２条１号）、しかもそのような者と「同等以上の教養及び学力を有する者」にまで広げて
いました（第２条２号）。すなわち、資格要件は、有っても無いに等しいということでした。また、報酬自主権は
認められず（第７条）、司法書士会は、任意設立、任意加入とされました（第１４－１７条）。非司法書士の取締
規定は設けられましたが（第１９条）、「他の法律に別段の定がある場合又は正當の業務に附随して行う場合は、
この限りでない。」との但書が規定されていました。
　こうして成立した改正法は、およそ「大正八年体制」の打破にはほど遠い内容でした。ということで、同時に
施行された司法書士法施行規則が旧法的監督規定を残していたこともあり、成立したばかりの改正法に対する改
正要求が噴出することにもなりました。
　そして、やはり議員立法で、最少限度の再度の改正が、１年後に施行されることになりました。その主な内容は、
報酬を司法書士会の会則事項とすることで、報酬自主権を認めさせたことと、非司法書士取締規定（第１９条）の「但
書」の削除でしかありませんでした。ですから、当初からの制度要求が充たされることになったわけではなく、
継続的な課題であり続けました。
　そのような中で次に実現したのが、１９５６（昭和３１）年の司法書士会の強制設立・加入制度でした。この
法改正の内容自体は、早くからの要求でしたから、要求の実現として積極的に評価できそうでもあります。とこ
ろが、実相は、異なっていました。そもそもは、１９５０年の全面改正により規定された資格要件が、前述もし
たように、無いに等しい内容であり、その運用に、次のような法務府民事局長の通達が出されていました（１９
５０年６月２０日・『戦後編』１５５頁）。
　司法書士の認可の申請があったときは、「認可申請人に司法書士法所定の資格があり、且つその者がその業務に
耐えうる程度の健康状態である限りは、これを認可すべく、管轄区域内における司法書士業務の繁簡その他の事
情を考慮すべきでないこと。」というのでした。
　その結果、連合会で調査したところによれば、１９４９年６月３０日の全国の司法書士の人員は、６３４８人
であり、因みに千葉の人員は、９５人でした（『戦後編』１２３８－１２３９頁）が、１９５０年１２月３１日に
なると、全国では、６７５４人になり、千葉では１０５人（『戦後編』１２３７－１２３８頁）、強制会が創設さ
れた直後の１９５６年１２月末には、法務省民事局の調査によれば、全国で１２３９２人、千葉が２０９人になっ
ていました（『戦後編』２８２－２８３頁）。短期間での急激な増加であり、当局による「大量認可」が行われた
結果だと考えられていました（『戦後編』１５４頁以下参照）。
　そのことで、どのような事態が生じたかですが、具体的な数字となって現れたのは、司法書士会の非会員率の
激増でした。後に、強制会への法改正を審議していた衆議院法務委員会で明らかにされたところでは、全国で「非
会員が四三五八、会員が八三九五で、半数強の非会員がございます」（『戦後編』２２７頁）。もう少し早い時点で
深刻な事態になっていたのは東京であり、東京法務局長の発言によれば、新法施行時点で、東京の司法書士の総

数は、１９８人で、うち司法書士会の会員が、１６０人だったものが、１９５３年５月末現在には、司法書士の
総数が、１４８４人になり、会員は、わずか２１０人で、非会員率が８５．８％だったとされています（『戦後編』
１５８頁）。法務省民事局の調査によるほぼ同時期の６月末現在の千葉も含む関東甲信越駿１１局管内の非会員
率は、５３．８％とされています（『戦後編』同前）。
　そして、この激増した非会員は、「会の指導、連絡等とは無縁の存在」であり、「司法書士の総体としての力量
を低下させたから、補正を要する不備な登記申請書類を激増させ、事務渋滞をまねく原因」（『戦後編』１５８－
１５９頁）になりました。
　ということで、当局は、前述したような認可方針を改め、「資格の有無は、原則として試験により判定する」こ
とにせざるを得ないということになりましたが、それだけではなく「司法書士の業務の公正を期するために」、「司
法書士会を強化し、その健全な運営を図ること」にするという法務省民事局長の通達を出すことにもなりました
（『戦後編』１５９－１６０頁）。
　要は、司法書士会による指導・連絡等によって、司法書士業務の質の向上、維持を図ろうということで、その
ために必要な制度的担保として、強制会制度を実現しようということでした。
　以上のような経緯から、当局主導で実現したのが、１９５６（昭和３１）年の法改正による強制会制度でした。
具体的には、次のように改正されました。
　旧第１４条「司法書士は、法務局又は地方法務局の管轄区域ごとに、会則を定めて、司法書士会を設立するこ

とができる。」
　新第１４条「司法書士は、その事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域ごとに、会則を定

めて、一箇の司法書士会を設立しなければならない。」
　さらに、合わせて連合会についても次のように改正しました。
　旧第１７条「司法書士会は、共同して特定の事項を行うため、会則を定めて、全国を単位とする司法書士会連

合会を設立することができる。」
　新第１７条「司法書士会は、会則を定めて、全国を通じて一箇の司法書士会連合会を設立しなければならない。」
　その上、第１７条第２項に連合会の目的についての次のような規定を付け加えました。「司法書士会連合会は、
司法書士の品位を保持し、その業務の改善進歩を図るため、司法書士会及びその会員の指導及び連絡に関する事
務を行うことを目的とする。」
　また、質の向上という点でも、第２条１号の資格要件としての司法関係職務の経験年数を３年から５年に引き
上げ、第４条の認可方法についても、「管轄する法務局又は地方法務局の長の認可を受けなければならない。」となっ
ていたところを「管轄する法務局又は地方法務局の長の選考によつてする認可を受けなければならない。」と改正
し、全国統一の選考試験を実施することにしました（『戦後編』２８５頁以下参照）。
　
真崎答申案の登場　
　強制会制度の成立にいたる経緯はともかくとして、前述したように単位司法書士会の強制設立・加入自体は、
司法代書人法制定以前からの悲願であり（『戦前編』３１０頁参照）、１９５０年の改正に際しても達成できなかっ
た要求でした。しかも、必ずしも従前の改正要求にはなっていなかった連合会の強制設立も実現することになり
ました。それは、改正の目的が、全国的な司法書士会による指導・連絡等ということであり、全国的な組織化が
不可欠と判断されたからと考えられますが、そのことで、会の目的を実現するための組織体制の整備、会活動の
活発化を促し、制度発展の基盤を用意することになったのは間違いありません。

　ということになれば、あらためて法改正の実現が組織的な課題として浮上してくるのは、必然でした。強制会
成立直後には、「登記簿と台帳の一元化」という大問題の解決が迫られており少し間は開きましたが、１９５９（昭
和３４）３月に開催された第１１回臨時総会になって法改正問題が本格的に議論されることになりました（『戦後
編』２７９頁）。具体的には、司法書士の資格、認可、国家試験等について議論があったということですが、さら
に研究が必要ということで継続審議になっていました。
　翌１９６０（昭和３５）年７月に開催された第１２回定時総会では、「法令あるいはその他の重要問題の調査・
研究」等にあたる委員会の設置が承認され、１１月になって三つの分科会からなる特別委員会として発足しまし
たが、その第二分科会が、「司法書士の認可および業務の確立について」と「右に関連する事案の調査研究」を担
当することになり、その後の法改正論議を中心的に担っていくことになりました。
　そして、この第二分科会の委員として指名されたのが、当時千葉支部長であり、千葉司法書士会の綱紀委員会
委員長であった真崎真一氏でした（『戦後編』３０２頁）。
　この第二分科会は、１９６２年９月に開催された第１４回定時総会までには、「司法書士法改正案要綱」及び「要
綱」に沿った「司法書士法改正案」を作成し、各単位会に送付していました。
　その主な内容を要綱と条文案とを合わせて以下に紹介しておきたいと思います（『戦後編』３１７頁以下、３２
３頁以下）。
　要綱一　司法書士本来の社会的使命を冒頭に表示すること
　　　　　条文は用意されていない
　要綱二　職域の拡張を図ること
　　　　　第一条を「司法書士は他人の嘱託を受けてその者が裁判所検察庁又は法務局若しくは地方法務局（そ

の他法務省令による官庁）に提出する書類を（作成し又は代理手続きを）代つて作成することを業と
する。」と、（　）内を加え、取り消し線部分を削る。

　要綱三　司法書士の資格を引上げること
　　　　　第二条の司法関係職務の経験年数を「五年以上」から「十年以上」に
　要綱四　欠格事由の緩和を考えること
　　　　　第三条の欠格事由発生後の経過期間を「二年」から「五年」と延長する
　要綱五　認可制を改め国家試験制にすること
　要綱六　司法書士の義務的条文の緩和及び行政処分権を改めること
　要綱七　司法書士会々則の改正
　　　　　１　報酬規定を削除すること
　　　　　２　司法書士会を法人化すること
　　　　　並に連合会の強化を考えること
　　　　　第１４条の２に、「司法書士会は法人とする」と規定する。
　　　　　第１５条の２を、「司法書士会の会則を定め又はこれを変更するには司法書士会連合会の承認を受け

法務大臣に通知しなければならない」と改正する。　
　要綱八　修習制度を設けること並に補助者の資格を引上げること
　　　　　第４条の２として、「一定期間実務の修習をしなければ、事務所を設けることが出来ない」と規定する。
　要綱九　司法書士の名称を変更すること
　　　　　「法務士」と改正する。　　

　要綱十　司法書士法施行規則の改廃
　
　以上の内容は、基本的には、「現行法を基礎として、研究したもの」（『戦後編』３２４頁）ということで、試験
制度や法人化などの従前からの課題をあらためて整理したという性格が強く、使命規定は成文を得ていませんし、
なお漸進的な内容にとどまっていたということでしょう。
　そのような経緯を経て、第１４回定時総会後の１９６２年１０月に開催された第１回理事会は、組織体制の整
備を行い、それまでの分科会を専門委員会と改名し、その一つとして「法改正専門委員会」を設置することにな
りました。そして、その委員長に指名されたのが、真崎龍一氏でした。真崎氏の委員長としての活躍の様子につ
いては、本会報３４号（１９７８年１１月）のインタビュー記事「猛虎健在－真崎龍一氏法改正を語る」に詳細
に紹介されており、私もかって２度ほど紹介させていただいたことがあります（月報司法書士２００４年１１月
号８８－８９頁、２００５年２月号７２－７３頁）。ということで、本稿では、その検討内容について紹介させて
もらうことにしたいと思います。
　委員会は、１１月２７日に第１回の委員会を開催し、精力的に検討を続け、発足後の最初の１９６３年６月に
開催された第１５回定時総会には、まだ半年余の期間であり、同時に発足した他の専門委員会からの報告はなかっ
たにもかかわらず、この委員会のみは改正法案についての本格的な中間報告を行っていたということです。その
要点は、以下のような内容でした（『戦後編』３３４頁）。
　一　改正法案第３条第１項第１号に「・・・に提出する書類を作成すること、及び申請申し立て異議の申し立

て又は訴訟を除いてその他の事項を代理する」とし、同条同項第２号に「前号に規定する業務につき相談
に応ずること」と定める。

　二　国家試験制度への転換　司法書士の業務は、高度な法律知識を要するが、未だに非常に低い程度の＂代書
＂という観念で見られていることは非常に残念である。このためにも、現在の認可制度を国家試験制度に
換えるべきものと考える。

　三　司法書士の「＂社会的使命＂および＂職責の理念＂」を法文の冒頭に掲げる。

　中間報告とはいえ、過去の蓄積を参照しながらも、それにとどまらない意欲的な提案を期待できる内容になっ
ていました。明確に「＂代書＂という観念」からの脱却を意識した制度的方策として国家試験制度を位置づけて
いましたし、その必要性の基礎となる「＂社会的使命＂および＂職責の理念＂」を明文化しようということでした。
そして、その基礎の上に、「相談」を含む実態に即した業務内容の条文上の拡張を志向していたからです。
　ところで、この委員会が活動を開始した１９６２年１１月という時期は、直前に司法制度の改革を目指した「臨
時司法制度調査会」（臨司）が内閣に設置され、調査審議を開始していました。この臨司は、司法書士の簡裁代理
権獲得につながった１９９９年に設置された「司法制度改革審議会」と対比される存在でした。直接的には、訴
訟遅延の深刻化、法曹志望者の減少などを契機とした動きでしたが、そのような実情は、１９６４年８月になっ
て公表された、その「意見書」によれば、以下のように指摘されていました。
　「簡易裁判所の所在地はもちろんのこと、地方裁判所の支部の所在地においてすら、弁護士の事務所のない事例
が数多く存在」（７７頁）し、「司法書士が、ある面では、事実上いわゆる事務弁護士的機能を果たしているが、
これらの国民生活における法律的処理を要する面の需要に対して、弁護士がいかなる役割を果たすべきかの問題
がある。また、国民の日常生活の法律的処理の面において、いわゆる三百代言のばっこ、暴力団の介入が顕著で
あるといわれている」（８０頁）、「民事訴訟においては、弁護士が代理人とならないいわゆる本人訴訟が多く、地

方裁判所においてさえ、当事者双方につき弁護士が代理人となっている事件は、通常第一審訴訟事件のわずか四
〇パーセント弱であり、これが訴訟の適正円滑な処理にとって大きな妨げになっている」（８０頁）。
　委員会は、この機会を積極的に生かしていくべきと考えたということだったと思われますが、その前提には、
司法書士制度の将来への危機感もあったと思われます。委員会の「答申案」（その全文は、前述もしましたが『戦
後編』１２５１頁以下に収録されています。以下、「真崎答申案」あるいは「真崎改正案」と呼びます。）は、臨司の「意
見書」よりも早く、１９６４年４月に提出されたましたが、その冒頭では、弁護士はじめ隣接他士業との関係を
考えれば、「われ等司法書士の行方は真に憂うべきものとの感を深くする」とし、「現行司法書士制度のこの脆弱を、
如何にして打開するか、職域の拡張をいづれに求むるのか、地位の向上、組織団体のありかた等を思念して審議
を続行し」、「法改正の実現が緊急の要務であることを考え、兎角の批判の生ずることも已むをえない仕儀とこの
案をもって、答申することにした」としていました。
　その思いは、当時の司法書士法の条文数２３条に比してはもちろん、その後数度の改正を経た現行法でさえ、
その条文数が９５条であるにもかかわらず、真崎改正案は１０３条に及んでいたことに象徴されていたかもしれ
ません。もちろん、条文数は内容を反映したものであり、過去に類似の案の示された条項も含まれているものの、
全体としてみれば、従前の改正案にはなかった「制度の充実・発展を図ろうとする意欲にみちた労作ということ
ができる」（『戦後編』３７３頁）「先見性に富んだ、また先進的なものである」（『戦後編』３７４頁）ということ
でした。
　その主な内容を、真崎改正案の章あるいは条数とその後の法改正が実現した改正年がわかるように各事項の末
尾に（　）で示して列挙すれば以下のようになります。
　①　司法書士会・連合会の法人化（第５３条第３項・第６７条第３項、１９６７（昭和４２）年法改正）　
　②　使命・職責理念・業務規定（第１条・第２条・第３条、１９７８（昭和５３）年・２０１９（令和元）年法改正）
　③　国家資格の創設・国家試験制度の導入（第２章・第３章、１９７８（昭和５３）年法改正）
　④　国家試験科目に憲法を入れる（第９条・第１０条、２００２（平成１４）年法改正）　
　⑤　登録事務の連合会への移譲等（第４章、１９８５（昭和６０）年法改正）
　⑥　簡易裁判所事件の訴訟代理（第３条第２項、２００２（平成１４）年法改正）
　⑦　紛議の調停（第６３条、２００２（平成１４）年法改正）
　⑧　自主懲戒権等（第９章・第１０章）

　以上のように、その内容は半世紀以上の時を経て、ほぼ実現することになっています。しかし、そのことが、
公表当時は、「時期尚早として容易に受けいれられない原因となったことも、否定できないようにも考えられる」
（『戦後編』３７４頁）ということで、提出直後の１９６７年６月に開催された第１７回定時総会では、「本答申
案は現司法書士法に比し非常に高度な法案となっているので、本答申案に対する各単位会の意見を広く徴し理事
会において慎重審議して、その具体的実現を漸進的に図ってゆく」との執行部の見解が示され、了承されること
になりました（『戦後編』３７５頁）。
　強制会制度の実現を基礎に、一気に「大正八年体制」からの脱却を図ろうとした真崎答申案は、またしてもと
りあえずは挫折の憂き目に遭うことになりましたが、その方向性の正当性は、時間が証明することになりました。
そしてその多くの事項の実現の経緯は、真崎答申案以前の歴史をも含めての、司法書士制度発展の苦闘の歴史そ
のものであったといってよいでしょう。
　ということで、真崎答申案の前述した主要な内容について、ごく手短にではありますがその実現の経緯を確認

しておくことにしたいと思います。

司法書士会の法人化　　　
　まず、最初に実現することになったのは、真崎改正案第５３条第３項「司法書士会は法人とする。」でした。真
崎答申案を受けた日司連総会・理事会は、前述もしたように全体の立法化についての要求は時期尚早としたもの
の、法人化と国家試験の実現を当面の具体的目標することになりました（『戦後編』３７５頁）。
　とはいえ、国家試験化はそう簡単に実現できる課題ではありませんでした。それに対して、強制会化が実現し、
組織体制が整備され、活動が活発化していた司法書士会を法人化することにさほどの困難は無かったと思われま
す。また、強制会化した司法書士会の基盤をさらに強化するために法人化は不可欠の要素でもあったということ
でしょう。
　現に、真崎答申案と相前後して、司法書士会館の建設が本格的に議論されることになり１９６７（昭和４２）
年の改正により法人化が実現した（第１４条第３項・第１７条の３）翌１９６８年には、会館用地を取得し、１
９７０年３月には、旧司法書士会館が完成しました（会館建設の経緯の詳細については『戦後編』９７５頁以下
参照）。
　それにしても、法人化へは、実に長い道のりでした。前述した帝国議会衆議院請願委員会が起草した司法代書
人法案は、各単位司法代書人会の強制設立・強制加入を規定していました（『戦前編』３１０頁）が、成立した司
法代書人法は、前述したように司法書士会についてさえ規定せず、任意会の設立についても各地裁ごとの監督規
程に委ねていましたから、およそ法人化といったことは想定されていませんでした。
　ようやくこれも前述した日本国憲法制定後の法改正要求で、あらためて各単位司法書士会の強制会化を主張す
ることになりましたが、その際には合わせて法人化も主張することになりました（例えば、『戦後編』１１９０頁）。
強制会化した司法書士会の基盤を確固たるものにするためには法人化が必要と考えられたということでしょう。
　しかし、このときも、法案提出準備の最終盤までは、司法書士会の強制会化は維持されましたが、法人化は法
案化されないことになっていました（『戦後編』１２２０頁）。しかも、当時は、連合軍の占領下でしたから、法
案について連合軍総司令部（ＧＨＱ）の了解を取り付ける必要があり、その審査を経た国会提出法案では、司法
書士会は、司法書士会連合会も合わせて任意会としての設立が認められただけに終わり、法人化も実現しません
でした（『戦後編』８８頁以下参照）。
　ということで、ようやく、１９５６年に強制会化が実現し、法人化への基盤ができることになったと考えられ
ます。現に１９５６年の法改正で強制会が実現し、１９６２年に真崎氏が一員となった分科会が用意した前述の
要綱や真崎改正案が、法人化をあらためて主張することになっており、当時最も現実的な改正要求であったと考
えられます。
　ということで、法人化は、１９６７年に実現することになりましたが、国家試験化は、法人化と同時に実現す
ることにはなりませんでした。しかし、その１９６７年の法改正に際して衆議院法務委員会は、「司法書士の試験
制度も、土地家屋調査士と同様に、国家試験を採用するよう努力を致すこと」という附帯決議を行うことになり
ました。
　なお、真崎改正案では、連合会についても法人化するということだけでなく「司法書士会連合会」から司法書
士と司法書士会を会員とする「日本司法書士連合会」とすることも提案されていました（第６７条）。また、「地
区司法書士会協議会」の任意設立を法定しようとしていました（第６６条）。しかし、連合会の名称は変更されま
せんでしたし、組織編成の変更もありませんでした。また、「地区司法書士会協議会」の法定にも至りませんでした。

１９７８年法改正へ　
　次に、国家試験化がどうなったかを確認しておきたいと思いますが、資格制度及び登録制度と一体となる国家
試験制度の導入も、司法代書人法制定以前からの課題であり、さすがに、附帯決議の翌１９６８年６月の連合会
の総会で、「国家試験移行対策委員会」の設置が決定されました。しかし、事態はそう簡単には動きませんでした。
その主な理由は、何故そうだったのかまでは明確ではありませんでしたが、「実は、法務当局の対応がきわめて消
極かつ冷淡であり、国家試験の推進を躊躇せざるを得なかったことが異常な経過の真相であった」ということで
あり、「国家試験実現への道はその当初から逆風の中を踏み出し、その後もつねに嵐の中を闘い抜き、遂に画期的
成果に達したことを銘記しなければならない」とされています（『戦後編』１０４０頁）。
　とはいえ、国家試験化自体が多くの検討課題を内包していただけでなく、司法書士制度のあり方の根本に関わ
る多岐で広範囲にわたる課題と関わっていたことも影響していたと考えられます。
　全面改正を目指した真崎答申案も、「まず司法書士の果すべき役割、その他司法書士制度の意義につき、基本的
な考え方を決める必要がある」として、「司法書士が依頼者の要請に基きその業務に従事するに当っては、官庁業
務の適正な運営のために、社会正義を実現することを旨とし、社会秩序が維持されるよう念願し、法規業務の専
門家としての見識ある判断を加えるという形において、その業務は遂行されなければならない。このような司法
書士の公共的な立場を明らかにして、司法書士の自覚を高める趣旨を、一層明確にする意味で、司法書士の使命
及び職責の理念という形をとり、このことにつき、改正案において冒頭に規定することが適当である」という認
識の下に試験制度も位置づけていました。
　すなわち、「改正案は司法書士の地位の向上とその確立及び国家並国民的要望を考慮して司法書士の職域の拡大
を図った。これがため、今後この拡大された業務を遂行するには、現在より高度の法律知識並びに専門実務家と
して、その業務に精通することを期待されることは云うまでもない。この要請から、試験科目その他の事項を検
討して、司法書士試験を行うことにした」ということですし（『戦後編』１２５４頁）、試験に合格し「司法書士
となる資格を有する者がその業務を開始するには登録を為すことにし」、「あくまでも自主性尊重の点から、日司
連において取扱うことに決定した」（『戦後編』１２５５頁）ということでした。
　それは、最終的に「真に自主独立を完了する」ために法務局長または地方法務局長が、「司法書士に対して場合
によりその認可を取消し或は懲戒処分を与える権能を有する。このことは、いつまでもこのままでおくことは、
あまりにも司法書士の無力を表明するのみならず、時代錯誤の規定というも過言ではあるまい。改正案において
は法務局のかかる羈絆の一切を脱することにした」として、「この監督権を行使するものは司法書士会であり、日
本司法書士連合会である」としていました（『戦後編』１２５６頁）。
　すなわち、前述した「代書」的規定、「大正八年体制」からの脱却であり、前述の②③④⑤⑧の項目を、密接に
関連する一体のものとして用意したと考えられるものでした。
　しかし、そのような問題の性格は、その後の展開に影響を及ぼすことにもなりました。全体を一括して改正の
課題にするということが、法務当局の対応姿勢も合わせ考えたときに、果たして現実的な方策なのかどうか議論
にならざるを得ませんでした。具体的には、「もっぱら国家試験制度一本にしぼっての法改正」か「国家試験制度
と専門性の確立とは密接に関連しており、目的・職責等を明確にする法改正」かの対立となって現れました（『戦
後編』１０４３頁）。
　そして、基本的に後者の立場にたってその議論の方向性に大きな影響を与え、「法改正に大きな貢献をしたと評
価できる」（『戦後編』４６８頁）とされたのが、後に詳しくは触れますが、１９７６年１１月末になって全国青

年司法書士連絡協議会（全青司）がまとめた「司法書士法改正要綱試案」であり、真崎答申案とも基本的に通底
する内容でした。その結果、個々には直ちに必ずしも十分な内容になったわけではないものの基本的な方向にお
いては真崎答申案に沿った内容の法改正が、１９７８年以降順次実現することになったといってよいでしょう。
　そこで、法人化以外の真崎答申案の主な項目のその後の展開を、各項目相互の関連をも意識しながら確認して
おきたいと思います。

使命・職責規定の創設
　まず、全面改正に当たっての根本問題と位置づけられることになった基本的性格に関わる項目についてから見
ていきたいと思います。そもそも司法書士法は、日本国憲法施行後に全面改正されたにもかかわらず、他の弁護
士法等の士業法が備えることになっていた使命や職責といった規定が用意されていませんでした。それだけでな
く、それまでの法制定、法改正の経緯の中でも、業務内容を中心とする「定義」規定が提案されたことはありま
したが、使命や職責といった規定が話題になったことはありませんでした。いずれにせよ、これらの規定創設の
意図は、「代書」との明確な決別であり、「法律家」としての確固たる地位の確立でした。
　ということで、真崎答申案が前述のような位置づけの下で、用意した基本的性格に関わる「使命」と「職責の理念」
に関する規定の案を確認しておくと次の通りです。
（使命）
　第１条　司法書士は、保障を受けようとする私権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。
　　　　２　司法書士は、前項の使命に基づき、誠実にその業務を行い、権利の行使又は義務の履行が適正に実

現し、社会秩序が維持されるよう業務の上に努力しなければならない。
（職責の理念）
　第２条　司法書士は、常に、教養を深め、かつ、品位を保持し、業務に関する法令並びに事務に精通しなけれ

ばならない。

　その意味をあらためて真崎答申案の解説によって確認するならば、「社会正義を実現することを旨とし、社会秩
序が維持されるよう念願し、法規業務の専門家としての見識ある判断を加える」ということで、その業務は遂行
されなければならないという趣旨を、一層明確にする意味があるとされています。すなわち、限定された範囲で
はあれ、「法規業務の専門家」として、すなわち「法律家」として、その業務を遂行することを明確にしようとし
たということでしょう。
　もちろん、１９７８年法改正へ向けての紆余曲折は、当初はともかくも国家試験化の実現を第一義とする展開
にも見えたのですが、前述のように１９７６年１１月末に全青司がまとめた「司法書士法改正要綱試案」（要綱試
案）が、司法書士を法律家として明確に位置づける職責規定の創設を強く主張することになり、法改正の方向性
について流れを変えた転換点だったといわれています。そこで示された「司法書士の職責」は以下のような内容
でした（『戦後編』９１６頁）。
①　司法書士は、私権を擁護し、取引の安全と各種登記の実体的真正の確保につとめ、社会秩序の維持に寄与し
なければならない。

②　司法書士は、常に、教養を深め、品位を陶冶し、職務に関する法令及び事務に精通するよう努めなければな
らない。

　その内容は、もちろん完全に一致しているわけではありませんが、真崎答申案の「使命」規定（第１条）と「職
責の理念」規定（第２条）に近似していたことがわかります。核心である「私権を擁護」と「社会秩序維持」は、
共通ですし、要綱試案①の「取引の安全と各種登記の実体的真正の確保」は、真崎改正案第１条第２項の「権利
の行使又は義務の履行が適正に実現」を職務内容に即して具体化したと解釈できます。
　この全青司の要綱試案が、連合会の「とりあえず国家試験制度の実現を図ることこそが、二兎を追って一兎す
らも逸するよりは賢明である」とした基本方針を軌道修正させることになり、１９７７年２月半ばに「法改正（使命・
目的）専門理事会」を設置させ、具体案を策定させることになりました（『戦後編』１０６５頁）。
　その策定作業は、法務省との折衝の積み重ねでしたが、法務省は「使命規定」を設けることに強く反対しました。
「弁護士法第一条と同旨の規定を設けざるをえなくなる」という理由でした。そのため連合会としては、「法改正
の早期実現」のために「あえて使命規定を設けることなく、目的及び職責規定の新設により実質的効果を狙うこ
ととした」ということになりました（『戦後編』１０６５頁）。
　そして、長期にわたる粘り強い折衝により１９７７年末になって法務省から最終案として示された「司法書士
法一部改正大綱案」では、「司法書士制度の目的」と「司法書士の責務」として次のような内容が示されることに
なりました（『戦後編』１０８１頁）。
一、司法書士制度の目的
この法律は、登記、供託及び訴訟等に関する手続の円滑な実施に資するため司法書士の制度を定め、その業
務の適正を図り、もつて国民の権利及び財産の保護に寄与することを目的とする。

二、司法書士の責務　
１　司法書士は、その業務が国民の権利及び財産の保護に密接な関係を有することを自覚し、公正かつ誠実
にその業務を行わなければならない。　

２　司法書士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通しなければならない。

　連合会の要求とはその位置づけが異なることになり、目的規定は制度の目的になったものの、連合会は、「法律
手続の実務家としての位置づけを明確にしたものであり」、「法律判断はもちろん、法律相談も可能な道を一歩進
めた」と評価できるとして、受け入れることになりました。そして改正法は、冒頭に第１条の目的規定と第１条
の２の職責規定を次のように付け加えられました。
（目的）
第１条　　　この法律は、司法書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、登記、供託及び訴訟等に

関する手続の円滑な実施に資し、もつて国民の権利の保全に寄与することを目的とする。
（職責）
第１条の２　司法書士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務

を行わなければならない。

　前述したように、これで一応ようやく戦後の士業法の体裁を整えるということにはなりました。しかし、この
目的規定は、前述のようにあくまでも制度の目的を規定したものであり、司法書士の役割自体に焦点を合わせた
ものではありません。その意味では、司法書士を主体とするその社会的役割に焦点を合わせた規定こそが不可欠
だったと思われます。現に、既に、前述した「要綱一」が「司法書士本来の社会的使命を冒頭に表示すること」
を追求しており、真崎答申案が、既に紹介したような「使命」と「職責の理念」を規定することを提案していた

ことを想起すべきでしょう。
　そして、ついに真崎答申案から半世紀余を経た２０１９（令和元）年の法改正において、それまでの目的規定（第
１条）に代えて次のような使命規定が規定されることになりました。　
（使命）
第１条　司法書士は、この法律の定めるところによりその業務とする登記、供託、訴訟その他の法律事務の専門

家として、国民の権利を擁護し、もつて自由かつ公正な社会の形成に寄与することを使命とする。

　真崎答申案は、前述の解説も合わせ考えれば、司法書士の使命は、「法規業務の専門家」として「その業務を誠
実に行い」、「私権を擁護し」、「権利の行使又は義務の履行が適正に実現し」「社会正義を実現する」ということで
あり、２０１９年に制定された使命規定と実質的に同旨と解されるのであり、その先見性・先進性は、あらため
て高く評価されて然るべきでしょう。

国家試験制度・試験科目
　目的規定及び職責規定の創設が第一義的課題になったからといって国家試験化が頓挫したわけではなく、同じ
く１９７８年の改正で実現することになりました。前述したように、真崎答申案においても、国家試験化をめぐっ
てはじまった議論においても、国家試験化を意味のあるものとして実現するためには、なぜ国家試験化が不可欠
かを明らかにしておく必要があったということでしょう。また逆に、司法書士に求められる社会的役割の高度化
は、その質的担保を求めることにもなりますから、その最たる方法である試験制度の導入が課題化されたのは当
然のことであったでしょう。
　その要請が、最初に課題化したのは、代書人一般とは異なる専門職制度の創設を求めた司法代書人法の制定に
際してでした。前述した第３７回帝国議会衆議院請願委員会が用意した司法代書人法案は、「司法代書人タラント
スル者」が、基本的に具えるべき条件を「試験ニ及第」することとしていました（第２条第２号・『戦前編』３０９頁）。
　ところが、成立した司法代書人法には、これも前述もしたように、資格要件の規定もなく、「司法代書人タルニ
ハ所屬地方裁判所長ノ認可ヲ受クルコトヲ要ス」（第４条）としか規定されませんでした。
　次に試験制度を導入する可能性があった機会は、戦後の全面改正の際でした。当初司法書士会の用意した改正
案は、「一定の試験に合格したこと」を認可の資格要件にしていました（『戦後編』１１８２頁）。その試験によっ
て求めようとしている能力については、試験を必要としない資格要件によって推測が可能になります。具体的に
は、「判事又は検察官となる資格を有する者」及び「裁判所書記又は司法事務官であって十年以上その職にあつた
者」ということでした（『戦後編』１１８２頁）。
　しかし、１９５０年に成立した全面改正法は、試験制度を採用しなかっただけでなく、資格制度も採用せず、
認可のために要求した要件は、前述もしたように「裁判所事務官、裁判所書記官、裁判所書記官補、法務府事務
官又は検察事務官の職の一又は二以上に在つてその年数を通算して三年以上」（第２条第１号）であり、さらに第
２号では、「前号に掲げる者と同等以上の教養及び学力を有する」ことにされ、大量認可にもつながったと考えら
れるのです。
　ですから、前述のように強制会化に伴う「選考認可」の導入による全国統一試験の実施が、あらためて国家試
験制度導入への機運を生むことにもなっていたと考えられます。そして、真崎答申案が、「現在より高度の法律知
識並びに専門実務家として、その業務に精通することを期待される」、「その要請から、試験科目その他の事項を
検討して、司法書士試験を行うことにした」（『戦後編』１２５４頁）として用意した主要な条文案は、以下の通

りでした。
（資格）
　第４条　司法書士試験に合格し、政令の定めるところにより、実務の修習を終えた者は、司法書士となる資格

を有する。
（第一次試験）
　第９条　第一次試験は、次の科目について筆記試験をもって行なう。　
　　　　　一　憲法、民法、商法、刑法、不動産登記法、商業登記法
　　　　　二　民事訴訟法、刑事訴訟法のうち受験者のあらかじめ選択する一科目
　　　　　三　次の科目のうち受験者のあらかじめ選択する一科目
　　　　　　　（１）　供託法
　　　　　　　（２）　家事審判法
　　　　　　　（３）　人事訴訟手続法
　　　　　　　（４）　非訟事件手続法
　　　　　　　（５）　競売法
（第二次試験）
第１０条　第二次試験は、第一次試験に合格した者に限り、その者が第一次試験による試験において受験した科

目について、口述試験をもって行なう。
（登録）
第２２条　司法書士となる資格を有する者が、司法書士となるには、司法書士名簿に氏名、生年月日、事務所の

所在その他日本司法書士連合会で定める事項の登録を受けなければならない。
（司法書士の名簿）
第２３条　司法書士名簿は、日本司法書士連合会に備える。　
　　　　２　司法書士名簿の登録は、日本司法書士連合会が行なう。

　１９７８年改正に当たっての連合会の主張も、最後の最後まで、この真崎改正案と同様の内容になっていまし
た。特に資格要件としての「実務の修習」、試験科目としての「憲法」、連合会による自主「登録」などです。とはいえ、
「実務の修習」については、早い時点で法務省サイドから「具体的実施方法等についてなお検討を要する問題が
あるので、将来の課題とする」と通告されていました（『戦後編』１０８３頁）。「登録」については、連合会の推
測によれば、「権力統制の大きな要件の一つ」であり、法務省は「一歩もゆずらない態度をとっている」とのこと
でした（『戦後編』１９８６頁）。「憲法」については、最後の最後まで検討課題にはなっていましたが、「当局は
業務に直結しないという理由で承認しなかった」ということでした（『戦後編』１０８３頁）。
　その結果成立した関係条文は、以下のようになっていました。
（資格）
　第３条　次の各号の一に該当する者は、司法書士となる資格を有する。
　　　　　一　司法書士試験に合格した者
（司法書士試験）
　第５条　法務大臣は、毎年一回以上、司法書士試験を行わなければならない。
　　　　２　司法書士試験は、次の事項について筆記及び口述の方法により行う。ただし、口述試験は、筆記試

験の合格者について行う。
　　　　　一　民法、商法及び刑法に関する知識
　　　　　二　登記、供託及び訴訟に関する知識
　　　　　三　その他司法書士の業務を行うのに必要な知識及び能力
　　　　３　司法書士試験を受けようとする者は、政令で定めるところにより、受験手数料を納めなければなら

ない。
（登録）
　第６条　司法書士となる資格を有する者が、司法書士となるには、その事務所を設けようとする地を管轄する

法務局又は地方法務局に備えた司法書士名簿に登録を受けなければならない。

　因みに、自主「登録」は、１９８５（昭和６０）年法改正で実現し、「憲法」の試験科目化は、２００２（平成１４）
年の法改正で、簡裁訴訟の代理権の獲得と同時に実現しました。「実務の修習」は未だに実現していませんが、自
主的な研修の拡充が進んでいることは承知の通りです。いずれにせよ、これらの点での真崎答申案の先見性・先
進性も明らかでした。
　
業務規定の変遷
　長年月を要して、使命・職責規定の導入や国家試験化などによって、司法書士（司法代書人）の基本的性格を
明らかにすることになってきましたが、それまでの間は、業務内容の実態を如何に規定化するかということが、
基本的性格を確認する上での最重要課題の一つでした。しかし、実態に即した規定化を実現するのは、容易では
ありませんでした。その経緯を可能な範囲で振り返り、この点での真崎答申案の意味を確認しておきたいと思い
ます。そのために、異なる目的のため既に紹介した業務関係規定を再度掲記することにもなりますが、ご了承下
さい。
　そもそも、業務の実態と規定内容の齟齬は、司法代書人法からはじまっていました。既に紹介した衆議院請願
委員会が起草した司法代書人法案の業務内容を規定した第１条の司法代書人の定義規定は、次のようになってい
ました（『戦前編』３０９頁）。
　第１条　司法代書人トハ當事者ノ嘱託ニ依リ通常裁判所又ハ検事局ニ直接提出スル文書ノ作成ヲ業トスルモノ

トス

　これに対して成立した代書人法第１条は、以下の通り変更されていました。
　第１条　本法ニ於テ司法代書人ト穪スルハ他人ノ囑託ヲ受ケ裁判所及検事局ニ提出スヘキ書類ノ作製ヲ爲スヲ

業トスル者ヲ謂フ

　「直接」が、削られたことで、それまで容認されていた提出代理が不可ということにされ、「書類ノ作製」
に変更されることで、形式的・機械的代書を連想させることになったと考えられます。
　このような規定は、業務の実態を反映したものではなく、戦後の全面改正に際しては、業務を正確に反映する
ことを意図した次のような規定が用意されたりもしました（『戦後編』１１９６頁）。
　「この法律で司法書士とは、他人の嘱託を受けて、訴訟事件及び非訟事件につき、裁判所、検察庁、法務局又は
地方法務局に提出すべき書類を立案、調査、作成、整理し、書類の提出及び非訟事件の申請を代理し、又は其の

他之に附随する事務を行うを業とする者を言う。」
　しかし、全面改正後の第１条は、「司法書士は、他人の嘱託を受けて、その者が裁判所、検察庁又は法務局若し
くは地方法務局に提出する書類を代つて作成することを業とする。」ということになり、大幅に後退し、しかも「代
つて作成」と相変わらず「代書」を連想させる規定になってしまいました。
　真崎改正案は、業務規定（第３条第１項）について前述の戦後改正に際しての案にも近い以下のような規定を
用意していました。
（業務）
　第３条　司法書士は、他人の依頼に応じ、非訟事件、和解及び調停事件、登記及び供託事件の各手続に関し、

次に掲げる事務を行なうことを業とする。
　　　一　申請、申立、異議の申立等、その他訴訟を除く事務を代理する。
　　　二　前号に掲げた事務のほか、裁判所、検察庁、法務局若しくは地方法務局、その他法務省設置法（昭

和二十二年法律第百九十三号）に基づく官庁に提出する書類を作成すること。

　すなわち、書類作成以外にも、法的な位置づけはともかくとして事実上担っている業務を規定することを意図
したということでしょう。この提案は、１９６７年の法改正により、前述した第１条の「代つて作成」は削られ、登記・
供託に関する手続を「代わつてする」ことが認められることになり、真崎改正案に近づくことになりましたが、
より明確には１９７８年の法改正により、それまでの第１条が第２条（事実上の第３条）になり、次のように規
定されることになりました。
　第２条　司法書士は、他人の嘱託を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。
　　　一　登記又は供託に関する手続について代理すること。
　　　二　裁判所、検察庁又は法務局若しくは地方法務局に提出する書類を作成すること。
　　　三　法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理するこ

と。

　しかし、これでもまだ、真崎改正案には及びませんでした。さらに事態が動くことになったのは、２００２（平
成１４）年の法改正によってでした。その２００２年の法改正で改正された業務規定は、現行法ですからあらた
めて紹介することはしませんが、その最も重要で注目すべき内容は、簡裁訴訟の代理権の獲得であったことはい
うまでもありません。それこそは、真崎答申案によって提起された業務内容の拡充点でありましたから、その経
緯については別に確認することにしたいと思いますが、それ以外の業務は、実態に即して拡大の一途をたどって
おり、可能な業務を規定するという規定方式が困難になりつつあることを示していると考えられます。そのよう
な状態の下での業務の外延のあり方については、利用者の視点から固定観念を脱却することであり、真崎答申案
による使命規定や簡裁訴訟の代理権獲得の提起に学ぶべきではないかと思われます。

簡裁訴訟代理権をめぐって
　最後に、真崎答申案の基本的性格についての発想の転換を象徴していた業務内容の提起であった簡裁訴訟の代
理について確認しておきたいと思います。
　真崎改正案は、その第３条第２項で、「司法書士は、・・・他人の依頼によって、簡易裁判所の管轄に係る訴訟
事件に関して訴訟代理人となることができる」と規定していました。

　それまでの発想からすれば、弁護士が存在する中で、司法書士の訴訟代理への関与を主張することは、言って
みればタブーと考えられていたと思われます。弁護士の独占に抗することの難しさが意識されていただけでなく、
司法書士のアイデンティティを護ろうということだったかもしれません。真崎答申案がそのような事情を乗り越
える必要があると考えた理由はどのようなことだったのか、既にいくらか紹介しましたが、あらためて簡裁訴訟
代理権に関わってその理由を確認しておきたいと思います。
　その理由は、「軽微の簡易裁判所の訴訟事件においても甚だしく遅延停滞していて国民が憲法において附与され
ている裁判請求権を行使することは容易でない。この現況を打開することは法治国の大きい責務であると考えら
れる」という認識からはじまっていました。そして、司法書士の対応能力についても「現在の司法書士においては、
訴訟関係の書類の作成、また訴訟につき当事者を指導する点においても優秀な法律的素養を有するものが全国的
に少なからず存在している。この実態を看過することは、これまた現在のわが司法制度の発展の上に惜しむべき
ことと考えられるのである」との認識に基づいていました。
　その上で委員会は、「弁護士法、訴訟法等の改正なき限り、この実現不可能であることのため、躊躇逡巡したが、
いよいよ審議も終わりに近づき、この問題の最終的解決に立至ったとき、全員一大決意を持って改正案のとおり
ふみきった。これは、この難儀な現在の訴訟状況を救済することは社会の要請するわれ等の使命であると考えら
れるため、好ましからぬ社会風潮を打破するため、司法制度の改善促進のため、しかして司法書士制度の飛躍的
発展のため、簡易裁判所の事件だけは、われ等司法書士にも担当せしむべきであるとする結論に到達したからで
ある」と述べていました。
　この真崎改正案は、担い手や対象事件は限定されたものの、４０年近い時を経て現実化することになりました。
その導入への道を開いた司法制度改革審議会の「意見書」は、その理由について、次のように説明していました。
法的サービスの担い手の現状が「国民の権利擁護に不十分な現状を直ちに解消する必要性にかんがみ、利用者の
視点から、当面の法的需要を充足させるための措置を講じる必要がある。」ということでした。
　とすれば、簡裁訴訟代理権の獲得は、司法書士制度らしい発展の必然的な結果であったとも思われます。すな
わち、司法書士制度の発展の歴史は、言ってみれば、社会的要請に対応した実態の形成とその実態の制度的認知
の繰り返しだったからです。
　それにしても、真崎答申案の先進性・先進性には、驚嘆させられるばかりです。

結びにかえて
　以上不十分ながら、真崎答申案・改正案との関連で、司法代書人法が成立し、司法代書人会が発足して以来
１００年の司法書士（司法代書人）制度の展開を、限られた事項に沿って概観してきましたが、その歴史は決し
て平坦な道ではなく、苦闘の連続でした。
　それは、司法代書人法制定時点の法と実態の乖離にはじまった「大正八年体制」からの脱却への長い闘いでした。
その間にあって、制度の発展の将来を果敢に示すことになったのが真崎答申案・改正案であったと言っても過言
ではないと思われます。それは、真崎答申案・改正案の主要事項は、⑦紛議の調停も、詳しくは触れませんでしたが、
２００２年改正で実現しており、⑧自主懲戒権等、以外はすべて現実化したことになります。自主懲戒権の重要性
は、軽視できませんが、司法代書人法が成立し、司法代書人会が発足して１００年、「大正八年体制」と称された
状態を脱却することができ、本来担ってきた役割に見合った制度的枠組みを確保することになり、さらなる飛躍
の橋頭堡も築くことになっていると考えられます。
　２０１９年の改正により実現した使命規定（第１条）によれば、「司法書士は、この法律の定めるところにより

その業務とする登記、供託、訴訟その他の法律事務の専門家として国民の権利を擁護し、もって自由かつ公正な
社会の形成に寄与する」ことを期待されることになりました。業務範囲は、「この法律の定めるところ」と限定さ
れているようではありますが、「その他の法律事務の専門家」とも規定されており、その外延は広く、しかも権利
擁護と自由公正な社会の形成に求められる役割は、いってみれば無限ともいえるでしょう。前述もしたように、
業務内容の拡大は、個別規定方式の限界を迎えつつあることを、使命規定がカバーすることになっているとも解
することができます。明治以来、観念的な制度形成によって生じることになった制度的間隙を国民の身近にあっ
て国民の法的需要に応えることで、制度を維持・発展させてきた司法書士が、あらためて法律専門家として国民
の需要に応える制度的基盤を広げることになったといってよいでしょう。司法書士会発足１００年を機に、
自治の確立はじめさらなる法律家制度としての発展を期すとともに、その外延を実践的にさらに広げることを期
待させていただきたいと思います。
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　安房郡北條町北條　　　　北條区裁判所認可代書人　秋丸範輔外２名　
　香取郡佐原町佐原　　　　八日市場区裁判所佐原出張所認可代書人　保科子之助外３名
　匝瑳郡八日市場町　　　　八日市場区裁判所認可代書人　宇井忠兵衛外３名

　１９１５年末に召集された第３７帝国議会からは、衆議院請願委員会が構内代書人代表と協議の上用意したと
推測される法案が審議されることになりましたが、司法代書人法が成立した第４１帝国議会衆議院に上程された
法案は、以下のような内容でした（『戦前編』資料編１４１頁以下）。
　第１条　司法代書人トハ當事者ノ嘱託ニ依リ通常裁判所又ハ検事局ニ提出スル文書ノ作成ヲ業トスル者ヲ謂フ
　第２条　司法代書人ハ左ノ要件ヲ具フルコトヲ要ス
　　　　　一　帝國臣民ニシテ成年以上ノ男子タルコト
　　　　　二　司法代書人試驗ニ合格シタルコト又ハ司法代書人試驗委員ノ銓衡ヲ經タルコト
　第３条　司法代書人試驗及銓衡ニ關スル規則ハ司法大臣之ヲ定ム
　第４条　左ニ掲クル者ハ試驗又ハ銓衡ヲ要セスシテ司法代書人タルコトヲ得
　　　　　一　三年以上裁判所書記ノ職ニ在リタル者又ハ之ト同等以上ノ職ニ在リタル者
　　　　　二　司法大臣ノ指定シタル法律學校又ハ之ト同等以上ト認ムル學校ニ於テ定規ノ課業ヲ卒ヘタル者
　第５条　左ニ揭クル者ハ司法代書人タルコトヲ得ス
　　　　　一　禁錮以上ノ刑ニ處セラレタル者但シ二年以下ノ禁錮ニ處セラレタル者ニシテ刑ノ執　　
　　　　　　　行ヲ終リ若ハ其ノ執行ヲ受クルコトナキニ至リタルトキハ比ノ限ニ在ラス
　　　　　二　懲戒處分ニ依リ免官、免職又ハ除名セラレタル者ニシテ免官、免職又ハ除名後二年　　
　　　　　　　ヲ經過セサル者
　　　　　三　禁治産者又ハ準禁治産者
　　　　　四　破産又ハ家資分散ノ宣告ヲ受ケ復權セサル者
　第６条　司法代書人ハ其ノ作成シタル文書ニ付釋明ノ義務ヲ負フ
　第７条　司法代書人ハ訴訟事件ニ關與シ又ハ報酬ヲ得テ鑑定ヲ爲シ若ハ辯護士ノ紹介ヲ爲スコトヲ得ス　
　第８条　司法代書人ハ其ノ作成シタル文書ヲ囑託者ニ讀聞カセタル後其ノ末尾ニ署名捺印スヘシ
　第９条　司法代書人ハ正當ノ理由ナクシテ裁判所若ハ検事局ノ命シタル文書ノ作成ヲ拒ムコトヲ得ス當事者ノ

囑託ニ依ル場合亦同シ
第１０条　司法代書人ハ報酬アル公務ヲ兼ヌルコトヲ得ス但シ議員若ハ委員トナリ又ハ公務所ヨリ特ニ命セラレ

タル職務ヲ行フハ此ノ限ニ在ラス
第１１条　司法代書人ハ自己若ハ第三者ノ名義ヲ以テ商業ヲ營ムコトヲ得ス但シ司法代書人會ノ許可ヲ得タルモ

ノハ此ノ限ニ在ラス
第１２条　司法代書人ニ非サレハ司法代書業ヲ營ムコトヲ得ス
第１３条　司法代書人ハ司法代書人名簿ニ登錄ヲ受クヘシ
第１４条　各地方裁判所ニ司法代書人名簿ヲ備フ司法代書人ハ其ノ氏名ヲ登錄シタル地方裁判所ノ所属トス
第１５条　司法代書人ノ定員及登錄ニ關スル規則ハ司法大臣之ヲ定ム
第１６条　司法代書人ハ所屬地方裁判所ノ管轄地内ニ事務所ヲ定メ之ヲ所屬地方裁判所檢事局ニ屆出ツヘシ
第１７条　司法代書人ハ其ノ所屬地方裁判所每ニ司法代書人會ヲ設立スヘシ
第１８条　司法代書人會ハ所屬地方裁判所検事正ノ監督ヲ受ク

はじめに
　千葉司法書士会創立１００周年おめでとうございます。その１００周年を記念する会報特別号に執筆させてい
ただく機会をいただき誠に光栄に存じます。
　このような機会をいただいたのは、私が、日本司法書士会連合会（日司連）が編纂された司法書士制度の歴史
である『日本司法書士史－明治・大正・昭和戦前編』（１９８１年、以下『戦前編』と称させていただきます）及び『日
本司法書士史－昭和戦後編』（２０１１年、以下『戦後編』と称させていただきます）の編纂をお手伝いさせてい
ただいたことで司法書士制度の歴史について勉強させていただくことになったご縁でのことと承知しています。
　そのような私にとって、１００周年をお祝いする術は、歴史を振り返ることで、会員の皆様に１００周年の
意義をお考えいただくことをいくらかなりともお手伝いすることではないかという思いで寄稿させていただくこ
とにいたしました。その際、千葉会との関連で脳裏に浮かんでいましたのは、１９６４（昭和３９）年に、日司
連法改正専門委員会が提出した「改正司法書士法」案を内容とする「答申案」でした（その全文は、『戦後編』１
２５１頁以下に収録されています）。
　と申しますのも、この法改正専門委員会の委員長を務められ、答申案の解説を執筆されたのが、後に千葉会の
会長も務められた真崎龍一氏であったからです。しかも、この改正案の内容は、後に紹介するように、その後の
法改正によって次々に現実化するという極めて先見性・先進性に富んだ内容であり、半世紀余を経た２０１９（令
和元）年の法改正による使命規定の創設は、あらためて真崎答申案の先見性・先進性を想起させてくれるもので
した。
　ということで、創設１００年を迎えられたこの機会に、前述の『日本司法書士史』二編に依拠し、可能な範囲
で司法書士制度の歴史を振り返りながら、真崎答申案の内容をも紹介し、その意義を司法書士制度の展開との関
係で考えてみたいと思います。
　なお、引用に当たっては、旧漢字を新漢字に改めている場合があります。

司法代書人法成立の意味　　
　会長の「ご挨拶」にあるように、１９１９（大正８）年に、司法代書人法が成立するまでには、全国的に法律
の制定を求める請願運動が繰り広げられていました。その模様を伝える『法律新聞』１０２５号（大正４年７月
２０日）２頁（『戦前編』資料編３３４頁）によれば、「全国の代書人中棋界廓清に志あるもの、明治四十五年春
東京市に於て此挙を唱道し、爾後全国に其運動を開始し」たということです。
　そして、１９１３（大正元）末に召集された第３０帝国議会から司法代書人法が成立した第４１帝国議会（大
正７年１２月２７日－８年３月２６日）までの毎議会に請願が提出されることになり、１９１５（大正４）年５
月に召集された第３６帝国議会からは、請願が採択されることになりました。議事録で明らかにされているとこ
ろでは、千葉からも、毎回同一の代表者６名外から請願が提出されていました。代表者は、いずれも裁判所構内
で業務を行うことを認可されていた、いわゆる構内代書人でした。歴史的事実ですので、各請願の代表者の記載
がある第４０帝国議会（大正６年１２月２５日－７年３月２７日）の議事録から紹介すると以下の方々でした（『戦
前編』資料編１２４頁）。
　千葉郡千葉町千葉　　　　千葉地方裁判所認可代書人　足立重次郎外４名
　君津郡木更津町木更津　　千葉区裁判所木更津出張所認可代書人　永田喜一郎外１名
　長生郡一宮町　　　　　　千葉区裁判所一宮出張所認可代書人　山形伊太郎外１０名

第１９条　司法代書人會ハ其ノ會則ヲ定メ所屬地方裁判所檢事正ヲ經テ司法大臣ノ認可ヲ受クヘシ
第２０条　司法代書人ハ所屬司法代書人會ノ會則ヲ遵守スヘシ
第２１条　司法代書人ハ司法代書人會ニ加入シタル後ニ非サレハ職務ヲ行フコト得ス
第２２条　司法代書人ニシテ本法又ハ司法代書人會會則ニ違反シタル所爲アルトキハ司法代書人會ハ懲戒ヲ求ム

ル爲所屬地方裁判所検事正ニ申告スヘシ
第２３条　地方裁判所檢事正ハ司法代書人會ノ申告ニ依リ又ハ職權ヲ以テ懲戒委員會ノ審査ヲ要求スへシ但シ職

權ヲ以テスルトキハ司法代書人會ニ通知スへシ
第２４条　司法代書人ニ對スル懲戒事件ニ付テハ管轄地方裁判所ニ於テ懲戒委員會ヲ開クヘシ
第２５条　司法代書人ノ懲戒處分ハ左ノ四種トス
　　　　　一　譴責
　　　　　二　百圓以下ノ過料
　　　　　三　一年以下ノ停職
　　　　　四　除名
第２６条　懲戒處分ニ付テハ文官懲戒令中判任官ニ關スル規定ヲ準用ス
　　附則　現在ノ代書人ニシテ裁判所ノ認可ヲ經タル者ハ本法施行ノ日ヨリ六十日以内ニ司法代書人名簿ニ登錄

ヲ請フトキハ試驗又ハ銓衡ヲ要セスシテ司法代書人タルコトヲ得

　ところが、成立した司法代書人法は、わずか１１条の法律になってしまいました。その落差が、その後の展開
に影を落とすことになりましたので、その全容も確認しておけば、以下の通りです（『戦前編』資料編３２頁以下）。
　第１条　本法ニ於テ司法代書人ト穪スルハ他人ノ囑託ヲ受ケ裁判所及検事局ニ提出スヘキ書類ノ作製ヲ爲スヲ

業トスル者ヲ謂フ
　第２条　司法代書人ハ地方裁判所ノ所屬トス
　第３条　司法代書人ハ地方裁判所長ノ監督ヲ受ク
　　　　地方裁判所長ハ區裁判所判事ヲシテ司法代書人ニ對スル監督事務ヲ取扱ハシムルコトヲ得
　第４条　司法代書人タルニハ所屬地方裁判所長ノ認可ヲ受クルコトヲ要ス
　第５条　司法代書人ハ地方裁判所長ノ定ムル書記料ヲ受ク
　第６条　司法代書人ハ事務所ヲ設ケ地方裁判所長ノ認可ヲ受クルコトヲ要ス
　第７条　司法代書人ハ正當ノ事由アルニ非サレハ囑託ヲ拒ムコトヲ得ス
　第８条　司法代書人ハ當事者ノー方ノ囑託ニ依リテ取扱ヒタル事件ニ付相手方ノ爲ニ書類ノ作製ヲ爲スコトヲ

得ス
　第９条　司法代書人ハ其ノ業務ノ範圍ヲ超エテ他人間ノ訴訟其ノ他ノ事件ニ關與スルコトヲ得ス
第１０条　司法代書人ハ其ノ取扱ヒタル事件ヲ漏泄スルコトヲ得ス但シ裁判又ハ検事局ニ於テ訊問ヲ受ケタル場

合ハ此ノ限ニ在ラス
第１１条　司法代書人其ノ業務上ノ義務ニ違反シタルトキ又ハ品位ヲ失墜スヘキ行爲ヲ爲シタルトキハ地方裁判

所長ハ司法大臣ノ認可ラ受ケ左ニ揭クル處分ヲ爲スコトヲ得
　　　　　一　業務ノ禁止又ハ停止
　　　　　二　五百圓以下ノ過料
　　　　非訟事件手續法第二百八條ノ規定ハ前項ノ過料ノ處分ニ付之ヲ準用ス

　以上のように、成立法による業務は、裁判所及び検事局に提出する司法関係「文書ノ作成」（案１条）ではなく
形式的・機械的な「代書」を意味すると考えられる「書類ノ作製」（１条）と規定され、「司法代書人試驗」（案２条２号）
は採用されず、裁判所の認可を受け（４条）、監督され（３条）業務を行うことになっていました。資格要件につ
いての規定（案４条）がなくなっていただけではなく、非司法代書人の取締規定（案１２条）も、司法代書人名
簿への登録（案１３条以下）もなくなっていました。司法代書人会については、そもそも規定が存在せず、強制
設立（案１７条）、強制加入（案２１条）もなくなっていました。当然、司法代書人会の懲戒申告権もありません（案
２３条）。
　司法代書人法には、司法代書人会についての根拠規定がなくなりましたが、通例は各地方裁判所ごとに制定し
ていた「司法代書人監督規程」に任意設立を許容する規定が置かれているようでしたので、千葉地方裁判所が制
定したものは確認できていませんが、千葉においても同様であったと考えられます。
　いずれにせよ、『戦前編』の指摘するところによれば、この司法代書人法は、「『代書』という基本的性格を再確
認した上で、取締法として再構成した」にすぎなかった（３２２頁）ということであり、「大正八年体制」（『戦後編』
２０頁）と称される司法代書人に対する監督体制を形成したということになりました。それゆえ、それ以後の司
法代書人・司法書士の歴史は、司法書士の法律家としての実態に即した法制度の確立を求め、この「大正八年体制」
を打破するための闘いからはじまる歴史であったということになります。
　ということで、法改正運動は、司法代書人法施行直後からはじまりましたが、太平洋戦争敗戦後の日本国憲法
の制定までに実現した法改正は、１９３５（昭和１０）年の「司法代書人」から「司法書士」への名称変更のみでした。

強制会化までの戦後法改正の歩み
　ですから、日本国憲法制定後（戦後）の法改正要求では、当初、事態を一気に変えようという提案が表明され
ることにもなりました。
　例えば、「日本司法書士連合会」が、１９４９（昭和２４）年４月にまとめた「司法書士法改正についての希望
上申の件」の第１項では、第１条の書類の作成に関連して、「書類の内容の調査整備及事件の判断を為し並に書類
の作成の相談に応じることができる」ことを明らかにすることを求めていました（『戦後編』１１８５頁）。そして、
同年１０月に法務総裁に提出した「司法書士法改正希望事項」では、司法書士の業務を、「他人の嘱託を受けて、
訴訟事件及び非訟事件につき、裁判所、検察庁、法務局又は地方法務局に提出すべき書類を立案、調査、作成、
整理し、書類の提出及び非訟事件の申請を代理し、又は其の他之に附随する事務を行うを業とする者を言う。」と
定義しようとしました（『戦後編』１１９６頁）。
　さらに、改正への議論の過程では、名称変更や試験制度の導入なども主張され、資格要件としての司法関係職
務の経験年数も１０年を要求したりもしていました。司法書士会は、強制設立・加入とし、法人化し、会員の除
名決議権限を認めることなども主張され、その他にも、紛議調停制度の創設などについての提案も行われていま
した。
　当時の業務の実情に即した具体的な内容を条文化し、業務の「『代書性』を除去」し、「法律家としての書類作
成権限である」（『戦後編』３８頁）ことを明確にしようとしたものと考えられますが、それは、１９１９年の司
法代書人法制定に当たって、請願委員会の用意した法案が目指した内容に近いものであったともいってよいでしょ
う。
　しかし、１９５０（昭和２５）年５月２日になって成立し、７月１日から施行された全面改正法は、政府の消

極的対応から議員立法の道を選択せざるを得なかったことなどから、妥協を強いられ、当初の改正要求からは、
大きく後退した内容になってしまいました。
　第１条が事態を象徴していたと言ってよいでしょう。具体的には、「司法書士は、他人の嘱託を受けて、その者
が裁判所、検察庁又は法務局若しくは地方法務局に提出する書類を代つて作成することを業とする。」と規定され
ました。「書類作成」に限定されただけでなく、「代つて作成する」という「代書」を連想させる文言が挿入され
ることにもなりました。その上、２項では、「前項の書類であっても他の法律において制限されているものについ
ては、その業務を行うことができない。」ことにしていました。
　さらに、試験制度の導入は見送られて認可制度が維持されただけでなく、資格要件としての司法関係職務の経
験年数も３年とされ（第２条１号）、しかもそのような者と「同等以上の教養及び学力を有する者」にまで広げて
いました（第２条２号）。すなわち、資格要件は、有っても無いに等しいということでした。また、報酬自主権は
認められず（第７条）、司法書士会は、任意設立、任意加入とされました（第１４－１７条）。非司法書士の取締
規定は設けられましたが（第１９条）、「他の法律に別段の定がある場合又は正當の業務に附随して行う場合は、
この限りでない。」との但書が規定されていました。
　こうして成立した改正法は、およそ「大正八年体制」の打破にはほど遠い内容でした。ということで、同時に
施行された司法書士法施行規則が旧法的監督規定を残していたこともあり、成立したばかりの改正法に対する改
正要求が噴出することにもなりました。
　そして、やはり議員立法で、最少限度の再度の改正が、１年後に施行されることになりました。その主な内容は、
報酬を司法書士会の会則事項とすることで、報酬自主権を認めさせたことと、非司法書士取締規定（第１９条）の「但
書」の削除でしかありませんでした。ですから、当初からの制度要求が充たされることになったわけではなく、
継続的な課題であり続けました。
　そのような中で次に実現したのが、１９５６（昭和３１）年の司法書士会の強制設立・加入制度でした。この
法改正の内容自体は、早くからの要求でしたから、要求の実現として積極的に評価できそうでもあります。とこ
ろが、実相は、異なっていました。そもそもは、１９５０年の全面改正により規定された資格要件が、前述もし
たように、無いに等しい内容であり、その運用に、次のような法務府民事局長の通達が出されていました（１９
５０年６月２０日・『戦後編』１５５頁）。
　司法書士の認可の申請があったときは、「認可申請人に司法書士法所定の資格があり、且つその者がその業務に
耐えうる程度の健康状態である限りは、これを認可すべく、管轄区域内における司法書士業務の繁簡その他の事
情を考慮すべきでないこと。」というのでした。
　その結果、連合会で調査したところによれば、１９４９年６月３０日の全国の司法書士の人員は、６３４８人
であり、因みに千葉の人員は、９５人でした（『戦後編』１２３８－１２３９頁）が、１９５０年１２月３１日に
なると、全国では、６７５４人になり、千葉では１０５人（『戦後編』１２３７－１２３８頁）、強制会が創設さ
れた直後の１９５６年１２月末には、法務省民事局の調査によれば、全国で１２３９２人、千葉が２０９人になっ
ていました（『戦後編』２８２－２８３頁）。短期間での急激な増加であり、当局による「大量認可」が行われた
結果だと考えられていました（『戦後編』１５４頁以下参照）。
　そのことで、どのような事態が生じたかですが、具体的な数字となって現れたのは、司法書士会の非会員率の
激増でした。後に、強制会への法改正を審議していた衆議院法務委員会で明らかにされたところでは、全国で「非
会員が四三五八、会員が八三九五で、半数強の非会員がございます」（『戦後編』２２７頁）。もう少し早い時点で
深刻な事態になっていたのは東京であり、東京法務局長の発言によれば、新法施行時点で、東京の司法書士の総

数は、１９８人で、うち司法書士会の会員が、１６０人だったものが、１９５３年５月末現在には、司法書士の
総数が、１４８４人になり、会員は、わずか２１０人で、非会員率が８５．８％だったとされています（『戦後編』
１５８頁）。法務省民事局の調査によるほぼ同時期の６月末現在の千葉も含む関東甲信越駿１１局管内の非会員
率は、５３．８％とされています（『戦後編』同前）。
　そして、この激増した非会員は、「会の指導、連絡等とは無縁の存在」であり、「司法書士の総体としての力量
を低下させたから、補正を要する不備な登記申請書類を激増させ、事務渋滞をまねく原因」（『戦後編』１５８－
１５９頁）になりました。
　ということで、当局は、前述したような認可方針を改め、「資格の有無は、原則として試験により判定する」こ
とにせざるを得ないということになりましたが、それだけではなく「司法書士の業務の公正を期するために」、「司
法書士会を強化し、その健全な運営を図ること」にするという法務省民事局長の通達を出すことにもなりました
（『戦後編』１５９－１６０頁）。
　要は、司法書士会による指導・連絡等によって、司法書士業務の質の向上、維持を図ろうということで、その
ために必要な制度的担保として、強制会制度を実現しようということでした。
　以上のような経緯から、当局主導で実現したのが、１９５６（昭和３１）年の法改正による強制会制度でした。
具体的には、次のように改正されました。
　旧第１４条「司法書士は、法務局又は地方法務局の管轄区域ごとに、会則を定めて、司法書士会を設立するこ

とができる。」
　新第１４条「司法書士は、その事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域ごとに、会則を定

めて、一箇の司法書士会を設立しなければならない。」
　さらに、合わせて連合会についても次のように改正しました。
　旧第１７条「司法書士会は、共同して特定の事項を行うため、会則を定めて、全国を単位とする司法書士会連

合会を設立することができる。」
　新第１７条「司法書士会は、会則を定めて、全国を通じて一箇の司法書士会連合会を設立しなければならない。」
　その上、第１７条第２項に連合会の目的についての次のような規定を付け加えました。「司法書士会連合会は、
司法書士の品位を保持し、その業務の改善進歩を図るため、司法書士会及びその会員の指導及び連絡に関する事
務を行うことを目的とする。」
　また、質の向上という点でも、第２条１号の資格要件としての司法関係職務の経験年数を３年から５年に引き
上げ、第４条の認可方法についても、「管轄する法務局又は地方法務局の長の認可を受けなければならない。」となっ
ていたところを「管轄する法務局又は地方法務局の長の選考によつてする認可を受けなければならない。」と改正
し、全国統一の選考試験を実施することにしました（『戦後編』２８５頁以下参照）。
　
真崎答申案の登場　
　強制会制度の成立にいたる経緯はともかくとして、前述したように単位司法書士会の強制設立・加入自体は、
司法代書人法制定以前からの悲願であり（『戦前編』３１０頁参照）、１９５０年の改正に際しても達成できなかっ
た要求でした。しかも、必ずしも従前の改正要求にはなっていなかった連合会の強制設立も実現することになり
ました。それは、改正の目的が、全国的な司法書士会による指導・連絡等ということであり、全国的な組織化が
不可欠と判断されたからと考えられますが、そのことで、会の目的を実現するための組織体制の整備、会活動の
活発化を促し、制度発展の基盤を用意することになったのは間違いありません。

　ということになれば、あらためて法改正の実現が組織的な課題として浮上してくるのは、必然でした。強制会
成立直後には、「登記簿と台帳の一元化」という大問題の解決が迫られており少し間は開きましたが、１９５９（昭
和３４）３月に開催された第１１回臨時総会になって法改正問題が本格的に議論されることになりました（『戦後
編』２７９頁）。具体的には、司法書士の資格、認可、国家試験等について議論があったということですが、さら
に研究が必要ということで継続審議になっていました。
　翌１９６０（昭和３５）年７月に開催された第１２回定時総会では、「法令あるいはその他の重要問題の調査・
研究」等にあたる委員会の設置が承認され、１１月になって三つの分科会からなる特別委員会として発足しまし
たが、その第二分科会が、「司法書士の認可および業務の確立について」と「右に関連する事案の調査研究」を担
当することになり、その後の法改正論議を中心的に担っていくことになりました。
　そして、この第二分科会の委員として指名されたのが、当時千葉支部長であり、千葉司法書士会の綱紀委員会
委員長であった真崎真一氏でした（『戦後編』３０２頁）。
　この第二分科会は、１９６２年９月に開催された第１４回定時総会までには、「司法書士法改正案要綱」及び「要
綱」に沿った「司法書士法改正案」を作成し、各単位会に送付していました。
　その主な内容を要綱と条文案とを合わせて以下に紹介しておきたいと思います（『戦後編』３１７頁以下、３２
３頁以下）。
　要綱一　司法書士本来の社会的使命を冒頭に表示すること
　　　　　条文は用意されていない
　要綱二　職域の拡張を図ること
　　　　　第一条を「司法書士は他人の嘱託を受けてその者が裁判所検察庁又は法務局若しくは地方法務局（そ

の他法務省令による官庁）に提出する書類を（作成し又は代理手続きを）代つて作成することを業と
する。」と、（　）内を加え、取り消し線部分を削る。

　要綱三　司法書士の資格を引上げること
　　　　　第二条の司法関係職務の経験年数を「五年以上」から「十年以上」に
　要綱四　欠格事由の緩和を考えること
　　　　　第三条の欠格事由発生後の経過期間を「二年」から「五年」と延長する
　要綱五　認可制を改め国家試験制にすること
　要綱六　司法書士の義務的条文の緩和及び行政処分権を改めること
　要綱七　司法書士会々則の改正
　　　　　１　報酬規定を削除すること
　　　　　２　司法書士会を法人化すること
　　　　　並に連合会の強化を考えること
　　　　　第１４条の２に、「司法書士会は法人とする」と規定する。
　　　　　第１５条の２を、「司法書士会の会則を定め又はこれを変更するには司法書士会連合会の承認を受け

法務大臣に通知しなければならない」と改正する。　
　要綱八　修習制度を設けること並に補助者の資格を引上げること
　　　　　第４条の２として、「一定期間実務の修習をしなければ、事務所を設けることが出来ない」と規定する。
　要綱九　司法書士の名称を変更すること
　　　　　「法務士」と改正する。　　

　要綱十　司法書士法施行規則の改廃
　
　以上の内容は、基本的には、「現行法を基礎として、研究したもの」（『戦後編』３２４頁）ということで、試験
制度や法人化などの従前からの課題をあらためて整理したという性格が強く、使命規定は成文を得ていませんし、
なお漸進的な内容にとどまっていたということでしょう。
　そのような経緯を経て、第１４回定時総会後の１９６２年１０月に開催された第１回理事会は、組織体制の整
備を行い、それまでの分科会を専門委員会と改名し、その一つとして「法改正専門委員会」を設置することにな
りました。そして、その委員長に指名されたのが、真崎龍一氏でした。真崎氏の委員長としての活躍の様子につ
いては、本会報３４号（１９７８年１１月）のインタビュー記事「猛虎健在－真崎龍一氏法改正を語る」に詳細
に紹介されており、私もかって２度ほど紹介させていただいたことがあります（月報司法書士２００４年１１月
号８８－８９頁、２００５年２月号７２－７３頁）。ということで、本稿では、その検討内容について紹介させて
もらうことにしたいと思います。
　委員会は、１１月２７日に第１回の委員会を開催し、精力的に検討を続け、発足後の最初の１９６３年６月に
開催された第１５回定時総会には、まだ半年余の期間であり、同時に発足した他の専門委員会からの報告はなかっ
たにもかかわらず、この委員会のみは改正法案についての本格的な中間報告を行っていたということです。その
要点は、以下のような内容でした（『戦後編』３３４頁）。
　一　改正法案第３条第１項第１号に「・・・に提出する書類を作成すること、及び申請申し立て異議の申し立

て又は訴訟を除いてその他の事項を代理する」とし、同条同項第２号に「前号に規定する業務につき相談
に応ずること」と定める。

　二　国家試験制度への転換　司法書士の業務は、高度な法律知識を要するが、未だに非常に低い程度の＂代書
＂という観念で見られていることは非常に残念である。このためにも、現在の認可制度を国家試験制度に
換えるべきものと考える。

　三　司法書士の「＂社会的使命＂および＂職責の理念＂」を法文の冒頭に掲げる。

　中間報告とはいえ、過去の蓄積を参照しながらも、それにとどまらない意欲的な提案を期待できる内容になっ
ていました。明確に「＂代書＂という観念」からの脱却を意識した制度的方策として国家試験制度を位置づけて
いましたし、その必要性の基礎となる「＂社会的使命＂および＂職責の理念＂」を明文化しようということでした。
そして、その基礎の上に、「相談」を含む実態に即した業務内容の条文上の拡張を志向していたからです。
　ところで、この委員会が活動を開始した１９６２年１１月という時期は、直前に司法制度の改革を目指した「臨
時司法制度調査会」（臨司）が内閣に設置され、調査審議を開始していました。この臨司は、司法書士の簡裁代理
権獲得につながった１９９９年に設置された「司法制度改革審議会」と対比される存在でした。直接的には、訴
訟遅延の深刻化、法曹志望者の減少などを契機とした動きでしたが、そのような実情は、１９６４年８月になっ
て公表された、その「意見書」によれば、以下のように指摘されていました。
　「簡易裁判所の所在地はもちろんのこと、地方裁判所の支部の所在地においてすら、弁護士の事務所のない事例
が数多く存在」（７７頁）し、「司法書士が、ある面では、事実上いわゆる事務弁護士的機能を果たしているが、
これらの国民生活における法律的処理を要する面の需要に対して、弁護士がいかなる役割を果たすべきかの問題
がある。また、国民の日常生活の法律的処理の面において、いわゆる三百代言のばっこ、暴力団の介入が顕著で
あるといわれている」（８０頁）、「民事訴訟においては、弁護士が代理人とならないいわゆる本人訴訟が多く、地

方裁判所においてさえ、当事者双方につき弁護士が代理人となっている事件は、通常第一審訴訟事件のわずか四
〇パーセント弱であり、これが訴訟の適正円滑な処理にとって大きな妨げになっている」（８０頁）。
　委員会は、この機会を積極的に生かしていくべきと考えたということだったと思われますが、その前提には、
司法書士制度の将来への危機感もあったと思われます。委員会の「答申案」（その全文は、前述もしましたが『戦
後編』１２５１頁以下に収録されています。以下、「真崎答申案」あるいは「真崎改正案」と呼びます。）は、臨司の「意
見書」よりも早く、１９６４年４月に提出されたましたが、その冒頭では、弁護士はじめ隣接他士業との関係を
考えれば、「われ等司法書士の行方は真に憂うべきものとの感を深くする」とし、「現行司法書士制度のこの脆弱を、
如何にして打開するか、職域の拡張をいづれに求むるのか、地位の向上、組織団体のありかた等を思念して審議
を続行し」、「法改正の実現が緊急の要務であることを考え、兎角の批判の生ずることも已むをえない仕儀とこの
案をもって、答申することにした」としていました。
　その思いは、当時の司法書士法の条文数２３条に比してはもちろん、その後数度の改正を経た現行法でさえ、
その条文数が９５条であるにもかかわらず、真崎改正案は１０３条に及んでいたことに象徴されていたかもしれ
ません。もちろん、条文数は内容を反映したものであり、過去に類似の案の示された条項も含まれているものの、
全体としてみれば、従前の改正案にはなかった「制度の充実・発展を図ろうとする意欲にみちた労作ということ
ができる」（『戦後編』３７３頁）「先見性に富んだ、また先進的なものである」（『戦後編』３７４頁）ということ
でした。
　その主な内容を、真崎改正案の章あるいは条数とその後の法改正が実現した改正年がわかるように各事項の末
尾に（　）で示して列挙すれば以下のようになります。
　①　司法書士会・連合会の法人化（第５３条第３項・第６７条第３項、１９６７（昭和４２）年法改正）　
　②　使命・職責理念・業務規定（第１条・第２条・第３条、１９７８（昭和５３）年・２０１９（令和元）年法改正）
　③　国家資格の創設・国家試験制度の導入（第２章・第３章、１９７８（昭和５３）年法改正）
　④　国家試験科目に憲法を入れる（第９条・第１０条、２００２（平成１４）年法改正）　
　⑤　登録事務の連合会への移譲等（第４章、１９８５（昭和６０）年法改正）
　⑥　簡易裁判所事件の訴訟代理（第３条第２項、２００２（平成１４）年法改正）
　⑦　紛議の調停（第６３条、２００２（平成１４）年法改正）
　⑧　自主懲戒権等（第９章・第１０章）

　以上のように、その内容は半世紀以上の時を経て、ほぼ実現することになっています。しかし、そのことが、
公表当時は、「時期尚早として容易に受けいれられない原因となったことも、否定できないようにも考えられる」
（『戦後編』３７４頁）ということで、提出直後の１９６７年６月に開催された第１７回定時総会では、「本答申
案は現司法書士法に比し非常に高度な法案となっているので、本答申案に対する各単位会の意見を広く徴し理事
会において慎重審議して、その具体的実現を漸進的に図ってゆく」との執行部の見解が示され、了承されること
になりました（『戦後編』３７５頁）。
　強制会制度の実現を基礎に、一気に「大正八年体制」からの脱却を図ろうとした真崎答申案は、またしてもと
りあえずは挫折の憂き目に遭うことになりましたが、その方向性の正当性は、時間が証明することになりました。
そしてその多くの事項の実現の経緯は、真崎答申案以前の歴史をも含めての、司法書士制度発展の苦闘の歴史そ
のものであったといってよいでしょう。
　ということで、真崎答申案の前述した主要な内容について、ごく手短にではありますがその実現の経緯を確認

しておくことにしたいと思います。

司法書士会の法人化　　　
　まず、最初に実現することになったのは、真崎改正案第５３条第３項「司法書士会は法人とする。」でした。真
崎答申案を受けた日司連総会・理事会は、前述もしたように全体の立法化についての要求は時期尚早としたもの
の、法人化と国家試験の実現を当面の具体的目標することになりました（『戦後編』３７５頁）。
　とはいえ、国家試験化はそう簡単に実現できる課題ではありませんでした。それに対して、強制会化が実現し、
組織体制が整備され、活動が活発化していた司法書士会を法人化することにさほどの困難は無かったと思われま
す。また、強制会化した司法書士会の基盤をさらに強化するために法人化は不可欠の要素でもあったということ
でしょう。
　現に、真崎答申案と相前後して、司法書士会館の建設が本格的に議論されることになり１９６７（昭和４２）
年の改正により法人化が実現した（第１４条第３項・第１７条の３）翌１９６８年には、会館用地を取得し、１
９７０年３月には、旧司法書士会館が完成しました（会館建設の経緯の詳細については『戦後編』９７５頁以下
参照）。
　それにしても、法人化へは、実に長い道のりでした。前述した帝国議会衆議院請願委員会が起草した司法代書
人法案は、各単位司法代書人会の強制設立・強制加入を規定していました（『戦前編』３１０頁）が、成立した司
法代書人法は、前述したように司法書士会についてさえ規定せず、任意会の設立についても各地裁ごとの監督規
程に委ねていましたから、およそ法人化といったことは想定されていませんでした。
　ようやくこれも前述した日本国憲法制定後の法改正要求で、あらためて各単位司法書士会の強制会化を主張す
ることになりましたが、その際には合わせて法人化も主張することになりました（例えば、『戦後編』１１９０頁）。
強制会化した司法書士会の基盤を確固たるものにするためには法人化が必要と考えられたということでしょう。
　しかし、このときも、法案提出準備の最終盤までは、司法書士会の強制会化は維持されましたが、法人化は法
案化されないことになっていました（『戦後編』１２２０頁）。しかも、当時は、連合軍の占領下でしたから、法
案について連合軍総司令部（ＧＨＱ）の了解を取り付ける必要があり、その審査を経た国会提出法案では、司法
書士会は、司法書士会連合会も合わせて任意会としての設立が認められただけに終わり、法人化も実現しません
でした（『戦後編』８８頁以下参照）。
　ということで、ようやく、１９５６年に強制会化が実現し、法人化への基盤ができることになったと考えられ
ます。現に１９５６年の法改正で強制会が実現し、１９６２年に真崎氏が一員となった分科会が用意した前述の
要綱や真崎改正案が、法人化をあらためて主張することになっており、当時最も現実的な改正要求であったと考
えられます。
　ということで、法人化は、１９６７年に実現することになりましたが、国家試験化は、法人化と同時に実現す
ることにはなりませんでした。しかし、その１９６７年の法改正に際して衆議院法務委員会は、「司法書士の試験
制度も、土地家屋調査士と同様に、国家試験を採用するよう努力を致すこと」という附帯決議を行うことになり
ました。
　なお、真崎改正案では、連合会についても法人化するということだけでなく「司法書士会連合会」から司法書
士と司法書士会を会員とする「日本司法書士連合会」とすることも提案されていました（第６７条）。また、「地
区司法書士会協議会」の任意設立を法定しようとしていました（第６６条）。しかし、連合会の名称は変更されま
せんでしたし、組織編成の変更もありませんでした。また、「地区司法書士会協議会」の法定にも至りませんでした。

１９７８年法改正へ　
　次に、国家試験化がどうなったかを確認しておきたいと思いますが、資格制度及び登録制度と一体となる国家
試験制度の導入も、司法代書人法制定以前からの課題であり、さすがに、附帯決議の翌１９６８年６月の連合会
の総会で、「国家試験移行対策委員会」の設置が決定されました。しかし、事態はそう簡単には動きませんでした。
その主な理由は、何故そうだったのかまでは明確ではありませんでしたが、「実は、法務当局の対応がきわめて消
極かつ冷淡であり、国家試験の推進を躊躇せざるを得なかったことが異常な経過の真相であった」ということで
あり、「国家試験実現への道はその当初から逆風の中を踏み出し、その後もつねに嵐の中を闘い抜き、遂に画期的
成果に達したことを銘記しなければならない」とされています（『戦後編』１０４０頁）。
　とはいえ、国家試験化自体が多くの検討課題を内包していただけでなく、司法書士制度のあり方の根本に関わ
る多岐で広範囲にわたる課題と関わっていたことも影響していたと考えられます。
　全面改正を目指した真崎答申案も、「まず司法書士の果すべき役割、その他司法書士制度の意義につき、基本的
な考え方を決める必要がある」として、「司法書士が依頼者の要請に基きその業務に従事するに当っては、官庁業
務の適正な運営のために、社会正義を実現することを旨とし、社会秩序が維持されるよう念願し、法規業務の専
門家としての見識ある判断を加えるという形において、その業務は遂行されなければならない。このような司法
書士の公共的な立場を明らかにして、司法書士の自覚を高める趣旨を、一層明確にする意味で、司法書士の使命
及び職責の理念という形をとり、このことにつき、改正案において冒頭に規定することが適当である」という認
識の下に試験制度も位置づけていました。
　すなわち、「改正案は司法書士の地位の向上とその確立及び国家並国民的要望を考慮して司法書士の職域の拡大
を図った。これがため、今後この拡大された業務を遂行するには、現在より高度の法律知識並びに専門実務家と
して、その業務に精通することを期待されることは云うまでもない。この要請から、試験科目その他の事項を検
討して、司法書士試験を行うことにした」ということですし（『戦後編』１２５４頁）、試験に合格し「司法書士
となる資格を有する者がその業務を開始するには登録を為すことにし」、「あくまでも自主性尊重の点から、日司
連において取扱うことに決定した」（『戦後編』１２５５頁）ということでした。
　それは、最終的に「真に自主独立を完了する」ために法務局長または地方法務局長が、「司法書士に対して場合
によりその認可を取消し或は懲戒処分を与える権能を有する。このことは、いつまでもこのままでおくことは、
あまりにも司法書士の無力を表明するのみならず、時代錯誤の規定というも過言ではあるまい。改正案において
は法務局のかかる羈絆の一切を脱することにした」として、「この監督権を行使するものは司法書士会であり、日
本司法書士連合会である」としていました（『戦後編』１２５６頁）。
　すなわち、前述した「代書」的規定、「大正八年体制」からの脱却であり、前述の②③④⑤⑧の項目を、密接に
関連する一体のものとして用意したと考えられるものでした。
　しかし、そのような問題の性格は、その後の展開に影響を及ぼすことにもなりました。全体を一括して改正の
課題にするということが、法務当局の対応姿勢も合わせ考えたときに、果たして現実的な方策なのかどうか議論
にならざるを得ませんでした。具体的には、「もっぱら国家試験制度一本にしぼっての法改正」か「国家試験制度
と専門性の確立とは密接に関連しており、目的・職責等を明確にする法改正」かの対立となって現れました（『戦
後編』１０４３頁）。
　そして、基本的に後者の立場にたってその議論の方向性に大きな影響を与え、「法改正に大きな貢献をしたと評
価できる」（『戦後編』４６８頁）とされたのが、後に詳しくは触れますが、１９７６年１１月末になって全国青

年司法書士連絡協議会（全青司）がまとめた「司法書士法改正要綱試案」であり、真崎答申案とも基本的に通底
する内容でした。その結果、個々には直ちに必ずしも十分な内容になったわけではないものの基本的な方向にお
いては真崎答申案に沿った内容の法改正が、１９７８年以降順次実現することになったといってよいでしょう。
　そこで、法人化以外の真崎答申案の主な項目のその後の展開を、各項目相互の関連をも意識しながら確認して
おきたいと思います。

使命・職責規定の創設
　まず、全面改正に当たっての根本問題と位置づけられることになった基本的性格に関わる項目についてから見
ていきたいと思います。そもそも司法書士法は、日本国憲法施行後に全面改正されたにもかかわらず、他の弁護
士法等の士業法が備えることになっていた使命や職責といった規定が用意されていませんでした。それだけでな
く、それまでの法制定、法改正の経緯の中でも、業務内容を中心とする「定義」規定が提案されたことはありま
したが、使命や職責といった規定が話題になったことはありませんでした。いずれにせよ、これらの規定創設の
意図は、「代書」との明確な決別であり、「法律家」としての確固たる地位の確立でした。
　ということで、真崎答申案が前述のような位置づけの下で、用意した基本的性格に関わる「使命」と「職責の理念」
に関する規定の案を確認しておくと次の通りです。
（使命）
　第１条　司法書士は、保障を受けようとする私権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。
　　　　２　司法書士は、前項の使命に基づき、誠実にその業務を行い、権利の行使又は義務の履行が適正に実

現し、社会秩序が維持されるよう業務の上に努力しなければならない。
（職責の理念）
　第２条　司法書士は、常に、教養を深め、かつ、品位を保持し、業務に関する法令並びに事務に精通しなけれ

ばならない。

　その意味をあらためて真崎答申案の解説によって確認するならば、「社会正義を実現することを旨とし、社会秩
序が維持されるよう念願し、法規業務の専門家としての見識ある判断を加える」ということで、その業務は遂行
されなければならないという趣旨を、一層明確にする意味があるとされています。すなわち、限定された範囲で
はあれ、「法規業務の専門家」として、すなわち「法律家」として、その業務を遂行することを明確にしようとし
たということでしょう。
　もちろん、１９７８年法改正へ向けての紆余曲折は、当初はともかくも国家試験化の実現を第一義とする展開
にも見えたのですが、前述のように１９７６年１１月末に全青司がまとめた「司法書士法改正要綱試案」（要綱試
案）が、司法書士を法律家として明確に位置づける職責規定の創設を強く主張することになり、法改正の方向性
について流れを変えた転換点だったといわれています。そこで示された「司法書士の職責」は以下のような内容
でした（『戦後編』９１６頁）。
①　司法書士は、私権を擁護し、取引の安全と各種登記の実体的真正の確保につとめ、社会秩序の維持に寄与し
なければならない。

②　司法書士は、常に、教養を深め、品位を陶冶し、職務に関する法令及び事務に精通するよう努めなければな
らない。

　その内容は、もちろん完全に一致しているわけではありませんが、真崎答申案の「使命」規定（第１条）と「職
責の理念」規定（第２条）に近似していたことがわかります。核心である「私権を擁護」と「社会秩序維持」は、
共通ですし、要綱試案①の「取引の安全と各種登記の実体的真正の確保」は、真崎改正案第１条第２項の「権利
の行使又は義務の履行が適正に実現」を職務内容に即して具体化したと解釈できます。
　この全青司の要綱試案が、連合会の「とりあえず国家試験制度の実現を図ることこそが、二兎を追って一兎す
らも逸するよりは賢明である」とした基本方針を軌道修正させることになり、１９７７年２月半ばに「法改正（使命・
目的）専門理事会」を設置させ、具体案を策定させることになりました（『戦後編』１０６５頁）。
　その策定作業は、法務省との折衝の積み重ねでしたが、法務省は「使命規定」を設けることに強く反対しました。
「弁護士法第一条と同旨の規定を設けざるをえなくなる」という理由でした。そのため連合会としては、「法改正
の早期実現」のために「あえて使命規定を設けることなく、目的及び職責規定の新設により実質的効果を狙うこ
ととした」ということになりました（『戦後編』１０６５頁）。
　そして、長期にわたる粘り強い折衝により１９７７年末になって法務省から最終案として示された「司法書士
法一部改正大綱案」では、「司法書士制度の目的」と「司法書士の責務」として次のような内容が示されることに
なりました（『戦後編』１０８１頁）。
一、司法書士制度の目的
この法律は、登記、供託及び訴訟等に関する手続の円滑な実施に資するため司法書士の制度を定め、その業
務の適正を図り、もつて国民の権利及び財産の保護に寄与することを目的とする。

二、司法書士の責務　
１　司法書士は、その業務が国民の権利及び財産の保護に密接な関係を有することを自覚し、公正かつ誠実
にその業務を行わなければならない。　

２　司法書士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通しなければならない。

　連合会の要求とはその位置づけが異なることになり、目的規定は制度の目的になったものの、連合会は、「法律
手続の実務家としての位置づけを明確にしたものであり」、「法律判断はもちろん、法律相談も可能な道を一歩進
めた」と評価できるとして、受け入れることになりました。そして改正法は、冒頭に第１条の目的規定と第１条
の２の職責規定を次のように付け加えられました。
（目的）
第１条　　　この法律は、司法書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、登記、供託及び訴訟等に

関する手続の円滑な実施に資し、もつて国民の権利の保全に寄与することを目的とする。
（職責）
第１条の２　司法書士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務

を行わなければならない。

　前述したように、これで一応ようやく戦後の士業法の体裁を整えるということにはなりました。しかし、この
目的規定は、前述のようにあくまでも制度の目的を規定したものであり、司法書士の役割自体に焦点を合わせた
ものではありません。その意味では、司法書士を主体とするその社会的役割に焦点を合わせた規定こそが不可欠
だったと思われます。現に、既に、前述した「要綱一」が「司法書士本来の社会的使命を冒頭に表示すること」
を追求しており、真崎答申案が、既に紹介したような「使命」と「職責の理念」を規定することを提案していた

ことを想起すべきでしょう。
　そして、ついに真崎答申案から半世紀余を経た２０１９（令和元）年の法改正において、それまでの目的規定（第
１条）に代えて次のような使命規定が規定されることになりました。　
（使命）
第１条　司法書士は、この法律の定めるところによりその業務とする登記、供託、訴訟その他の法律事務の専門

家として、国民の権利を擁護し、もつて自由かつ公正な社会の形成に寄与することを使命とする。

　真崎答申案は、前述の解説も合わせ考えれば、司法書士の使命は、「法規業務の専門家」として「その業務を誠
実に行い」、「私権を擁護し」、「権利の行使又は義務の履行が適正に実現し」「社会正義を実現する」ということで
あり、２０１９年に制定された使命規定と実質的に同旨と解されるのであり、その先見性・先進性は、あらため
て高く評価されて然るべきでしょう。

国家試験制度・試験科目
　目的規定及び職責規定の創設が第一義的課題になったからといって国家試験化が頓挫したわけではなく、同じ
く１９７８年の改正で実現することになりました。前述したように、真崎答申案においても、国家試験化をめぐっ
てはじまった議論においても、国家試験化を意味のあるものとして実現するためには、なぜ国家試験化が不可欠
かを明らかにしておく必要があったということでしょう。また逆に、司法書士に求められる社会的役割の高度化
は、その質的担保を求めることにもなりますから、その最たる方法である試験制度の導入が課題化されたのは当
然のことであったでしょう。
　その要請が、最初に課題化したのは、代書人一般とは異なる専門職制度の創設を求めた司法代書人法の制定に
際してでした。前述した第３７回帝国議会衆議院請願委員会が用意した司法代書人法案は、「司法代書人タラント
スル者」が、基本的に具えるべき条件を「試験ニ及第」することとしていました（第２条第２号・『戦前編』３０９頁）。
　ところが、成立した司法代書人法には、これも前述もしたように、資格要件の規定もなく、「司法代書人タルニ
ハ所屬地方裁判所長ノ認可ヲ受クルコトヲ要ス」（第４条）としか規定されませんでした。
　次に試験制度を導入する可能性があった機会は、戦後の全面改正の際でした。当初司法書士会の用意した改正
案は、「一定の試験に合格したこと」を認可の資格要件にしていました（『戦後編』１１８２頁）。その試験によっ
て求めようとしている能力については、試験を必要としない資格要件によって推測が可能になります。具体的に
は、「判事又は検察官となる資格を有する者」及び「裁判所書記又は司法事務官であって十年以上その職にあつた
者」ということでした（『戦後編』１１８２頁）。
　しかし、１９５０年に成立した全面改正法は、試験制度を採用しなかっただけでなく、資格制度も採用せず、
認可のために要求した要件は、前述もしたように「裁判所事務官、裁判所書記官、裁判所書記官補、法務府事務
官又は検察事務官の職の一又は二以上に在つてその年数を通算して三年以上」（第２条第１号）であり、さらに第
２号では、「前号に掲げる者と同等以上の教養及び学力を有する」ことにされ、大量認可にもつながったと考えら
れるのです。
　ですから、前述のように強制会化に伴う「選考認可」の導入による全国統一試験の実施が、あらためて国家試
験制度導入への機運を生むことにもなっていたと考えられます。そして、真崎答申案が、「現在より高度の法律知
識並びに専門実務家として、その業務に精通することを期待される」、「その要請から、試験科目その他の事項を
検討して、司法書士試験を行うことにした」（『戦後編』１２５４頁）として用意した主要な条文案は、以下の通

りでした。
（資格）
　第４条　司法書士試験に合格し、政令の定めるところにより、実務の修習を終えた者は、司法書士となる資格

を有する。
（第一次試験）
　第９条　第一次試験は、次の科目について筆記試験をもって行なう。　
　　　　　一　憲法、民法、商法、刑法、不動産登記法、商業登記法
　　　　　二　民事訴訟法、刑事訴訟法のうち受験者のあらかじめ選択する一科目
　　　　　三　次の科目のうち受験者のあらかじめ選択する一科目
　　　　　　　（１）　供託法
　　　　　　　（２）　家事審判法
　　　　　　　（３）　人事訴訟手続法
　　　　　　　（４）　非訟事件手続法
　　　　　　　（５）　競売法
（第二次試験）
第１０条　第二次試験は、第一次試験に合格した者に限り、その者が第一次試験による試験において受験した科

目について、口述試験をもって行なう。
（登録）
第２２条　司法書士となる資格を有する者が、司法書士となるには、司法書士名簿に氏名、生年月日、事務所の

所在その他日本司法書士連合会で定める事項の登録を受けなければならない。
（司法書士の名簿）
第２３条　司法書士名簿は、日本司法書士連合会に備える。　
　　　　２　司法書士名簿の登録は、日本司法書士連合会が行なう。

　１９７８年改正に当たっての連合会の主張も、最後の最後まで、この真崎改正案と同様の内容になっていまし
た。特に資格要件としての「実務の修習」、試験科目としての「憲法」、連合会による自主「登録」などです。とはいえ、
「実務の修習」については、早い時点で法務省サイドから「具体的実施方法等についてなお検討を要する問題が
あるので、将来の課題とする」と通告されていました（『戦後編』１０８３頁）。「登録」については、連合会の推
測によれば、「権力統制の大きな要件の一つ」であり、法務省は「一歩もゆずらない態度をとっている」とのこと
でした（『戦後編』１９８６頁）。「憲法」については、最後の最後まで検討課題にはなっていましたが、「当局は
業務に直結しないという理由で承認しなかった」ということでした（『戦後編』１０８３頁）。
　その結果成立した関係条文は、以下のようになっていました。
（資格）
　第３条　次の各号の一に該当する者は、司法書士となる資格を有する。
　　　　　一　司法書士試験に合格した者
（司法書士試験）
　第５条　法務大臣は、毎年一回以上、司法書士試験を行わなければならない。
　　　　２　司法書士試験は、次の事項について筆記及び口述の方法により行う。ただし、口述試験は、筆記試

験の合格者について行う。
　　　　　一　民法、商法及び刑法に関する知識
　　　　　二　登記、供託及び訴訟に関する知識
　　　　　三　その他司法書士の業務を行うのに必要な知識及び能力
　　　　３　司法書士試験を受けようとする者は、政令で定めるところにより、受験手数料を納めなければなら

ない。
（登録）
　第６条　司法書士となる資格を有する者が、司法書士となるには、その事務所を設けようとする地を管轄する

法務局又は地方法務局に備えた司法書士名簿に登録を受けなければならない。

　因みに、自主「登録」は、１９８５（昭和６０）年法改正で実現し、「憲法」の試験科目化は、２００２（平成１４）
年の法改正で、簡裁訴訟の代理権の獲得と同時に実現しました。「実務の修習」は未だに実現していませんが、自
主的な研修の拡充が進んでいることは承知の通りです。いずれにせよ、これらの点での真崎答申案の先見性・先
進性も明らかでした。
　
業務規定の変遷
　長年月を要して、使命・職責規定の導入や国家試験化などによって、司法書士（司法代書人）の基本的性格を
明らかにすることになってきましたが、それまでの間は、業務内容の実態を如何に規定化するかということが、
基本的性格を確認する上での最重要課題の一つでした。しかし、実態に即した規定化を実現するのは、容易では
ありませんでした。その経緯を可能な範囲で振り返り、この点での真崎答申案の意味を確認しておきたいと思い
ます。そのために、異なる目的のため既に紹介した業務関係規定を再度掲記することにもなりますが、ご了承下
さい。
　そもそも、業務の実態と規定内容の齟齬は、司法代書人法からはじまっていました。既に紹介した衆議院請願
委員会が起草した司法代書人法案の業務内容を規定した第１条の司法代書人の定義規定は、次のようになってい
ました（『戦前編』３０９頁）。
　第１条　司法代書人トハ當事者ノ嘱託ニ依リ通常裁判所又ハ検事局ニ直接提出スル文書ノ作成ヲ業トスルモノ

トス

　これに対して成立した代書人法第１条は、以下の通り変更されていました。
　第１条　本法ニ於テ司法代書人ト穪スルハ他人ノ囑託ヲ受ケ裁判所及検事局ニ提出スヘキ書類ノ作製ヲ爲スヲ

業トスル者ヲ謂フ

　「直接」が、削られたことで、それまで容認されていた提出代理が不可ということにされ、「書類ノ作製」
に変更されることで、形式的・機械的代書を連想させることになったと考えられます。
　このような規定は、業務の実態を反映したものではなく、戦後の全面改正に際しては、業務を正確に反映する
ことを意図した次のような規定が用意されたりもしました（『戦後編』１１９６頁）。
　「この法律で司法書士とは、他人の嘱託を受けて、訴訟事件及び非訟事件につき、裁判所、検察庁、法務局又は
地方法務局に提出すべき書類を立案、調査、作成、整理し、書類の提出及び非訟事件の申請を代理し、又は其の

他之に附随する事務を行うを業とする者を言う。」
　しかし、全面改正後の第１条は、「司法書士は、他人の嘱託を受けて、その者が裁判所、検察庁又は法務局若し
くは地方法務局に提出する書類を代つて作成することを業とする。」ということになり、大幅に後退し、しかも「代
つて作成」と相変わらず「代書」を連想させる規定になってしまいました。
　真崎改正案は、業務規定（第３条第１項）について前述の戦後改正に際しての案にも近い以下のような規定を
用意していました。
（業務）
　第３条　司法書士は、他人の依頼に応じ、非訟事件、和解及び調停事件、登記及び供託事件の各手続に関し、

次に掲げる事務を行なうことを業とする。
　　　一　申請、申立、異議の申立等、その他訴訟を除く事務を代理する。
　　　二　前号に掲げた事務のほか、裁判所、検察庁、法務局若しくは地方法務局、その他法務省設置法（昭

和二十二年法律第百九十三号）に基づく官庁に提出する書類を作成すること。

　すなわち、書類作成以外にも、法的な位置づけはともかくとして事実上担っている業務を規定することを意図
したということでしょう。この提案は、１９６７年の法改正により、前述した第１条の「代つて作成」は削られ、登記・
供託に関する手続を「代わつてする」ことが認められることになり、真崎改正案に近づくことになりましたが、
より明確には１９７８年の法改正により、それまでの第１条が第２条（事実上の第３条）になり、次のように規
定されることになりました。
　第２条　司法書士は、他人の嘱託を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。
　　　一　登記又は供託に関する手続について代理すること。
　　　二　裁判所、検察庁又は法務局若しくは地方法務局に提出する書類を作成すること。
　　　三　法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理するこ

と。

　しかし、これでもまだ、真崎改正案には及びませんでした。さらに事態が動くことになったのは、２００２（平
成１４）年の法改正によってでした。その２００２年の法改正で改正された業務規定は、現行法ですからあらた
めて紹介することはしませんが、その最も重要で注目すべき内容は、簡裁訴訟の代理権の獲得であったことはい
うまでもありません。それこそは、真崎答申案によって提起された業務内容の拡充点でありましたから、その経
緯については別に確認することにしたいと思いますが、それ以外の業務は、実態に即して拡大の一途をたどって
おり、可能な業務を規定するという規定方式が困難になりつつあることを示していると考えられます。そのよう
な状態の下での業務の外延のあり方については、利用者の視点から固定観念を脱却することであり、真崎答申案
による使命規定や簡裁訴訟の代理権獲得の提起に学ぶべきではないかと思われます。

簡裁訴訟代理権をめぐって
　最後に、真崎答申案の基本的性格についての発想の転換を象徴していた業務内容の提起であった簡裁訴訟の代
理について確認しておきたいと思います。
　真崎改正案は、その第３条第２項で、「司法書士は、・・・他人の依頼によって、簡易裁判所の管轄に係る訴訟
事件に関して訴訟代理人となることができる」と規定していました。

　それまでの発想からすれば、弁護士が存在する中で、司法書士の訴訟代理への関与を主張することは、言って
みればタブーと考えられていたと思われます。弁護士の独占に抗することの難しさが意識されていただけでなく、
司法書士のアイデンティティを護ろうということだったかもしれません。真崎答申案がそのような事情を乗り越
える必要があると考えた理由はどのようなことだったのか、既にいくらか紹介しましたが、あらためて簡裁訴訟
代理権に関わってその理由を確認しておきたいと思います。
　その理由は、「軽微の簡易裁判所の訴訟事件においても甚だしく遅延停滞していて国民が憲法において附与され
ている裁判請求権を行使することは容易でない。この現況を打開することは法治国の大きい責務であると考えら
れる」という認識からはじまっていました。そして、司法書士の対応能力についても「現在の司法書士においては、
訴訟関係の書類の作成、また訴訟につき当事者を指導する点においても優秀な法律的素養を有するものが全国的
に少なからず存在している。この実態を看過することは、これまた現在のわが司法制度の発展の上に惜しむべき
ことと考えられるのである」との認識に基づいていました。
　その上で委員会は、「弁護士法、訴訟法等の改正なき限り、この実現不可能であることのため、躊躇逡巡したが、
いよいよ審議も終わりに近づき、この問題の最終的解決に立至ったとき、全員一大決意を持って改正案のとおり
ふみきった。これは、この難儀な現在の訴訟状況を救済することは社会の要請するわれ等の使命であると考えら
れるため、好ましからぬ社会風潮を打破するため、司法制度の改善促進のため、しかして司法書士制度の飛躍的
発展のため、簡易裁判所の事件だけは、われ等司法書士にも担当せしむべきであるとする結論に到達したからで
ある」と述べていました。
　この真崎改正案は、担い手や対象事件は限定されたものの、４０年近い時を経て現実化することになりました。
その導入への道を開いた司法制度改革審議会の「意見書」は、その理由について、次のように説明していました。
法的サービスの担い手の現状が「国民の権利擁護に不十分な現状を直ちに解消する必要性にかんがみ、利用者の
視点から、当面の法的需要を充足させるための措置を講じる必要がある。」ということでした。
　とすれば、簡裁訴訟代理権の獲得は、司法書士制度らしい発展の必然的な結果であったとも思われます。すな
わち、司法書士制度の発展の歴史は、言ってみれば、社会的要請に対応した実態の形成とその実態の制度的認知
の繰り返しだったからです。
　それにしても、真崎答申案の先進性・先進性には、驚嘆させられるばかりです。

結びにかえて
　以上不十分ながら、真崎答申案・改正案との関連で、司法代書人法が成立し、司法代書人会が発足して以来
１００年の司法書士（司法代書人）制度の展開を、限られた事項に沿って概観してきましたが、その歴史は決し
て平坦な道ではなく、苦闘の連続でした。
　それは、司法代書人法制定時点の法と実態の乖離にはじまった「大正八年体制」からの脱却への長い闘いでした。
その間にあって、制度の発展の将来を果敢に示すことになったのが真崎答申案・改正案であったと言っても過言
ではないと思われます。それは、真崎答申案・改正案の主要事項は、⑦紛議の調停も、詳しくは触れませんでしたが、
２００２年改正で実現しており、⑧自主懲戒権等、以外はすべて現実化したことになります。自主懲戒権の重要性
は、軽視できませんが、司法代書人法が成立し、司法代書人会が発足して１００年、「大正八年体制」と称された
状態を脱却することができ、本来担ってきた役割に見合った制度的枠組みを確保することになり、さらなる飛躍
の橋頭堡も築くことになっていると考えられます。
　２０１９年の改正により実現した使命規定（第１条）によれば、「司法書士は、この法律の定めるところにより

その業務とする登記、供託、訴訟その他の法律事務の専門家として国民の権利を擁護し、もって自由かつ公正な
社会の形成に寄与する」ことを期待されることになりました。業務範囲は、「この法律の定めるところ」と限定さ
れているようではありますが、「その他の法律事務の専門家」とも規定されており、その外延は広く、しかも権利
擁護と自由公正な社会の形成に求められる役割は、いってみれば無限ともいえるでしょう。前述もしたように、
業務内容の拡大は、個別規定方式の限界を迎えつつあることを、使命規定がカバーすることになっているとも解
することができます。明治以来、観念的な制度形成によって生じることになった制度的間隙を国民の身近にあっ
て国民の法的需要に応えることで、制度を維持・発展させてきた司法書士が、あらためて法律専門家として国民
の需要に応える制度的基盤を広げることになったといってよいでしょう。司法書士会発足１００年を機に、
自治の確立はじめさらなる法律家制度としての発展を期すとともに、その外延を実践的にさらに広げることを期
待させていただきたいと思います。
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　安房郡北條町北條　　　　北條区裁判所認可代書人　秋丸範輔外２名　
　香取郡佐原町佐原　　　　八日市場区裁判所佐原出張所認可代書人　保科子之助外３名
　匝瑳郡八日市場町　　　　八日市場区裁判所認可代書人　宇井忠兵衛外３名

　１９１５年末に召集された第３７帝国議会からは、衆議院請願委員会が構内代書人代表と協議の上用意したと
推測される法案が審議されることになりましたが、司法代書人法が成立した第４１帝国議会衆議院に上程された
法案は、以下のような内容でした（『戦前編』資料編１４１頁以下）。
　第１条　司法代書人トハ當事者ノ嘱託ニ依リ通常裁判所又ハ検事局ニ提出スル文書ノ作成ヲ業トスル者ヲ謂フ
　第２条　司法代書人ハ左ノ要件ヲ具フルコトヲ要ス
　　　　　一　帝國臣民ニシテ成年以上ノ男子タルコト
　　　　　二　司法代書人試驗ニ合格シタルコト又ハ司法代書人試驗委員ノ銓衡ヲ經タルコト
　第３条　司法代書人試驗及銓衡ニ關スル規則ハ司法大臣之ヲ定ム
　第４条　左ニ掲クル者ハ試驗又ハ銓衡ヲ要セスシテ司法代書人タルコトヲ得
　　　　　一　三年以上裁判所書記ノ職ニ在リタル者又ハ之ト同等以上ノ職ニ在リタル者
　　　　　二　司法大臣ノ指定シタル法律學校又ハ之ト同等以上ト認ムル學校ニ於テ定規ノ課業ヲ卒ヘタル者
　第５条　左ニ揭クル者ハ司法代書人タルコトヲ得ス
　　　　　一　禁錮以上ノ刑ニ處セラレタル者但シ二年以下ノ禁錮ニ處セラレタル者ニシテ刑ノ執　　
　　　　　　　行ヲ終リ若ハ其ノ執行ヲ受クルコトナキニ至リタルトキハ比ノ限ニ在ラス
　　　　　二　懲戒處分ニ依リ免官、免職又ハ除名セラレタル者ニシテ免官、免職又ハ除名後二年　　
　　　　　　　ヲ經過セサル者
　　　　　三　禁治産者又ハ準禁治産者
　　　　　四　破産又ハ家資分散ノ宣告ヲ受ケ復權セサル者
　第６条　司法代書人ハ其ノ作成シタル文書ニ付釋明ノ義務ヲ負フ
　第７条　司法代書人ハ訴訟事件ニ關與シ又ハ報酬ヲ得テ鑑定ヲ爲シ若ハ辯護士ノ紹介ヲ爲スコトヲ得ス　
　第８条　司法代書人ハ其ノ作成シタル文書ヲ囑託者ニ讀聞カセタル後其ノ末尾ニ署名捺印スヘシ
　第９条　司法代書人ハ正當ノ理由ナクシテ裁判所若ハ検事局ノ命シタル文書ノ作成ヲ拒ムコトヲ得ス當事者ノ

囑託ニ依ル場合亦同シ
第１０条　司法代書人ハ報酬アル公務ヲ兼ヌルコトヲ得ス但シ議員若ハ委員トナリ又ハ公務所ヨリ特ニ命セラレ

タル職務ヲ行フハ此ノ限ニ在ラス
第１１条　司法代書人ハ自己若ハ第三者ノ名義ヲ以テ商業ヲ營ムコトヲ得ス但シ司法代書人會ノ許可ヲ得タルモ

ノハ此ノ限ニ在ラス
第１２条　司法代書人ニ非サレハ司法代書業ヲ營ムコトヲ得ス
第１３条　司法代書人ハ司法代書人名簿ニ登錄ヲ受クヘシ
第１４条　各地方裁判所ニ司法代書人名簿ヲ備フ司法代書人ハ其ノ氏名ヲ登錄シタル地方裁判所ノ所属トス
第１５条　司法代書人ノ定員及登錄ニ關スル規則ハ司法大臣之ヲ定ム
第１６条　司法代書人ハ所屬地方裁判所ノ管轄地内ニ事務所ヲ定メ之ヲ所屬地方裁判所檢事局ニ屆出ツヘシ
第１７条　司法代書人ハ其ノ所屬地方裁判所每ニ司法代書人會ヲ設立スヘシ
第１８条　司法代書人會ハ所屬地方裁判所検事正ノ監督ヲ受ク

はじめに
　千葉司法書士会創立１００周年おめでとうございます。その１００周年を記念する会報特別号に執筆させてい
ただく機会をいただき誠に光栄に存じます。
　このような機会をいただいたのは、私が、日本司法書士会連合会（日司連）が編纂された司法書士制度の歴史
である『日本司法書士史－明治・大正・昭和戦前編』（１９８１年、以下『戦前編』と称させていただきます）及び『日
本司法書士史－昭和戦後編』（２０１１年、以下『戦後編』と称させていただきます）の編纂をお手伝いさせてい
ただいたことで司法書士制度の歴史について勉強させていただくことになったご縁でのことと承知しています。
　そのような私にとって、１００周年をお祝いする術は、歴史を振り返ることで、会員の皆様に１００周年の
意義をお考えいただくことをいくらかなりともお手伝いすることではないかという思いで寄稿させていただくこ
とにいたしました。その際、千葉会との関連で脳裏に浮かんでいましたのは、１９６４（昭和３９）年に、日司
連法改正専門委員会が提出した「改正司法書士法」案を内容とする「答申案」でした（その全文は、『戦後編』１
２５１頁以下に収録されています）。
　と申しますのも、この法改正専門委員会の委員長を務められ、答申案の解説を執筆されたのが、後に千葉会の
会長も務められた真崎龍一氏であったからです。しかも、この改正案の内容は、後に紹介するように、その後の
法改正によって次々に現実化するという極めて先見性・先進性に富んだ内容であり、半世紀余を経た２０１９（令
和元）年の法改正による使命規定の創設は、あらためて真崎答申案の先見性・先進性を想起させてくれるもので
した。
　ということで、創設１００年を迎えられたこの機会に、前述の『日本司法書士史』二編に依拠し、可能な範囲
で司法書士制度の歴史を振り返りながら、真崎答申案の内容をも紹介し、その意義を司法書士制度の展開との関
係で考えてみたいと思います。
　なお、引用に当たっては、旧漢字を新漢字に改めている場合があります。

司法代書人法成立の意味　　
　会長の「ご挨拶」にあるように、１９１９（大正８）年に、司法代書人法が成立するまでには、全国的に法律
の制定を求める請願運動が繰り広げられていました。その模様を伝える『法律新聞』１０２５号（大正４年７月
２０日）２頁（『戦前編』資料編３３４頁）によれば、「全国の代書人中棋界廓清に志あるもの、明治四十五年春
東京市に於て此挙を唱道し、爾後全国に其運動を開始し」たということです。
　そして、１９１３（大正元）末に召集された第３０帝国議会から司法代書人法が成立した第４１帝国議会（大
正７年１２月２７日－８年３月２６日）までの毎議会に請願が提出されることになり、１９１５（大正４）年５
月に召集された第３６帝国議会からは、請願が採択されることになりました。議事録で明らかにされているとこ
ろでは、千葉からも、毎回同一の代表者６名外から請願が提出されていました。代表者は、いずれも裁判所構内
で業務を行うことを認可されていた、いわゆる構内代書人でした。歴史的事実ですので、各請願の代表者の記載
がある第４０帝国議会（大正６年１２月２５日－７年３月２７日）の議事録から紹介すると以下の方々でした（『戦
前編』資料編１２４頁）。
　千葉郡千葉町千葉　　　　千葉地方裁判所認可代書人　足立重次郎外４名
　君津郡木更津町木更津　　千葉区裁判所木更津出張所認可代書人　永田喜一郎外１名
　長生郡一宮町　　　　　　千葉区裁判所一宮出張所認可代書人　山形伊太郎外１０名

第１９条　司法代書人會ハ其ノ會則ヲ定メ所屬地方裁判所檢事正ヲ經テ司法大臣ノ認可ヲ受クヘシ
第２０条　司法代書人ハ所屬司法代書人會ノ會則ヲ遵守スヘシ
第２１条　司法代書人ハ司法代書人會ニ加入シタル後ニ非サレハ職務ヲ行フコト得ス
第２２条　司法代書人ニシテ本法又ハ司法代書人會會則ニ違反シタル所爲アルトキハ司法代書人會ハ懲戒ヲ求ム

ル爲所屬地方裁判所検事正ニ申告スヘシ
第２３条　地方裁判所檢事正ハ司法代書人會ノ申告ニ依リ又ハ職權ヲ以テ懲戒委員會ノ審査ヲ要求スへシ但シ職

權ヲ以テスルトキハ司法代書人會ニ通知スへシ
第２４条　司法代書人ニ對スル懲戒事件ニ付テハ管轄地方裁判所ニ於テ懲戒委員會ヲ開クヘシ
第２５条　司法代書人ノ懲戒處分ハ左ノ四種トス
　　　　　一　譴責
　　　　　二　百圓以下ノ過料
　　　　　三　一年以下ノ停職
　　　　　四　除名
第２６条　懲戒處分ニ付テハ文官懲戒令中判任官ニ關スル規定ヲ準用ス
　　附則　現在ノ代書人ニシテ裁判所ノ認可ヲ經タル者ハ本法施行ノ日ヨリ六十日以内ニ司法代書人名簿ニ登錄

ヲ請フトキハ試驗又ハ銓衡ヲ要セスシテ司法代書人タルコトヲ得

　ところが、成立した司法代書人法は、わずか１１条の法律になってしまいました。その落差が、その後の展開
に影を落とすことになりましたので、その全容も確認しておけば、以下の通りです（『戦前編』資料編３２頁以下）。
　第１条　本法ニ於テ司法代書人ト穪スルハ他人ノ囑託ヲ受ケ裁判所及検事局ニ提出スヘキ書類ノ作製ヲ爲スヲ

業トスル者ヲ謂フ
　第２条　司法代書人ハ地方裁判所ノ所屬トス
　第３条　司法代書人ハ地方裁判所長ノ監督ヲ受ク
　　　　地方裁判所長ハ區裁判所判事ヲシテ司法代書人ニ對スル監督事務ヲ取扱ハシムルコトヲ得
　第４条　司法代書人タルニハ所屬地方裁判所長ノ認可ヲ受クルコトヲ要ス
　第５条　司法代書人ハ地方裁判所長ノ定ムル書記料ヲ受ク
　第６条　司法代書人ハ事務所ヲ設ケ地方裁判所長ノ認可ヲ受クルコトヲ要ス
　第７条　司法代書人ハ正當ノ事由アルニ非サレハ囑託ヲ拒ムコトヲ得ス
　第８条　司法代書人ハ當事者ノー方ノ囑託ニ依リテ取扱ヒタル事件ニ付相手方ノ爲ニ書類ノ作製ヲ爲スコトヲ

得ス
　第９条　司法代書人ハ其ノ業務ノ範圍ヲ超エテ他人間ノ訴訟其ノ他ノ事件ニ關與スルコトヲ得ス
第１０条　司法代書人ハ其ノ取扱ヒタル事件ヲ漏泄スルコトヲ得ス但シ裁判又ハ検事局ニ於テ訊問ヲ受ケタル場

合ハ此ノ限ニ在ラス
第１１条　司法代書人其ノ業務上ノ義務ニ違反シタルトキ又ハ品位ヲ失墜スヘキ行爲ヲ爲シタルトキハ地方裁判

所長ハ司法大臣ノ認可ラ受ケ左ニ揭クル處分ヲ爲スコトヲ得
　　　　　一　業務ノ禁止又ハ停止
　　　　　二　五百圓以下ノ過料
　　　　非訟事件手續法第二百八條ノ規定ハ前項ノ過料ノ處分ニ付之ヲ準用ス

　以上のように、成立法による業務は、裁判所及び検事局に提出する司法関係「文書ノ作成」（案１条）ではなく
形式的・機械的な「代書」を意味すると考えられる「書類ノ作製」（１条）と規定され、「司法代書人試驗」（案２条２号）
は採用されず、裁判所の認可を受け（４条）、監督され（３条）業務を行うことになっていました。資格要件につ
いての規定（案４条）がなくなっていただけではなく、非司法代書人の取締規定（案１２条）も、司法代書人名
簿への登録（案１３条以下）もなくなっていました。司法代書人会については、そもそも規定が存在せず、強制
設立（案１７条）、強制加入（案２１条）もなくなっていました。当然、司法代書人会の懲戒申告権もありません（案
２３条）。
　司法代書人法には、司法代書人会についての根拠規定がなくなりましたが、通例は各地方裁判所ごとに制定し
ていた「司法代書人監督規程」に任意設立を許容する規定が置かれているようでしたので、千葉地方裁判所が制
定したものは確認できていませんが、千葉においても同様であったと考えられます。
　いずれにせよ、『戦前編』の指摘するところによれば、この司法代書人法は、「『代書』という基本的性格を再確
認した上で、取締法として再構成した」にすぎなかった（３２２頁）ということであり、「大正八年体制」（『戦後編』
２０頁）と称される司法代書人に対する監督体制を形成したということになりました。それゆえ、それ以後の司
法代書人・司法書士の歴史は、司法書士の法律家としての実態に即した法制度の確立を求め、この「大正八年体制」
を打破するための闘いからはじまる歴史であったということになります。
　ということで、法改正運動は、司法代書人法施行直後からはじまりましたが、太平洋戦争敗戦後の日本国憲法
の制定までに実現した法改正は、１９３５（昭和１０）年の「司法代書人」から「司法書士」への名称変更のみでした。

強制会化までの戦後法改正の歩み
　ですから、日本国憲法制定後（戦後）の法改正要求では、当初、事態を一気に変えようという提案が表明され
ることにもなりました。
　例えば、「日本司法書士連合会」が、１９４９（昭和２４）年４月にまとめた「司法書士法改正についての希望
上申の件」の第１項では、第１条の書類の作成に関連して、「書類の内容の調査整備及事件の判断を為し並に書類
の作成の相談に応じることができる」ことを明らかにすることを求めていました（『戦後編』１１８５頁）。そして、
同年１０月に法務総裁に提出した「司法書士法改正希望事項」では、司法書士の業務を、「他人の嘱託を受けて、
訴訟事件及び非訟事件につき、裁判所、検察庁、法務局又は地方法務局に提出すべき書類を立案、調査、作成、
整理し、書類の提出及び非訟事件の申請を代理し、又は其の他之に附随する事務を行うを業とする者を言う。」と
定義しようとしました（『戦後編』１１９６頁）。
　さらに、改正への議論の過程では、名称変更や試験制度の導入なども主張され、資格要件としての司法関係職
務の経験年数も１０年を要求したりもしていました。司法書士会は、強制設立・加入とし、法人化し、会員の除
名決議権限を認めることなども主張され、その他にも、紛議調停制度の創設などについての提案も行われていま
した。
　当時の業務の実情に即した具体的な内容を条文化し、業務の「『代書性』を除去」し、「法律家としての書類作
成権限である」（『戦後編』３８頁）ことを明確にしようとしたものと考えられますが、それは、１９１９年の司
法代書人法制定に当たって、請願委員会の用意した法案が目指した内容に近いものであったともいってよいでしょ
う。
　しかし、１９５０（昭和２５）年５月２日になって成立し、７月１日から施行された全面改正法は、政府の消

極的対応から議員立法の道を選択せざるを得なかったことなどから、妥協を強いられ、当初の改正要求からは、
大きく後退した内容になってしまいました。
　第１条が事態を象徴していたと言ってよいでしょう。具体的には、「司法書士は、他人の嘱託を受けて、その者
が裁判所、検察庁又は法務局若しくは地方法務局に提出する書類を代つて作成することを業とする。」と規定され
ました。「書類作成」に限定されただけでなく、「代つて作成する」という「代書」を連想させる文言が挿入され
ることにもなりました。その上、２項では、「前項の書類であっても他の法律において制限されているものについ
ては、その業務を行うことができない。」ことにしていました。
　さらに、試験制度の導入は見送られて認可制度が維持されただけでなく、資格要件としての司法関係職務の経
験年数も３年とされ（第２条１号）、しかもそのような者と「同等以上の教養及び学力を有する者」にまで広げて
いました（第２条２号）。すなわち、資格要件は、有っても無いに等しいということでした。また、報酬自主権は
認められず（第７条）、司法書士会は、任意設立、任意加入とされました（第１４－１７条）。非司法書士の取締
規定は設けられましたが（第１９条）、「他の法律に別段の定がある場合又は正當の業務に附随して行う場合は、
この限りでない。」との但書が規定されていました。
　こうして成立した改正法は、およそ「大正八年体制」の打破にはほど遠い内容でした。ということで、同時に
施行された司法書士法施行規則が旧法的監督規定を残していたこともあり、成立したばかりの改正法に対する改
正要求が噴出することにもなりました。
　そして、やはり議員立法で、最少限度の再度の改正が、１年後に施行されることになりました。その主な内容は、
報酬を司法書士会の会則事項とすることで、報酬自主権を認めさせたことと、非司法書士取締規定（第１９条）の「但
書」の削除でしかありませんでした。ですから、当初からの制度要求が充たされることになったわけではなく、
継続的な課題であり続けました。
　そのような中で次に実現したのが、１９５６（昭和３１）年の司法書士会の強制設立・加入制度でした。この
法改正の内容自体は、早くからの要求でしたから、要求の実現として積極的に評価できそうでもあります。とこ
ろが、実相は、異なっていました。そもそもは、１９５０年の全面改正により規定された資格要件が、前述もし
たように、無いに等しい内容であり、その運用に、次のような法務府民事局長の通達が出されていました（１９
５０年６月２０日・『戦後編』１５５頁）。
　司法書士の認可の申請があったときは、「認可申請人に司法書士法所定の資格があり、且つその者がその業務に
耐えうる程度の健康状態である限りは、これを認可すべく、管轄区域内における司法書士業務の繁簡その他の事
情を考慮すべきでないこと。」というのでした。
　その結果、連合会で調査したところによれば、１９４９年６月３０日の全国の司法書士の人員は、６３４８人
であり、因みに千葉の人員は、９５人でした（『戦後編』１２３８－１２３９頁）が、１９５０年１２月３１日に
なると、全国では、６７５４人になり、千葉では１０５人（『戦後編』１２３７－１２３８頁）、強制会が創設さ
れた直後の１９５６年１２月末には、法務省民事局の調査によれば、全国で１２３９２人、千葉が２０９人になっ
ていました（『戦後編』２８２－２８３頁）。短期間での急激な増加であり、当局による「大量認可」が行われた
結果だと考えられていました（『戦後編』１５４頁以下参照）。
　そのことで、どのような事態が生じたかですが、具体的な数字となって現れたのは、司法書士会の非会員率の
激増でした。後に、強制会への法改正を審議していた衆議院法務委員会で明らかにされたところでは、全国で「非
会員が四三五八、会員が八三九五で、半数強の非会員がございます」（『戦後編』２２７頁）。もう少し早い時点で
深刻な事態になっていたのは東京であり、東京法務局長の発言によれば、新法施行時点で、東京の司法書士の総

数は、１９８人で、うち司法書士会の会員が、１６０人だったものが、１９５３年５月末現在には、司法書士の
総数が、１４８４人になり、会員は、わずか２１０人で、非会員率が８５．８％だったとされています（『戦後編』
１５８頁）。法務省民事局の調査によるほぼ同時期の６月末現在の千葉も含む関東甲信越駿１１局管内の非会員
率は、５３．８％とされています（『戦後編』同前）。
　そして、この激増した非会員は、「会の指導、連絡等とは無縁の存在」であり、「司法書士の総体としての力量
を低下させたから、補正を要する不備な登記申請書類を激増させ、事務渋滞をまねく原因」（『戦後編』１５８－
１５９頁）になりました。
　ということで、当局は、前述したような認可方針を改め、「資格の有無は、原則として試験により判定する」こ
とにせざるを得ないということになりましたが、それだけではなく「司法書士の業務の公正を期するために」、「司
法書士会を強化し、その健全な運営を図ること」にするという法務省民事局長の通達を出すことにもなりました
（『戦後編』１５９－１６０頁）。
　要は、司法書士会による指導・連絡等によって、司法書士業務の質の向上、維持を図ろうということで、その
ために必要な制度的担保として、強制会制度を実現しようということでした。
　以上のような経緯から、当局主導で実現したのが、１９５６（昭和３１）年の法改正による強制会制度でした。
具体的には、次のように改正されました。
　旧第１４条「司法書士は、法務局又は地方法務局の管轄区域ごとに、会則を定めて、司法書士会を設立するこ

とができる。」
　新第１４条「司法書士は、その事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域ごとに、会則を定

めて、一箇の司法書士会を設立しなければならない。」
　さらに、合わせて連合会についても次のように改正しました。
　旧第１７条「司法書士会は、共同して特定の事項を行うため、会則を定めて、全国を単位とする司法書士会連

合会を設立することができる。」
　新第１７条「司法書士会は、会則を定めて、全国を通じて一箇の司法書士会連合会を設立しなければならない。」
　その上、第１７条第２項に連合会の目的についての次のような規定を付け加えました。「司法書士会連合会は、
司法書士の品位を保持し、その業務の改善進歩を図るため、司法書士会及びその会員の指導及び連絡に関する事
務を行うことを目的とする。」
　また、質の向上という点でも、第２条１号の資格要件としての司法関係職務の経験年数を３年から５年に引き
上げ、第４条の認可方法についても、「管轄する法務局又は地方法務局の長の認可を受けなければならない。」となっ
ていたところを「管轄する法務局又は地方法務局の長の選考によつてする認可を受けなければならない。」と改正
し、全国統一の選考試験を実施することにしました（『戦後編』２８５頁以下参照）。
　
真崎答申案の登場　
　強制会制度の成立にいたる経緯はともかくとして、前述したように単位司法書士会の強制設立・加入自体は、
司法代書人法制定以前からの悲願であり（『戦前編』３１０頁参照）、１９５０年の改正に際しても達成できなかっ
た要求でした。しかも、必ずしも従前の改正要求にはなっていなかった連合会の強制設立も実現することになり
ました。それは、改正の目的が、全国的な司法書士会による指導・連絡等ということであり、全国的な組織化が
不可欠と判断されたからと考えられますが、そのことで、会の目的を実現するための組織体制の整備、会活動の
活発化を促し、制度発展の基盤を用意することになったのは間違いありません。

　ということになれば、あらためて法改正の実現が組織的な課題として浮上してくるのは、必然でした。強制会
成立直後には、「登記簿と台帳の一元化」という大問題の解決が迫られており少し間は開きましたが、１９５９（昭
和３４）３月に開催された第１１回臨時総会になって法改正問題が本格的に議論されることになりました（『戦後
編』２７９頁）。具体的には、司法書士の資格、認可、国家試験等について議論があったということですが、さら
に研究が必要ということで継続審議になっていました。
　翌１９６０（昭和３５）年７月に開催された第１２回定時総会では、「法令あるいはその他の重要問題の調査・
研究」等にあたる委員会の設置が承認され、１１月になって三つの分科会からなる特別委員会として発足しまし
たが、その第二分科会が、「司法書士の認可および業務の確立について」と「右に関連する事案の調査研究」を担
当することになり、その後の法改正論議を中心的に担っていくことになりました。
　そして、この第二分科会の委員として指名されたのが、当時千葉支部長であり、千葉司法書士会の綱紀委員会
委員長であった真崎真一氏でした（『戦後編』３０２頁）。
　この第二分科会は、１９６２年９月に開催された第１４回定時総会までには、「司法書士法改正案要綱」及び「要
綱」に沿った「司法書士法改正案」を作成し、各単位会に送付していました。
　その主な内容を要綱と条文案とを合わせて以下に紹介しておきたいと思います（『戦後編』３１７頁以下、３２
３頁以下）。
　要綱一　司法書士本来の社会的使命を冒頭に表示すること
　　　　　条文は用意されていない
　要綱二　職域の拡張を図ること
　　　　　第一条を「司法書士は他人の嘱託を受けてその者が裁判所検察庁又は法務局若しくは地方法務局（そ

の他法務省令による官庁）に提出する書類を（作成し又は代理手続きを）代つて作成することを業と
する。」と、（　）内を加え、取り消し線部分を削る。

　要綱三　司法書士の資格を引上げること
　　　　　第二条の司法関係職務の経験年数を「五年以上」から「十年以上」に
　要綱四　欠格事由の緩和を考えること
　　　　　第三条の欠格事由発生後の経過期間を「二年」から「五年」と延長する
　要綱五　認可制を改め国家試験制にすること
　要綱六　司法書士の義務的条文の緩和及び行政処分権を改めること
　要綱七　司法書士会々則の改正
　　　　　１　報酬規定を削除すること
　　　　　２　司法書士会を法人化すること
　　　　　並に連合会の強化を考えること
　　　　　第１４条の２に、「司法書士会は法人とする」と規定する。
　　　　　第１５条の２を、「司法書士会の会則を定め又はこれを変更するには司法書士会連合会の承認を受け

法務大臣に通知しなければならない」と改正する。　
　要綱八　修習制度を設けること並に補助者の資格を引上げること
　　　　　第４条の２として、「一定期間実務の修習をしなければ、事務所を設けることが出来ない」と規定する。
　要綱九　司法書士の名称を変更すること
　　　　　「法務士」と改正する。　　

　要綱十　司法書士法施行規則の改廃
　
　以上の内容は、基本的には、「現行法を基礎として、研究したもの」（『戦後編』３２４頁）ということで、試験
制度や法人化などの従前からの課題をあらためて整理したという性格が強く、使命規定は成文を得ていませんし、
なお漸進的な内容にとどまっていたということでしょう。
　そのような経緯を経て、第１４回定時総会後の１９６２年１０月に開催された第１回理事会は、組織体制の整
備を行い、それまでの分科会を専門委員会と改名し、その一つとして「法改正専門委員会」を設置することにな
りました。そして、その委員長に指名されたのが、真崎龍一氏でした。真崎氏の委員長としての活躍の様子につ
いては、本会報３４号（１９７８年１１月）のインタビュー記事「猛虎健在－真崎龍一氏法改正を語る」に詳細
に紹介されており、私もかって２度ほど紹介させていただいたことがあります（月報司法書士２００４年１１月
号８８－８９頁、２００５年２月号７２－７３頁）。ということで、本稿では、その検討内容について紹介させて
もらうことにしたいと思います。
　委員会は、１１月２７日に第１回の委員会を開催し、精力的に検討を続け、発足後の最初の１９６３年６月に
開催された第１５回定時総会には、まだ半年余の期間であり、同時に発足した他の専門委員会からの報告はなかっ
たにもかかわらず、この委員会のみは改正法案についての本格的な中間報告を行っていたということです。その
要点は、以下のような内容でした（『戦後編』３３４頁）。
　一　改正法案第３条第１項第１号に「・・・に提出する書類を作成すること、及び申請申し立て異議の申し立

て又は訴訟を除いてその他の事項を代理する」とし、同条同項第２号に「前号に規定する業務につき相談
に応ずること」と定める。

　二　国家試験制度への転換　司法書士の業務は、高度な法律知識を要するが、未だに非常に低い程度の＂代書
＂という観念で見られていることは非常に残念である。このためにも、現在の認可制度を国家試験制度に
換えるべきものと考える。

　三　司法書士の「＂社会的使命＂および＂職責の理念＂」を法文の冒頭に掲げる。

　中間報告とはいえ、過去の蓄積を参照しながらも、それにとどまらない意欲的な提案を期待できる内容になっ
ていました。明確に「＂代書＂という観念」からの脱却を意識した制度的方策として国家試験制度を位置づけて
いましたし、その必要性の基礎となる「＂社会的使命＂および＂職責の理念＂」を明文化しようということでした。
そして、その基礎の上に、「相談」を含む実態に即した業務内容の条文上の拡張を志向していたからです。
　ところで、この委員会が活動を開始した１９６２年１１月という時期は、直前に司法制度の改革を目指した「臨
時司法制度調査会」（臨司）が内閣に設置され、調査審議を開始していました。この臨司は、司法書士の簡裁代理
権獲得につながった１９９９年に設置された「司法制度改革審議会」と対比される存在でした。直接的には、訴
訟遅延の深刻化、法曹志望者の減少などを契機とした動きでしたが、そのような実情は、１９６４年８月になっ
て公表された、その「意見書」によれば、以下のように指摘されていました。
　「簡易裁判所の所在地はもちろんのこと、地方裁判所の支部の所在地においてすら、弁護士の事務所のない事例
が数多く存在」（７７頁）し、「司法書士が、ある面では、事実上いわゆる事務弁護士的機能を果たしているが、
これらの国民生活における法律的処理を要する面の需要に対して、弁護士がいかなる役割を果たすべきかの問題
がある。また、国民の日常生活の法律的処理の面において、いわゆる三百代言のばっこ、暴力団の介入が顕著で
あるといわれている」（８０頁）、「民事訴訟においては、弁護士が代理人とならないいわゆる本人訴訟が多く、地

方裁判所においてさえ、当事者双方につき弁護士が代理人となっている事件は、通常第一審訴訟事件のわずか四
〇パーセント弱であり、これが訴訟の適正円滑な処理にとって大きな妨げになっている」（８０頁）。
　委員会は、この機会を積極的に生かしていくべきと考えたということだったと思われますが、その前提には、
司法書士制度の将来への危機感もあったと思われます。委員会の「答申案」（その全文は、前述もしましたが『戦
後編』１２５１頁以下に収録されています。以下、「真崎答申案」あるいは「真崎改正案」と呼びます。）は、臨司の「意
見書」よりも早く、１９６４年４月に提出されたましたが、その冒頭では、弁護士はじめ隣接他士業との関係を
考えれば、「われ等司法書士の行方は真に憂うべきものとの感を深くする」とし、「現行司法書士制度のこの脆弱を、
如何にして打開するか、職域の拡張をいづれに求むるのか、地位の向上、組織団体のありかた等を思念して審議
を続行し」、「法改正の実現が緊急の要務であることを考え、兎角の批判の生ずることも已むをえない仕儀とこの
案をもって、答申することにした」としていました。
　その思いは、当時の司法書士法の条文数２３条に比してはもちろん、その後数度の改正を経た現行法でさえ、
その条文数が９５条であるにもかかわらず、真崎改正案は１０３条に及んでいたことに象徴されていたかもしれ
ません。もちろん、条文数は内容を反映したものであり、過去に類似の案の示された条項も含まれているものの、
全体としてみれば、従前の改正案にはなかった「制度の充実・発展を図ろうとする意欲にみちた労作ということ
ができる」（『戦後編』３７３頁）「先見性に富んだ、また先進的なものである」（『戦後編』３７４頁）ということ
でした。
　その主な内容を、真崎改正案の章あるいは条数とその後の法改正が実現した改正年がわかるように各事項の末
尾に（　）で示して列挙すれば以下のようになります。
　①　司法書士会・連合会の法人化（第５３条第３項・第６７条第３項、１９６７（昭和４２）年法改正）　
　②　使命・職責理念・業務規定（第１条・第２条・第３条、１９７８（昭和５３）年・２０１９（令和元）年法改正）
　③　国家資格の創設・国家試験制度の導入（第２章・第３章、１９７８（昭和５３）年法改正）
　④　国家試験科目に憲法を入れる（第９条・第１０条、２００２（平成１４）年法改正）　
　⑤　登録事務の連合会への移譲等（第４章、１９８５（昭和６０）年法改正）
　⑥　簡易裁判所事件の訴訟代理（第３条第２項、２００２（平成１４）年法改正）
　⑦　紛議の調停（第６３条、２００２（平成１４）年法改正）
　⑧　自主懲戒権等（第９章・第１０章）

　以上のように、その内容は半世紀以上の時を経て、ほぼ実現することになっています。しかし、そのことが、
公表当時は、「時期尚早として容易に受けいれられない原因となったことも、否定できないようにも考えられる」
（『戦後編』３７４頁）ということで、提出直後の１９６７年６月に開催された第１７回定時総会では、「本答申
案は現司法書士法に比し非常に高度な法案となっているので、本答申案に対する各単位会の意見を広く徴し理事
会において慎重審議して、その具体的実現を漸進的に図ってゆく」との執行部の見解が示され、了承されること
になりました（『戦後編』３７５頁）。
　強制会制度の実現を基礎に、一気に「大正八年体制」からの脱却を図ろうとした真崎答申案は、またしてもと
りあえずは挫折の憂き目に遭うことになりましたが、その方向性の正当性は、時間が証明することになりました。
そしてその多くの事項の実現の経緯は、真崎答申案以前の歴史をも含めての、司法書士制度発展の苦闘の歴史そ
のものであったといってよいでしょう。
　ということで、真崎答申案の前述した主要な内容について、ごく手短にではありますがその実現の経緯を確認

しておくことにしたいと思います。

司法書士会の法人化　　　
　まず、最初に実現することになったのは、真崎改正案第５３条第３項「司法書士会は法人とする。」でした。真
崎答申案を受けた日司連総会・理事会は、前述もしたように全体の立法化についての要求は時期尚早としたもの
の、法人化と国家試験の実現を当面の具体的目標することになりました（『戦後編』３７５頁）。
　とはいえ、国家試験化はそう簡単に実現できる課題ではありませんでした。それに対して、強制会化が実現し、
組織体制が整備され、活動が活発化していた司法書士会を法人化することにさほどの困難は無かったと思われま
す。また、強制会化した司法書士会の基盤をさらに強化するために法人化は不可欠の要素でもあったということ
でしょう。
　現に、真崎答申案と相前後して、司法書士会館の建設が本格的に議論されることになり１９６７（昭和４２）
年の改正により法人化が実現した（第１４条第３項・第１７条の３）翌１９６８年には、会館用地を取得し、１
９７０年３月には、旧司法書士会館が完成しました（会館建設の経緯の詳細については『戦後編』９７５頁以下
参照）。
　それにしても、法人化へは、実に長い道のりでした。前述した帝国議会衆議院請願委員会が起草した司法代書
人法案は、各単位司法代書人会の強制設立・強制加入を規定していました（『戦前編』３１０頁）が、成立した司
法代書人法は、前述したように司法書士会についてさえ規定せず、任意会の設立についても各地裁ごとの監督規
程に委ねていましたから、およそ法人化といったことは想定されていませんでした。
　ようやくこれも前述した日本国憲法制定後の法改正要求で、あらためて各単位司法書士会の強制会化を主張す
ることになりましたが、その際には合わせて法人化も主張することになりました（例えば、『戦後編』１１９０頁）。
強制会化した司法書士会の基盤を確固たるものにするためには法人化が必要と考えられたということでしょう。
　しかし、このときも、法案提出準備の最終盤までは、司法書士会の強制会化は維持されましたが、法人化は法
案化されないことになっていました（『戦後編』１２２０頁）。しかも、当時は、連合軍の占領下でしたから、法
案について連合軍総司令部（ＧＨＱ）の了解を取り付ける必要があり、その審査を経た国会提出法案では、司法
書士会は、司法書士会連合会も合わせて任意会としての設立が認められただけに終わり、法人化も実現しません
でした（『戦後編』８８頁以下参照）。
　ということで、ようやく、１９５６年に強制会化が実現し、法人化への基盤ができることになったと考えられ
ます。現に１９５６年の法改正で強制会が実現し、１９６２年に真崎氏が一員となった分科会が用意した前述の
要綱や真崎改正案が、法人化をあらためて主張することになっており、当時最も現実的な改正要求であったと考
えられます。
　ということで、法人化は、１９６７年に実現することになりましたが、国家試験化は、法人化と同時に実現す
ることにはなりませんでした。しかし、その１９６７年の法改正に際して衆議院法務委員会は、「司法書士の試験
制度も、土地家屋調査士と同様に、国家試験を採用するよう努力を致すこと」という附帯決議を行うことになり
ました。
　なお、真崎改正案では、連合会についても法人化するということだけでなく「司法書士会連合会」から司法書
士と司法書士会を会員とする「日本司法書士連合会」とすることも提案されていました（第６７条）。また、「地
区司法書士会協議会」の任意設立を法定しようとしていました（第６６条）。しかし、連合会の名称は変更されま
せんでしたし、組織編成の変更もありませんでした。また、「地区司法書士会協議会」の法定にも至りませんでした。

１９７８年法改正へ　
　次に、国家試験化がどうなったかを確認しておきたいと思いますが、資格制度及び登録制度と一体となる国家
試験制度の導入も、司法代書人法制定以前からの課題であり、さすがに、附帯決議の翌１９６８年６月の連合会
の総会で、「国家試験移行対策委員会」の設置が決定されました。しかし、事態はそう簡単には動きませんでした。
その主な理由は、何故そうだったのかまでは明確ではありませんでしたが、「実は、法務当局の対応がきわめて消
極かつ冷淡であり、国家試験の推進を躊躇せざるを得なかったことが異常な経過の真相であった」ということで
あり、「国家試験実現への道はその当初から逆風の中を踏み出し、その後もつねに嵐の中を闘い抜き、遂に画期的
成果に達したことを銘記しなければならない」とされています（『戦後編』１０４０頁）。
　とはいえ、国家試験化自体が多くの検討課題を内包していただけでなく、司法書士制度のあり方の根本に関わ
る多岐で広範囲にわたる課題と関わっていたことも影響していたと考えられます。
　全面改正を目指した真崎答申案も、「まず司法書士の果すべき役割、その他司法書士制度の意義につき、基本的
な考え方を決める必要がある」として、「司法書士が依頼者の要請に基きその業務に従事するに当っては、官庁業
務の適正な運営のために、社会正義を実現することを旨とし、社会秩序が維持されるよう念願し、法規業務の専
門家としての見識ある判断を加えるという形において、その業務は遂行されなければならない。このような司法
書士の公共的な立場を明らかにして、司法書士の自覚を高める趣旨を、一層明確にする意味で、司法書士の使命
及び職責の理念という形をとり、このことにつき、改正案において冒頭に規定することが適当である」という認
識の下に試験制度も位置づけていました。
　すなわち、「改正案は司法書士の地位の向上とその確立及び国家並国民的要望を考慮して司法書士の職域の拡大
を図った。これがため、今後この拡大された業務を遂行するには、現在より高度の法律知識並びに専門実務家と
して、その業務に精通することを期待されることは云うまでもない。この要請から、試験科目その他の事項を検
討して、司法書士試験を行うことにした」ということですし（『戦後編』１２５４頁）、試験に合格し「司法書士
となる資格を有する者がその業務を開始するには登録を為すことにし」、「あくまでも自主性尊重の点から、日司
連において取扱うことに決定した」（『戦後編』１２５５頁）ということでした。
　それは、最終的に「真に自主独立を完了する」ために法務局長または地方法務局長が、「司法書士に対して場合
によりその認可を取消し或は懲戒処分を与える権能を有する。このことは、いつまでもこのままでおくことは、
あまりにも司法書士の無力を表明するのみならず、時代錯誤の規定というも過言ではあるまい。改正案において
は法務局のかかる羈絆の一切を脱することにした」として、「この監督権を行使するものは司法書士会であり、日
本司法書士連合会である」としていました（『戦後編』１２５６頁）。
　すなわち、前述した「代書」的規定、「大正八年体制」からの脱却であり、前述の②③④⑤⑧の項目を、密接に
関連する一体のものとして用意したと考えられるものでした。
　しかし、そのような問題の性格は、その後の展開に影響を及ぼすことにもなりました。全体を一括して改正の
課題にするということが、法務当局の対応姿勢も合わせ考えたときに、果たして現実的な方策なのかどうか議論
にならざるを得ませんでした。具体的には、「もっぱら国家試験制度一本にしぼっての法改正」か「国家試験制度
と専門性の確立とは密接に関連しており、目的・職責等を明確にする法改正」かの対立となって現れました（『戦
後編』１０４３頁）。
　そして、基本的に後者の立場にたってその議論の方向性に大きな影響を与え、「法改正に大きな貢献をしたと評
価できる」（『戦後編』４６８頁）とされたのが、後に詳しくは触れますが、１９７６年１１月末になって全国青

年司法書士連絡協議会（全青司）がまとめた「司法書士法改正要綱試案」であり、真崎答申案とも基本的に通底
する内容でした。その結果、個々には直ちに必ずしも十分な内容になったわけではないものの基本的な方向にお
いては真崎答申案に沿った内容の法改正が、１９７８年以降順次実現することになったといってよいでしょう。
　そこで、法人化以外の真崎答申案の主な項目のその後の展開を、各項目相互の関連をも意識しながら確認して
おきたいと思います。

使命・職責規定の創設
　まず、全面改正に当たっての根本問題と位置づけられることになった基本的性格に関わる項目についてから見
ていきたいと思います。そもそも司法書士法は、日本国憲法施行後に全面改正されたにもかかわらず、他の弁護
士法等の士業法が備えることになっていた使命や職責といった規定が用意されていませんでした。それだけでな
く、それまでの法制定、法改正の経緯の中でも、業務内容を中心とする「定義」規定が提案されたことはありま
したが、使命や職責といった規定が話題になったことはありませんでした。いずれにせよ、これらの規定創設の
意図は、「代書」との明確な決別であり、「法律家」としての確固たる地位の確立でした。
　ということで、真崎答申案が前述のような位置づけの下で、用意した基本的性格に関わる「使命」と「職責の理念」
に関する規定の案を確認しておくと次の通りです。
（使命）
　第１条　司法書士は、保障を受けようとする私権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。
　　　　２　司法書士は、前項の使命に基づき、誠実にその業務を行い、権利の行使又は義務の履行が適正に実

現し、社会秩序が維持されるよう業務の上に努力しなければならない。
（職責の理念）
　第２条　司法書士は、常に、教養を深め、かつ、品位を保持し、業務に関する法令並びに事務に精通しなけれ

ばならない。

　その意味をあらためて真崎答申案の解説によって確認するならば、「社会正義を実現することを旨とし、社会秩
序が維持されるよう念願し、法規業務の専門家としての見識ある判断を加える」ということで、その業務は遂行
されなければならないという趣旨を、一層明確にする意味があるとされています。すなわち、限定された範囲で
はあれ、「法規業務の専門家」として、すなわち「法律家」として、その業務を遂行することを明確にしようとし
たということでしょう。
　もちろん、１９７８年法改正へ向けての紆余曲折は、当初はともかくも国家試験化の実現を第一義とする展開
にも見えたのですが、前述のように１９７６年１１月末に全青司がまとめた「司法書士法改正要綱試案」（要綱試
案）が、司法書士を法律家として明確に位置づける職責規定の創設を強く主張することになり、法改正の方向性
について流れを変えた転換点だったといわれています。そこで示された「司法書士の職責」は以下のような内容
でした（『戦後編』９１６頁）。
①　司法書士は、私権を擁護し、取引の安全と各種登記の実体的真正の確保につとめ、社会秩序の維持に寄与し
なければならない。

②　司法書士は、常に、教養を深め、品位を陶冶し、職務に関する法令及び事務に精通するよう努めなければな
らない。

　その内容は、もちろん完全に一致しているわけではありませんが、真崎答申案の「使命」規定（第１条）と「職
責の理念」規定（第２条）に近似していたことがわかります。核心である「私権を擁護」と「社会秩序維持」は、
共通ですし、要綱試案①の「取引の安全と各種登記の実体的真正の確保」は、真崎改正案第１条第２項の「権利
の行使又は義務の履行が適正に実現」を職務内容に即して具体化したと解釈できます。
　この全青司の要綱試案が、連合会の「とりあえず国家試験制度の実現を図ることこそが、二兎を追って一兎す
らも逸するよりは賢明である」とした基本方針を軌道修正させることになり、１９７７年２月半ばに「法改正（使命・
目的）専門理事会」を設置させ、具体案を策定させることになりました（『戦後編』１０６５頁）。
　その策定作業は、法務省との折衝の積み重ねでしたが、法務省は「使命規定」を設けることに強く反対しました。
「弁護士法第一条と同旨の規定を設けざるをえなくなる」という理由でした。そのため連合会としては、「法改正
の早期実現」のために「あえて使命規定を設けることなく、目的及び職責規定の新設により実質的効果を狙うこ
ととした」ということになりました（『戦後編』１０６５頁）。
　そして、長期にわたる粘り強い折衝により１９７７年末になって法務省から最終案として示された「司法書士
法一部改正大綱案」では、「司法書士制度の目的」と「司法書士の責務」として次のような内容が示されることに
なりました（『戦後編』１０８１頁）。
一、司法書士制度の目的
この法律は、登記、供託及び訴訟等に関する手続の円滑な実施に資するため司法書士の制度を定め、その業
務の適正を図り、もつて国民の権利及び財産の保護に寄与することを目的とする。

二、司法書士の責務　
１　司法書士は、その業務が国民の権利及び財産の保護に密接な関係を有することを自覚し、公正かつ誠実
にその業務を行わなければならない。　

２　司法書士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通しなければならない。

　連合会の要求とはその位置づけが異なることになり、目的規定は制度の目的になったものの、連合会は、「法律
手続の実務家としての位置づけを明確にしたものであり」、「法律判断はもちろん、法律相談も可能な道を一歩進
めた」と評価できるとして、受け入れることになりました。そして改正法は、冒頭に第１条の目的規定と第１条
の２の職責規定を次のように付け加えられました。
（目的）
第１条　　　この法律は、司法書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、登記、供託及び訴訟等に

関する手続の円滑な実施に資し、もつて国民の権利の保全に寄与することを目的とする。
（職責）
第１条の２　司法書士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務

を行わなければならない。

　前述したように、これで一応ようやく戦後の士業法の体裁を整えるということにはなりました。しかし、この
目的規定は、前述のようにあくまでも制度の目的を規定したものであり、司法書士の役割自体に焦点を合わせた
ものではありません。その意味では、司法書士を主体とするその社会的役割に焦点を合わせた規定こそが不可欠
だったと思われます。現に、既に、前述した「要綱一」が「司法書士本来の社会的使命を冒頭に表示すること」
を追求しており、真崎答申案が、既に紹介したような「使命」と「職責の理念」を規定することを提案していた

ことを想起すべきでしょう。
　そして、ついに真崎答申案から半世紀余を経た２０１９（令和元）年の法改正において、それまでの目的規定（第
１条）に代えて次のような使命規定が規定されることになりました。　
（使命）
第１条　司法書士は、この法律の定めるところによりその業務とする登記、供託、訴訟その他の法律事務の専門

家として、国民の権利を擁護し、もつて自由かつ公正な社会の形成に寄与することを使命とする。

　真崎答申案は、前述の解説も合わせ考えれば、司法書士の使命は、「法規業務の専門家」として「その業務を誠
実に行い」、「私権を擁護し」、「権利の行使又は義務の履行が適正に実現し」「社会正義を実現する」ということで
あり、２０１９年に制定された使命規定と実質的に同旨と解されるのであり、その先見性・先進性は、あらため
て高く評価されて然るべきでしょう。

国家試験制度・試験科目
　目的規定及び職責規定の創設が第一義的課題になったからといって国家試験化が頓挫したわけではなく、同じ
く１９７８年の改正で実現することになりました。前述したように、真崎答申案においても、国家試験化をめぐっ
てはじまった議論においても、国家試験化を意味のあるものとして実現するためには、なぜ国家試験化が不可欠
かを明らかにしておく必要があったということでしょう。また逆に、司法書士に求められる社会的役割の高度化
は、その質的担保を求めることにもなりますから、その最たる方法である試験制度の導入が課題化されたのは当
然のことであったでしょう。
　その要請が、最初に課題化したのは、代書人一般とは異なる専門職制度の創設を求めた司法代書人法の制定に
際してでした。前述した第３７回帝国議会衆議院請願委員会が用意した司法代書人法案は、「司法代書人タラント
スル者」が、基本的に具えるべき条件を「試験ニ及第」することとしていました（第２条第２号・『戦前編』３０９頁）。
　ところが、成立した司法代書人法には、これも前述もしたように、資格要件の規定もなく、「司法代書人タルニ
ハ所屬地方裁判所長ノ認可ヲ受クルコトヲ要ス」（第４条）としか規定されませんでした。
　次に試験制度を導入する可能性があった機会は、戦後の全面改正の際でした。当初司法書士会の用意した改正
案は、「一定の試験に合格したこと」を認可の資格要件にしていました（『戦後編』１１８２頁）。その試験によっ
て求めようとしている能力については、試験を必要としない資格要件によって推測が可能になります。具体的に
は、「判事又は検察官となる資格を有する者」及び「裁判所書記又は司法事務官であって十年以上その職にあつた
者」ということでした（『戦後編』１１８２頁）。
　しかし、１９５０年に成立した全面改正法は、試験制度を採用しなかっただけでなく、資格制度も採用せず、
認可のために要求した要件は、前述もしたように「裁判所事務官、裁判所書記官、裁判所書記官補、法務府事務
官又は検察事務官の職の一又は二以上に在つてその年数を通算して三年以上」（第２条第１号）であり、さらに第
２号では、「前号に掲げる者と同等以上の教養及び学力を有する」ことにされ、大量認可にもつながったと考えら
れるのです。
　ですから、前述のように強制会化に伴う「選考認可」の導入による全国統一試験の実施が、あらためて国家試
験制度導入への機運を生むことにもなっていたと考えられます。そして、真崎答申案が、「現在より高度の法律知
識並びに専門実務家として、その業務に精通することを期待される」、「その要請から、試験科目その他の事項を
検討して、司法書士試験を行うことにした」（『戦後編』１２５４頁）として用意した主要な条文案は、以下の通

りでした。
（資格）
　第４条　司法書士試験に合格し、政令の定めるところにより、実務の修習を終えた者は、司法書士となる資格

を有する。
（第一次試験）
　第９条　第一次試験は、次の科目について筆記試験をもって行なう。　
　　　　　一　憲法、民法、商法、刑法、不動産登記法、商業登記法
　　　　　二　民事訴訟法、刑事訴訟法のうち受験者のあらかじめ選択する一科目
　　　　　三　次の科目のうち受験者のあらかじめ選択する一科目
　　　　　　　（１）　供託法
　　　　　　　（２）　家事審判法
　　　　　　　（３）　人事訴訟手続法
　　　　　　　（４）　非訟事件手続法
　　　　　　　（５）　競売法
（第二次試験）
第１０条　第二次試験は、第一次試験に合格した者に限り、その者が第一次試験による試験において受験した科

目について、口述試験をもって行なう。
（登録）
第２２条　司法書士となる資格を有する者が、司法書士となるには、司法書士名簿に氏名、生年月日、事務所の

所在その他日本司法書士連合会で定める事項の登録を受けなければならない。
（司法書士の名簿）
第２３条　司法書士名簿は、日本司法書士連合会に備える。　
　　　　２　司法書士名簿の登録は、日本司法書士連合会が行なう。

　１９７８年改正に当たっての連合会の主張も、最後の最後まで、この真崎改正案と同様の内容になっていまし
た。特に資格要件としての「実務の修習」、試験科目としての「憲法」、連合会による自主「登録」などです。とはいえ、
「実務の修習」については、早い時点で法務省サイドから「具体的実施方法等についてなお検討を要する問題が
あるので、将来の課題とする」と通告されていました（『戦後編』１０８３頁）。「登録」については、連合会の推
測によれば、「権力統制の大きな要件の一つ」であり、法務省は「一歩もゆずらない態度をとっている」とのこと
でした（『戦後編』１９８６頁）。「憲法」については、最後の最後まで検討課題にはなっていましたが、「当局は
業務に直結しないという理由で承認しなかった」ということでした（『戦後編』１０８３頁）。
　その結果成立した関係条文は、以下のようになっていました。
（資格）
　第３条　次の各号の一に該当する者は、司法書士となる資格を有する。
　　　　　一　司法書士試験に合格した者
（司法書士試験）
　第５条　法務大臣は、毎年一回以上、司法書士試験を行わなければならない。
　　　　２　司法書士試験は、次の事項について筆記及び口述の方法により行う。ただし、口述試験は、筆記試

験の合格者について行う。
　　　　　一　民法、商法及び刑法に関する知識
　　　　　二　登記、供託及び訴訟に関する知識
　　　　　三　その他司法書士の業務を行うのに必要な知識及び能力
　　　　３　司法書士試験を受けようとする者は、政令で定めるところにより、受験手数料を納めなければなら

ない。
（登録）
　第６条　司法書士となる資格を有する者が、司法書士となるには、その事務所を設けようとする地を管轄する

法務局又は地方法務局に備えた司法書士名簿に登録を受けなければならない。

　因みに、自主「登録」は、１９８５（昭和６０）年法改正で実現し、「憲法」の試験科目化は、２００２（平成１４）
年の法改正で、簡裁訴訟の代理権の獲得と同時に実現しました。「実務の修習」は未だに実現していませんが、自
主的な研修の拡充が進んでいることは承知の通りです。いずれにせよ、これらの点での真崎答申案の先見性・先
進性も明らかでした。
　
業務規定の変遷
　長年月を要して、使命・職責規定の導入や国家試験化などによって、司法書士（司法代書人）の基本的性格を
明らかにすることになってきましたが、それまでの間は、業務内容の実態を如何に規定化するかということが、
基本的性格を確認する上での最重要課題の一つでした。しかし、実態に即した規定化を実現するのは、容易では
ありませんでした。その経緯を可能な範囲で振り返り、この点での真崎答申案の意味を確認しておきたいと思い
ます。そのために、異なる目的のため既に紹介した業務関係規定を再度掲記することにもなりますが、ご了承下
さい。
　そもそも、業務の実態と規定内容の齟齬は、司法代書人法からはじまっていました。既に紹介した衆議院請願
委員会が起草した司法代書人法案の業務内容を規定した第１条の司法代書人の定義規定は、次のようになってい
ました（『戦前編』３０９頁）。
　第１条　司法代書人トハ當事者ノ嘱託ニ依リ通常裁判所又ハ検事局ニ直接提出スル文書ノ作成ヲ業トスルモノ

トス

　これに対して成立した代書人法第１条は、以下の通り変更されていました。
　第１条　本法ニ於テ司法代書人ト穪スルハ他人ノ囑託ヲ受ケ裁判所及検事局ニ提出スヘキ書類ノ作製ヲ爲スヲ

業トスル者ヲ謂フ

　「直接」が、削られたことで、それまで容認されていた提出代理が不可ということにされ、「書類ノ作製」
に変更されることで、形式的・機械的代書を連想させることになったと考えられます。
　このような規定は、業務の実態を反映したものではなく、戦後の全面改正に際しては、業務を正確に反映する
ことを意図した次のような規定が用意されたりもしました（『戦後編』１１９６頁）。
　「この法律で司法書士とは、他人の嘱託を受けて、訴訟事件及び非訟事件につき、裁判所、検察庁、法務局又は
地方法務局に提出すべき書類を立案、調査、作成、整理し、書類の提出及び非訟事件の申請を代理し、又は其の

他之に附随する事務を行うを業とする者を言う。」
　しかし、全面改正後の第１条は、「司法書士は、他人の嘱託を受けて、その者が裁判所、検察庁又は法務局若し
くは地方法務局に提出する書類を代つて作成することを業とする。」ということになり、大幅に後退し、しかも「代
つて作成」と相変わらず「代書」を連想させる規定になってしまいました。
　真崎改正案は、業務規定（第３条第１項）について前述の戦後改正に際しての案にも近い以下のような規定を
用意していました。
（業務）
　第３条　司法書士は、他人の依頼に応じ、非訟事件、和解及び調停事件、登記及び供託事件の各手続に関し、

次に掲げる事務を行なうことを業とする。
　　　一　申請、申立、異議の申立等、その他訴訟を除く事務を代理する。
　　　二　前号に掲げた事務のほか、裁判所、検察庁、法務局若しくは地方法務局、その他法務省設置法（昭

和二十二年法律第百九十三号）に基づく官庁に提出する書類を作成すること。

　すなわち、書類作成以外にも、法的な位置づけはともかくとして事実上担っている業務を規定することを意図
したということでしょう。この提案は、１９６７年の法改正により、前述した第１条の「代つて作成」は削られ、登記・
供託に関する手続を「代わつてする」ことが認められることになり、真崎改正案に近づくことになりましたが、
より明確には１９７８年の法改正により、それまでの第１条が第２条（事実上の第３条）になり、次のように規
定されることになりました。
　第２条　司法書士は、他人の嘱託を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。
　　　一　登記又は供託に関する手続について代理すること。
　　　二　裁判所、検察庁又は法務局若しくは地方法務局に提出する書類を作成すること。
　　　三　法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理するこ

と。

　しかし、これでもまだ、真崎改正案には及びませんでした。さらに事態が動くことになったのは、２００２（平
成１４）年の法改正によってでした。その２００２年の法改正で改正された業務規定は、現行法ですからあらた
めて紹介することはしませんが、その最も重要で注目すべき内容は、簡裁訴訟の代理権の獲得であったことはい
うまでもありません。それこそは、真崎答申案によって提起された業務内容の拡充点でありましたから、その経
緯については別に確認することにしたいと思いますが、それ以外の業務は、実態に即して拡大の一途をたどって
おり、可能な業務を規定するという規定方式が困難になりつつあることを示していると考えられます。そのよう
な状態の下での業務の外延のあり方については、利用者の視点から固定観念を脱却することであり、真崎答申案
による使命規定や簡裁訴訟の代理権獲得の提起に学ぶべきではないかと思われます。

簡裁訴訟代理権をめぐって
　最後に、真崎答申案の基本的性格についての発想の転換を象徴していた業務内容の提起であった簡裁訴訟の代
理について確認しておきたいと思います。
　真崎改正案は、その第３条第２項で、「司法書士は、・・・他人の依頼によって、簡易裁判所の管轄に係る訴訟
事件に関して訴訟代理人となることができる」と規定していました。

　それまでの発想からすれば、弁護士が存在する中で、司法書士の訴訟代理への関与を主張することは、言って
みればタブーと考えられていたと思われます。弁護士の独占に抗することの難しさが意識されていただけでなく、
司法書士のアイデンティティを護ろうということだったかもしれません。真崎答申案がそのような事情を乗り越
える必要があると考えた理由はどのようなことだったのか、既にいくらか紹介しましたが、あらためて簡裁訴訟
代理権に関わってその理由を確認しておきたいと思います。
　その理由は、「軽微の簡易裁判所の訴訟事件においても甚だしく遅延停滞していて国民が憲法において附与され
ている裁判請求権を行使することは容易でない。この現況を打開することは法治国の大きい責務であると考えら
れる」という認識からはじまっていました。そして、司法書士の対応能力についても「現在の司法書士においては、
訴訟関係の書類の作成、また訴訟につき当事者を指導する点においても優秀な法律的素養を有するものが全国的
に少なからず存在している。この実態を看過することは、これまた現在のわが司法制度の発展の上に惜しむべき
ことと考えられるのである」との認識に基づいていました。
　その上で委員会は、「弁護士法、訴訟法等の改正なき限り、この実現不可能であることのため、躊躇逡巡したが、
いよいよ審議も終わりに近づき、この問題の最終的解決に立至ったとき、全員一大決意を持って改正案のとおり
ふみきった。これは、この難儀な現在の訴訟状況を救済することは社会の要請するわれ等の使命であると考えら
れるため、好ましからぬ社会風潮を打破するため、司法制度の改善促進のため、しかして司法書士制度の飛躍的
発展のため、簡易裁判所の事件だけは、われ等司法書士にも担当せしむべきであるとする結論に到達したからで
ある」と述べていました。
　この真崎改正案は、担い手や対象事件は限定されたものの、４０年近い時を経て現実化することになりました。
その導入への道を開いた司法制度改革審議会の「意見書」は、その理由について、次のように説明していました。
法的サービスの担い手の現状が「国民の権利擁護に不十分な現状を直ちに解消する必要性にかんがみ、利用者の
視点から、当面の法的需要を充足させるための措置を講じる必要がある。」ということでした。
　とすれば、簡裁訴訟代理権の獲得は、司法書士制度らしい発展の必然的な結果であったとも思われます。すな
わち、司法書士制度の発展の歴史は、言ってみれば、社会的要請に対応した実態の形成とその実態の制度的認知
の繰り返しだったからです。
　それにしても、真崎答申案の先進性・先進性には、驚嘆させられるばかりです。

結びにかえて
　以上不十分ながら、真崎答申案・改正案との関連で、司法代書人法が成立し、司法代書人会が発足して以来
１００年の司法書士（司法代書人）制度の展開を、限られた事項に沿って概観してきましたが、その歴史は決し
て平坦な道ではなく、苦闘の連続でした。
　それは、司法代書人法制定時点の法と実態の乖離にはじまった「大正八年体制」からの脱却への長い闘いでした。
その間にあって、制度の発展の将来を果敢に示すことになったのが真崎答申案・改正案であったと言っても過言
ではないと思われます。それは、真崎答申案・改正案の主要事項は、⑦紛議の調停も、詳しくは触れませんでしたが、
２００２年改正で実現しており、⑧自主懲戒権等、以外はすべて現実化したことになります。自主懲戒権の重要性
は、軽視できませんが、司法代書人法が成立し、司法代書人会が発足して１００年、「大正八年体制」と称された
状態を脱却することができ、本来担ってきた役割に見合った制度的枠組みを確保することになり、さらなる飛躍
の橋頭堡も築くことになっていると考えられます。
　２０１９年の改正により実現した使命規定（第１条）によれば、「司法書士は、この法律の定めるところにより

その業務とする登記、供託、訴訟その他の法律事務の専門家として国民の権利を擁護し、もって自由かつ公正な
社会の形成に寄与する」ことを期待されることになりました。業務範囲は、「この法律の定めるところ」と限定さ
れているようではありますが、「その他の法律事務の専門家」とも規定されており、その外延は広く、しかも権利
擁護と自由公正な社会の形成に求められる役割は、いってみれば無限ともいえるでしょう。前述もしたように、
業務内容の拡大は、個別規定方式の限界を迎えつつあることを、使命規定がカバーすることになっているとも解
することができます。明治以来、観念的な制度形成によって生じることになった制度的間隙を国民の身近にあっ
て国民の法的需要に応えることで、制度を維持・発展させてきた司法書士が、あらためて法律専門家として国民
の需要に応える制度的基盤を広げることになったといってよいでしょう。司法書士会発足１００年を機に、
自治の確立はじめさらなる法律家制度としての発展を期すとともに、その外延を実践的にさらに広げることを期
待させていただきたいと思います。
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　安房郡北條町北條　　　　北條区裁判所認可代書人　秋丸範輔外２名　
　香取郡佐原町佐原　　　　八日市場区裁判所佐原出張所認可代書人　保科子之助外３名
　匝瑳郡八日市場町　　　　八日市場区裁判所認可代書人　宇井忠兵衛外３名

　１９１５年末に召集された第３７帝国議会からは、衆議院請願委員会が構内代書人代表と協議の上用意したと
推測される法案が審議されることになりましたが、司法代書人法が成立した第４１帝国議会衆議院に上程された
法案は、以下のような内容でした（『戦前編』資料編１４１頁以下）。
　第１条　司法代書人トハ當事者ノ嘱託ニ依リ通常裁判所又ハ検事局ニ提出スル文書ノ作成ヲ業トスル者ヲ謂フ
　第２条　司法代書人ハ左ノ要件ヲ具フルコトヲ要ス
　　　　　一　帝國臣民ニシテ成年以上ノ男子タルコト
　　　　　二　司法代書人試驗ニ合格シタルコト又ハ司法代書人試驗委員ノ銓衡ヲ經タルコト
　第３条　司法代書人試驗及銓衡ニ關スル規則ハ司法大臣之ヲ定ム
　第４条　左ニ掲クル者ハ試驗又ハ銓衡ヲ要セスシテ司法代書人タルコトヲ得
　　　　　一　三年以上裁判所書記ノ職ニ在リタル者又ハ之ト同等以上ノ職ニ在リタル者
　　　　　二　司法大臣ノ指定シタル法律學校又ハ之ト同等以上ト認ムル學校ニ於テ定規ノ課業ヲ卒ヘタル者
　第５条　左ニ揭クル者ハ司法代書人タルコトヲ得ス
　　　　　一　禁錮以上ノ刑ニ處セラレタル者但シ二年以下ノ禁錮ニ處セラレタル者ニシテ刑ノ執　　
　　　　　　　行ヲ終リ若ハ其ノ執行ヲ受クルコトナキニ至リタルトキハ比ノ限ニ在ラス
　　　　　二　懲戒處分ニ依リ免官、免職又ハ除名セラレタル者ニシテ免官、免職又ハ除名後二年　　
　　　　　　　ヲ經過セサル者
　　　　　三　禁治産者又ハ準禁治産者
　　　　　四　破産又ハ家資分散ノ宣告ヲ受ケ復權セサル者
　第６条　司法代書人ハ其ノ作成シタル文書ニ付釋明ノ義務ヲ負フ
　第７条　司法代書人ハ訴訟事件ニ關與シ又ハ報酬ヲ得テ鑑定ヲ爲シ若ハ辯護士ノ紹介ヲ爲スコトヲ得ス　
　第８条　司法代書人ハ其ノ作成シタル文書ヲ囑託者ニ讀聞カセタル後其ノ末尾ニ署名捺印スヘシ
　第９条　司法代書人ハ正當ノ理由ナクシテ裁判所若ハ検事局ノ命シタル文書ノ作成ヲ拒ムコトヲ得ス當事者ノ

囑託ニ依ル場合亦同シ
第１０条　司法代書人ハ報酬アル公務ヲ兼ヌルコトヲ得ス但シ議員若ハ委員トナリ又ハ公務所ヨリ特ニ命セラレ

タル職務ヲ行フハ此ノ限ニ在ラス
第１１条　司法代書人ハ自己若ハ第三者ノ名義ヲ以テ商業ヲ營ムコトヲ得ス但シ司法代書人會ノ許可ヲ得タルモ

ノハ此ノ限ニ在ラス
第１２条　司法代書人ニ非サレハ司法代書業ヲ營ムコトヲ得ス
第１３条　司法代書人ハ司法代書人名簿ニ登錄ヲ受クヘシ
第１４条　各地方裁判所ニ司法代書人名簿ヲ備フ司法代書人ハ其ノ氏名ヲ登錄シタル地方裁判所ノ所属トス
第１５条　司法代書人ノ定員及登錄ニ關スル規則ハ司法大臣之ヲ定ム
第１６条　司法代書人ハ所屬地方裁判所ノ管轄地内ニ事務所ヲ定メ之ヲ所屬地方裁判所檢事局ニ屆出ツヘシ
第１７条　司法代書人ハ其ノ所屬地方裁判所每ニ司法代書人會ヲ設立スヘシ
第１８条　司法代書人會ハ所屬地方裁判所検事正ノ監督ヲ受ク

はじめに
　千葉司法書士会創立１００周年おめでとうございます。その１００周年を記念する会報特別号に執筆させてい
ただく機会をいただき誠に光栄に存じます。
　このような機会をいただいたのは、私が、日本司法書士会連合会（日司連）が編纂された司法書士制度の歴史
である『日本司法書士史－明治・大正・昭和戦前編』（１９８１年、以下『戦前編』と称させていただきます）及び『日
本司法書士史－昭和戦後編』（２０１１年、以下『戦後編』と称させていただきます）の編纂をお手伝いさせてい
ただいたことで司法書士制度の歴史について勉強させていただくことになったご縁でのことと承知しています。
　そのような私にとって、１００周年をお祝いする術は、歴史を振り返ることで、会員の皆様に１００周年の
意義をお考えいただくことをいくらかなりともお手伝いすることではないかという思いで寄稿させていただくこ
とにいたしました。その際、千葉会との関連で脳裏に浮かんでいましたのは、１９６４（昭和３９）年に、日司
連法改正専門委員会が提出した「改正司法書士法」案を内容とする「答申案」でした（その全文は、『戦後編』１
２５１頁以下に収録されています）。
　と申しますのも、この法改正専門委員会の委員長を務められ、答申案の解説を執筆されたのが、後に千葉会の
会長も務められた真崎龍一氏であったからです。しかも、この改正案の内容は、後に紹介するように、その後の
法改正によって次々に現実化するという極めて先見性・先進性に富んだ内容であり、半世紀余を経た２０１９（令
和元）年の法改正による使命規定の創設は、あらためて真崎答申案の先見性・先進性を想起させてくれるもので
した。
　ということで、創設１００年を迎えられたこの機会に、前述の『日本司法書士史』二編に依拠し、可能な範囲
で司法書士制度の歴史を振り返りながら、真崎答申案の内容をも紹介し、その意義を司法書士制度の展開との関
係で考えてみたいと思います。
　なお、引用に当たっては、旧漢字を新漢字に改めている場合があります。

司法代書人法成立の意味　　
　会長の「ご挨拶」にあるように、１９１９（大正８）年に、司法代書人法が成立するまでには、全国的に法律
の制定を求める請願運動が繰り広げられていました。その模様を伝える『法律新聞』１０２５号（大正４年７月
２０日）２頁（『戦前編』資料編３３４頁）によれば、「全国の代書人中棋界廓清に志あるもの、明治四十五年春
東京市に於て此挙を唱道し、爾後全国に其運動を開始し」たということです。
　そして、１９１３（大正元）末に召集された第３０帝国議会から司法代書人法が成立した第４１帝国議会（大
正７年１２月２７日－８年３月２６日）までの毎議会に請願が提出されることになり、１９１５（大正４）年５
月に召集された第３６帝国議会からは、請願が採択されることになりました。議事録で明らかにされているとこ
ろでは、千葉からも、毎回同一の代表者６名外から請願が提出されていました。代表者は、いずれも裁判所構内
で業務を行うことを認可されていた、いわゆる構内代書人でした。歴史的事実ですので、各請願の代表者の記載
がある第４０帝国議会（大正６年１２月２５日－７年３月２７日）の議事録から紹介すると以下の方々でした（『戦
前編』資料編１２４頁）。
　千葉郡千葉町千葉　　　　千葉地方裁判所認可代書人　足立重次郎外４名
　君津郡木更津町木更津　　千葉区裁判所木更津出張所認可代書人　永田喜一郎外１名
　長生郡一宮町　　　　　　千葉区裁判所一宮出張所認可代書人　山形伊太郎外１０名

第１９条　司法代書人會ハ其ノ會則ヲ定メ所屬地方裁判所檢事正ヲ經テ司法大臣ノ認可ヲ受クヘシ
第２０条　司法代書人ハ所屬司法代書人會ノ會則ヲ遵守スヘシ
第２１条　司法代書人ハ司法代書人會ニ加入シタル後ニ非サレハ職務ヲ行フコト得ス
第２２条　司法代書人ニシテ本法又ハ司法代書人會會則ニ違反シタル所爲アルトキハ司法代書人會ハ懲戒ヲ求ム

ル爲所屬地方裁判所検事正ニ申告スヘシ
第２３条　地方裁判所檢事正ハ司法代書人會ノ申告ニ依リ又ハ職權ヲ以テ懲戒委員會ノ審査ヲ要求スへシ但シ職

權ヲ以テスルトキハ司法代書人會ニ通知スへシ
第２４条　司法代書人ニ對スル懲戒事件ニ付テハ管轄地方裁判所ニ於テ懲戒委員會ヲ開クヘシ
第２５条　司法代書人ノ懲戒處分ハ左ノ四種トス
　　　　　一　譴責
　　　　　二　百圓以下ノ過料
　　　　　三　一年以下ノ停職
　　　　　四　除名
第２６条　懲戒處分ニ付テハ文官懲戒令中判任官ニ關スル規定ヲ準用ス
　　附則　現在ノ代書人ニシテ裁判所ノ認可ヲ經タル者ハ本法施行ノ日ヨリ六十日以内ニ司法代書人名簿ニ登錄

ヲ請フトキハ試驗又ハ銓衡ヲ要セスシテ司法代書人タルコトヲ得

　ところが、成立した司法代書人法は、わずか１１条の法律になってしまいました。その落差が、その後の展開
に影を落とすことになりましたので、その全容も確認しておけば、以下の通りです（『戦前編』資料編３２頁以下）。
　第１条　本法ニ於テ司法代書人ト穪スルハ他人ノ囑託ヲ受ケ裁判所及検事局ニ提出スヘキ書類ノ作製ヲ爲スヲ

業トスル者ヲ謂フ
　第２条　司法代書人ハ地方裁判所ノ所屬トス
　第３条　司法代書人ハ地方裁判所長ノ監督ヲ受ク
　　　　地方裁判所長ハ區裁判所判事ヲシテ司法代書人ニ對スル監督事務ヲ取扱ハシムルコトヲ得
　第４条　司法代書人タルニハ所屬地方裁判所長ノ認可ヲ受クルコトヲ要ス
　第５条　司法代書人ハ地方裁判所長ノ定ムル書記料ヲ受ク
　第６条　司法代書人ハ事務所ヲ設ケ地方裁判所長ノ認可ヲ受クルコトヲ要ス
　第７条　司法代書人ハ正當ノ事由アルニ非サレハ囑託ヲ拒ムコトヲ得ス
　第８条　司法代書人ハ當事者ノー方ノ囑託ニ依リテ取扱ヒタル事件ニ付相手方ノ爲ニ書類ノ作製ヲ爲スコトヲ

得ス
　第９条　司法代書人ハ其ノ業務ノ範圍ヲ超エテ他人間ノ訴訟其ノ他ノ事件ニ關與スルコトヲ得ス
第１０条　司法代書人ハ其ノ取扱ヒタル事件ヲ漏泄スルコトヲ得ス但シ裁判又ハ検事局ニ於テ訊問ヲ受ケタル場

合ハ此ノ限ニ在ラス
第１１条　司法代書人其ノ業務上ノ義務ニ違反シタルトキ又ハ品位ヲ失墜スヘキ行爲ヲ爲シタルトキハ地方裁判

所長ハ司法大臣ノ認可ラ受ケ左ニ揭クル處分ヲ爲スコトヲ得
　　　　　一　業務ノ禁止又ハ停止
　　　　　二　五百圓以下ノ過料
　　　　非訟事件手續法第二百八條ノ規定ハ前項ノ過料ノ處分ニ付之ヲ準用ス

　以上のように、成立法による業務は、裁判所及び検事局に提出する司法関係「文書ノ作成」（案１条）ではなく
形式的・機械的な「代書」を意味すると考えられる「書類ノ作製」（１条）と規定され、「司法代書人試驗」（案２条２号）
は採用されず、裁判所の認可を受け（４条）、監督され（３条）業務を行うことになっていました。資格要件につ
いての規定（案４条）がなくなっていただけではなく、非司法代書人の取締規定（案１２条）も、司法代書人名
簿への登録（案１３条以下）もなくなっていました。司法代書人会については、そもそも規定が存在せず、強制
設立（案１７条）、強制加入（案２１条）もなくなっていました。当然、司法代書人会の懲戒申告権もありません（案
２３条）。
　司法代書人法には、司法代書人会についての根拠規定がなくなりましたが、通例は各地方裁判所ごとに制定し
ていた「司法代書人監督規程」に任意設立を許容する規定が置かれているようでしたので、千葉地方裁判所が制
定したものは確認できていませんが、千葉においても同様であったと考えられます。
　いずれにせよ、『戦前編』の指摘するところによれば、この司法代書人法は、「『代書』という基本的性格を再確
認した上で、取締法として再構成した」にすぎなかった（３２２頁）ということであり、「大正八年体制」（『戦後編』
２０頁）と称される司法代書人に対する監督体制を形成したということになりました。それゆえ、それ以後の司
法代書人・司法書士の歴史は、司法書士の法律家としての実態に即した法制度の確立を求め、この「大正八年体制」
を打破するための闘いからはじまる歴史であったということになります。
　ということで、法改正運動は、司法代書人法施行直後からはじまりましたが、太平洋戦争敗戦後の日本国憲法
の制定までに実現した法改正は、１９３５（昭和１０）年の「司法代書人」から「司法書士」への名称変更のみでした。

強制会化までの戦後法改正の歩み
　ですから、日本国憲法制定後（戦後）の法改正要求では、当初、事態を一気に変えようという提案が表明され
ることにもなりました。
　例えば、「日本司法書士連合会」が、１９４９（昭和２４）年４月にまとめた「司法書士法改正についての希望
上申の件」の第１項では、第１条の書類の作成に関連して、「書類の内容の調査整備及事件の判断を為し並に書類
の作成の相談に応じることができる」ことを明らかにすることを求めていました（『戦後編』１１８５頁）。そして、
同年１０月に法務総裁に提出した「司法書士法改正希望事項」では、司法書士の業務を、「他人の嘱託を受けて、
訴訟事件及び非訟事件につき、裁判所、検察庁、法務局又は地方法務局に提出すべき書類を立案、調査、作成、
整理し、書類の提出及び非訟事件の申請を代理し、又は其の他之に附随する事務を行うを業とする者を言う。」と
定義しようとしました（『戦後編』１１９６頁）。
　さらに、改正への議論の過程では、名称変更や試験制度の導入なども主張され、資格要件としての司法関係職
務の経験年数も１０年を要求したりもしていました。司法書士会は、強制設立・加入とし、法人化し、会員の除
名決議権限を認めることなども主張され、その他にも、紛議調停制度の創設などについての提案も行われていま
した。
　当時の業務の実情に即した具体的な内容を条文化し、業務の「『代書性』を除去」し、「法律家としての書類作
成権限である」（『戦後編』３８頁）ことを明確にしようとしたものと考えられますが、それは、１９１９年の司
法代書人法制定に当たって、請願委員会の用意した法案が目指した内容に近いものであったともいってよいでしょ
う。
　しかし、１９５０（昭和２５）年５月２日になって成立し、７月１日から施行された全面改正法は、政府の消

極的対応から議員立法の道を選択せざるを得なかったことなどから、妥協を強いられ、当初の改正要求からは、
大きく後退した内容になってしまいました。
　第１条が事態を象徴していたと言ってよいでしょう。具体的には、「司法書士は、他人の嘱託を受けて、その者
が裁判所、検察庁又は法務局若しくは地方法務局に提出する書類を代つて作成することを業とする。」と規定され
ました。「書類作成」に限定されただけでなく、「代つて作成する」という「代書」を連想させる文言が挿入され
ることにもなりました。その上、２項では、「前項の書類であっても他の法律において制限されているものについ
ては、その業務を行うことができない。」ことにしていました。
　さらに、試験制度の導入は見送られて認可制度が維持されただけでなく、資格要件としての司法関係職務の経
験年数も３年とされ（第２条１号）、しかもそのような者と「同等以上の教養及び学力を有する者」にまで広げて
いました（第２条２号）。すなわち、資格要件は、有っても無いに等しいということでした。また、報酬自主権は
認められず（第７条）、司法書士会は、任意設立、任意加入とされました（第１４－１７条）。非司法書士の取締
規定は設けられましたが（第１９条）、「他の法律に別段の定がある場合又は正當の業務に附随して行う場合は、
この限りでない。」との但書が規定されていました。
　こうして成立した改正法は、およそ「大正八年体制」の打破にはほど遠い内容でした。ということで、同時に
施行された司法書士法施行規則が旧法的監督規定を残していたこともあり、成立したばかりの改正法に対する改
正要求が噴出することにもなりました。
　そして、やはり議員立法で、最少限度の再度の改正が、１年後に施行されることになりました。その主な内容は、
報酬を司法書士会の会則事項とすることで、報酬自主権を認めさせたことと、非司法書士取締規定（第１９条）の「但
書」の削除でしかありませんでした。ですから、当初からの制度要求が充たされることになったわけではなく、
継続的な課題であり続けました。
　そのような中で次に実現したのが、１９５６（昭和３１）年の司法書士会の強制設立・加入制度でした。この
法改正の内容自体は、早くからの要求でしたから、要求の実現として積極的に評価できそうでもあります。とこ
ろが、実相は、異なっていました。そもそもは、１９５０年の全面改正により規定された資格要件が、前述もし
たように、無いに等しい内容であり、その運用に、次のような法務府民事局長の通達が出されていました（１９
５０年６月２０日・『戦後編』１５５頁）。
　司法書士の認可の申請があったときは、「認可申請人に司法書士法所定の資格があり、且つその者がその業務に
耐えうる程度の健康状態である限りは、これを認可すべく、管轄区域内における司法書士業務の繁簡その他の事
情を考慮すべきでないこと。」というのでした。
　その結果、連合会で調査したところによれば、１９４９年６月３０日の全国の司法書士の人員は、６３４８人
であり、因みに千葉の人員は、９５人でした（『戦後編』１２３８－１２３９頁）が、１９５０年１２月３１日に
なると、全国では、６７５４人になり、千葉では１０５人（『戦後編』１２３７－１２３８頁）、強制会が創設さ
れた直後の１９５６年１２月末には、法務省民事局の調査によれば、全国で１２３９２人、千葉が２０９人になっ
ていました（『戦後編』２８２－２８３頁）。短期間での急激な増加であり、当局による「大量認可」が行われた
結果だと考えられていました（『戦後編』１５４頁以下参照）。
　そのことで、どのような事態が生じたかですが、具体的な数字となって現れたのは、司法書士会の非会員率の
激増でした。後に、強制会への法改正を審議していた衆議院法務委員会で明らかにされたところでは、全国で「非
会員が四三五八、会員が八三九五で、半数強の非会員がございます」（『戦後編』２２７頁）。もう少し早い時点で
深刻な事態になっていたのは東京であり、東京法務局長の発言によれば、新法施行時点で、東京の司法書士の総

数は、１９８人で、うち司法書士会の会員が、１６０人だったものが、１９５３年５月末現在には、司法書士の
総数が、１４８４人になり、会員は、わずか２１０人で、非会員率が８５．８％だったとされています（『戦後編』
１５８頁）。法務省民事局の調査によるほぼ同時期の６月末現在の千葉も含む関東甲信越駿１１局管内の非会員
率は、５３．８％とされています（『戦後編』同前）。
　そして、この激増した非会員は、「会の指導、連絡等とは無縁の存在」であり、「司法書士の総体としての力量
を低下させたから、補正を要する不備な登記申請書類を激増させ、事務渋滞をまねく原因」（『戦後編』１５８－
１５９頁）になりました。
　ということで、当局は、前述したような認可方針を改め、「資格の有無は、原則として試験により判定する」こ
とにせざるを得ないということになりましたが、それだけではなく「司法書士の業務の公正を期するために」、「司
法書士会を強化し、その健全な運営を図ること」にするという法務省民事局長の通達を出すことにもなりました
（『戦後編』１５９－１６０頁）。
　要は、司法書士会による指導・連絡等によって、司法書士業務の質の向上、維持を図ろうということで、その
ために必要な制度的担保として、強制会制度を実現しようということでした。
　以上のような経緯から、当局主導で実現したのが、１９５６（昭和３１）年の法改正による強制会制度でした。
具体的には、次のように改正されました。
　旧第１４条「司法書士は、法務局又は地方法務局の管轄区域ごとに、会則を定めて、司法書士会を設立するこ

とができる。」
　新第１４条「司法書士は、その事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域ごとに、会則を定

めて、一箇の司法書士会を設立しなければならない。」
　さらに、合わせて連合会についても次のように改正しました。
　旧第１７条「司法書士会は、共同して特定の事項を行うため、会則を定めて、全国を単位とする司法書士会連

合会を設立することができる。」
　新第１７条「司法書士会は、会則を定めて、全国を通じて一箇の司法書士会連合会を設立しなければならない。」
　その上、第１７条第２項に連合会の目的についての次のような規定を付け加えました。「司法書士会連合会は、
司法書士の品位を保持し、その業務の改善進歩を図るため、司法書士会及びその会員の指導及び連絡に関する事
務を行うことを目的とする。」
　また、質の向上という点でも、第２条１号の資格要件としての司法関係職務の経験年数を３年から５年に引き
上げ、第４条の認可方法についても、「管轄する法務局又は地方法務局の長の認可を受けなければならない。」となっ
ていたところを「管轄する法務局又は地方法務局の長の選考によつてする認可を受けなければならない。」と改正
し、全国統一の選考試験を実施することにしました（『戦後編』２８５頁以下参照）。
　
真崎答申案の登場　
　強制会制度の成立にいたる経緯はともかくとして、前述したように単位司法書士会の強制設立・加入自体は、
司法代書人法制定以前からの悲願であり（『戦前編』３１０頁参照）、１９５０年の改正に際しても達成できなかっ
た要求でした。しかも、必ずしも従前の改正要求にはなっていなかった連合会の強制設立も実現することになり
ました。それは、改正の目的が、全国的な司法書士会による指導・連絡等ということであり、全国的な組織化が
不可欠と判断されたからと考えられますが、そのことで、会の目的を実現するための組織体制の整備、会活動の
活発化を促し、制度発展の基盤を用意することになったのは間違いありません。

　ということになれば、あらためて法改正の実現が組織的な課題として浮上してくるのは、必然でした。強制会
成立直後には、「登記簿と台帳の一元化」という大問題の解決が迫られており少し間は開きましたが、１９５９（昭
和３４）３月に開催された第１１回臨時総会になって法改正問題が本格的に議論されることになりました（『戦後
編』２７９頁）。具体的には、司法書士の資格、認可、国家試験等について議論があったということですが、さら
に研究が必要ということで継続審議になっていました。
　翌１９６０（昭和３５）年７月に開催された第１２回定時総会では、「法令あるいはその他の重要問題の調査・
研究」等にあたる委員会の設置が承認され、１１月になって三つの分科会からなる特別委員会として発足しまし
たが、その第二分科会が、「司法書士の認可および業務の確立について」と「右に関連する事案の調査研究」を担
当することになり、その後の法改正論議を中心的に担っていくことになりました。
　そして、この第二分科会の委員として指名されたのが、当時千葉支部長であり、千葉司法書士会の綱紀委員会
委員長であった真崎真一氏でした（『戦後編』３０２頁）。
　この第二分科会は、１９６２年９月に開催された第１４回定時総会までには、「司法書士法改正案要綱」及び「要
綱」に沿った「司法書士法改正案」を作成し、各単位会に送付していました。
　その主な内容を要綱と条文案とを合わせて以下に紹介しておきたいと思います（『戦後編』３１７頁以下、３２
３頁以下）。
　要綱一　司法書士本来の社会的使命を冒頭に表示すること
　　　　　条文は用意されていない
　要綱二　職域の拡張を図ること
　　　　　第一条を「司法書士は他人の嘱託を受けてその者が裁判所検察庁又は法務局若しくは地方法務局（そ

の他法務省令による官庁）に提出する書類を（作成し又は代理手続きを）代つて作成することを業と
する。」と、（　）内を加え、取り消し線部分を削る。

　要綱三　司法書士の資格を引上げること
　　　　　第二条の司法関係職務の経験年数を「五年以上」から「十年以上」に
　要綱四　欠格事由の緩和を考えること
　　　　　第三条の欠格事由発生後の経過期間を「二年」から「五年」と延長する
　要綱五　認可制を改め国家試験制にすること
　要綱六　司法書士の義務的条文の緩和及び行政処分権を改めること
　要綱七　司法書士会々則の改正
　　　　　１　報酬規定を削除すること
　　　　　２　司法書士会を法人化すること
　　　　　並に連合会の強化を考えること
　　　　　第１４条の２に、「司法書士会は法人とする」と規定する。
　　　　　第１５条の２を、「司法書士会の会則を定め又はこれを変更するには司法書士会連合会の承認を受け

法務大臣に通知しなければならない」と改正する。　
　要綱八　修習制度を設けること並に補助者の資格を引上げること
　　　　　第４条の２として、「一定期間実務の修習をしなければ、事務所を設けることが出来ない」と規定する。
　要綱九　司法書士の名称を変更すること
　　　　　「法務士」と改正する。　　

　要綱十　司法書士法施行規則の改廃
　
　以上の内容は、基本的には、「現行法を基礎として、研究したもの」（『戦後編』３２４頁）ということで、試験
制度や法人化などの従前からの課題をあらためて整理したという性格が強く、使命規定は成文を得ていませんし、
なお漸進的な内容にとどまっていたということでしょう。
　そのような経緯を経て、第１４回定時総会後の１９６２年１０月に開催された第１回理事会は、組織体制の整
備を行い、それまでの分科会を専門委員会と改名し、その一つとして「法改正専門委員会」を設置することにな
りました。そして、その委員長に指名されたのが、真崎龍一氏でした。真崎氏の委員長としての活躍の様子につ
いては、本会報３４号（１９７８年１１月）のインタビュー記事「猛虎健在－真崎龍一氏法改正を語る」に詳細
に紹介されており、私もかって２度ほど紹介させていただいたことがあります（月報司法書士２００４年１１月
号８８－８９頁、２００５年２月号７２－７３頁）。ということで、本稿では、その検討内容について紹介させて
もらうことにしたいと思います。
　委員会は、１１月２７日に第１回の委員会を開催し、精力的に検討を続け、発足後の最初の１９６３年６月に
開催された第１５回定時総会には、まだ半年余の期間であり、同時に発足した他の専門委員会からの報告はなかっ
たにもかかわらず、この委員会のみは改正法案についての本格的な中間報告を行っていたということです。その
要点は、以下のような内容でした（『戦後編』３３４頁）。
　一　改正法案第３条第１項第１号に「・・・に提出する書類を作成すること、及び申請申し立て異議の申し立

て又は訴訟を除いてその他の事項を代理する」とし、同条同項第２号に「前号に規定する業務につき相談
に応ずること」と定める。

　二　国家試験制度への転換　司法書士の業務は、高度な法律知識を要するが、未だに非常に低い程度の＂代書
＂という観念で見られていることは非常に残念である。このためにも、現在の認可制度を国家試験制度に
換えるべきものと考える。

　三　司法書士の「＂社会的使命＂および＂職責の理念＂」を法文の冒頭に掲げる。

　中間報告とはいえ、過去の蓄積を参照しながらも、それにとどまらない意欲的な提案を期待できる内容になっ
ていました。明確に「＂代書＂という観念」からの脱却を意識した制度的方策として国家試験制度を位置づけて
いましたし、その必要性の基礎となる「＂社会的使命＂および＂職責の理念＂」を明文化しようということでした。
そして、その基礎の上に、「相談」を含む実態に即した業務内容の条文上の拡張を志向していたからです。
　ところで、この委員会が活動を開始した１９６２年１１月という時期は、直前に司法制度の改革を目指した「臨
時司法制度調査会」（臨司）が内閣に設置され、調査審議を開始していました。この臨司は、司法書士の簡裁代理
権獲得につながった１９９９年に設置された「司法制度改革審議会」と対比される存在でした。直接的には、訴
訟遅延の深刻化、法曹志望者の減少などを契機とした動きでしたが、そのような実情は、１９６４年８月になっ
て公表された、その「意見書」によれば、以下のように指摘されていました。
　「簡易裁判所の所在地はもちろんのこと、地方裁判所の支部の所在地においてすら、弁護士の事務所のない事例
が数多く存在」（７７頁）し、「司法書士が、ある面では、事実上いわゆる事務弁護士的機能を果たしているが、
これらの国民生活における法律的処理を要する面の需要に対して、弁護士がいかなる役割を果たすべきかの問題
がある。また、国民の日常生活の法律的処理の面において、いわゆる三百代言のばっこ、暴力団の介入が顕著で
あるといわれている」（８０頁）、「民事訴訟においては、弁護士が代理人とならないいわゆる本人訴訟が多く、地

方裁判所においてさえ、当事者双方につき弁護士が代理人となっている事件は、通常第一審訴訟事件のわずか四
〇パーセント弱であり、これが訴訟の適正円滑な処理にとって大きな妨げになっている」（８０頁）。
　委員会は、この機会を積極的に生かしていくべきと考えたということだったと思われますが、その前提には、
司法書士制度の将来への危機感もあったと思われます。委員会の「答申案」（その全文は、前述もしましたが『戦
後編』１２５１頁以下に収録されています。以下、「真崎答申案」あるいは「真崎改正案」と呼びます。）は、臨司の「意
見書」よりも早く、１９６４年４月に提出されたましたが、その冒頭では、弁護士はじめ隣接他士業との関係を
考えれば、「われ等司法書士の行方は真に憂うべきものとの感を深くする」とし、「現行司法書士制度のこの脆弱を、
如何にして打開するか、職域の拡張をいづれに求むるのか、地位の向上、組織団体のありかた等を思念して審議
を続行し」、「法改正の実現が緊急の要務であることを考え、兎角の批判の生ずることも已むをえない仕儀とこの
案をもって、答申することにした」としていました。
　その思いは、当時の司法書士法の条文数２３条に比してはもちろん、その後数度の改正を経た現行法でさえ、
その条文数が９５条であるにもかかわらず、真崎改正案は１０３条に及んでいたことに象徴されていたかもしれ
ません。もちろん、条文数は内容を反映したものであり、過去に類似の案の示された条項も含まれているものの、
全体としてみれば、従前の改正案にはなかった「制度の充実・発展を図ろうとする意欲にみちた労作ということ
ができる」（『戦後編』３７３頁）「先見性に富んだ、また先進的なものである」（『戦後編』３７４頁）ということ
でした。
　その主な内容を、真崎改正案の章あるいは条数とその後の法改正が実現した改正年がわかるように各事項の末
尾に（　）で示して列挙すれば以下のようになります。
　①　司法書士会・連合会の法人化（第５３条第３項・第６７条第３項、１９６７（昭和４２）年法改正）　
　②　使命・職責理念・業務規定（第１条・第２条・第３条、１９７８（昭和５３）年・２０１９（令和元）年法改正）
　③　国家資格の創設・国家試験制度の導入（第２章・第３章、１９７８（昭和５３）年法改正）
　④　国家試験科目に憲法を入れる（第９条・第１０条、２００２（平成１４）年法改正）　
　⑤　登録事務の連合会への移譲等（第４章、１９８５（昭和６０）年法改正）
　⑥　簡易裁判所事件の訴訟代理（第３条第２項、２００２（平成１４）年法改正）
　⑦　紛議の調停（第６３条、２００２（平成１４）年法改正）
　⑧　自主懲戒権等（第９章・第１０章）

　以上のように、その内容は半世紀以上の時を経て、ほぼ実現することになっています。しかし、そのことが、
公表当時は、「時期尚早として容易に受けいれられない原因となったことも、否定できないようにも考えられる」
（『戦後編』３７４頁）ということで、提出直後の１９６７年６月に開催された第１７回定時総会では、「本答申
案は現司法書士法に比し非常に高度な法案となっているので、本答申案に対する各単位会の意見を広く徴し理事
会において慎重審議して、その具体的実現を漸進的に図ってゆく」との執行部の見解が示され、了承されること
になりました（『戦後編』３７５頁）。
　強制会制度の実現を基礎に、一気に「大正八年体制」からの脱却を図ろうとした真崎答申案は、またしてもと
りあえずは挫折の憂き目に遭うことになりましたが、その方向性の正当性は、時間が証明することになりました。
そしてその多くの事項の実現の経緯は、真崎答申案以前の歴史をも含めての、司法書士制度発展の苦闘の歴史そ
のものであったといってよいでしょう。
　ということで、真崎答申案の前述した主要な内容について、ごく手短にではありますがその実現の経緯を確認

しておくことにしたいと思います。

司法書士会の法人化　　　
　まず、最初に実現することになったのは、真崎改正案第５３条第３項「司法書士会は法人とする。」でした。真
崎答申案を受けた日司連総会・理事会は、前述もしたように全体の立法化についての要求は時期尚早としたもの
の、法人化と国家試験の実現を当面の具体的目標することになりました（『戦後編』３７５頁）。
　とはいえ、国家試験化はそう簡単に実現できる課題ではありませんでした。それに対して、強制会化が実現し、
組織体制が整備され、活動が活発化していた司法書士会を法人化することにさほどの困難は無かったと思われま
す。また、強制会化した司法書士会の基盤をさらに強化するために法人化は不可欠の要素でもあったということ
でしょう。
　現に、真崎答申案と相前後して、司法書士会館の建設が本格的に議論されることになり１９６７（昭和４２）
年の改正により法人化が実現した（第１４条第３項・第１７条の３）翌１９６８年には、会館用地を取得し、１
９７０年３月には、旧司法書士会館が完成しました（会館建設の経緯の詳細については『戦後編』９７５頁以下
参照）。
　それにしても、法人化へは、実に長い道のりでした。前述した帝国議会衆議院請願委員会が起草した司法代書
人法案は、各単位司法代書人会の強制設立・強制加入を規定していました（『戦前編』３１０頁）が、成立した司
法代書人法は、前述したように司法書士会についてさえ規定せず、任意会の設立についても各地裁ごとの監督規
程に委ねていましたから、およそ法人化といったことは想定されていませんでした。
　ようやくこれも前述した日本国憲法制定後の法改正要求で、あらためて各単位司法書士会の強制会化を主張す
ることになりましたが、その際には合わせて法人化も主張することになりました（例えば、『戦後編』１１９０頁）。
強制会化した司法書士会の基盤を確固たるものにするためには法人化が必要と考えられたということでしょう。
　しかし、このときも、法案提出準備の最終盤までは、司法書士会の強制会化は維持されましたが、法人化は法
案化されないことになっていました（『戦後編』１２２０頁）。しかも、当時は、連合軍の占領下でしたから、法
案について連合軍総司令部（ＧＨＱ）の了解を取り付ける必要があり、その審査を経た国会提出法案では、司法
書士会は、司法書士会連合会も合わせて任意会としての設立が認められただけに終わり、法人化も実現しません
でした（『戦後編』８８頁以下参照）。
　ということで、ようやく、１９５６年に強制会化が実現し、法人化への基盤ができることになったと考えられ
ます。現に１９５６年の法改正で強制会が実現し、１９６２年に真崎氏が一員となった分科会が用意した前述の
要綱や真崎改正案が、法人化をあらためて主張することになっており、当時最も現実的な改正要求であったと考
えられます。
　ということで、法人化は、１９６７年に実現することになりましたが、国家試験化は、法人化と同時に実現す
ることにはなりませんでした。しかし、その１９６７年の法改正に際して衆議院法務委員会は、「司法書士の試験
制度も、土地家屋調査士と同様に、国家試験を採用するよう努力を致すこと」という附帯決議を行うことになり
ました。
　なお、真崎改正案では、連合会についても法人化するということだけでなく「司法書士会連合会」から司法書
士と司法書士会を会員とする「日本司法書士連合会」とすることも提案されていました（第６７条）。また、「地
区司法書士会協議会」の任意設立を法定しようとしていました（第６６条）。しかし、連合会の名称は変更されま
せんでしたし、組織編成の変更もありませんでした。また、「地区司法書士会協議会」の法定にも至りませんでした。

１９７８年法改正へ　
　次に、国家試験化がどうなったかを確認しておきたいと思いますが、資格制度及び登録制度と一体となる国家
試験制度の導入も、司法代書人法制定以前からの課題であり、さすがに、附帯決議の翌１９６８年６月の連合会
の総会で、「国家試験移行対策委員会」の設置が決定されました。しかし、事態はそう簡単には動きませんでした。
その主な理由は、何故そうだったのかまでは明確ではありませんでしたが、「実は、法務当局の対応がきわめて消
極かつ冷淡であり、国家試験の推進を躊躇せざるを得なかったことが異常な経過の真相であった」ということで
あり、「国家試験実現への道はその当初から逆風の中を踏み出し、その後もつねに嵐の中を闘い抜き、遂に画期的
成果に達したことを銘記しなければならない」とされています（『戦後編』１０４０頁）。
　とはいえ、国家試験化自体が多くの検討課題を内包していただけでなく、司法書士制度のあり方の根本に関わ
る多岐で広範囲にわたる課題と関わっていたことも影響していたと考えられます。
　全面改正を目指した真崎答申案も、「まず司法書士の果すべき役割、その他司法書士制度の意義につき、基本的
な考え方を決める必要がある」として、「司法書士が依頼者の要請に基きその業務に従事するに当っては、官庁業
務の適正な運営のために、社会正義を実現することを旨とし、社会秩序が維持されるよう念願し、法規業務の専
門家としての見識ある判断を加えるという形において、その業務は遂行されなければならない。このような司法
書士の公共的な立場を明らかにして、司法書士の自覚を高める趣旨を、一層明確にする意味で、司法書士の使命
及び職責の理念という形をとり、このことにつき、改正案において冒頭に規定することが適当である」という認
識の下に試験制度も位置づけていました。
　すなわち、「改正案は司法書士の地位の向上とその確立及び国家並国民的要望を考慮して司法書士の職域の拡大
を図った。これがため、今後この拡大された業務を遂行するには、現在より高度の法律知識並びに専門実務家と
して、その業務に精通することを期待されることは云うまでもない。この要請から、試験科目その他の事項を検
討して、司法書士試験を行うことにした」ということですし（『戦後編』１２５４頁）、試験に合格し「司法書士
となる資格を有する者がその業務を開始するには登録を為すことにし」、「あくまでも自主性尊重の点から、日司
連において取扱うことに決定した」（『戦後編』１２５５頁）ということでした。
　それは、最終的に「真に自主独立を完了する」ために法務局長または地方法務局長が、「司法書士に対して場合
によりその認可を取消し或は懲戒処分を与える権能を有する。このことは、いつまでもこのままでおくことは、
あまりにも司法書士の無力を表明するのみならず、時代錯誤の規定というも過言ではあるまい。改正案において
は法務局のかかる羈絆の一切を脱することにした」として、「この監督権を行使するものは司法書士会であり、日
本司法書士連合会である」としていました（『戦後編』１２５６頁）。
　すなわち、前述した「代書」的規定、「大正八年体制」からの脱却であり、前述の②③④⑤⑧の項目を、密接に
関連する一体のものとして用意したと考えられるものでした。
　しかし、そのような問題の性格は、その後の展開に影響を及ぼすことにもなりました。全体を一括して改正の
課題にするということが、法務当局の対応姿勢も合わせ考えたときに、果たして現実的な方策なのかどうか議論
にならざるを得ませんでした。具体的には、「もっぱら国家試験制度一本にしぼっての法改正」か「国家試験制度
と専門性の確立とは密接に関連しており、目的・職責等を明確にする法改正」かの対立となって現れました（『戦
後編』１０４３頁）。
　そして、基本的に後者の立場にたってその議論の方向性に大きな影響を与え、「法改正に大きな貢献をしたと評
価できる」（『戦後編』４６８頁）とされたのが、後に詳しくは触れますが、１９７６年１１月末になって全国青

年司法書士連絡協議会（全青司）がまとめた「司法書士法改正要綱試案」であり、真崎答申案とも基本的に通底
する内容でした。その結果、個々には直ちに必ずしも十分な内容になったわけではないものの基本的な方向にお
いては真崎答申案に沿った内容の法改正が、１９７８年以降順次実現することになったといってよいでしょう。
　そこで、法人化以外の真崎答申案の主な項目のその後の展開を、各項目相互の関連をも意識しながら確認して
おきたいと思います。

使命・職責規定の創設
　まず、全面改正に当たっての根本問題と位置づけられることになった基本的性格に関わる項目についてから見
ていきたいと思います。そもそも司法書士法は、日本国憲法施行後に全面改正されたにもかかわらず、他の弁護
士法等の士業法が備えることになっていた使命や職責といった規定が用意されていませんでした。それだけでな
く、それまでの法制定、法改正の経緯の中でも、業務内容を中心とする「定義」規定が提案されたことはありま
したが、使命や職責といった規定が話題になったことはありませんでした。いずれにせよ、これらの規定創設の
意図は、「代書」との明確な決別であり、「法律家」としての確固たる地位の確立でした。
　ということで、真崎答申案が前述のような位置づけの下で、用意した基本的性格に関わる「使命」と「職責の理念」
に関する規定の案を確認しておくと次の通りです。
（使命）
　第１条　司法書士は、保障を受けようとする私権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。
　　　　２　司法書士は、前項の使命に基づき、誠実にその業務を行い、権利の行使又は義務の履行が適正に実

現し、社会秩序が維持されるよう業務の上に努力しなければならない。
（職責の理念）
　第２条　司法書士は、常に、教養を深め、かつ、品位を保持し、業務に関する法令並びに事務に精通しなけれ

ばならない。

　その意味をあらためて真崎答申案の解説によって確認するならば、「社会正義を実現することを旨とし、社会秩
序が維持されるよう念願し、法規業務の専門家としての見識ある判断を加える」ということで、その業務は遂行
されなければならないという趣旨を、一層明確にする意味があるとされています。すなわち、限定された範囲で
はあれ、「法規業務の専門家」として、すなわち「法律家」として、その業務を遂行することを明確にしようとし
たということでしょう。
　もちろん、１９７８年法改正へ向けての紆余曲折は、当初はともかくも国家試験化の実現を第一義とする展開
にも見えたのですが、前述のように１９７６年１１月末に全青司がまとめた「司法書士法改正要綱試案」（要綱試
案）が、司法書士を法律家として明確に位置づける職責規定の創設を強く主張することになり、法改正の方向性
について流れを変えた転換点だったといわれています。そこで示された「司法書士の職責」は以下のような内容
でした（『戦後編』９１６頁）。
①　司法書士は、私権を擁護し、取引の安全と各種登記の実体的真正の確保につとめ、社会秩序の維持に寄与し
なければならない。

②　司法書士は、常に、教養を深め、品位を陶冶し、職務に関する法令及び事務に精通するよう努めなければな
らない。

　その内容は、もちろん完全に一致しているわけではありませんが、真崎答申案の「使命」規定（第１条）と「職
責の理念」規定（第２条）に近似していたことがわかります。核心である「私権を擁護」と「社会秩序維持」は、
共通ですし、要綱試案①の「取引の安全と各種登記の実体的真正の確保」は、真崎改正案第１条第２項の「権利
の行使又は義務の履行が適正に実現」を職務内容に即して具体化したと解釈できます。
　この全青司の要綱試案が、連合会の「とりあえず国家試験制度の実現を図ることこそが、二兎を追って一兎す
らも逸するよりは賢明である」とした基本方針を軌道修正させることになり、１９７７年２月半ばに「法改正（使命・
目的）専門理事会」を設置させ、具体案を策定させることになりました（『戦後編』１０６５頁）。
　その策定作業は、法務省との折衝の積み重ねでしたが、法務省は「使命規定」を設けることに強く反対しました。
「弁護士法第一条と同旨の規定を設けざるをえなくなる」という理由でした。そのため連合会としては、「法改正
の早期実現」のために「あえて使命規定を設けることなく、目的及び職責規定の新設により実質的効果を狙うこ
ととした」ということになりました（『戦後編』１０６５頁）。
　そして、長期にわたる粘り強い折衝により１９７７年末になって法務省から最終案として示された「司法書士
法一部改正大綱案」では、「司法書士制度の目的」と「司法書士の責務」として次のような内容が示されることに
なりました（『戦後編』１０８１頁）。
一、司法書士制度の目的
この法律は、登記、供託及び訴訟等に関する手続の円滑な実施に資するため司法書士の制度を定め、その業
務の適正を図り、もつて国民の権利及び財産の保護に寄与することを目的とする。

二、司法書士の責務　
１　司法書士は、その業務が国民の権利及び財産の保護に密接な関係を有することを自覚し、公正かつ誠実
にその業務を行わなければならない。　

２　司法書士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通しなければならない。

　連合会の要求とはその位置づけが異なることになり、目的規定は制度の目的になったものの、連合会は、「法律
手続の実務家としての位置づけを明確にしたものであり」、「法律判断はもちろん、法律相談も可能な道を一歩進
めた」と評価できるとして、受け入れることになりました。そして改正法は、冒頭に第１条の目的規定と第１条
の２の職責規定を次のように付け加えられました。
（目的）
第１条　　　この法律は、司法書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、登記、供託及び訴訟等に

関する手続の円滑な実施に資し、もつて国民の権利の保全に寄与することを目的とする。
（職責）
第１条の２　司法書士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務

を行わなければならない。

　前述したように、これで一応ようやく戦後の士業法の体裁を整えるということにはなりました。しかし、この
目的規定は、前述のようにあくまでも制度の目的を規定したものであり、司法書士の役割自体に焦点を合わせた
ものではありません。その意味では、司法書士を主体とするその社会的役割に焦点を合わせた規定こそが不可欠
だったと思われます。現に、既に、前述した「要綱一」が「司法書士本来の社会的使命を冒頭に表示すること」
を追求しており、真崎答申案が、既に紹介したような「使命」と「職責の理念」を規定することを提案していた

ことを想起すべきでしょう。
　そして、ついに真崎答申案から半世紀余を経た２０１９（令和元）年の法改正において、それまでの目的規定（第
１条）に代えて次のような使命規定が規定されることになりました。　
（使命）
第１条　司法書士は、この法律の定めるところによりその業務とする登記、供託、訴訟その他の法律事務の専門

家として、国民の権利を擁護し、もつて自由かつ公正な社会の形成に寄与することを使命とする。

　真崎答申案は、前述の解説も合わせ考えれば、司法書士の使命は、「法規業務の専門家」として「その業務を誠
実に行い」、「私権を擁護し」、「権利の行使又は義務の履行が適正に実現し」「社会正義を実現する」ということで
あり、２０１９年に制定された使命規定と実質的に同旨と解されるのであり、その先見性・先進性は、あらため
て高く評価されて然るべきでしょう。

国家試験制度・試験科目
　目的規定及び職責規定の創設が第一義的課題になったからといって国家試験化が頓挫したわけではなく、同じ
く１９７８年の改正で実現することになりました。前述したように、真崎答申案においても、国家試験化をめぐっ
てはじまった議論においても、国家試験化を意味のあるものとして実現するためには、なぜ国家試験化が不可欠
かを明らかにしておく必要があったということでしょう。また逆に、司法書士に求められる社会的役割の高度化
は、その質的担保を求めることにもなりますから、その最たる方法である試験制度の導入が課題化されたのは当
然のことであったでしょう。
　その要請が、最初に課題化したのは、代書人一般とは異なる専門職制度の創設を求めた司法代書人法の制定に
際してでした。前述した第３７回帝国議会衆議院請願委員会が用意した司法代書人法案は、「司法代書人タラント
スル者」が、基本的に具えるべき条件を「試験ニ及第」することとしていました（第２条第２号・『戦前編』３０９頁）。
　ところが、成立した司法代書人法には、これも前述もしたように、資格要件の規定もなく、「司法代書人タルニ
ハ所屬地方裁判所長ノ認可ヲ受クルコトヲ要ス」（第４条）としか規定されませんでした。
　次に試験制度を導入する可能性があった機会は、戦後の全面改正の際でした。当初司法書士会の用意した改正
案は、「一定の試験に合格したこと」を認可の資格要件にしていました（『戦後編』１１８２頁）。その試験によっ
て求めようとしている能力については、試験を必要としない資格要件によって推測が可能になります。具体的に
は、「判事又は検察官となる資格を有する者」及び「裁判所書記又は司法事務官であって十年以上その職にあつた
者」ということでした（『戦後編』１１８２頁）。
　しかし、１９５０年に成立した全面改正法は、試験制度を採用しなかっただけでなく、資格制度も採用せず、
認可のために要求した要件は、前述もしたように「裁判所事務官、裁判所書記官、裁判所書記官補、法務府事務
官又は検察事務官の職の一又は二以上に在つてその年数を通算して三年以上」（第２条第１号）であり、さらに第
２号では、「前号に掲げる者と同等以上の教養及び学力を有する」ことにされ、大量認可にもつながったと考えら
れるのです。
　ですから、前述のように強制会化に伴う「選考認可」の導入による全国統一試験の実施が、あらためて国家試
験制度導入への機運を生むことにもなっていたと考えられます。そして、真崎答申案が、「現在より高度の法律知
識並びに専門実務家として、その業務に精通することを期待される」、「その要請から、試験科目その他の事項を
検討して、司法書士試験を行うことにした」（『戦後編』１２５４頁）として用意した主要な条文案は、以下の通

りでした。
（資格）
　第４条　司法書士試験に合格し、政令の定めるところにより、実務の修習を終えた者は、司法書士となる資格

を有する。
（第一次試験）
　第９条　第一次試験は、次の科目について筆記試験をもって行なう。　
　　　　　一　憲法、民法、商法、刑法、不動産登記法、商業登記法
　　　　　二　民事訴訟法、刑事訴訟法のうち受験者のあらかじめ選択する一科目
　　　　　三　次の科目のうち受験者のあらかじめ選択する一科目
　　　　　　　（１）　供託法
　　　　　　　（２）　家事審判法
　　　　　　　（３）　人事訴訟手続法
　　　　　　　（４）　非訟事件手続法
　　　　　　　（５）　競売法
（第二次試験）
第１０条　第二次試験は、第一次試験に合格した者に限り、その者が第一次試験による試験において受験した科

目について、口述試験をもって行なう。
（登録）
第２２条　司法書士となる資格を有する者が、司法書士となるには、司法書士名簿に氏名、生年月日、事務所の

所在その他日本司法書士連合会で定める事項の登録を受けなければならない。
（司法書士の名簿）
第２３条　司法書士名簿は、日本司法書士連合会に備える。　
　　　　２　司法書士名簿の登録は、日本司法書士連合会が行なう。

　１９７８年改正に当たっての連合会の主張も、最後の最後まで、この真崎改正案と同様の内容になっていまし
た。特に資格要件としての「実務の修習」、試験科目としての「憲法」、連合会による自主「登録」などです。とはいえ、
「実務の修習」については、早い時点で法務省サイドから「具体的実施方法等についてなお検討を要する問題が
あるので、将来の課題とする」と通告されていました（『戦後編』１０８３頁）。「登録」については、連合会の推
測によれば、「権力統制の大きな要件の一つ」であり、法務省は「一歩もゆずらない態度をとっている」とのこと
でした（『戦後編』１９８６頁）。「憲法」については、最後の最後まで検討課題にはなっていましたが、「当局は
業務に直結しないという理由で承認しなかった」ということでした（『戦後編』１０８３頁）。
　その結果成立した関係条文は、以下のようになっていました。
（資格）
　第３条　次の各号の一に該当する者は、司法書士となる資格を有する。
　　　　　一　司法書士試験に合格した者
（司法書士試験）
　第５条　法務大臣は、毎年一回以上、司法書士試験を行わなければならない。
　　　　２　司法書士試験は、次の事項について筆記及び口述の方法により行う。ただし、口述試験は、筆記試

験の合格者について行う。
　　　　　一　民法、商法及び刑法に関する知識
　　　　　二　登記、供託及び訴訟に関する知識
　　　　　三　その他司法書士の業務を行うのに必要な知識及び能力
　　　　３　司法書士試験を受けようとする者は、政令で定めるところにより、受験手数料を納めなければなら

ない。
（登録）
　第６条　司法書士となる資格を有する者が、司法書士となるには、その事務所を設けようとする地を管轄する

法務局又は地方法務局に備えた司法書士名簿に登録を受けなければならない。

　因みに、自主「登録」は、１９８５（昭和６０）年法改正で実現し、「憲法」の試験科目化は、２００２（平成１４）
年の法改正で、簡裁訴訟の代理権の獲得と同時に実現しました。「実務の修習」は未だに実現していませんが、自
主的な研修の拡充が進んでいることは承知の通りです。いずれにせよ、これらの点での真崎答申案の先見性・先
進性も明らかでした。
　
業務規定の変遷
　長年月を要して、使命・職責規定の導入や国家試験化などによって、司法書士（司法代書人）の基本的性格を
明らかにすることになってきましたが、それまでの間は、業務内容の実態を如何に規定化するかということが、
基本的性格を確認する上での最重要課題の一つでした。しかし、実態に即した規定化を実現するのは、容易では
ありませんでした。その経緯を可能な範囲で振り返り、この点での真崎答申案の意味を確認しておきたいと思い
ます。そのために、異なる目的のため既に紹介した業務関係規定を再度掲記することにもなりますが、ご了承下
さい。
　そもそも、業務の実態と規定内容の齟齬は、司法代書人法からはじまっていました。既に紹介した衆議院請願
委員会が起草した司法代書人法案の業務内容を規定した第１条の司法代書人の定義規定は、次のようになってい
ました（『戦前編』３０９頁）。
　第１条　司法代書人トハ當事者ノ嘱託ニ依リ通常裁判所又ハ検事局ニ直接提出スル文書ノ作成ヲ業トスルモノ

トス

　これに対して成立した代書人法第１条は、以下の通り変更されていました。
　第１条　本法ニ於テ司法代書人ト穪スルハ他人ノ囑託ヲ受ケ裁判所及検事局ニ提出スヘキ書類ノ作製ヲ爲スヲ

業トスル者ヲ謂フ

　「直接」が、削られたことで、それまで容認されていた提出代理が不可ということにされ、「書類ノ作製」
に変更されることで、形式的・機械的代書を連想させることになったと考えられます。
　このような規定は、業務の実態を反映したものではなく、戦後の全面改正に際しては、業務を正確に反映する
ことを意図した次のような規定が用意されたりもしました（『戦後編』１１９６頁）。
　「この法律で司法書士とは、他人の嘱託を受けて、訴訟事件及び非訟事件につき、裁判所、検察庁、法務局又は
地方法務局に提出すべき書類を立案、調査、作成、整理し、書類の提出及び非訟事件の申請を代理し、又は其の

他之に附随する事務を行うを業とする者を言う。」
　しかし、全面改正後の第１条は、「司法書士は、他人の嘱託を受けて、その者が裁判所、検察庁又は法務局若し
くは地方法務局に提出する書類を代つて作成することを業とする。」ということになり、大幅に後退し、しかも「代
つて作成」と相変わらず「代書」を連想させる規定になってしまいました。
　真崎改正案は、業務規定（第３条第１項）について前述の戦後改正に際しての案にも近い以下のような規定を
用意していました。
（業務）
　第３条　司法書士は、他人の依頼に応じ、非訟事件、和解及び調停事件、登記及び供託事件の各手続に関し、

次に掲げる事務を行なうことを業とする。
　　　一　申請、申立、異議の申立等、その他訴訟を除く事務を代理する。
　　　二　前号に掲げた事務のほか、裁判所、検察庁、法務局若しくは地方法務局、その他法務省設置法（昭

和二十二年法律第百九十三号）に基づく官庁に提出する書類を作成すること。

　すなわち、書類作成以外にも、法的な位置づけはともかくとして事実上担っている業務を規定することを意図
したということでしょう。この提案は、１９６７年の法改正により、前述した第１条の「代つて作成」は削られ、登記・
供託に関する手続を「代わつてする」ことが認められることになり、真崎改正案に近づくことになりましたが、
より明確には１９７８年の法改正により、それまでの第１条が第２条（事実上の第３条）になり、次のように規
定されることになりました。
　第２条　司法書士は、他人の嘱託を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。
　　　一　登記又は供託に関する手続について代理すること。
　　　二　裁判所、検察庁又は法務局若しくは地方法務局に提出する書類を作成すること。
　　　三　法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理するこ

と。

　しかし、これでもまだ、真崎改正案には及びませんでした。さらに事態が動くことになったのは、２００２（平
成１４）年の法改正によってでした。その２００２年の法改正で改正された業務規定は、現行法ですからあらた
めて紹介することはしませんが、その最も重要で注目すべき内容は、簡裁訴訟の代理権の獲得であったことはい
うまでもありません。それこそは、真崎答申案によって提起された業務内容の拡充点でありましたから、その経
緯については別に確認することにしたいと思いますが、それ以外の業務は、実態に即して拡大の一途をたどって
おり、可能な業務を規定するという規定方式が困難になりつつあることを示していると考えられます。そのよう
な状態の下での業務の外延のあり方については、利用者の視点から固定観念を脱却することであり、真崎答申案
による使命規定や簡裁訴訟の代理権獲得の提起に学ぶべきではないかと思われます。

簡裁訴訟代理権をめぐって
　最後に、真崎答申案の基本的性格についての発想の転換を象徴していた業務内容の提起であった簡裁訴訟の代
理について確認しておきたいと思います。
　真崎改正案は、その第３条第２項で、「司法書士は、・・・他人の依頼によって、簡易裁判所の管轄に係る訴訟
事件に関して訴訟代理人となることができる」と規定していました。

　それまでの発想からすれば、弁護士が存在する中で、司法書士の訴訟代理への関与を主張することは、言って
みればタブーと考えられていたと思われます。弁護士の独占に抗することの難しさが意識されていただけでなく、
司法書士のアイデンティティを護ろうということだったかもしれません。真崎答申案がそのような事情を乗り越
える必要があると考えた理由はどのようなことだったのか、既にいくらか紹介しましたが、あらためて簡裁訴訟
代理権に関わってその理由を確認しておきたいと思います。
　その理由は、「軽微の簡易裁判所の訴訟事件においても甚だしく遅延停滞していて国民が憲法において附与され
ている裁判請求権を行使することは容易でない。この現況を打開することは法治国の大きい責務であると考えら
れる」という認識からはじまっていました。そして、司法書士の対応能力についても「現在の司法書士においては、
訴訟関係の書類の作成、また訴訟につき当事者を指導する点においても優秀な法律的素養を有するものが全国的
に少なからず存在している。この実態を看過することは、これまた現在のわが司法制度の発展の上に惜しむべき
ことと考えられるのである」との認識に基づいていました。
　その上で委員会は、「弁護士法、訴訟法等の改正なき限り、この実現不可能であることのため、躊躇逡巡したが、
いよいよ審議も終わりに近づき、この問題の最終的解決に立至ったとき、全員一大決意を持って改正案のとおり
ふみきった。これは、この難儀な現在の訴訟状況を救済することは社会の要請するわれ等の使命であると考えら
れるため、好ましからぬ社会風潮を打破するため、司法制度の改善促進のため、しかして司法書士制度の飛躍的
発展のため、簡易裁判所の事件だけは、われ等司法書士にも担当せしむべきであるとする結論に到達したからで
ある」と述べていました。
　この真崎改正案は、担い手や対象事件は限定されたものの、４０年近い時を経て現実化することになりました。
その導入への道を開いた司法制度改革審議会の「意見書」は、その理由について、次のように説明していました。
法的サービスの担い手の現状が「国民の権利擁護に不十分な現状を直ちに解消する必要性にかんがみ、利用者の
視点から、当面の法的需要を充足させるための措置を講じる必要がある。」ということでした。
　とすれば、簡裁訴訟代理権の獲得は、司法書士制度らしい発展の必然的な結果であったとも思われます。すな
わち、司法書士制度の発展の歴史は、言ってみれば、社会的要請に対応した実態の形成とその実態の制度的認知
の繰り返しだったからです。
　それにしても、真崎答申案の先進性・先進性には、驚嘆させられるばかりです。

結びにかえて
　以上不十分ながら、真崎答申案・改正案との関連で、司法代書人法が成立し、司法代書人会が発足して以来
１００年の司法書士（司法代書人）制度の展開を、限られた事項に沿って概観してきましたが、その歴史は決し
て平坦な道ではなく、苦闘の連続でした。
　それは、司法代書人法制定時点の法と実態の乖離にはじまった「大正八年体制」からの脱却への長い闘いでした。
その間にあって、制度の発展の将来を果敢に示すことになったのが真崎答申案・改正案であったと言っても過言
ではないと思われます。それは、真崎答申案・改正案の主要事項は、⑦紛議の調停も、詳しくは触れませんでしたが、
２００２年改正で実現しており、⑧自主懲戒権等、以外はすべて現実化したことになります。自主懲戒権の重要性
は、軽視できませんが、司法代書人法が成立し、司法代書人会が発足して１００年、「大正八年体制」と称された
状態を脱却することができ、本来担ってきた役割に見合った制度的枠組みを確保することになり、さらなる飛躍
の橋頭堡も築くことになっていると考えられます。
　２０１９年の改正により実現した使命規定（第１条）によれば、「司法書士は、この法律の定めるところにより

その業務とする登記、供託、訴訟その他の法律事務の専門家として国民の権利を擁護し、もって自由かつ公正な
社会の形成に寄与する」ことを期待されることになりました。業務範囲は、「この法律の定めるところ」と限定さ
れているようではありますが、「その他の法律事務の専門家」とも規定されており、その外延は広く、しかも権利
擁護と自由公正な社会の形成に求められる役割は、いってみれば無限ともいえるでしょう。前述もしたように、
業務内容の拡大は、個別規定方式の限界を迎えつつあることを、使命規定がカバーすることになっているとも解
することができます。明治以来、観念的な制度形成によって生じることになった制度的間隙を国民の身近にあっ
て国民の法的需要に応えることで、制度を維持・発展させてきた司法書士が、あらためて法律専門家として国民
の需要に応える制度的基盤を広げることになったといってよいでしょう。司法書士会発足１００年を機に、
自治の確立はじめさらなる法律家制度としての発展を期すとともに、その外延を実践的にさらに広げることを期
待させていただきたいと思います。
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　安房郡北條町北條　　　　北條区裁判所認可代書人　秋丸範輔外２名　
　香取郡佐原町佐原　　　　八日市場区裁判所佐原出張所認可代書人　保科子之助外３名
　匝瑳郡八日市場町　　　　八日市場区裁判所認可代書人　宇井忠兵衛外３名

　１９１５年末に召集された第３７帝国議会からは、衆議院請願委員会が構内代書人代表と協議の上用意したと
推測される法案が審議されることになりましたが、司法代書人法が成立した第４１帝国議会衆議院に上程された
法案は、以下のような内容でした（『戦前編』資料編１４１頁以下）。
　第１条　司法代書人トハ當事者ノ嘱託ニ依リ通常裁判所又ハ検事局ニ提出スル文書ノ作成ヲ業トスル者ヲ謂フ
　第２条　司法代書人ハ左ノ要件ヲ具フルコトヲ要ス
　　　　　一　帝國臣民ニシテ成年以上ノ男子タルコト
　　　　　二　司法代書人試驗ニ合格シタルコト又ハ司法代書人試驗委員ノ銓衡ヲ經タルコト
　第３条　司法代書人試驗及銓衡ニ關スル規則ハ司法大臣之ヲ定ム
　第４条　左ニ掲クル者ハ試驗又ハ銓衡ヲ要セスシテ司法代書人タルコトヲ得
　　　　　一　三年以上裁判所書記ノ職ニ在リタル者又ハ之ト同等以上ノ職ニ在リタル者
　　　　　二　司法大臣ノ指定シタル法律學校又ハ之ト同等以上ト認ムル學校ニ於テ定規ノ課業ヲ卒ヘタル者
　第５条　左ニ揭クル者ハ司法代書人タルコトヲ得ス
　　　　　一　禁錮以上ノ刑ニ處セラレタル者但シ二年以下ノ禁錮ニ處セラレタル者ニシテ刑ノ執　　
　　　　　　　行ヲ終リ若ハ其ノ執行ヲ受クルコトナキニ至リタルトキハ比ノ限ニ在ラス
　　　　　二　懲戒處分ニ依リ免官、免職又ハ除名セラレタル者ニシテ免官、免職又ハ除名後二年　　
　　　　　　　ヲ經過セサル者
　　　　　三　禁治産者又ハ準禁治産者
　　　　　四　破産又ハ家資分散ノ宣告ヲ受ケ復權セサル者
　第６条　司法代書人ハ其ノ作成シタル文書ニ付釋明ノ義務ヲ負フ
　第７条　司法代書人ハ訴訟事件ニ關與シ又ハ報酬ヲ得テ鑑定ヲ爲シ若ハ辯護士ノ紹介ヲ爲スコトヲ得ス　
　第８条　司法代書人ハ其ノ作成シタル文書ヲ囑託者ニ讀聞カセタル後其ノ末尾ニ署名捺印スヘシ
　第９条　司法代書人ハ正當ノ理由ナクシテ裁判所若ハ検事局ノ命シタル文書ノ作成ヲ拒ムコトヲ得ス當事者ノ

囑託ニ依ル場合亦同シ
第１０条　司法代書人ハ報酬アル公務ヲ兼ヌルコトヲ得ス但シ議員若ハ委員トナリ又ハ公務所ヨリ特ニ命セラレ

タル職務ヲ行フハ此ノ限ニ在ラス
第１１条　司法代書人ハ自己若ハ第三者ノ名義ヲ以テ商業ヲ營ムコトヲ得ス但シ司法代書人會ノ許可ヲ得タルモ

ノハ此ノ限ニ在ラス
第１２条　司法代書人ニ非サレハ司法代書業ヲ營ムコトヲ得ス
第１３条　司法代書人ハ司法代書人名簿ニ登錄ヲ受クヘシ
第１４条　各地方裁判所ニ司法代書人名簿ヲ備フ司法代書人ハ其ノ氏名ヲ登錄シタル地方裁判所ノ所属トス
第１５条　司法代書人ノ定員及登錄ニ關スル規則ハ司法大臣之ヲ定ム
第１６条　司法代書人ハ所屬地方裁判所ノ管轄地内ニ事務所ヲ定メ之ヲ所屬地方裁判所檢事局ニ屆出ツヘシ
第１７条　司法代書人ハ其ノ所屬地方裁判所每ニ司法代書人會ヲ設立スヘシ
第１８条　司法代書人會ハ所屬地方裁判所検事正ノ監督ヲ受ク

はじめに
　千葉司法書士会創立１００周年おめでとうございます。その１００周年を記念する会報特別号に執筆させてい
ただく機会をいただき誠に光栄に存じます。
　このような機会をいただいたのは、私が、日本司法書士会連合会（日司連）が編纂された司法書士制度の歴史
である『日本司法書士史－明治・大正・昭和戦前編』（１９８１年、以下『戦前編』と称させていただきます）及び『日
本司法書士史－昭和戦後編』（２０１１年、以下『戦後編』と称させていただきます）の編纂をお手伝いさせてい
ただいたことで司法書士制度の歴史について勉強させていただくことになったご縁でのことと承知しています。
　そのような私にとって、１００周年をお祝いする術は、歴史を振り返ることで、会員の皆様に１００周年の
意義をお考えいただくことをいくらかなりともお手伝いすることではないかという思いで寄稿させていただくこ
とにいたしました。その際、千葉会との関連で脳裏に浮かんでいましたのは、１９６４（昭和３９）年に、日司
連法改正専門委員会が提出した「改正司法書士法」案を内容とする「答申案」でした（その全文は、『戦後編』１
２５１頁以下に収録されています）。
　と申しますのも、この法改正専門委員会の委員長を務められ、答申案の解説を執筆されたのが、後に千葉会の
会長も務められた真崎龍一氏であったからです。しかも、この改正案の内容は、後に紹介するように、その後の
法改正によって次々に現実化するという極めて先見性・先進性に富んだ内容であり、半世紀余を経た２０１９（令
和元）年の法改正による使命規定の創設は、あらためて真崎答申案の先見性・先進性を想起させてくれるもので
した。
　ということで、創設１００年を迎えられたこの機会に、前述の『日本司法書士史』二編に依拠し、可能な範囲
で司法書士制度の歴史を振り返りながら、真崎答申案の内容をも紹介し、その意義を司法書士制度の展開との関
係で考えてみたいと思います。
　なお、引用に当たっては、旧漢字を新漢字に改めている場合があります。

司法代書人法成立の意味　　
　会長の「ご挨拶」にあるように、１９１９（大正８）年に、司法代書人法が成立するまでには、全国的に法律
の制定を求める請願運動が繰り広げられていました。その模様を伝える『法律新聞』１０２５号（大正４年７月
２０日）２頁（『戦前編』資料編３３４頁）によれば、「全国の代書人中棋界廓清に志あるもの、明治四十五年春
東京市に於て此挙を唱道し、爾後全国に其運動を開始し」たということです。
　そして、１９１３（大正元）末に召集された第３０帝国議会から司法代書人法が成立した第４１帝国議会（大
正７年１２月２７日－８年３月２６日）までの毎議会に請願が提出されることになり、１９１５（大正４）年５
月に召集された第３６帝国議会からは、請願が採択されることになりました。議事録で明らかにされているとこ
ろでは、千葉からも、毎回同一の代表者６名外から請願が提出されていました。代表者は、いずれも裁判所構内
で業務を行うことを認可されていた、いわゆる構内代書人でした。歴史的事実ですので、各請願の代表者の記載
がある第４０帝国議会（大正６年１２月２５日－７年３月２７日）の議事録から紹介すると以下の方々でした（『戦
前編』資料編１２４頁）。
　千葉郡千葉町千葉　　　　千葉地方裁判所認可代書人　足立重次郎外４名
　君津郡木更津町木更津　　千葉区裁判所木更津出張所認可代書人　永田喜一郎外１名
　長生郡一宮町　　　　　　千葉区裁判所一宮出張所認可代書人　山形伊太郎外１０名

第１９条　司法代書人會ハ其ノ會則ヲ定メ所屬地方裁判所檢事正ヲ經テ司法大臣ノ認可ヲ受クヘシ
第２０条　司法代書人ハ所屬司法代書人會ノ會則ヲ遵守スヘシ
第２１条　司法代書人ハ司法代書人會ニ加入シタル後ニ非サレハ職務ヲ行フコト得ス
第２２条　司法代書人ニシテ本法又ハ司法代書人會會則ニ違反シタル所爲アルトキハ司法代書人會ハ懲戒ヲ求ム

ル爲所屬地方裁判所検事正ニ申告スヘシ
第２３条　地方裁判所檢事正ハ司法代書人會ノ申告ニ依リ又ハ職權ヲ以テ懲戒委員會ノ審査ヲ要求スへシ但シ職

權ヲ以テスルトキハ司法代書人會ニ通知スへシ
第２４条　司法代書人ニ對スル懲戒事件ニ付テハ管轄地方裁判所ニ於テ懲戒委員會ヲ開クヘシ
第２５条　司法代書人ノ懲戒處分ハ左ノ四種トス
　　　　　一　譴責
　　　　　二　百圓以下ノ過料
　　　　　三　一年以下ノ停職
　　　　　四　除名
第２６条　懲戒處分ニ付テハ文官懲戒令中判任官ニ關スル規定ヲ準用ス
　　附則　現在ノ代書人ニシテ裁判所ノ認可ヲ經タル者ハ本法施行ノ日ヨリ六十日以内ニ司法代書人名簿ニ登錄

ヲ請フトキハ試驗又ハ銓衡ヲ要セスシテ司法代書人タルコトヲ得

　ところが、成立した司法代書人法は、わずか１１条の法律になってしまいました。その落差が、その後の展開
に影を落とすことになりましたので、その全容も確認しておけば、以下の通りです（『戦前編』資料編３２頁以下）。
　第１条　本法ニ於テ司法代書人ト穪スルハ他人ノ囑託ヲ受ケ裁判所及検事局ニ提出スヘキ書類ノ作製ヲ爲スヲ

業トスル者ヲ謂フ
　第２条　司法代書人ハ地方裁判所ノ所屬トス
　第３条　司法代書人ハ地方裁判所長ノ監督ヲ受ク
　　　　地方裁判所長ハ區裁判所判事ヲシテ司法代書人ニ對スル監督事務ヲ取扱ハシムルコトヲ得
　第４条　司法代書人タルニハ所屬地方裁判所長ノ認可ヲ受クルコトヲ要ス
　第５条　司法代書人ハ地方裁判所長ノ定ムル書記料ヲ受ク
　第６条　司法代書人ハ事務所ヲ設ケ地方裁判所長ノ認可ヲ受クルコトヲ要ス
　第７条　司法代書人ハ正當ノ事由アルニ非サレハ囑託ヲ拒ムコトヲ得ス
　第８条　司法代書人ハ當事者ノー方ノ囑託ニ依リテ取扱ヒタル事件ニ付相手方ノ爲ニ書類ノ作製ヲ爲スコトヲ

得ス
　第９条　司法代書人ハ其ノ業務ノ範圍ヲ超エテ他人間ノ訴訟其ノ他ノ事件ニ關與スルコトヲ得ス
第１０条　司法代書人ハ其ノ取扱ヒタル事件ヲ漏泄スルコトヲ得ス但シ裁判又ハ検事局ニ於テ訊問ヲ受ケタル場

合ハ此ノ限ニ在ラス
第１１条　司法代書人其ノ業務上ノ義務ニ違反シタルトキ又ハ品位ヲ失墜スヘキ行爲ヲ爲シタルトキハ地方裁判

所長ハ司法大臣ノ認可ラ受ケ左ニ揭クル處分ヲ爲スコトヲ得
　　　　　一　業務ノ禁止又ハ停止
　　　　　二　五百圓以下ノ過料
　　　　非訟事件手續法第二百八條ノ規定ハ前項ノ過料ノ處分ニ付之ヲ準用ス

　以上のように、成立法による業務は、裁判所及び検事局に提出する司法関係「文書ノ作成」（案１条）ではなく
形式的・機械的な「代書」を意味すると考えられる「書類ノ作製」（１条）と規定され、「司法代書人試驗」（案２条２号）
は採用されず、裁判所の認可を受け（４条）、監督され（３条）業務を行うことになっていました。資格要件につ
いての規定（案４条）がなくなっていただけではなく、非司法代書人の取締規定（案１２条）も、司法代書人名
簿への登録（案１３条以下）もなくなっていました。司法代書人会については、そもそも規定が存在せず、強制
設立（案１７条）、強制加入（案２１条）もなくなっていました。当然、司法代書人会の懲戒申告権もありません（案
２３条）。
　司法代書人法には、司法代書人会についての根拠規定がなくなりましたが、通例は各地方裁判所ごとに制定し
ていた「司法代書人監督規程」に任意設立を許容する規定が置かれているようでしたので、千葉地方裁判所が制
定したものは確認できていませんが、千葉においても同様であったと考えられます。
　いずれにせよ、『戦前編』の指摘するところによれば、この司法代書人法は、「『代書』という基本的性格を再確
認した上で、取締法として再構成した」にすぎなかった（３２２頁）ということであり、「大正八年体制」（『戦後編』
２０頁）と称される司法代書人に対する監督体制を形成したということになりました。それゆえ、それ以後の司
法代書人・司法書士の歴史は、司法書士の法律家としての実態に即した法制度の確立を求め、この「大正八年体制」
を打破するための闘いからはじまる歴史であったということになります。
　ということで、法改正運動は、司法代書人法施行直後からはじまりましたが、太平洋戦争敗戦後の日本国憲法
の制定までに実現した法改正は、１９３５（昭和１０）年の「司法代書人」から「司法書士」への名称変更のみでした。

強制会化までの戦後法改正の歩み
　ですから、日本国憲法制定後（戦後）の法改正要求では、当初、事態を一気に変えようという提案が表明され
ることにもなりました。
　例えば、「日本司法書士連合会」が、１９４９（昭和２４）年４月にまとめた「司法書士法改正についての希望
上申の件」の第１項では、第１条の書類の作成に関連して、「書類の内容の調査整備及事件の判断を為し並に書類
の作成の相談に応じることができる」ことを明らかにすることを求めていました（『戦後編』１１８５頁）。そして、
同年１０月に法務総裁に提出した「司法書士法改正希望事項」では、司法書士の業務を、「他人の嘱託を受けて、
訴訟事件及び非訟事件につき、裁判所、検察庁、法務局又は地方法務局に提出すべき書類を立案、調査、作成、
整理し、書類の提出及び非訟事件の申請を代理し、又は其の他之に附随する事務を行うを業とする者を言う。」と
定義しようとしました（『戦後編』１１９６頁）。
　さらに、改正への議論の過程では、名称変更や試験制度の導入なども主張され、資格要件としての司法関係職
務の経験年数も１０年を要求したりもしていました。司法書士会は、強制設立・加入とし、法人化し、会員の除
名決議権限を認めることなども主張され、その他にも、紛議調停制度の創設などについての提案も行われていま
した。
　当時の業務の実情に即した具体的な内容を条文化し、業務の「『代書性』を除去」し、「法律家としての書類作
成権限である」（『戦後編』３８頁）ことを明確にしようとしたものと考えられますが、それは、１９１９年の司
法代書人法制定に当たって、請願委員会の用意した法案が目指した内容に近いものであったともいってよいでしょ
う。
　しかし、１９５０（昭和２５）年５月２日になって成立し、７月１日から施行された全面改正法は、政府の消

極的対応から議員立法の道を選択せざるを得なかったことなどから、妥協を強いられ、当初の改正要求からは、
大きく後退した内容になってしまいました。
　第１条が事態を象徴していたと言ってよいでしょう。具体的には、「司法書士は、他人の嘱託を受けて、その者
が裁判所、検察庁又は法務局若しくは地方法務局に提出する書類を代つて作成することを業とする。」と規定され
ました。「書類作成」に限定されただけでなく、「代つて作成する」という「代書」を連想させる文言が挿入され
ることにもなりました。その上、２項では、「前項の書類であっても他の法律において制限されているものについ
ては、その業務を行うことができない。」ことにしていました。
　さらに、試験制度の導入は見送られて認可制度が維持されただけでなく、資格要件としての司法関係職務の経
験年数も３年とされ（第２条１号）、しかもそのような者と「同等以上の教養及び学力を有する者」にまで広げて
いました（第２条２号）。すなわち、資格要件は、有っても無いに等しいということでした。また、報酬自主権は
認められず（第７条）、司法書士会は、任意設立、任意加入とされました（第１４－１７条）。非司法書士の取締
規定は設けられましたが（第１９条）、「他の法律に別段の定がある場合又は正當の業務に附随して行う場合は、
この限りでない。」との但書が規定されていました。
　こうして成立した改正法は、およそ「大正八年体制」の打破にはほど遠い内容でした。ということで、同時に
施行された司法書士法施行規則が旧法的監督規定を残していたこともあり、成立したばかりの改正法に対する改
正要求が噴出することにもなりました。
　そして、やはり議員立法で、最少限度の再度の改正が、１年後に施行されることになりました。その主な内容は、
報酬を司法書士会の会則事項とすることで、報酬自主権を認めさせたことと、非司法書士取締規定（第１９条）の「但
書」の削除でしかありませんでした。ですから、当初からの制度要求が充たされることになったわけではなく、
継続的な課題であり続けました。
　そのような中で次に実現したのが、１９５６（昭和３１）年の司法書士会の強制設立・加入制度でした。この
法改正の内容自体は、早くからの要求でしたから、要求の実現として積極的に評価できそうでもあります。とこ
ろが、実相は、異なっていました。そもそもは、１９５０年の全面改正により規定された資格要件が、前述もし
たように、無いに等しい内容であり、その運用に、次のような法務府民事局長の通達が出されていました（１９
５０年６月２０日・『戦後編』１５５頁）。
　司法書士の認可の申請があったときは、「認可申請人に司法書士法所定の資格があり、且つその者がその業務に
耐えうる程度の健康状態である限りは、これを認可すべく、管轄区域内における司法書士業務の繁簡その他の事
情を考慮すべきでないこと。」というのでした。
　その結果、連合会で調査したところによれば、１９４９年６月３０日の全国の司法書士の人員は、６３４８人
であり、因みに千葉の人員は、９５人でした（『戦後編』１２３８－１２３９頁）が、１９５０年１２月３１日に
なると、全国では、６７５４人になり、千葉では１０５人（『戦後編』１２３７－１２３８頁）、強制会が創設さ
れた直後の１９５６年１２月末には、法務省民事局の調査によれば、全国で１２３９２人、千葉が２０９人になっ
ていました（『戦後編』２８２－２８３頁）。短期間での急激な増加であり、当局による「大量認可」が行われた
結果だと考えられていました（『戦後編』１５４頁以下参照）。
　そのことで、どのような事態が生じたかですが、具体的な数字となって現れたのは、司法書士会の非会員率の
激増でした。後に、強制会への法改正を審議していた衆議院法務委員会で明らかにされたところでは、全国で「非
会員が四三五八、会員が八三九五で、半数強の非会員がございます」（『戦後編』２２７頁）。もう少し早い時点で
深刻な事態になっていたのは東京であり、東京法務局長の発言によれば、新法施行時点で、東京の司法書士の総

数は、１９８人で、うち司法書士会の会員が、１６０人だったものが、１９５３年５月末現在には、司法書士の
総数が、１４８４人になり、会員は、わずか２１０人で、非会員率が８５．８％だったとされています（『戦後編』
１５８頁）。法務省民事局の調査によるほぼ同時期の６月末現在の千葉も含む関東甲信越駿１１局管内の非会員
率は、５３．８％とされています（『戦後編』同前）。
　そして、この激増した非会員は、「会の指導、連絡等とは無縁の存在」であり、「司法書士の総体としての力量
を低下させたから、補正を要する不備な登記申請書類を激増させ、事務渋滞をまねく原因」（『戦後編』１５８－
１５９頁）になりました。
　ということで、当局は、前述したような認可方針を改め、「資格の有無は、原則として試験により判定する」こ
とにせざるを得ないということになりましたが、それだけではなく「司法書士の業務の公正を期するために」、「司
法書士会を強化し、その健全な運営を図ること」にするという法務省民事局長の通達を出すことにもなりました
（『戦後編』１５９－１６０頁）。
　要は、司法書士会による指導・連絡等によって、司法書士業務の質の向上、維持を図ろうということで、その
ために必要な制度的担保として、強制会制度を実現しようということでした。
　以上のような経緯から、当局主導で実現したのが、１９５６（昭和３１）年の法改正による強制会制度でした。
具体的には、次のように改正されました。
　旧第１４条「司法書士は、法務局又は地方法務局の管轄区域ごとに、会則を定めて、司法書士会を設立するこ

とができる。」
　新第１４条「司法書士は、その事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域ごとに、会則を定

めて、一箇の司法書士会を設立しなければならない。」
　さらに、合わせて連合会についても次のように改正しました。
　旧第１７条「司法書士会は、共同して特定の事項を行うため、会則を定めて、全国を単位とする司法書士会連

合会を設立することができる。」
　新第１７条「司法書士会は、会則を定めて、全国を通じて一箇の司法書士会連合会を設立しなければならない。」
　その上、第１７条第２項に連合会の目的についての次のような規定を付け加えました。「司法書士会連合会は、
司法書士の品位を保持し、その業務の改善進歩を図るため、司法書士会及びその会員の指導及び連絡に関する事
務を行うことを目的とする。」
　また、質の向上という点でも、第２条１号の資格要件としての司法関係職務の経験年数を３年から５年に引き
上げ、第４条の認可方法についても、「管轄する法務局又は地方法務局の長の認可を受けなければならない。」となっ
ていたところを「管轄する法務局又は地方法務局の長の選考によつてする認可を受けなければならない。」と改正
し、全国統一の選考試験を実施することにしました（『戦後編』２８５頁以下参照）。
　
真崎答申案の登場　
　強制会制度の成立にいたる経緯はともかくとして、前述したように単位司法書士会の強制設立・加入自体は、
司法代書人法制定以前からの悲願であり（『戦前編』３１０頁参照）、１９５０年の改正に際しても達成できなかっ
た要求でした。しかも、必ずしも従前の改正要求にはなっていなかった連合会の強制設立も実現することになり
ました。それは、改正の目的が、全国的な司法書士会による指導・連絡等ということであり、全国的な組織化が
不可欠と判断されたからと考えられますが、そのことで、会の目的を実現するための組織体制の整備、会活動の
活発化を促し、制度発展の基盤を用意することになったのは間違いありません。

　ということになれば、あらためて法改正の実現が組織的な課題として浮上してくるのは、必然でした。強制会
成立直後には、「登記簿と台帳の一元化」という大問題の解決が迫られており少し間は開きましたが、１９５９（昭
和３４）３月に開催された第１１回臨時総会になって法改正問題が本格的に議論されることになりました（『戦後
編』２７９頁）。具体的には、司法書士の資格、認可、国家試験等について議論があったということですが、さら
に研究が必要ということで継続審議になっていました。
　翌１９６０（昭和３５）年７月に開催された第１２回定時総会では、「法令あるいはその他の重要問題の調査・
研究」等にあたる委員会の設置が承認され、１１月になって三つの分科会からなる特別委員会として発足しまし
たが、その第二分科会が、「司法書士の認可および業務の確立について」と「右に関連する事案の調査研究」を担
当することになり、その後の法改正論議を中心的に担っていくことになりました。
　そして、この第二分科会の委員として指名されたのが、当時千葉支部長であり、千葉司法書士会の綱紀委員会
委員長であった真崎真一氏でした（『戦後編』３０２頁）。
　この第二分科会は、１９６２年９月に開催された第１４回定時総会までには、「司法書士法改正案要綱」及び「要
綱」に沿った「司法書士法改正案」を作成し、各単位会に送付していました。
　その主な内容を要綱と条文案とを合わせて以下に紹介しておきたいと思います（『戦後編』３１７頁以下、３２
３頁以下）。
　要綱一　司法書士本来の社会的使命を冒頭に表示すること
　　　　　条文は用意されていない
　要綱二　職域の拡張を図ること
　　　　　第一条を「司法書士は他人の嘱託を受けてその者が裁判所検察庁又は法務局若しくは地方法務局（そ

の他法務省令による官庁）に提出する書類を（作成し又は代理手続きを）代つて作成することを業と
する。」と、（　）内を加え、取り消し線部分を削る。

　要綱三　司法書士の資格を引上げること
　　　　　第二条の司法関係職務の経験年数を「五年以上」から「十年以上」に
　要綱四　欠格事由の緩和を考えること
　　　　　第三条の欠格事由発生後の経過期間を「二年」から「五年」と延長する
　要綱五　認可制を改め国家試験制にすること
　要綱六　司法書士の義務的条文の緩和及び行政処分権を改めること
　要綱七　司法書士会々則の改正
　　　　　１　報酬規定を削除すること
　　　　　２　司法書士会を法人化すること
　　　　　並に連合会の強化を考えること
　　　　　第１４条の２に、「司法書士会は法人とする」と規定する。
　　　　　第１５条の２を、「司法書士会の会則を定め又はこれを変更するには司法書士会連合会の承認を受け

法務大臣に通知しなければならない」と改正する。　
　要綱八　修習制度を設けること並に補助者の資格を引上げること
　　　　　第４条の２として、「一定期間実務の修習をしなければ、事務所を設けることが出来ない」と規定する。
　要綱九　司法書士の名称を変更すること
　　　　　「法務士」と改正する。　　

　要綱十　司法書士法施行規則の改廃
　
　以上の内容は、基本的には、「現行法を基礎として、研究したもの」（『戦後編』３２４頁）ということで、試験
制度や法人化などの従前からの課題をあらためて整理したという性格が強く、使命規定は成文を得ていませんし、
なお漸進的な内容にとどまっていたということでしょう。
　そのような経緯を経て、第１４回定時総会後の１９６２年１０月に開催された第１回理事会は、組織体制の整
備を行い、それまでの分科会を専門委員会と改名し、その一つとして「法改正専門委員会」を設置することにな
りました。そして、その委員長に指名されたのが、真崎龍一氏でした。真崎氏の委員長としての活躍の様子につ
いては、本会報３４号（１９７８年１１月）のインタビュー記事「猛虎健在－真崎龍一氏法改正を語る」に詳細
に紹介されており、私もかって２度ほど紹介させていただいたことがあります（月報司法書士２００４年１１月
号８８－８９頁、２００５年２月号７２－７３頁）。ということで、本稿では、その検討内容について紹介させて
もらうことにしたいと思います。
　委員会は、１１月２７日に第１回の委員会を開催し、精力的に検討を続け、発足後の最初の１９６３年６月に
開催された第１５回定時総会には、まだ半年余の期間であり、同時に発足した他の専門委員会からの報告はなかっ
たにもかかわらず、この委員会のみは改正法案についての本格的な中間報告を行っていたということです。その
要点は、以下のような内容でした（『戦後編』３３４頁）。
　一　改正法案第３条第１項第１号に「・・・に提出する書類を作成すること、及び申請申し立て異議の申し立

て又は訴訟を除いてその他の事項を代理する」とし、同条同項第２号に「前号に規定する業務につき相談
に応ずること」と定める。

　二　国家試験制度への転換　司法書士の業務は、高度な法律知識を要するが、未だに非常に低い程度の＂代書
＂という観念で見られていることは非常に残念である。このためにも、現在の認可制度を国家試験制度に
換えるべきものと考える。

　三　司法書士の「＂社会的使命＂および＂職責の理念＂」を法文の冒頭に掲げる。

　中間報告とはいえ、過去の蓄積を参照しながらも、それにとどまらない意欲的な提案を期待できる内容になっ
ていました。明確に「＂代書＂という観念」からの脱却を意識した制度的方策として国家試験制度を位置づけて
いましたし、その必要性の基礎となる「＂社会的使命＂および＂職責の理念＂」を明文化しようということでした。
そして、その基礎の上に、「相談」を含む実態に即した業務内容の条文上の拡張を志向していたからです。
　ところで、この委員会が活動を開始した１９６２年１１月という時期は、直前に司法制度の改革を目指した「臨
時司法制度調査会」（臨司）が内閣に設置され、調査審議を開始していました。この臨司は、司法書士の簡裁代理
権獲得につながった１９９９年に設置された「司法制度改革審議会」と対比される存在でした。直接的には、訴
訟遅延の深刻化、法曹志望者の減少などを契機とした動きでしたが、そのような実情は、１９６４年８月になっ
て公表された、その「意見書」によれば、以下のように指摘されていました。
　「簡易裁判所の所在地はもちろんのこと、地方裁判所の支部の所在地においてすら、弁護士の事務所のない事例
が数多く存在」（７７頁）し、「司法書士が、ある面では、事実上いわゆる事務弁護士的機能を果たしているが、
これらの国民生活における法律的処理を要する面の需要に対して、弁護士がいかなる役割を果たすべきかの問題
がある。また、国民の日常生活の法律的処理の面において、いわゆる三百代言のばっこ、暴力団の介入が顕著で
あるといわれている」（８０頁）、「民事訴訟においては、弁護士が代理人とならないいわゆる本人訴訟が多く、地

方裁判所においてさえ、当事者双方につき弁護士が代理人となっている事件は、通常第一審訴訟事件のわずか四
〇パーセント弱であり、これが訴訟の適正円滑な処理にとって大きな妨げになっている」（８０頁）。
　委員会は、この機会を積極的に生かしていくべきと考えたということだったと思われますが、その前提には、
司法書士制度の将来への危機感もあったと思われます。委員会の「答申案」（その全文は、前述もしましたが『戦
後編』１２５１頁以下に収録されています。以下、「真崎答申案」あるいは「真崎改正案」と呼びます。）は、臨司の「意
見書」よりも早く、１９６４年４月に提出されたましたが、その冒頭では、弁護士はじめ隣接他士業との関係を
考えれば、「われ等司法書士の行方は真に憂うべきものとの感を深くする」とし、「現行司法書士制度のこの脆弱を、
如何にして打開するか、職域の拡張をいづれに求むるのか、地位の向上、組織団体のありかた等を思念して審議
を続行し」、「法改正の実現が緊急の要務であることを考え、兎角の批判の生ずることも已むをえない仕儀とこの
案をもって、答申することにした」としていました。
　その思いは、当時の司法書士法の条文数２３条に比してはもちろん、その後数度の改正を経た現行法でさえ、
その条文数が９５条であるにもかかわらず、真崎改正案は１０３条に及んでいたことに象徴されていたかもしれ
ません。もちろん、条文数は内容を反映したものであり、過去に類似の案の示された条項も含まれているものの、
全体としてみれば、従前の改正案にはなかった「制度の充実・発展を図ろうとする意欲にみちた労作ということ
ができる」（『戦後編』３７３頁）「先見性に富んだ、また先進的なものである」（『戦後編』３７４頁）ということ
でした。
　その主な内容を、真崎改正案の章あるいは条数とその後の法改正が実現した改正年がわかるように各事項の末
尾に（　）で示して列挙すれば以下のようになります。
　①　司法書士会・連合会の法人化（第５３条第３項・第６７条第３項、１９６７（昭和４２）年法改正）　
　②　使命・職責理念・業務規定（第１条・第２条・第３条、１９７８（昭和５３）年・２０１９（令和元）年法改正）
　③　国家資格の創設・国家試験制度の導入（第２章・第３章、１９７８（昭和５３）年法改正）
　④　国家試験科目に憲法を入れる（第９条・第１０条、２００２（平成１４）年法改正）　
　⑤　登録事務の連合会への移譲等（第４章、１９８５（昭和６０）年法改正）
　⑥　簡易裁判所事件の訴訟代理（第３条第２項、２００２（平成１４）年法改正）
　⑦　紛議の調停（第６３条、２００２（平成１４）年法改正）
　⑧　自主懲戒権等（第９章・第１０章）

　以上のように、その内容は半世紀以上の時を経て、ほぼ実現することになっています。しかし、そのことが、
公表当時は、「時期尚早として容易に受けいれられない原因となったことも、否定できないようにも考えられる」
（『戦後編』３７４頁）ということで、提出直後の１９６７年６月に開催された第１７回定時総会では、「本答申
案は現司法書士法に比し非常に高度な法案となっているので、本答申案に対する各単位会の意見を広く徴し理事
会において慎重審議して、その具体的実現を漸進的に図ってゆく」との執行部の見解が示され、了承されること
になりました（『戦後編』３７５頁）。
　強制会制度の実現を基礎に、一気に「大正八年体制」からの脱却を図ろうとした真崎答申案は、またしてもと
りあえずは挫折の憂き目に遭うことになりましたが、その方向性の正当性は、時間が証明することになりました。
そしてその多くの事項の実現の経緯は、真崎答申案以前の歴史をも含めての、司法書士制度発展の苦闘の歴史そ
のものであったといってよいでしょう。
　ということで、真崎答申案の前述した主要な内容について、ごく手短にではありますがその実現の経緯を確認

しておくことにしたいと思います。

司法書士会の法人化　　　
　まず、最初に実現することになったのは、真崎改正案第５３条第３項「司法書士会は法人とする。」でした。真
崎答申案を受けた日司連総会・理事会は、前述もしたように全体の立法化についての要求は時期尚早としたもの
の、法人化と国家試験の実現を当面の具体的目標することになりました（『戦後編』３７５頁）。
　とはいえ、国家試験化はそう簡単に実現できる課題ではありませんでした。それに対して、強制会化が実現し、
組織体制が整備され、活動が活発化していた司法書士会を法人化することにさほどの困難は無かったと思われま
す。また、強制会化した司法書士会の基盤をさらに強化するために法人化は不可欠の要素でもあったということ
でしょう。
　現に、真崎答申案と相前後して、司法書士会館の建設が本格的に議論されることになり１９６７（昭和４２）
年の改正により法人化が実現した（第１４条第３項・第１７条の３）翌１９６８年には、会館用地を取得し、１
９７０年３月には、旧司法書士会館が完成しました（会館建設の経緯の詳細については『戦後編』９７５頁以下
参照）。
　それにしても、法人化へは、実に長い道のりでした。前述した帝国議会衆議院請願委員会が起草した司法代書
人法案は、各単位司法代書人会の強制設立・強制加入を規定していました（『戦前編』３１０頁）が、成立した司
法代書人法は、前述したように司法書士会についてさえ規定せず、任意会の設立についても各地裁ごとの監督規
程に委ねていましたから、およそ法人化といったことは想定されていませんでした。
　ようやくこれも前述した日本国憲法制定後の法改正要求で、あらためて各単位司法書士会の強制会化を主張す
ることになりましたが、その際には合わせて法人化も主張することになりました（例えば、『戦後編』１１９０頁）。
強制会化した司法書士会の基盤を確固たるものにするためには法人化が必要と考えられたということでしょう。
　しかし、このときも、法案提出準備の最終盤までは、司法書士会の強制会化は維持されましたが、法人化は法
案化されないことになっていました（『戦後編』１２２０頁）。しかも、当時は、連合軍の占領下でしたから、法
案について連合軍総司令部（ＧＨＱ）の了解を取り付ける必要があり、その審査を経た国会提出法案では、司法
書士会は、司法書士会連合会も合わせて任意会としての設立が認められただけに終わり、法人化も実現しません
でした（『戦後編』８８頁以下参照）。
　ということで、ようやく、１９５６年に強制会化が実現し、法人化への基盤ができることになったと考えられ
ます。現に１９５６年の法改正で強制会が実現し、１９６２年に真崎氏が一員となった分科会が用意した前述の
要綱や真崎改正案が、法人化をあらためて主張することになっており、当時最も現実的な改正要求であったと考
えられます。
　ということで、法人化は、１９６７年に実現することになりましたが、国家試験化は、法人化と同時に実現す
ることにはなりませんでした。しかし、その１９６７年の法改正に際して衆議院法務委員会は、「司法書士の試験
制度も、土地家屋調査士と同様に、国家試験を採用するよう努力を致すこと」という附帯決議を行うことになり
ました。
　なお、真崎改正案では、連合会についても法人化するということだけでなく「司法書士会連合会」から司法書
士と司法書士会を会員とする「日本司法書士連合会」とすることも提案されていました（第６７条）。また、「地
区司法書士会協議会」の任意設立を法定しようとしていました（第６６条）。しかし、連合会の名称は変更されま
せんでしたし、組織編成の変更もありませんでした。また、「地区司法書士会協議会」の法定にも至りませんでした。

１９７８年法改正へ　
　次に、国家試験化がどうなったかを確認しておきたいと思いますが、資格制度及び登録制度と一体となる国家
試験制度の導入も、司法代書人法制定以前からの課題であり、さすがに、附帯決議の翌１９６８年６月の連合会
の総会で、「国家試験移行対策委員会」の設置が決定されました。しかし、事態はそう簡単には動きませんでした。
その主な理由は、何故そうだったのかまでは明確ではありませんでしたが、「実は、法務当局の対応がきわめて消
極かつ冷淡であり、国家試験の推進を躊躇せざるを得なかったことが異常な経過の真相であった」ということで
あり、「国家試験実現への道はその当初から逆風の中を踏み出し、その後もつねに嵐の中を闘い抜き、遂に画期的
成果に達したことを銘記しなければならない」とされています（『戦後編』１０４０頁）。
　とはいえ、国家試験化自体が多くの検討課題を内包していただけでなく、司法書士制度のあり方の根本に関わ
る多岐で広範囲にわたる課題と関わっていたことも影響していたと考えられます。
　全面改正を目指した真崎答申案も、「まず司法書士の果すべき役割、その他司法書士制度の意義につき、基本的
な考え方を決める必要がある」として、「司法書士が依頼者の要請に基きその業務に従事するに当っては、官庁業
務の適正な運営のために、社会正義を実現することを旨とし、社会秩序が維持されるよう念願し、法規業務の専
門家としての見識ある判断を加えるという形において、その業務は遂行されなければならない。このような司法
書士の公共的な立場を明らかにして、司法書士の自覚を高める趣旨を、一層明確にする意味で、司法書士の使命
及び職責の理念という形をとり、このことにつき、改正案において冒頭に規定することが適当である」という認
識の下に試験制度も位置づけていました。
　すなわち、「改正案は司法書士の地位の向上とその確立及び国家並国民的要望を考慮して司法書士の職域の拡大
を図った。これがため、今後この拡大された業務を遂行するには、現在より高度の法律知識並びに専門実務家と
して、その業務に精通することを期待されることは云うまでもない。この要請から、試験科目その他の事項を検
討して、司法書士試験を行うことにした」ということですし（『戦後編』１２５４頁）、試験に合格し「司法書士
となる資格を有する者がその業務を開始するには登録を為すことにし」、「あくまでも自主性尊重の点から、日司
連において取扱うことに決定した」（『戦後編』１２５５頁）ということでした。
　それは、最終的に「真に自主独立を完了する」ために法務局長または地方法務局長が、「司法書士に対して場合
によりその認可を取消し或は懲戒処分を与える権能を有する。このことは、いつまでもこのままでおくことは、
あまりにも司法書士の無力を表明するのみならず、時代錯誤の規定というも過言ではあるまい。改正案において
は法務局のかかる羈絆の一切を脱することにした」として、「この監督権を行使するものは司法書士会であり、日
本司法書士連合会である」としていました（『戦後編』１２５６頁）。
　すなわち、前述した「代書」的規定、「大正八年体制」からの脱却であり、前述の②③④⑤⑧の項目を、密接に
関連する一体のものとして用意したと考えられるものでした。
　しかし、そのような問題の性格は、その後の展開に影響を及ぼすことにもなりました。全体を一括して改正の
課題にするということが、法務当局の対応姿勢も合わせ考えたときに、果たして現実的な方策なのかどうか議論
にならざるを得ませんでした。具体的には、「もっぱら国家試験制度一本にしぼっての法改正」か「国家試験制度
と専門性の確立とは密接に関連しており、目的・職責等を明確にする法改正」かの対立となって現れました（『戦
後編』１０４３頁）。
　そして、基本的に後者の立場にたってその議論の方向性に大きな影響を与え、「法改正に大きな貢献をしたと評
価できる」（『戦後編』４６８頁）とされたのが、後に詳しくは触れますが、１９７６年１１月末になって全国青

年司法書士連絡協議会（全青司）がまとめた「司法書士法改正要綱試案」であり、真崎答申案とも基本的に通底
する内容でした。その結果、個々には直ちに必ずしも十分な内容になったわけではないものの基本的な方向にお
いては真崎答申案に沿った内容の法改正が、１９７８年以降順次実現することになったといってよいでしょう。
　そこで、法人化以外の真崎答申案の主な項目のその後の展開を、各項目相互の関連をも意識しながら確認して
おきたいと思います。

使命・職責規定の創設
　まず、全面改正に当たっての根本問題と位置づけられることになった基本的性格に関わる項目についてから見
ていきたいと思います。そもそも司法書士法は、日本国憲法施行後に全面改正されたにもかかわらず、他の弁護
士法等の士業法が備えることになっていた使命や職責といった規定が用意されていませんでした。それだけでな
く、それまでの法制定、法改正の経緯の中でも、業務内容を中心とする「定義」規定が提案されたことはありま
したが、使命や職責といった規定が話題になったことはありませんでした。いずれにせよ、これらの規定創設の
意図は、「代書」との明確な決別であり、「法律家」としての確固たる地位の確立でした。
　ということで、真崎答申案が前述のような位置づけの下で、用意した基本的性格に関わる「使命」と「職責の理念」
に関する規定の案を確認しておくと次の通りです。
（使命）
　第１条　司法書士は、保障を受けようとする私権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。
　　　　２　司法書士は、前項の使命に基づき、誠実にその業務を行い、権利の行使又は義務の履行が適正に実

現し、社会秩序が維持されるよう業務の上に努力しなければならない。
（職責の理念）
　第２条　司法書士は、常に、教養を深め、かつ、品位を保持し、業務に関する法令並びに事務に精通しなけれ

ばならない。

　その意味をあらためて真崎答申案の解説によって確認するならば、「社会正義を実現することを旨とし、社会秩
序が維持されるよう念願し、法規業務の専門家としての見識ある判断を加える」ということで、その業務は遂行
されなければならないという趣旨を、一層明確にする意味があるとされています。すなわち、限定された範囲で
はあれ、「法規業務の専門家」として、すなわち「法律家」として、その業務を遂行することを明確にしようとし
たということでしょう。
　もちろん、１９７８年法改正へ向けての紆余曲折は、当初はともかくも国家試験化の実現を第一義とする展開
にも見えたのですが、前述のように１９７６年１１月末に全青司がまとめた「司法書士法改正要綱試案」（要綱試
案）が、司法書士を法律家として明確に位置づける職責規定の創設を強く主張することになり、法改正の方向性
について流れを変えた転換点だったといわれています。そこで示された「司法書士の職責」は以下のような内容
でした（『戦後編』９１６頁）。
①　司法書士は、私権を擁護し、取引の安全と各種登記の実体的真正の確保につとめ、社会秩序の維持に寄与し
なければならない。

②　司法書士は、常に、教養を深め、品位を陶冶し、職務に関する法令及び事務に精通するよう努めなければな
らない。

　その内容は、もちろん完全に一致しているわけではありませんが、真崎答申案の「使命」規定（第１条）と「職
責の理念」規定（第２条）に近似していたことがわかります。核心である「私権を擁護」と「社会秩序維持」は、
共通ですし、要綱試案①の「取引の安全と各種登記の実体的真正の確保」は、真崎改正案第１条第２項の「権利
の行使又は義務の履行が適正に実現」を職務内容に即して具体化したと解釈できます。
　この全青司の要綱試案が、連合会の「とりあえず国家試験制度の実現を図ることこそが、二兎を追って一兎す
らも逸するよりは賢明である」とした基本方針を軌道修正させることになり、１９７７年２月半ばに「法改正（使命・
目的）専門理事会」を設置させ、具体案を策定させることになりました（『戦後編』１０６５頁）。
　その策定作業は、法務省との折衝の積み重ねでしたが、法務省は「使命規定」を設けることに強く反対しました。
「弁護士法第一条と同旨の規定を設けざるをえなくなる」という理由でした。そのため連合会としては、「法改正
の早期実現」のために「あえて使命規定を設けることなく、目的及び職責規定の新設により実質的効果を狙うこ
ととした」ということになりました（『戦後編』１０６５頁）。
　そして、長期にわたる粘り強い折衝により１９７７年末になって法務省から最終案として示された「司法書士
法一部改正大綱案」では、「司法書士制度の目的」と「司法書士の責務」として次のような内容が示されることに
なりました（『戦後編』１０８１頁）。
一、司法書士制度の目的
この法律は、登記、供託及び訴訟等に関する手続の円滑な実施に資するため司法書士の制度を定め、その業
務の適正を図り、もつて国民の権利及び財産の保護に寄与することを目的とする。

二、司法書士の責務　
１　司法書士は、その業務が国民の権利及び財産の保護に密接な関係を有することを自覚し、公正かつ誠実
にその業務を行わなければならない。　

２　司法書士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通しなければならない。

　連合会の要求とはその位置づけが異なることになり、目的規定は制度の目的になったものの、連合会は、「法律
手続の実務家としての位置づけを明確にしたものであり」、「法律判断はもちろん、法律相談も可能な道を一歩進
めた」と評価できるとして、受け入れることになりました。そして改正法は、冒頭に第１条の目的規定と第１条
の２の職責規定を次のように付け加えられました。
（目的）
第１条　　　この法律は、司法書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、登記、供託及び訴訟等に

関する手続の円滑な実施に資し、もつて国民の権利の保全に寄与することを目的とする。
（職責）
第１条の２　司法書士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務

を行わなければならない。

　前述したように、これで一応ようやく戦後の士業法の体裁を整えるということにはなりました。しかし、この
目的規定は、前述のようにあくまでも制度の目的を規定したものであり、司法書士の役割自体に焦点を合わせた
ものではありません。その意味では、司法書士を主体とするその社会的役割に焦点を合わせた規定こそが不可欠
だったと思われます。現に、既に、前述した「要綱一」が「司法書士本来の社会的使命を冒頭に表示すること」
を追求しており、真崎答申案が、既に紹介したような「使命」と「職責の理念」を規定することを提案していた

ことを想起すべきでしょう。
　そして、ついに真崎答申案から半世紀余を経た２０１９（令和元）年の法改正において、それまでの目的規定（第
１条）に代えて次のような使命規定が規定されることになりました。　
（使命）
第１条　司法書士は、この法律の定めるところによりその業務とする登記、供託、訴訟その他の法律事務の専門

家として、国民の権利を擁護し、もつて自由かつ公正な社会の形成に寄与することを使命とする。

　真崎答申案は、前述の解説も合わせ考えれば、司法書士の使命は、「法規業務の専門家」として「その業務を誠
実に行い」、「私権を擁護し」、「権利の行使又は義務の履行が適正に実現し」「社会正義を実現する」ということで
あり、２０１９年に制定された使命規定と実質的に同旨と解されるのであり、その先見性・先進性は、あらため
て高く評価されて然るべきでしょう。

国家試験制度・試験科目
　目的規定及び職責規定の創設が第一義的課題になったからといって国家試験化が頓挫したわけではなく、同じ
く１９７８年の改正で実現することになりました。前述したように、真崎答申案においても、国家試験化をめぐっ
てはじまった議論においても、国家試験化を意味のあるものとして実現するためには、なぜ国家試験化が不可欠
かを明らかにしておく必要があったということでしょう。また逆に、司法書士に求められる社会的役割の高度化
は、その質的担保を求めることにもなりますから、その最たる方法である試験制度の導入が課題化されたのは当
然のことであったでしょう。
　その要請が、最初に課題化したのは、代書人一般とは異なる専門職制度の創設を求めた司法代書人法の制定に
際してでした。前述した第３７回帝国議会衆議院請願委員会が用意した司法代書人法案は、「司法代書人タラント
スル者」が、基本的に具えるべき条件を「試験ニ及第」することとしていました（第２条第２号・『戦前編』３０９頁）。
　ところが、成立した司法代書人法には、これも前述もしたように、資格要件の規定もなく、「司法代書人タルニ
ハ所屬地方裁判所長ノ認可ヲ受クルコトヲ要ス」（第４条）としか規定されませんでした。
　次に試験制度を導入する可能性があった機会は、戦後の全面改正の際でした。当初司法書士会の用意した改正
案は、「一定の試験に合格したこと」を認可の資格要件にしていました（『戦後編』１１８２頁）。その試験によっ
て求めようとしている能力については、試験を必要としない資格要件によって推測が可能になります。具体的に
は、「判事又は検察官となる資格を有する者」及び「裁判所書記又は司法事務官であって十年以上その職にあつた
者」ということでした（『戦後編』１１８２頁）。
　しかし、１９５０年に成立した全面改正法は、試験制度を採用しなかっただけでなく、資格制度も採用せず、
認可のために要求した要件は、前述もしたように「裁判所事務官、裁判所書記官、裁判所書記官補、法務府事務
官又は検察事務官の職の一又は二以上に在つてその年数を通算して三年以上」（第２条第１号）であり、さらに第
２号では、「前号に掲げる者と同等以上の教養及び学力を有する」ことにされ、大量認可にもつながったと考えら
れるのです。
　ですから、前述のように強制会化に伴う「選考認可」の導入による全国統一試験の実施が、あらためて国家試
験制度導入への機運を生むことにもなっていたと考えられます。そして、真崎答申案が、「現在より高度の法律知
識並びに専門実務家として、その業務に精通することを期待される」、「その要請から、試験科目その他の事項を
検討して、司法書士試験を行うことにした」（『戦後編』１２５４頁）として用意した主要な条文案は、以下の通

りでした。
（資格）
　第４条　司法書士試験に合格し、政令の定めるところにより、実務の修習を終えた者は、司法書士となる資格

を有する。
（第一次試験）
　第９条　第一次試験は、次の科目について筆記試験をもって行なう。　
　　　　　一　憲法、民法、商法、刑法、不動産登記法、商業登記法
　　　　　二　民事訴訟法、刑事訴訟法のうち受験者のあらかじめ選択する一科目
　　　　　三　次の科目のうち受験者のあらかじめ選択する一科目
　　　　　　　（１）　供託法
　　　　　　　（２）　家事審判法
　　　　　　　（３）　人事訴訟手続法
　　　　　　　（４）　非訟事件手続法
　　　　　　　（５）　競売法
（第二次試験）
第１０条　第二次試験は、第一次試験に合格した者に限り、その者が第一次試験による試験において受験した科

目について、口述試験をもって行なう。
（登録）
第２２条　司法書士となる資格を有する者が、司法書士となるには、司法書士名簿に氏名、生年月日、事務所の

所在その他日本司法書士連合会で定める事項の登録を受けなければならない。
（司法書士の名簿）
第２３条　司法書士名簿は、日本司法書士連合会に備える。　
　　　　２　司法書士名簿の登録は、日本司法書士連合会が行なう。

　１９７８年改正に当たっての連合会の主張も、最後の最後まで、この真崎改正案と同様の内容になっていまし
た。特に資格要件としての「実務の修習」、試験科目としての「憲法」、連合会による自主「登録」などです。とはいえ、
「実務の修習」については、早い時点で法務省サイドから「具体的実施方法等についてなお検討を要する問題が
あるので、将来の課題とする」と通告されていました（『戦後編』１０８３頁）。「登録」については、連合会の推
測によれば、「権力統制の大きな要件の一つ」であり、法務省は「一歩もゆずらない態度をとっている」とのこと
でした（『戦後編』１９８６頁）。「憲法」については、最後の最後まで検討課題にはなっていましたが、「当局は
業務に直結しないという理由で承認しなかった」ということでした（『戦後編』１０８３頁）。
　その結果成立した関係条文は、以下のようになっていました。
（資格）
　第３条　次の各号の一に該当する者は、司法書士となる資格を有する。
　　　　　一　司法書士試験に合格した者
（司法書士試験）
　第５条　法務大臣は、毎年一回以上、司法書士試験を行わなければならない。
　　　　２　司法書士試験は、次の事項について筆記及び口述の方法により行う。ただし、口述試験は、筆記試

験の合格者について行う。
　　　　　一　民法、商法及び刑法に関する知識
　　　　　二　登記、供託及び訴訟に関する知識
　　　　　三　その他司法書士の業務を行うのに必要な知識及び能力
　　　　３　司法書士試験を受けようとする者は、政令で定めるところにより、受験手数料を納めなければなら

ない。
（登録）
　第６条　司法書士となる資格を有する者が、司法書士となるには、その事務所を設けようとする地を管轄する

法務局又は地方法務局に備えた司法書士名簿に登録を受けなければならない。

　因みに、自主「登録」は、１９８５（昭和６０）年法改正で実現し、「憲法」の試験科目化は、２００２（平成１４）
年の法改正で、簡裁訴訟の代理権の獲得と同時に実現しました。「実務の修習」は未だに実現していませんが、自
主的な研修の拡充が進んでいることは承知の通りです。いずれにせよ、これらの点での真崎答申案の先見性・先
進性も明らかでした。
　
業務規定の変遷
　長年月を要して、使命・職責規定の導入や国家試験化などによって、司法書士（司法代書人）の基本的性格を
明らかにすることになってきましたが、それまでの間は、業務内容の実態を如何に規定化するかということが、
基本的性格を確認する上での最重要課題の一つでした。しかし、実態に即した規定化を実現するのは、容易では
ありませんでした。その経緯を可能な範囲で振り返り、この点での真崎答申案の意味を確認しておきたいと思い
ます。そのために、異なる目的のため既に紹介した業務関係規定を再度掲記することにもなりますが、ご了承下
さい。
　そもそも、業務の実態と規定内容の齟齬は、司法代書人法からはじまっていました。既に紹介した衆議院請願
委員会が起草した司法代書人法案の業務内容を規定した第１条の司法代書人の定義規定は、次のようになってい
ました（『戦前編』３０９頁）。
　第１条　司法代書人トハ當事者ノ嘱託ニ依リ通常裁判所又ハ検事局ニ直接提出スル文書ノ作成ヲ業トスルモノ

トス

　これに対して成立した代書人法第１条は、以下の通り変更されていました。
　第１条　本法ニ於テ司法代書人ト穪スルハ他人ノ囑託ヲ受ケ裁判所及検事局ニ提出スヘキ書類ノ作製ヲ爲スヲ

業トスル者ヲ謂フ

　「直接」が、削られたことで、それまで容認されていた提出代理が不可ということにされ、「書類ノ作製」
に変更されることで、形式的・機械的代書を連想させることになったと考えられます。
　このような規定は、業務の実態を反映したものではなく、戦後の全面改正に際しては、業務を正確に反映する
ことを意図した次のような規定が用意されたりもしました（『戦後編』１１９６頁）。
　「この法律で司法書士とは、他人の嘱託を受けて、訴訟事件及び非訟事件につき、裁判所、検察庁、法務局又は
地方法務局に提出すべき書類を立案、調査、作成、整理し、書類の提出及び非訟事件の申請を代理し、又は其の

他之に附随する事務を行うを業とする者を言う。」
　しかし、全面改正後の第１条は、「司法書士は、他人の嘱託を受けて、その者が裁判所、検察庁又は法務局若し
くは地方法務局に提出する書類を代つて作成することを業とする。」ということになり、大幅に後退し、しかも「代
つて作成」と相変わらず「代書」を連想させる規定になってしまいました。
　真崎改正案は、業務規定（第３条第１項）について前述の戦後改正に際しての案にも近い以下のような規定を
用意していました。
（業務）
　第３条　司法書士は、他人の依頼に応じ、非訟事件、和解及び調停事件、登記及び供託事件の各手続に関し、

次に掲げる事務を行なうことを業とする。
　　　一　申請、申立、異議の申立等、その他訴訟を除く事務を代理する。
　　　二　前号に掲げた事務のほか、裁判所、検察庁、法務局若しくは地方法務局、その他法務省設置法（昭

和二十二年法律第百九十三号）に基づく官庁に提出する書類を作成すること。

　すなわち、書類作成以外にも、法的な位置づけはともかくとして事実上担っている業務を規定することを意図
したということでしょう。この提案は、１９６７年の法改正により、前述した第１条の「代つて作成」は削られ、登記・
供託に関する手続を「代わつてする」ことが認められることになり、真崎改正案に近づくことになりましたが、
より明確には１９７８年の法改正により、それまでの第１条が第２条（事実上の第３条）になり、次のように規
定されることになりました。
　第２条　司法書士は、他人の嘱託を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。
　　　一　登記又は供託に関する手続について代理すること。
　　　二　裁判所、検察庁又は法務局若しくは地方法務局に提出する書類を作成すること。
　　　三　法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理するこ

と。

　しかし、これでもまだ、真崎改正案には及びませんでした。さらに事態が動くことになったのは、２００２（平
成１４）年の法改正によってでした。その２００２年の法改正で改正された業務規定は、現行法ですからあらた
めて紹介することはしませんが、その最も重要で注目すべき内容は、簡裁訴訟の代理権の獲得であったことはい
うまでもありません。それこそは、真崎答申案によって提起された業務内容の拡充点でありましたから、その経
緯については別に確認することにしたいと思いますが、それ以外の業務は、実態に即して拡大の一途をたどって
おり、可能な業務を規定するという規定方式が困難になりつつあることを示していると考えられます。そのよう
な状態の下での業務の外延のあり方については、利用者の視点から固定観念を脱却することであり、真崎答申案
による使命規定や簡裁訴訟の代理権獲得の提起に学ぶべきではないかと思われます。

簡裁訴訟代理権をめぐって
　最後に、真崎答申案の基本的性格についての発想の転換を象徴していた業務内容の提起であった簡裁訴訟の代
理について確認しておきたいと思います。
　真崎改正案は、その第３条第２項で、「司法書士は、・・・他人の依頼によって、簡易裁判所の管轄に係る訴訟
事件に関して訴訟代理人となることができる」と規定していました。

　それまでの発想からすれば、弁護士が存在する中で、司法書士の訴訟代理への関与を主張することは、言って
みればタブーと考えられていたと思われます。弁護士の独占に抗することの難しさが意識されていただけでなく、
司法書士のアイデンティティを護ろうということだったかもしれません。真崎答申案がそのような事情を乗り越
える必要があると考えた理由はどのようなことだったのか、既にいくらか紹介しましたが、あらためて簡裁訴訟
代理権に関わってその理由を確認しておきたいと思います。
　その理由は、「軽微の簡易裁判所の訴訟事件においても甚だしく遅延停滞していて国民が憲法において附与され
ている裁判請求権を行使することは容易でない。この現況を打開することは法治国の大きい責務であると考えら
れる」という認識からはじまっていました。そして、司法書士の対応能力についても「現在の司法書士においては、
訴訟関係の書類の作成、また訴訟につき当事者を指導する点においても優秀な法律的素養を有するものが全国的
に少なからず存在している。この実態を看過することは、これまた現在のわが司法制度の発展の上に惜しむべき
ことと考えられるのである」との認識に基づいていました。
　その上で委員会は、「弁護士法、訴訟法等の改正なき限り、この実現不可能であることのため、躊躇逡巡したが、
いよいよ審議も終わりに近づき、この問題の最終的解決に立至ったとき、全員一大決意を持って改正案のとおり
ふみきった。これは、この難儀な現在の訴訟状況を救済することは社会の要請するわれ等の使命であると考えら
れるため、好ましからぬ社会風潮を打破するため、司法制度の改善促進のため、しかして司法書士制度の飛躍的
発展のため、簡易裁判所の事件だけは、われ等司法書士にも担当せしむべきであるとする結論に到達したからで
ある」と述べていました。
　この真崎改正案は、担い手や対象事件は限定されたものの、４０年近い時を経て現実化することになりました。
その導入への道を開いた司法制度改革審議会の「意見書」は、その理由について、次のように説明していました。
法的サービスの担い手の現状が「国民の権利擁護に不十分な現状を直ちに解消する必要性にかんがみ、利用者の
視点から、当面の法的需要を充足させるための措置を講じる必要がある。」ということでした。
　とすれば、簡裁訴訟代理権の獲得は、司法書士制度らしい発展の必然的な結果であったとも思われます。すな
わち、司法書士制度の発展の歴史は、言ってみれば、社会的要請に対応した実態の形成とその実態の制度的認知
の繰り返しだったからです。
　それにしても、真崎答申案の先進性・先進性には、驚嘆させられるばかりです。

結びにかえて
　以上不十分ながら、真崎答申案・改正案との関連で、司法代書人法が成立し、司法代書人会が発足して以来
１００年の司法書士（司法代書人）制度の展開を、限られた事項に沿って概観してきましたが、その歴史は決し
て平坦な道ではなく、苦闘の連続でした。
　それは、司法代書人法制定時点の法と実態の乖離にはじまった「大正八年体制」からの脱却への長い闘いでした。
その間にあって、制度の発展の将来を果敢に示すことになったのが真崎答申案・改正案であったと言っても過言
ではないと思われます。それは、真崎答申案・改正案の主要事項は、⑦紛議の調停も、詳しくは触れませんでしたが、
２００２年改正で実現しており、⑧自主懲戒権等、以外はすべて現実化したことになります。自主懲戒権の重要性
は、軽視できませんが、司法代書人法が成立し、司法代書人会が発足して１００年、「大正八年体制」と称された
状態を脱却することができ、本来担ってきた役割に見合った制度的枠組みを確保することになり、さらなる飛躍
の橋頭堡も築くことになっていると考えられます。
　２０１９年の改正により実現した使命規定（第１条）によれば、「司法書士は、この法律の定めるところにより

その業務とする登記、供託、訴訟その他の法律事務の専門家として国民の権利を擁護し、もって自由かつ公正な
社会の形成に寄与する」ことを期待されることになりました。業務範囲は、「この法律の定めるところ」と限定さ
れているようではありますが、「その他の法律事務の専門家」とも規定されており、その外延は広く、しかも権利
擁護と自由公正な社会の形成に求められる役割は、いってみれば無限ともいえるでしょう。前述もしたように、
業務内容の拡大は、個別規定方式の限界を迎えつつあることを、使命規定がカバーすることになっているとも解
することができます。明治以来、観念的な制度形成によって生じることになった制度的間隙を国民の身近にあっ
て国民の法的需要に応えることで、制度を維持・発展させてきた司法書士が、あらためて法律専門家として国民
の需要に応える制度的基盤を広げることになったといってよいでしょう。司法書士会発足１００年を機に、
自治の確立はじめさらなる法律家制度としての発展を期すとともに、その外延を実践的にさらに広げることを期
待させていただきたいと思います。
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　安房郡北條町北條　　　　北條区裁判所認可代書人　秋丸範輔外２名　
　香取郡佐原町佐原　　　　八日市場区裁判所佐原出張所認可代書人　保科子之助外３名
　匝瑳郡八日市場町　　　　八日市場区裁判所認可代書人　宇井忠兵衛外３名

　１９１５年末に召集された第３７帝国議会からは、衆議院請願委員会が構内代書人代表と協議の上用意したと
推測される法案が審議されることになりましたが、司法代書人法が成立した第４１帝国議会衆議院に上程された
法案は、以下のような内容でした（『戦前編』資料編１４１頁以下）。
　第１条　司法代書人トハ當事者ノ嘱託ニ依リ通常裁判所又ハ検事局ニ提出スル文書ノ作成ヲ業トスル者ヲ謂フ
　第２条　司法代書人ハ左ノ要件ヲ具フルコトヲ要ス
　　　　　一　帝國臣民ニシテ成年以上ノ男子タルコト
　　　　　二　司法代書人試驗ニ合格シタルコト又ハ司法代書人試驗委員ノ銓衡ヲ經タルコト
　第３条　司法代書人試驗及銓衡ニ關スル規則ハ司法大臣之ヲ定ム
　第４条　左ニ掲クル者ハ試驗又ハ銓衡ヲ要セスシテ司法代書人タルコトヲ得
　　　　　一　三年以上裁判所書記ノ職ニ在リタル者又ハ之ト同等以上ノ職ニ在リタル者
　　　　　二　司法大臣ノ指定シタル法律學校又ハ之ト同等以上ト認ムル學校ニ於テ定規ノ課業ヲ卒ヘタル者
　第５条　左ニ揭クル者ハ司法代書人タルコトヲ得ス
　　　　　一　禁錮以上ノ刑ニ處セラレタル者但シ二年以下ノ禁錮ニ處セラレタル者ニシテ刑ノ執　　
　　　　　　　行ヲ終リ若ハ其ノ執行ヲ受クルコトナキニ至リタルトキハ比ノ限ニ在ラス
　　　　　二　懲戒處分ニ依リ免官、免職又ハ除名セラレタル者ニシテ免官、免職又ハ除名後二年　　
　　　　　　　ヲ經過セサル者
　　　　　三　禁治産者又ハ準禁治産者
　　　　　四　破産又ハ家資分散ノ宣告ヲ受ケ復權セサル者
　第６条　司法代書人ハ其ノ作成シタル文書ニ付釋明ノ義務ヲ負フ
　第７条　司法代書人ハ訴訟事件ニ關與シ又ハ報酬ヲ得テ鑑定ヲ爲シ若ハ辯護士ノ紹介ヲ爲スコトヲ得ス　
　第８条　司法代書人ハ其ノ作成シタル文書ヲ囑託者ニ讀聞カセタル後其ノ末尾ニ署名捺印スヘシ
　第９条　司法代書人ハ正當ノ理由ナクシテ裁判所若ハ検事局ノ命シタル文書ノ作成ヲ拒ムコトヲ得ス當事者ノ

囑託ニ依ル場合亦同シ
第１０条　司法代書人ハ報酬アル公務ヲ兼ヌルコトヲ得ス但シ議員若ハ委員トナリ又ハ公務所ヨリ特ニ命セラレ

タル職務ヲ行フハ此ノ限ニ在ラス
第１１条　司法代書人ハ自己若ハ第三者ノ名義ヲ以テ商業ヲ營ムコトヲ得ス但シ司法代書人會ノ許可ヲ得タルモ

ノハ此ノ限ニ在ラス
第１２条　司法代書人ニ非サレハ司法代書業ヲ營ムコトヲ得ス
第１３条　司法代書人ハ司法代書人名簿ニ登錄ヲ受クヘシ
第１４条　各地方裁判所ニ司法代書人名簿ヲ備フ司法代書人ハ其ノ氏名ヲ登錄シタル地方裁判所ノ所属トス
第１５条　司法代書人ノ定員及登錄ニ關スル規則ハ司法大臣之ヲ定ム
第１６条　司法代書人ハ所屬地方裁判所ノ管轄地内ニ事務所ヲ定メ之ヲ所屬地方裁判所檢事局ニ屆出ツヘシ
第１７条　司法代書人ハ其ノ所屬地方裁判所每ニ司法代書人會ヲ設立スヘシ
第１８条　司法代書人會ハ所屬地方裁判所検事正ノ監督ヲ受ク

はじめに
　千葉司法書士会創立１００周年おめでとうございます。その１００周年を記念する会報特別号に執筆させてい
ただく機会をいただき誠に光栄に存じます。
　このような機会をいただいたのは、私が、日本司法書士会連合会（日司連）が編纂された司法書士制度の歴史
である『日本司法書士史－明治・大正・昭和戦前編』（１９８１年、以下『戦前編』と称させていただきます）及び『日
本司法書士史－昭和戦後編』（２０１１年、以下『戦後編』と称させていただきます）の編纂をお手伝いさせてい
ただいたことで司法書士制度の歴史について勉強させていただくことになったご縁でのことと承知しています。
　そのような私にとって、１００周年をお祝いする術は、歴史を振り返ることで、会員の皆様に１００周年の
意義をお考えいただくことをいくらかなりともお手伝いすることではないかという思いで寄稿させていただくこ
とにいたしました。その際、千葉会との関連で脳裏に浮かんでいましたのは、１９６４（昭和３９）年に、日司
連法改正専門委員会が提出した「改正司法書士法」案を内容とする「答申案」でした（その全文は、『戦後編』１
２５１頁以下に収録されています）。
　と申しますのも、この法改正専門委員会の委員長を務められ、答申案の解説を執筆されたのが、後に千葉会の
会長も務められた真崎龍一氏であったからです。しかも、この改正案の内容は、後に紹介するように、その後の
法改正によって次々に現実化するという極めて先見性・先進性に富んだ内容であり、半世紀余を経た２０１９（令
和元）年の法改正による使命規定の創設は、あらためて真崎答申案の先見性・先進性を想起させてくれるもので
した。
　ということで、創設１００年を迎えられたこの機会に、前述の『日本司法書士史』二編に依拠し、可能な範囲
で司法書士制度の歴史を振り返りながら、真崎答申案の内容をも紹介し、その意義を司法書士制度の展開との関
係で考えてみたいと思います。
　なお、引用に当たっては、旧漢字を新漢字に改めている場合があります。

司法代書人法成立の意味　　
　会長の「ご挨拶」にあるように、１９１９（大正８）年に、司法代書人法が成立するまでには、全国的に法律
の制定を求める請願運動が繰り広げられていました。その模様を伝える『法律新聞』１０２５号（大正４年７月
２０日）２頁（『戦前編』資料編３３４頁）によれば、「全国の代書人中棋界廓清に志あるもの、明治四十五年春
東京市に於て此挙を唱道し、爾後全国に其運動を開始し」たということです。
　そして、１９１３（大正元）末に召集された第３０帝国議会から司法代書人法が成立した第４１帝国議会（大
正７年１２月２７日－８年３月２６日）までの毎議会に請願が提出されることになり、１９１５（大正４）年５
月に召集された第３６帝国議会からは、請願が採択されることになりました。議事録で明らかにされているとこ
ろでは、千葉からも、毎回同一の代表者６名外から請願が提出されていました。代表者は、いずれも裁判所構内
で業務を行うことを認可されていた、いわゆる構内代書人でした。歴史的事実ですので、各請願の代表者の記載
がある第４０帝国議会（大正６年１２月２５日－７年３月２７日）の議事録から紹介すると以下の方々でした（『戦
前編』資料編１２４頁）。
　千葉郡千葉町千葉　　　　千葉地方裁判所認可代書人　足立重次郎外４名
　君津郡木更津町木更津　　千葉区裁判所木更津出張所認可代書人　永田喜一郎外１名
　長生郡一宮町　　　　　　千葉区裁判所一宮出張所認可代書人　山形伊太郎外１０名

第１９条　司法代書人會ハ其ノ會則ヲ定メ所屬地方裁判所檢事正ヲ經テ司法大臣ノ認可ヲ受クヘシ
第２０条　司法代書人ハ所屬司法代書人會ノ會則ヲ遵守スヘシ
第２１条　司法代書人ハ司法代書人會ニ加入シタル後ニ非サレハ職務ヲ行フコト得ス
第２２条　司法代書人ニシテ本法又ハ司法代書人會會則ニ違反シタル所爲アルトキハ司法代書人會ハ懲戒ヲ求ム

ル爲所屬地方裁判所検事正ニ申告スヘシ
第２３条　地方裁判所檢事正ハ司法代書人會ノ申告ニ依リ又ハ職權ヲ以テ懲戒委員會ノ審査ヲ要求スへシ但シ職

權ヲ以テスルトキハ司法代書人會ニ通知スへシ
第２４条　司法代書人ニ對スル懲戒事件ニ付テハ管轄地方裁判所ニ於テ懲戒委員會ヲ開クヘシ
第２５条　司法代書人ノ懲戒處分ハ左ノ四種トス
　　　　　一　譴責
　　　　　二　百圓以下ノ過料
　　　　　三　一年以下ノ停職
　　　　　四　除名
第２６条　懲戒處分ニ付テハ文官懲戒令中判任官ニ關スル規定ヲ準用ス
　　附則　現在ノ代書人ニシテ裁判所ノ認可ヲ經タル者ハ本法施行ノ日ヨリ六十日以内ニ司法代書人名簿ニ登錄

ヲ請フトキハ試驗又ハ銓衡ヲ要セスシテ司法代書人タルコトヲ得

　ところが、成立した司法代書人法は、わずか１１条の法律になってしまいました。その落差が、その後の展開
に影を落とすことになりましたので、その全容も確認しておけば、以下の通りです（『戦前編』資料編３２頁以下）。
　第１条　本法ニ於テ司法代書人ト穪スルハ他人ノ囑託ヲ受ケ裁判所及検事局ニ提出スヘキ書類ノ作製ヲ爲スヲ

業トスル者ヲ謂フ
　第２条　司法代書人ハ地方裁判所ノ所屬トス
　第３条　司法代書人ハ地方裁判所長ノ監督ヲ受ク
　　　　地方裁判所長ハ區裁判所判事ヲシテ司法代書人ニ對スル監督事務ヲ取扱ハシムルコトヲ得
　第４条　司法代書人タルニハ所屬地方裁判所長ノ認可ヲ受クルコトヲ要ス
　第５条　司法代書人ハ地方裁判所長ノ定ムル書記料ヲ受ク
　第６条　司法代書人ハ事務所ヲ設ケ地方裁判所長ノ認可ヲ受クルコトヲ要ス
　第７条　司法代書人ハ正當ノ事由アルニ非サレハ囑託ヲ拒ムコトヲ得ス
　第８条　司法代書人ハ當事者ノー方ノ囑託ニ依リテ取扱ヒタル事件ニ付相手方ノ爲ニ書類ノ作製ヲ爲スコトヲ

得ス
　第９条　司法代書人ハ其ノ業務ノ範圍ヲ超エテ他人間ノ訴訟其ノ他ノ事件ニ關與スルコトヲ得ス
第１０条　司法代書人ハ其ノ取扱ヒタル事件ヲ漏泄スルコトヲ得ス但シ裁判又ハ検事局ニ於テ訊問ヲ受ケタル場

合ハ此ノ限ニ在ラス
第１１条　司法代書人其ノ業務上ノ義務ニ違反シタルトキ又ハ品位ヲ失墜スヘキ行爲ヲ爲シタルトキハ地方裁判

所長ハ司法大臣ノ認可ラ受ケ左ニ揭クル處分ヲ爲スコトヲ得
　　　　　一　業務ノ禁止又ハ停止
　　　　　二　五百圓以下ノ過料
　　　　非訟事件手續法第二百八條ノ規定ハ前項ノ過料ノ處分ニ付之ヲ準用ス

　以上のように、成立法による業務は、裁判所及び検事局に提出する司法関係「文書ノ作成」（案１条）ではなく
形式的・機械的な「代書」を意味すると考えられる「書類ノ作製」（１条）と規定され、「司法代書人試驗」（案２条２号）
は採用されず、裁判所の認可を受け（４条）、監督され（３条）業務を行うことになっていました。資格要件につ
いての規定（案４条）がなくなっていただけではなく、非司法代書人の取締規定（案１２条）も、司法代書人名
簿への登録（案１３条以下）もなくなっていました。司法代書人会については、そもそも規定が存在せず、強制
設立（案１７条）、強制加入（案２１条）もなくなっていました。当然、司法代書人会の懲戒申告権もありません（案
２３条）。
　司法代書人法には、司法代書人会についての根拠規定がなくなりましたが、通例は各地方裁判所ごとに制定し
ていた「司法代書人監督規程」に任意設立を許容する規定が置かれているようでしたので、千葉地方裁判所が制
定したものは確認できていませんが、千葉においても同様であったと考えられます。
　いずれにせよ、『戦前編』の指摘するところによれば、この司法代書人法は、「『代書』という基本的性格を再確
認した上で、取締法として再構成した」にすぎなかった（３２２頁）ということであり、「大正八年体制」（『戦後編』
２０頁）と称される司法代書人に対する監督体制を形成したということになりました。それゆえ、それ以後の司
法代書人・司法書士の歴史は、司法書士の法律家としての実態に即した法制度の確立を求め、この「大正八年体制」
を打破するための闘いからはじまる歴史であったということになります。
　ということで、法改正運動は、司法代書人法施行直後からはじまりましたが、太平洋戦争敗戦後の日本国憲法
の制定までに実現した法改正は、１９３５（昭和１０）年の「司法代書人」から「司法書士」への名称変更のみでした。

強制会化までの戦後法改正の歩み
　ですから、日本国憲法制定後（戦後）の法改正要求では、当初、事態を一気に変えようという提案が表明され
ることにもなりました。
　例えば、「日本司法書士連合会」が、１９４９（昭和２４）年４月にまとめた「司法書士法改正についての希望
上申の件」の第１項では、第１条の書類の作成に関連して、「書類の内容の調査整備及事件の判断を為し並に書類
の作成の相談に応じることができる」ことを明らかにすることを求めていました（『戦後編』１１８５頁）。そして、
同年１０月に法務総裁に提出した「司法書士法改正希望事項」では、司法書士の業務を、「他人の嘱託を受けて、
訴訟事件及び非訟事件につき、裁判所、検察庁、法務局又は地方法務局に提出すべき書類を立案、調査、作成、
整理し、書類の提出及び非訟事件の申請を代理し、又は其の他之に附随する事務を行うを業とする者を言う。」と
定義しようとしました（『戦後編』１１９６頁）。
　さらに、改正への議論の過程では、名称変更や試験制度の導入なども主張され、資格要件としての司法関係職
務の経験年数も１０年を要求したりもしていました。司法書士会は、強制設立・加入とし、法人化し、会員の除
名決議権限を認めることなども主張され、その他にも、紛議調停制度の創設などについての提案も行われていま
した。
　当時の業務の実情に即した具体的な内容を条文化し、業務の「『代書性』を除去」し、「法律家としての書類作
成権限である」（『戦後編』３８頁）ことを明確にしようとしたものと考えられますが、それは、１９１９年の司
法代書人法制定に当たって、請願委員会の用意した法案が目指した内容に近いものであったともいってよいでしょ
う。
　しかし、１９５０（昭和２５）年５月２日になって成立し、７月１日から施行された全面改正法は、政府の消

極的対応から議員立法の道を選択せざるを得なかったことなどから、妥協を強いられ、当初の改正要求からは、
大きく後退した内容になってしまいました。
　第１条が事態を象徴していたと言ってよいでしょう。具体的には、「司法書士は、他人の嘱託を受けて、その者
が裁判所、検察庁又は法務局若しくは地方法務局に提出する書類を代つて作成することを業とする。」と規定され
ました。「書類作成」に限定されただけでなく、「代つて作成する」という「代書」を連想させる文言が挿入され
ることにもなりました。その上、２項では、「前項の書類であっても他の法律において制限されているものについ
ては、その業務を行うことができない。」ことにしていました。
　さらに、試験制度の導入は見送られて認可制度が維持されただけでなく、資格要件としての司法関係職務の経
験年数も３年とされ（第２条１号）、しかもそのような者と「同等以上の教養及び学力を有する者」にまで広げて
いました（第２条２号）。すなわち、資格要件は、有っても無いに等しいということでした。また、報酬自主権は
認められず（第７条）、司法書士会は、任意設立、任意加入とされました（第１４－１７条）。非司法書士の取締
規定は設けられましたが（第１９条）、「他の法律に別段の定がある場合又は正當の業務に附随して行う場合は、
この限りでない。」との但書が規定されていました。
　こうして成立した改正法は、およそ「大正八年体制」の打破にはほど遠い内容でした。ということで、同時に
施行された司法書士法施行規則が旧法的監督規定を残していたこともあり、成立したばかりの改正法に対する改
正要求が噴出することにもなりました。
　そして、やはり議員立法で、最少限度の再度の改正が、１年後に施行されることになりました。その主な内容は、
報酬を司法書士会の会則事項とすることで、報酬自主権を認めさせたことと、非司法書士取締規定（第１９条）の「但
書」の削除でしかありませんでした。ですから、当初からの制度要求が充たされることになったわけではなく、
継続的な課題であり続けました。
　そのような中で次に実現したのが、１９５６（昭和３１）年の司法書士会の強制設立・加入制度でした。この
法改正の内容自体は、早くからの要求でしたから、要求の実現として積極的に評価できそうでもあります。とこ
ろが、実相は、異なっていました。そもそもは、１９５０年の全面改正により規定された資格要件が、前述もし
たように、無いに等しい内容であり、その運用に、次のような法務府民事局長の通達が出されていました（１９
５０年６月２０日・『戦後編』１５５頁）。
　司法書士の認可の申請があったときは、「認可申請人に司法書士法所定の資格があり、且つその者がその業務に
耐えうる程度の健康状態である限りは、これを認可すべく、管轄区域内における司法書士業務の繁簡その他の事
情を考慮すべきでないこと。」というのでした。
　その結果、連合会で調査したところによれば、１９４９年６月３０日の全国の司法書士の人員は、６３４８人
であり、因みに千葉の人員は、９５人でした（『戦後編』１２３８－１２３９頁）が、１９５０年１２月３１日に
なると、全国では、６７５４人になり、千葉では１０５人（『戦後編』１２３７－１２３８頁）、強制会が創設さ
れた直後の１９５６年１２月末には、法務省民事局の調査によれば、全国で１２３９２人、千葉が２０９人になっ
ていました（『戦後編』２８２－２８３頁）。短期間での急激な増加であり、当局による「大量認可」が行われた
結果だと考えられていました（『戦後編』１５４頁以下参照）。
　そのことで、どのような事態が生じたかですが、具体的な数字となって現れたのは、司法書士会の非会員率の
激増でした。後に、強制会への法改正を審議していた衆議院法務委員会で明らかにされたところでは、全国で「非
会員が四三五八、会員が八三九五で、半数強の非会員がございます」（『戦後編』２２７頁）。もう少し早い時点で
深刻な事態になっていたのは東京であり、東京法務局長の発言によれば、新法施行時点で、東京の司法書士の総

数は、１９８人で、うち司法書士会の会員が、１６０人だったものが、１９５３年５月末現在には、司法書士の
総数が、１４８４人になり、会員は、わずか２１０人で、非会員率が８５．８％だったとされています（『戦後編』
１５８頁）。法務省民事局の調査によるほぼ同時期の６月末現在の千葉も含む関東甲信越駿１１局管内の非会員
率は、５３．８％とされています（『戦後編』同前）。
　そして、この激増した非会員は、「会の指導、連絡等とは無縁の存在」であり、「司法書士の総体としての力量
を低下させたから、補正を要する不備な登記申請書類を激増させ、事務渋滞をまねく原因」（『戦後編』１５８－
１５９頁）になりました。
　ということで、当局は、前述したような認可方針を改め、「資格の有無は、原則として試験により判定する」こ
とにせざるを得ないということになりましたが、それだけではなく「司法書士の業務の公正を期するために」、「司
法書士会を強化し、その健全な運営を図ること」にするという法務省民事局長の通達を出すことにもなりました
（『戦後編』１５９－１６０頁）。
　要は、司法書士会による指導・連絡等によって、司法書士業務の質の向上、維持を図ろうということで、その
ために必要な制度的担保として、強制会制度を実現しようということでした。
　以上のような経緯から、当局主導で実現したのが、１９５６（昭和３１）年の法改正による強制会制度でした。
具体的には、次のように改正されました。
　旧第１４条「司法書士は、法務局又は地方法務局の管轄区域ごとに、会則を定めて、司法書士会を設立するこ

とができる。」
　新第１４条「司法書士は、その事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域ごとに、会則を定

めて、一箇の司法書士会を設立しなければならない。」
　さらに、合わせて連合会についても次のように改正しました。
　旧第１７条「司法書士会は、共同して特定の事項を行うため、会則を定めて、全国を単位とする司法書士会連

合会を設立することができる。」
　新第１７条「司法書士会は、会則を定めて、全国を通じて一箇の司法書士会連合会を設立しなければならない。」
　その上、第１７条第２項に連合会の目的についての次のような規定を付け加えました。「司法書士会連合会は、
司法書士の品位を保持し、その業務の改善進歩を図るため、司法書士会及びその会員の指導及び連絡に関する事
務を行うことを目的とする。」
　また、質の向上という点でも、第２条１号の資格要件としての司法関係職務の経験年数を３年から５年に引き
上げ、第４条の認可方法についても、「管轄する法務局又は地方法務局の長の認可を受けなければならない。」となっ
ていたところを「管轄する法務局又は地方法務局の長の選考によつてする認可を受けなければならない。」と改正
し、全国統一の選考試験を実施することにしました（『戦後編』２８５頁以下参照）。
　
真崎答申案の登場　
　強制会制度の成立にいたる経緯はともかくとして、前述したように単位司法書士会の強制設立・加入自体は、
司法代書人法制定以前からの悲願であり（『戦前編』３１０頁参照）、１９５０年の改正に際しても達成できなかっ
た要求でした。しかも、必ずしも従前の改正要求にはなっていなかった連合会の強制設立も実現することになり
ました。それは、改正の目的が、全国的な司法書士会による指導・連絡等ということであり、全国的な組織化が
不可欠と判断されたからと考えられますが、そのことで、会の目的を実現するための組織体制の整備、会活動の
活発化を促し、制度発展の基盤を用意することになったのは間違いありません。

　ということになれば、あらためて法改正の実現が組織的な課題として浮上してくるのは、必然でした。強制会
成立直後には、「登記簿と台帳の一元化」という大問題の解決が迫られており少し間は開きましたが、１９５９（昭
和３４）３月に開催された第１１回臨時総会になって法改正問題が本格的に議論されることになりました（『戦後
編』２７９頁）。具体的には、司法書士の資格、認可、国家試験等について議論があったということですが、さら
に研究が必要ということで継続審議になっていました。
　翌１９６０（昭和３５）年７月に開催された第１２回定時総会では、「法令あるいはその他の重要問題の調査・
研究」等にあたる委員会の設置が承認され、１１月になって三つの分科会からなる特別委員会として発足しまし
たが、その第二分科会が、「司法書士の認可および業務の確立について」と「右に関連する事案の調査研究」を担
当することになり、その後の法改正論議を中心的に担っていくことになりました。
　そして、この第二分科会の委員として指名されたのが、当時千葉支部長であり、千葉司法書士会の綱紀委員会
委員長であった真崎真一氏でした（『戦後編』３０２頁）。
　この第二分科会は、１９６２年９月に開催された第１４回定時総会までには、「司法書士法改正案要綱」及び「要
綱」に沿った「司法書士法改正案」を作成し、各単位会に送付していました。
　その主な内容を要綱と条文案とを合わせて以下に紹介しておきたいと思います（『戦後編』３１７頁以下、３２
３頁以下）。
　要綱一　司法書士本来の社会的使命を冒頭に表示すること
　　　　　条文は用意されていない
　要綱二　職域の拡張を図ること
　　　　　第一条を「司法書士は他人の嘱託を受けてその者が裁判所検察庁又は法務局若しくは地方法務局（そ

の他法務省令による官庁）に提出する書類を（作成し又は代理手続きを）代つて作成することを業と
する。」と、（　）内を加え、取り消し線部分を削る。

　要綱三　司法書士の資格を引上げること
　　　　　第二条の司法関係職務の経験年数を「五年以上」から「十年以上」に
　要綱四　欠格事由の緩和を考えること
　　　　　第三条の欠格事由発生後の経過期間を「二年」から「五年」と延長する
　要綱五　認可制を改め国家試験制にすること
　要綱六　司法書士の義務的条文の緩和及び行政処分権を改めること
　要綱七　司法書士会々則の改正
　　　　　１　報酬規定を削除すること
　　　　　２　司法書士会を法人化すること
　　　　　並に連合会の強化を考えること
　　　　　第１４条の２に、「司法書士会は法人とする」と規定する。
　　　　　第１５条の２を、「司法書士会の会則を定め又はこれを変更するには司法書士会連合会の承認を受け

法務大臣に通知しなければならない」と改正する。　
　要綱八　修習制度を設けること並に補助者の資格を引上げること
　　　　　第４条の２として、「一定期間実務の修習をしなければ、事務所を設けることが出来ない」と規定する。
　要綱九　司法書士の名称を変更すること
　　　　　「法務士」と改正する。　　

　要綱十　司法書士法施行規則の改廃
　
　以上の内容は、基本的には、「現行法を基礎として、研究したもの」（『戦後編』３２４頁）ということで、試験
制度や法人化などの従前からの課題をあらためて整理したという性格が強く、使命規定は成文を得ていませんし、
なお漸進的な内容にとどまっていたということでしょう。
　そのような経緯を経て、第１４回定時総会後の１９６２年１０月に開催された第１回理事会は、組織体制の整
備を行い、それまでの分科会を専門委員会と改名し、その一つとして「法改正専門委員会」を設置することにな
りました。そして、その委員長に指名されたのが、真崎龍一氏でした。真崎氏の委員長としての活躍の様子につ
いては、本会報３４号（１９７８年１１月）のインタビュー記事「猛虎健在－真崎龍一氏法改正を語る」に詳細
に紹介されており、私もかって２度ほど紹介させていただいたことがあります（月報司法書士２００４年１１月
号８８－８９頁、２００５年２月号７２－７３頁）。ということで、本稿では、その検討内容について紹介させて
もらうことにしたいと思います。
　委員会は、１１月２７日に第１回の委員会を開催し、精力的に検討を続け、発足後の最初の１９６３年６月に
開催された第１５回定時総会には、まだ半年余の期間であり、同時に発足した他の専門委員会からの報告はなかっ
たにもかかわらず、この委員会のみは改正法案についての本格的な中間報告を行っていたということです。その
要点は、以下のような内容でした（『戦後編』３３４頁）。
　一　改正法案第３条第１項第１号に「・・・に提出する書類を作成すること、及び申請申し立て異議の申し立

て又は訴訟を除いてその他の事項を代理する」とし、同条同項第２号に「前号に規定する業務につき相談
に応ずること」と定める。

　二　国家試験制度への転換　司法書士の業務は、高度な法律知識を要するが、未だに非常に低い程度の＂代書
＂という観念で見られていることは非常に残念である。このためにも、現在の認可制度を国家試験制度に
換えるべきものと考える。

　三　司法書士の「＂社会的使命＂および＂職責の理念＂」を法文の冒頭に掲げる。

　中間報告とはいえ、過去の蓄積を参照しながらも、それにとどまらない意欲的な提案を期待できる内容になっ
ていました。明確に「＂代書＂という観念」からの脱却を意識した制度的方策として国家試験制度を位置づけて
いましたし、その必要性の基礎となる「＂社会的使命＂および＂職責の理念＂」を明文化しようということでした。
そして、その基礎の上に、「相談」を含む実態に即した業務内容の条文上の拡張を志向していたからです。
　ところで、この委員会が活動を開始した１９６２年１１月という時期は、直前に司法制度の改革を目指した「臨
時司法制度調査会」（臨司）が内閣に設置され、調査審議を開始していました。この臨司は、司法書士の簡裁代理
権獲得につながった１９９９年に設置された「司法制度改革審議会」と対比される存在でした。直接的には、訴
訟遅延の深刻化、法曹志望者の減少などを契機とした動きでしたが、そのような実情は、１９６４年８月になっ
て公表された、その「意見書」によれば、以下のように指摘されていました。
　「簡易裁判所の所在地はもちろんのこと、地方裁判所の支部の所在地においてすら、弁護士の事務所のない事例
が数多く存在」（７７頁）し、「司法書士が、ある面では、事実上いわゆる事務弁護士的機能を果たしているが、
これらの国民生活における法律的処理を要する面の需要に対して、弁護士がいかなる役割を果たすべきかの問題
がある。また、国民の日常生活の法律的処理の面において、いわゆる三百代言のばっこ、暴力団の介入が顕著で
あるといわれている」（８０頁）、「民事訴訟においては、弁護士が代理人とならないいわゆる本人訴訟が多く、地

方裁判所においてさえ、当事者双方につき弁護士が代理人となっている事件は、通常第一審訴訟事件のわずか四
〇パーセント弱であり、これが訴訟の適正円滑な処理にとって大きな妨げになっている」（８０頁）。
　委員会は、この機会を積極的に生かしていくべきと考えたということだったと思われますが、その前提には、
司法書士制度の将来への危機感もあったと思われます。委員会の「答申案」（その全文は、前述もしましたが『戦
後編』１２５１頁以下に収録されています。以下、「真崎答申案」あるいは「真崎改正案」と呼びます。）は、臨司の「意
見書」よりも早く、１９６４年４月に提出されたましたが、その冒頭では、弁護士はじめ隣接他士業との関係を
考えれば、「われ等司法書士の行方は真に憂うべきものとの感を深くする」とし、「現行司法書士制度のこの脆弱を、
如何にして打開するか、職域の拡張をいづれに求むるのか、地位の向上、組織団体のありかた等を思念して審議
を続行し」、「法改正の実現が緊急の要務であることを考え、兎角の批判の生ずることも已むをえない仕儀とこの
案をもって、答申することにした」としていました。
　その思いは、当時の司法書士法の条文数２３条に比してはもちろん、その後数度の改正を経た現行法でさえ、
その条文数が９５条であるにもかかわらず、真崎改正案は１０３条に及んでいたことに象徴されていたかもしれ
ません。もちろん、条文数は内容を反映したものであり、過去に類似の案の示された条項も含まれているものの、
全体としてみれば、従前の改正案にはなかった「制度の充実・発展を図ろうとする意欲にみちた労作ということ
ができる」（『戦後編』３７３頁）「先見性に富んだ、また先進的なものである」（『戦後編』３７４頁）ということ
でした。
　その主な内容を、真崎改正案の章あるいは条数とその後の法改正が実現した改正年がわかるように各事項の末
尾に（　）で示して列挙すれば以下のようになります。
　①　司法書士会・連合会の法人化（第５３条第３項・第６７条第３項、１９６７（昭和４２）年法改正）　
　②　使命・職責理念・業務規定（第１条・第２条・第３条、１９７８（昭和５３）年・２０１９（令和元）年法改正）
　③　国家資格の創設・国家試験制度の導入（第２章・第３章、１９７８（昭和５３）年法改正）
　④　国家試験科目に憲法を入れる（第９条・第１０条、２００２（平成１４）年法改正）　
　⑤　登録事務の連合会への移譲等（第４章、１９８５（昭和６０）年法改正）
　⑥　簡易裁判所事件の訴訟代理（第３条第２項、２００２（平成１４）年法改正）
　⑦　紛議の調停（第６３条、２００２（平成１４）年法改正）
　⑧　自主懲戒権等（第９章・第１０章）

　以上のように、その内容は半世紀以上の時を経て、ほぼ実現することになっています。しかし、そのことが、
公表当時は、「時期尚早として容易に受けいれられない原因となったことも、否定できないようにも考えられる」
（『戦後編』３７４頁）ということで、提出直後の１９６７年６月に開催された第１７回定時総会では、「本答申
案は現司法書士法に比し非常に高度な法案となっているので、本答申案に対する各単位会の意見を広く徴し理事
会において慎重審議して、その具体的実現を漸進的に図ってゆく」との執行部の見解が示され、了承されること
になりました（『戦後編』３７５頁）。
　強制会制度の実現を基礎に、一気に「大正八年体制」からの脱却を図ろうとした真崎答申案は、またしてもと
りあえずは挫折の憂き目に遭うことになりましたが、その方向性の正当性は、時間が証明することになりました。
そしてその多くの事項の実現の経緯は、真崎答申案以前の歴史をも含めての、司法書士制度発展の苦闘の歴史そ
のものであったといってよいでしょう。
　ということで、真崎答申案の前述した主要な内容について、ごく手短にではありますがその実現の経緯を確認

しておくことにしたいと思います。

司法書士会の法人化　　　
　まず、最初に実現することになったのは、真崎改正案第５３条第３項「司法書士会は法人とする。」でした。真
崎答申案を受けた日司連総会・理事会は、前述もしたように全体の立法化についての要求は時期尚早としたもの
の、法人化と国家試験の実現を当面の具体的目標することになりました（『戦後編』３７５頁）。
　とはいえ、国家試験化はそう簡単に実現できる課題ではありませんでした。それに対して、強制会化が実現し、
組織体制が整備され、活動が活発化していた司法書士会を法人化することにさほどの困難は無かったと思われま
す。また、強制会化した司法書士会の基盤をさらに強化するために法人化は不可欠の要素でもあったということ
でしょう。
　現に、真崎答申案と相前後して、司法書士会館の建設が本格的に議論されることになり１９６７（昭和４２）
年の改正により法人化が実現した（第１４条第３項・第１７条の３）翌１９６８年には、会館用地を取得し、１
９７０年３月には、旧司法書士会館が完成しました（会館建設の経緯の詳細については『戦後編』９７５頁以下
参照）。
　それにしても、法人化へは、実に長い道のりでした。前述した帝国議会衆議院請願委員会が起草した司法代書
人法案は、各単位司法代書人会の強制設立・強制加入を規定していました（『戦前編』３１０頁）が、成立した司
法代書人法は、前述したように司法書士会についてさえ規定せず、任意会の設立についても各地裁ごとの監督規
程に委ねていましたから、およそ法人化といったことは想定されていませんでした。
　ようやくこれも前述した日本国憲法制定後の法改正要求で、あらためて各単位司法書士会の強制会化を主張す
ることになりましたが、その際には合わせて法人化も主張することになりました（例えば、『戦後編』１１９０頁）。
強制会化した司法書士会の基盤を確固たるものにするためには法人化が必要と考えられたということでしょう。
　しかし、このときも、法案提出準備の最終盤までは、司法書士会の強制会化は維持されましたが、法人化は法
案化されないことになっていました（『戦後編』１２２０頁）。しかも、当時は、連合軍の占領下でしたから、法
案について連合軍総司令部（ＧＨＱ）の了解を取り付ける必要があり、その審査を経た国会提出法案では、司法
書士会は、司法書士会連合会も合わせて任意会としての設立が認められただけに終わり、法人化も実現しません
でした（『戦後編』８８頁以下参照）。
　ということで、ようやく、１９５６年に強制会化が実現し、法人化への基盤ができることになったと考えられ
ます。現に１９５６年の法改正で強制会が実現し、１９６２年に真崎氏が一員となった分科会が用意した前述の
要綱や真崎改正案が、法人化をあらためて主張することになっており、当時最も現実的な改正要求であったと考
えられます。
　ということで、法人化は、１９６７年に実現することになりましたが、国家試験化は、法人化と同時に実現す
ることにはなりませんでした。しかし、その１９６７年の法改正に際して衆議院法務委員会は、「司法書士の試験
制度も、土地家屋調査士と同様に、国家試験を採用するよう努力を致すこと」という附帯決議を行うことになり
ました。
　なお、真崎改正案では、連合会についても法人化するということだけでなく「司法書士会連合会」から司法書
士と司法書士会を会員とする「日本司法書士連合会」とすることも提案されていました（第６７条）。また、「地
区司法書士会協議会」の任意設立を法定しようとしていました（第６６条）。しかし、連合会の名称は変更されま
せんでしたし、組織編成の変更もありませんでした。また、「地区司法書士会協議会」の法定にも至りませんでした。

１９７８年法改正へ　
　次に、国家試験化がどうなったかを確認しておきたいと思いますが、資格制度及び登録制度と一体となる国家
試験制度の導入も、司法代書人法制定以前からの課題であり、さすがに、附帯決議の翌１９６８年６月の連合会
の総会で、「国家試験移行対策委員会」の設置が決定されました。しかし、事態はそう簡単には動きませんでした。
その主な理由は、何故そうだったのかまでは明確ではありませんでしたが、「実は、法務当局の対応がきわめて消
極かつ冷淡であり、国家試験の推進を躊躇せざるを得なかったことが異常な経過の真相であった」ということで
あり、「国家試験実現への道はその当初から逆風の中を踏み出し、その後もつねに嵐の中を闘い抜き、遂に画期的
成果に達したことを銘記しなければならない」とされています（『戦後編』１０４０頁）。
　とはいえ、国家試験化自体が多くの検討課題を内包していただけでなく、司法書士制度のあり方の根本に関わ
る多岐で広範囲にわたる課題と関わっていたことも影響していたと考えられます。
　全面改正を目指した真崎答申案も、「まず司法書士の果すべき役割、その他司法書士制度の意義につき、基本的
な考え方を決める必要がある」として、「司法書士が依頼者の要請に基きその業務に従事するに当っては、官庁業
務の適正な運営のために、社会正義を実現することを旨とし、社会秩序が維持されるよう念願し、法規業務の専
門家としての見識ある判断を加えるという形において、その業務は遂行されなければならない。このような司法
書士の公共的な立場を明らかにして、司法書士の自覚を高める趣旨を、一層明確にする意味で、司法書士の使命
及び職責の理念という形をとり、このことにつき、改正案において冒頭に規定することが適当である」という認
識の下に試験制度も位置づけていました。
　すなわち、「改正案は司法書士の地位の向上とその確立及び国家並国民的要望を考慮して司法書士の職域の拡大
を図った。これがため、今後この拡大された業務を遂行するには、現在より高度の法律知識並びに専門実務家と
して、その業務に精通することを期待されることは云うまでもない。この要請から、試験科目その他の事項を検
討して、司法書士試験を行うことにした」ということですし（『戦後編』１２５４頁）、試験に合格し「司法書士
となる資格を有する者がその業務を開始するには登録を為すことにし」、「あくまでも自主性尊重の点から、日司
連において取扱うことに決定した」（『戦後編』１２５５頁）ということでした。
　それは、最終的に「真に自主独立を完了する」ために法務局長または地方法務局長が、「司法書士に対して場合
によりその認可を取消し或は懲戒処分を与える権能を有する。このことは、いつまでもこのままでおくことは、
あまりにも司法書士の無力を表明するのみならず、時代錯誤の規定というも過言ではあるまい。改正案において
は法務局のかかる羈絆の一切を脱することにした」として、「この監督権を行使するものは司法書士会であり、日
本司法書士連合会である」としていました（『戦後編』１２５６頁）。
　すなわち、前述した「代書」的規定、「大正八年体制」からの脱却であり、前述の②③④⑤⑧の項目を、密接に
関連する一体のものとして用意したと考えられるものでした。
　しかし、そのような問題の性格は、その後の展開に影響を及ぼすことにもなりました。全体を一括して改正の
課題にするということが、法務当局の対応姿勢も合わせ考えたときに、果たして現実的な方策なのかどうか議論
にならざるを得ませんでした。具体的には、「もっぱら国家試験制度一本にしぼっての法改正」か「国家試験制度
と専門性の確立とは密接に関連しており、目的・職責等を明確にする法改正」かの対立となって現れました（『戦
後編』１０４３頁）。
　そして、基本的に後者の立場にたってその議論の方向性に大きな影響を与え、「法改正に大きな貢献をしたと評
価できる」（『戦後編』４６８頁）とされたのが、後に詳しくは触れますが、１９７６年１１月末になって全国青

年司法書士連絡協議会（全青司）がまとめた「司法書士法改正要綱試案」であり、真崎答申案とも基本的に通底
する内容でした。その結果、個々には直ちに必ずしも十分な内容になったわけではないものの基本的な方向にお
いては真崎答申案に沿った内容の法改正が、１９７８年以降順次実現することになったといってよいでしょう。
　そこで、法人化以外の真崎答申案の主な項目のその後の展開を、各項目相互の関連をも意識しながら確認して
おきたいと思います。

使命・職責規定の創設
　まず、全面改正に当たっての根本問題と位置づけられることになった基本的性格に関わる項目についてから見
ていきたいと思います。そもそも司法書士法は、日本国憲法施行後に全面改正されたにもかかわらず、他の弁護
士法等の士業法が備えることになっていた使命や職責といった規定が用意されていませんでした。それだけでな
く、それまでの法制定、法改正の経緯の中でも、業務内容を中心とする「定義」規定が提案されたことはありま
したが、使命や職責といった規定が話題になったことはありませんでした。いずれにせよ、これらの規定創設の
意図は、「代書」との明確な決別であり、「法律家」としての確固たる地位の確立でした。
　ということで、真崎答申案が前述のような位置づけの下で、用意した基本的性格に関わる「使命」と「職責の理念」
に関する規定の案を確認しておくと次の通りです。
（使命）
　第１条　司法書士は、保障を受けようとする私権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。
　　　　２　司法書士は、前項の使命に基づき、誠実にその業務を行い、権利の行使又は義務の履行が適正に実

現し、社会秩序が維持されるよう業務の上に努力しなければならない。
（職責の理念）
　第２条　司法書士は、常に、教養を深め、かつ、品位を保持し、業務に関する法令並びに事務に精通しなけれ

ばならない。

　その意味をあらためて真崎答申案の解説によって確認するならば、「社会正義を実現することを旨とし、社会秩
序が維持されるよう念願し、法規業務の専門家としての見識ある判断を加える」ということで、その業務は遂行
されなければならないという趣旨を、一層明確にする意味があるとされています。すなわち、限定された範囲で
はあれ、「法規業務の専門家」として、すなわち「法律家」として、その業務を遂行することを明確にしようとし
たということでしょう。
　もちろん、１９７８年法改正へ向けての紆余曲折は、当初はともかくも国家試験化の実現を第一義とする展開
にも見えたのですが、前述のように１９７６年１１月末に全青司がまとめた「司法書士法改正要綱試案」（要綱試
案）が、司法書士を法律家として明確に位置づける職責規定の創設を強く主張することになり、法改正の方向性
について流れを変えた転換点だったといわれています。そこで示された「司法書士の職責」は以下のような内容
でした（『戦後編』９１６頁）。
①　司法書士は、私権を擁護し、取引の安全と各種登記の実体的真正の確保につとめ、社会秩序の維持に寄与し
なければならない。

②　司法書士は、常に、教養を深め、品位を陶冶し、職務に関する法令及び事務に精通するよう努めなければな
らない。

　その内容は、もちろん完全に一致しているわけではありませんが、真崎答申案の「使命」規定（第１条）と「職
責の理念」規定（第２条）に近似していたことがわかります。核心である「私権を擁護」と「社会秩序維持」は、
共通ですし、要綱試案①の「取引の安全と各種登記の実体的真正の確保」は、真崎改正案第１条第２項の「権利
の行使又は義務の履行が適正に実現」を職務内容に即して具体化したと解釈できます。
　この全青司の要綱試案が、連合会の「とりあえず国家試験制度の実現を図ることこそが、二兎を追って一兎す
らも逸するよりは賢明である」とした基本方針を軌道修正させることになり、１９７７年２月半ばに「法改正（使命・
目的）専門理事会」を設置させ、具体案を策定させることになりました（『戦後編』１０６５頁）。
　その策定作業は、法務省との折衝の積み重ねでしたが、法務省は「使命規定」を設けることに強く反対しました。
「弁護士法第一条と同旨の規定を設けざるをえなくなる」という理由でした。そのため連合会としては、「法改正
の早期実現」のために「あえて使命規定を設けることなく、目的及び職責規定の新設により実質的効果を狙うこ
ととした」ということになりました（『戦後編』１０６５頁）。
　そして、長期にわたる粘り強い折衝により１９７７年末になって法務省から最終案として示された「司法書士
法一部改正大綱案」では、「司法書士制度の目的」と「司法書士の責務」として次のような内容が示されることに
なりました（『戦後編』１０８１頁）。
一、司法書士制度の目的
この法律は、登記、供託及び訴訟等に関する手続の円滑な実施に資するため司法書士の制度を定め、その業
務の適正を図り、もつて国民の権利及び財産の保護に寄与することを目的とする。

二、司法書士の責務　
１　司法書士は、その業務が国民の権利及び財産の保護に密接な関係を有することを自覚し、公正かつ誠実
にその業務を行わなければならない。　

２　司法書士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通しなければならない。

　連合会の要求とはその位置づけが異なることになり、目的規定は制度の目的になったものの、連合会は、「法律
手続の実務家としての位置づけを明確にしたものであり」、「法律判断はもちろん、法律相談も可能な道を一歩進
めた」と評価できるとして、受け入れることになりました。そして改正法は、冒頭に第１条の目的規定と第１条
の２の職責規定を次のように付け加えられました。
（目的）
第１条　　　この法律は、司法書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、登記、供託及び訴訟等に

関する手続の円滑な実施に資し、もつて国民の権利の保全に寄与することを目的とする。
（職責）
第１条の２　司法書士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務

を行わなければならない。

　前述したように、これで一応ようやく戦後の士業法の体裁を整えるということにはなりました。しかし、この
目的規定は、前述のようにあくまでも制度の目的を規定したものであり、司法書士の役割自体に焦点を合わせた
ものではありません。その意味では、司法書士を主体とするその社会的役割に焦点を合わせた規定こそが不可欠
だったと思われます。現に、既に、前述した「要綱一」が「司法書士本来の社会的使命を冒頭に表示すること」
を追求しており、真崎答申案が、既に紹介したような「使命」と「職責の理念」を規定することを提案していた

ことを想起すべきでしょう。
　そして、ついに真崎答申案から半世紀余を経た２０１９（令和元）年の法改正において、それまでの目的規定（第
１条）に代えて次のような使命規定が規定されることになりました。　
（使命）
第１条　司法書士は、この法律の定めるところによりその業務とする登記、供託、訴訟その他の法律事務の専門

家として、国民の権利を擁護し、もつて自由かつ公正な社会の形成に寄与することを使命とする。

　真崎答申案は、前述の解説も合わせ考えれば、司法書士の使命は、「法規業務の専門家」として「その業務を誠
実に行い」、「私権を擁護し」、「権利の行使又は義務の履行が適正に実現し」「社会正義を実現する」ということで
あり、２０１９年に制定された使命規定と実質的に同旨と解されるのであり、その先見性・先進性は、あらため
て高く評価されて然るべきでしょう。

国家試験制度・試験科目
　目的規定及び職責規定の創設が第一義的課題になったからといって国家試験化が頓挫したわけではなく、同じ
く１９７８年の改正で実現することになりました。前述したように、真崎答申案においても、国家試験化をめぐっ
てはじまった議論においても、国家試験化を意味のあるものとして実現するためには、なぜ国家試験化が不可欠
かを明らかにしておく必要があったということでしょう。また逆に、司法書士に求められる社会的役割の高度化
は、その質的担保を求めることにもなりますから、その最たる方法である試験制度の導入が課題化されたのは当
然のことであったでしょう。
　その要請が、最初に課題化したのは、代書人一般とは異なる専門職制度の創設を求めた司法代書人法の制定に
際してでした。前述した第３７回帝国議会衆議院請願委員会が用意した司法代書人法案は、「司法代書人タラント
スル者」が、基本的に具えるべき条件を「試験ニ及第」することとしていました（第２条第２号・『戦前編』３０９頁）。
　ところが、成立した司法代書人法には、これも前述もしたように、資格要件の規定もなく、「司法代書人タルニ
ハ所屬地方裁判所長ノ認可ヲ受クルコトヲ要ス」（第４条）としか規定されませんでした。
　次に試験制度を導入する可能性があった機会は、戦後の全面改正の際でした。当初司法書士会の用意した改正
案は、「一定の試験に合格したこと」を認可の資格要件にしていました（『戦後編』１１８２頁）。その試験によっ
て求めようとしている能力については、試験を必要としない資格要件によって推測が可能になります。具体的に
は、「判事又は検察官となる資格を有する者」及び「裁判所書記又は司法事務官であって十年以上その職にあつた
者」ということでした（『戦後編』１１８２頁）。
　しかし、１９５０年に成立した全面改正法は、試験制度を採用しなかっただけでなく、資格制度も採用せず、
認可のために要求した要件は、前述もしたように「裁判所事務官、裁判所書記官、裁判所書記官補、法務府事務
官又は検察事務官の職の一又は二以上に在つてその年数を通算して三年以上」（第２条第１号）であり、さらに第
２号では、「前号に掲げる者と同等以上の教養及び学力を有する」ことにされ、大量認可にもつながったと考えら
れるのです。
　ですから、前述のように強制会化に伴う「選考認可」の導入による全国統一試験の実施が、あらためて国家試
験制度導入への機運を生むことにもなっていたと考えられます。そして、真崎答申案が、「現在より高度の法律知
識並びに専門実務家として、その業務に精通することを期待される」、「その要請から、試験科目その他の事項を
検討して、司法書士試験を行うことにした」（『戦後編』１２５４頁）として用意した主要な条文案は、以下の通

りでした。
（資格）
　第４条　司法書士試験に合格し、政令の定めるところにより、実務の修習を終えた者は、司法書士となる資格

を有する。
（第一次試験）
　第９条　第一次試験は、次の科目について筆記試験をもって行なう。　
　　　　　一　憲法、民法、商法、刑法、不動産登記法、商業登記法
　　　　　二　民事訴訟法、刑事訴訟法のうち受験者のあらかじめ選択する一科目
　　　　　三　次の科目のうち受験者のあらかじめ選択する一科目
　　　　　　　（１）　供託法
　　　　　　　（２）　家事審判法
　　　　　　　（３）　人事訴訟手続法
　　　　　　　（４）　非訟事件手続法
　　　　　　　（５）　競売法
（第二次試験）
第１０条　第二次試験は、第一次試験に合格した者に限り、その者が第一次試験による試験において受験した科

目について、口述試験をもって行なう。
（登録）
第２２条　司法書士となる資格を有する者が、司法書士となるには、司法書士名簿に氏名、生年月日、事務所の

所在その他日本司法書士連合会で定める事項の登録を受けなければならない。
（司法書士の名簿）
第２３条　司法書士名簿は、日本司法書士連合会に備える。　
　　　　２　司法書士名簿の登録は、日本司法書士連合会が行なう。

　１９７８年改正に当たっての連合会の主張も、最後の最後まで、この真崎改正案と同様の内容になっていまし
た。特に資格要件としての「実務の修習」、試験科目としての「憲法」、連合会による自主「登録」などです。とはいえ、
「実務の修習」については、早い時点で法務省サイドから「具体的実施方法等についてなお検討を要する問題が
あるので、将来の課題とする」と通告されていました（『戦後編』１０８３頁）。「登録」については、連合会の推
測によれば、「権力統制の大きな要件の一つ」であり、法務省は「一歩もゆずらない態度をとっている」とのこと
でした（『戦後編』１９８６頁）。「憲法」については、最後の最後まで検討課題にはなっていましたが、「当局は
業務に直結しないという理由で承認しなかった」ということでした（『戦後編』１０８３頁）。
　その結果成立した関係条文は、以下のようになっていました。
（資格）
　第３条　次の各号の一に該当する者は、司法書士となる資格を有する。
　　　　　一　司法書士試験に合格した者
（司法書士試験）
　第５条　法務大臣は、毎年一回以上、司法書士試験を行わなければならない。
　　　　２　司法書士試験は、次の事項について筆記及び口述の方法により行う。ただし、口述試験は、筆記試

験の合格者について行う。
　　　　　一　民法、商法及び刑法に関する知識
　　　　　二　登記、供託及び訴訟に関する知識
　　　　　三　その他司法書士の業務を行うのに必要な知識及び能力
　　　　３　司法書士試験を受けようとする者は、政令で定めるところにより、受験手数料を納めなければなら

ない。
（登録）
　第６条　司法書士となる資格を有する者が、司法書士となるには、その事務所を設けようとする地を管轄する

法務局又は地方法務局に備えた司法書士名簿に登録を受けなければならない。

　因みに、自主「登録」は、１９８５（昭和６０）年法改正で実現し、「憲法」の試験科目化は、２００２（平成１４）
年の法改正で、簡裁訴訟の代理権の獲得と同時に実現しました。「実務の修習」は未だに実現していませんが、自
主的な研修の拡充が進んでいることは承知の通りです。いずれにせよ、これらの点での真崎答申案の先見性・先
進性も明らかでした。
　
業務規定の変遷
　長年月を要して、使命・職責規定の導入や国家試験化などによって、司法書士（司法代書人）の基本的性格を
明らかにすることになってきましたが、それまでの間は、業務内容の実態を如何に規定化するかということが、
基本的性格を確認する上での最重要課題の一つでした。しかし、実態に即した規定化を実現するのは、容易では
ありませんでした。その経緯を可能な範囲で振り返り、この点での真崎答申案の意味を確認しておきたいと思い
ます。そのために、異なる目的のため既に紹介した業務関係規定を再度掲記することにもなりますが、ご了承下
さい。
　そもそも、業務の実態と規定内容の齟齬は、司法代書人法からはじまっていました。既に紹介した衆議院請願
委員会が起草した司法代書人法案の業務内容を規定した第１条の司法代書人の定義規定は、次のようになってい
ました（『戦前編』３０９頁）。
　第１条　司法代書人トハ當事者ノ嘱託ニ依リ通常裁判所又ハ検事局ニ直接提出スル文書ノ作成ヲ業トスルモノ

トス

　これに対して成立した代書人法第１条は、以下の通り変更されていました。
　第１条　本法ニ於テ司法代書人ト穪スルハ他人ノ囑託ヲ受ケ裁判所及検事局ニ提出スヘキ書類ノ作製ヲ爲スヲ

業トスル者ヲ謂フ

　「直接」が、削られたことで、それまで容認されていた提出代理が不可ということにされ、「書類ノ作製」
に変更されることで、形式的・機械的代書を連想させることになったと考えられます。
　このような規定は、業務の実態を反映したものではなく、戦後の全面改正に際しては、業務を正確に反映する
ことを意図した次のような規定が用意されたりもしました（『戦後編』１１９６頁）。
　「この法律で司法書士とは、他人の嘱託を受けて、訴訟事件及び非訟事件につき、裁判所、検察庁、法務局又は
地方法務局に提出すべき書類を立案、調査、作成、整理し、書類の提出及び非訟事件の申請を代理し、又は其の

他之に附随する事務を行うを業とする者を言う。」
　しかし、全面改正後の第１条は、「司法書士は、他人の嘱託を受けて、その者が裁判所、検察庁又は法務局若し
くは地方法務局に提出する書類を代つて作成することを業とする。」ということになり、大幅に後退し、しかも「代
つて作成」と相変わらず「代書」を連想させる規定になってしまいました。
　真崎改正案は、業務規定（第３条第１項）について前述の戦後改正に際しての案にも近い以下のような規定を
用意していました。
（業務）
　第３条　司法書士は、他人の依頼に応じ、非訟事件、和解及び調停事件、登記及び供託事件の各手続に関し、

次に掲げる事務を行なうことを業とする。
　　　一　申請、申立、異議の申立等、その他訴訟を除く事務を代理する。
　　　二　前号に掲げた事務のほか、裁判所、検察庁、法務局若しくは地方法務局、その他法務省設置法（昭

和二十二年法律第百九十三号）に基づく官庁に提出する書類を作成すること。

　すなわち、書類作成以外にも、法的な位置づけはともかくとして事実上担っている業務を規定することを意図
したということでしょう。この提案は、１９６７年の法改正により、前述した第１条の「代つて作成」は削られ、登記・
供託に関する手続を「代わつてする」ことが認められることになり、真崎改正案に近づくことになりましたが、
より明確には１９７８年の法改正により、それまでの第１条が第２条（事実上の第３条）になり、次のように規
定されることになりました。
　第２条　司法書士は、他人の嘱託を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。
　　　一　登記又は供託に関する手続について代理すること。
　　　二　裁判所、検察庁又は法務局若しくは地方法務局に提出する書類を作成すること。
　　　三　法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理するこ

と。

　しかし、これでもまだ、真崎改正案には及びませんでした。さらに事態が動くことになったのは、２００２（平
成１４）年の法改正によってでした。その２００２年の法改正で改正された業務規定は、現行法ですからあらた
めて紹介することはしませんが、その最も重要で注目すべき内容は、簡裁訴訟の代理権の獲得であったことはい
うまでもありません。それこそは、真崎答申案によって提起された業務内容の拡充点でありましたから、その経
緯については別に確認することにしたいと思いますが、それ以外の業務は、実態に即して拡大の一途をたどって
おり、可能な業務を規定するという規定方式が困難になりつつあることを示していると考えられます。そのよう
な状態の下での業務の外延のあり方については、利用者の視点から固定観念を脱却することであり、真崎答申案
による使命規定や簡裁訴訟の代理権獲得の提起に学ぶべきではないかと思われます。

簡裁訴訟代理権をめぐって
　最後に、真崎答申案の基本的性格についての発想の転換を象徴していた業務内容の提起であった簡裁訴訟の代
理について確認しておきたいと思います。
　真崎改正案は、その第３条第２項で、「司法書士は、・・・他人の依頼によって、簡易裁判所の管轄に係る訴訟
事件に関して訴訟代理人となることができる」と規定していました。

　それまでの発想からすれば、弁護士が存在する中で、司法書士の訴訟代理への関与を主張することは、言って
みればタブーと考えられていたと思われます。弁護士の独占に抗することの難しさが意識されていただけでなく、
司法書士のアイデンティティを護ろうということだったかもしれません。真崎答申案がそのような事情を乗り越
える必要があると考えた理由はどのようなことだったのか、既にいくらか紹介しましたが、あらためて簡裁訴訟
代理権に関わってその理由を確認しておきたいと思います。
　その理由は、「軽微の簡易裁判所の訴訟事件においても甚だしく遅延停滞していて国民が憲法において附与され
ている裁判請求権を行使することは容易でない。この現況を打開することは法治国の大きい責務であると考えら
れる」という認識からはじまっていました。そして、司法書士の対応能力についても「現在の司法書士においては、
訴訟関係の書類の作成、また訴訟につき当事者を指導する点においても優秀な法律的素養を有するものが全国的
に少なからず存在している。この実態を看過することは、これまた現在のわが司法制度の発展の上に惜しむべき
ことと考えられるのである」との認識に基づいていました。
　その上で委員会は、「弁護士法、訴訟法等の改正なき限り、この実現不可能であることのため、躊躇逡巡したが、
いよいよ審議も終わりに近づき、この問題の最終的解決に立至ったとき、全員一大決意を持って改正案のとおり
ふみきった。これは、この難儀な現在の訴訟状況を救済することは社会の要請するわれ等の使命であると考えら
れるため、好ましからぬ社会風潮を打破するため、司法制度の改善促進のため、しかして司法書士制度の飛躍的
発展のため、簡易裁判所の事件だけは、われ等司法書士にも担当せしむべきであるとする結論に到達したからで
ある」と述べていました。
　この真崎改正案は、担い手や対象事件は限定されたものの、４０年近い時を経て現実化することになりました。
その導入への道を開いた司法制度改革審議会の「意見書」は、その理由について、次のように説明していました。
法的サービスの担い手の現状が「国民の権利擁護に不十分な現状を直ちに解消する必要性にかんがみ、利用者の
視点から、当面の法的需要を充足させるための措置を講じる必要がある。」ということでした。
　とすれば、簡裁訴訟代理権の獲得は、司法書士制度らしい発展の必然的な結果であったとも思われます。すな
わち、司法書士制度の発展の歴史は、言ってみれば、社会的要請に対応した実態の形成とその実態の制度的認知
の繰り返しだったからです。
　それにしても、真崎答申案の先進性・先進性には、驚嘆させられるばかりです。

結びにかえて
　以上不十分ながら、真崎答申案・改正案との関連で、司法代書人法が成立し、司法代書人会が発足して以来
１００年の司法書士（司法代書人）制度の展開を、限られた事項に沿って概観してきましたが、その歴史は決し
て平坦な道ではなく、苦闘の連続でした。
　それは、司法代書人法制定時点の法と実態の乖離にはじまった「大正八年体制」からの脱却への長い闘いでした。
その間にあって、制度の発展の将来を果敢に示すことになったのが真崎答申案・改正案であったと言っても過言
ではないと思われます。それは、真崎答申案・改正案の主要事項は、⑦紛議の調停も、詳しくは触れませんでしたが、
２００２年改正で実現しており、⑧自主懲戒権等、以外はすべて現実化したことになります。自主懲戒権の重要性
は、軽視できませんが、司法代書人法が成立し、司法代書人会が発足して１００年、「大正八年体制」と称された
状態を脱却することができ、本来担ってきた役割に見合った制度的枠組みを確保することになり、さらなる飛躍
の橋頭堡も築くことになっていると考えられます。
　２０１９年の改正により実現した使命規定（第１条）によれば、「司法書士は、この法律の定めるところにより

その業務とする登記、供託、訴訟その他の法律事務の専門家として国民の権利を擁護し、もって自由かつ公正な
社会の形成に寄与する」ことを期待されることになりました。業務範囲は、「この法律の定めるところ」と限定さ
れているようではありますが、「その他の法律事務の専門家」とも規定されており、その外延は広く、しかも権利
擁護と自由公正な社会の形成に求められる役割は、いってみれば無限ともいえるでしょう。前述もしたように、
業務内容の拡大は、個別規定方式の限界を迎えつつあることを、使命規定がカバーすることになっているとも解
することができます。明治以来、観念的な制度形成によって生じることになった制度的間隙を国民の身近にあっ
て国民の法的需要に応えることで、制度を維持・発展させてきた司法書士が、あらためて法律専門家として国民
の需要に応える制度的基盤を広げることになったといってよいでしょう。司法書士会発足１００年を機に、
自治の確立はじめさらなる法律家制度としての発展を期すとともに、その外延を実践的にさらに広げることを期
待させていただきたいと思います。
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　安房郡北條町北條　　　　北條区裁判所認可代書人　秋丸範輔外２名　
　香取郡佐原町佐原　　　　八日市場区裁判所佐原出張所認可代書人　保科子之助外３名
　匝瑳郡八日市場町　　　　八日市場区裁判所認可代書人　宇井忠兵衛外３名

　１９１５年末に召集された第３７帝国議会からは、衆議院請願委員会が構内代書人代表と協議の上用意したと
推測される法案が審議されることになりましたが、司法代書人法が成立した第４１帝国議会衆議院に上程された
法案は、以下のような内容でした（『戦前編』資料編１４１頁以下）。
　第１条　司法代書人トハ當事者ノ嘱託ニ依リ通常裁判所又ハ検事局ニ提出スル文書ノ作成ヲ業トスル者ヲ謂フ
　第２条　司法代書人ハ左ノ要件ヲ具フルコトヲ要ス
　　　　　一　帝國臣民ニシテ成年以上ノ男子タルコト
　　　　　二　司法代書人試驗ニ合格シタルコト又ハ司法代書人試驗委員ノ銓衡ヲ經タルコト
　第３条　司法代書人試驗及銓衡ニ關スル規則ハ司法大臣之ヲ定ム
　第４条　左ニ掲クル者ハ試驗又ハ銓衡ヲ要セスシテ司法代書人タルコトヲ得
　　　　　一　三年以上裁判所書記ノ職ニ在リタル者又ハ之ト同等以上ノ職ニ在リタル者
　　　　　二　司法大臣ノ指定シタル法律學校又ハ之ト同等以上ト認ムル學校ニ於テ定規ノ課業ヲ卒ヘタル者
　第５条　左ニ揭クル者ハ司法代書人タルコトヲ得ス
　　　　　一　禁錮以上ノ刑ニ處セラレタル者但シ二年以下ノ禁錮ニ處セラレタル者ニシテ刑ノ執　　
　　　　　　　行ヲ終リ若ハ其ノ執行ヲ受クルコトナキニ至リタルトキハ比ノ限ニ在ラス
　　　　　二　懲戒處分ニ依リ免官、免職又ハ除名セラレタル者ニシテ免官、免職又ハ除名後二年　　
　　　　　　　ヲ經過セサル者
　　　　　三　禁治産者又ハ準禁治産者
　　　　　四　破産又ハ家資分散ノ宣告ヲ受ケ復權セサル者
　第６条　司法代書人ハ其ノ作成シタル文書ニ付釋明ノ義務ヲ負フ
　第７条　司法代書人ハ訴訟事件ニ關與シ又ハ報酬ヲ得テ鑑定ヲ爲シ若ハ辯護士ノ紹介ヲ爲スコトヲ得ス　
　第８条　司法代書人ハ其ノ作成シタル文書ヲ囑託者ニ讀聞カセタル後其ノ末尾ニ署名捺印スヘシ
　第９条　司法代書人ハ正當ノ理由ナクシテ裁判所若ハ検事局ノ命シタル文書ノ作成ヲ拒ムコトヲ得ス當事者ノ

囑託ニ依ル場合亦同シ
第１０条　司法代書人ハ報酬アル公務ヲ兼ヌルコトヲ得ス但シ議員若ハ委員トナリ又ハ公務所ヨリ特ニ命セラレ

タル職務ヲ行フハ此ノ限ニ在ラス
第１１条　司法代書人ハ自己若ハ第三者ノ名義ヲ以テ商業ヲ營ムコトヲ得ス但シ司法代書人會ノ許可ヲ得タルモ

ノハ此ノ限ニ在ラス
第１２条　司法代書人ニ非サレハ司法代書業ヲ營ムコトヲ得ス
第１３条　司法代書人ハ司法代書人名簿ニ登錄ヲ受クヘシ
第１４条　各地方裁判所ニ司法代書人名簿ヲ備フ司法代書人ハ其ノ氏名ヲ登錄シタル地方裁判所ノ所属トス
第１５条　司法代書人ノ定員及登錄ニ關スル規則ハ司法大臣之ヲ定ム
第１６条　司法代書人ハ所屬地方裁判所ノ管轄地内ニ事務所ヲ定メ之ヲ所屬地方裁判所檢事局ニ屆出ツヘシ
第１７条　司法代書人ハ其ノ所屬地方裁判所每ニ司法代書人會ヲ設立スヘシ
第１８条　司法代書人會ハ所屬地方裁判所検事正ノ監督ヲ受ク

はじめに
　千葉司法書士会創立１００周年おめでとうございます。その１００周年を記念する会報特別号に執筆させてい
ただく機会をいただき誠に光栄に存じます。
　このような機会をいただいたのは、私が、日本司法書士会連合会（日司連）が編纂された司法書士制度の歴史
である『日本司法書士史－明治・大正・昭和戦前編』（１９８１年、以下『戦前編』と称させていただきます）及び『日
本司法書士史－昭和戦後編』（２０１１年、以下『戦後編』と称させていただきます）の編纂をお手伝いさせてい
ただいたことで司法書士制度の歴史について勉強させていただくことになったご縁でのことと承知しています。
　そのような私にとって、１００周年をお祝いする術は、歴史を振り返ることで、会員の皆様に１００周年の
意義をお考えいただくことをいくらかなりともお手伝いすることではないかという思いで寄稿させていただくこ
とにいたしました。その際、千葉会との関連で脳裏に浮かんでいましたのは、１９６４（昭和３９）年に、日司
連法改正専門委員会が提出した「改正司法書士法」案を内容とする「答申案」でした（その全文は、『戦後編』１
２５１頁以下に収録されています）。
　と申しますのも、この法改正専門委員会の委員長を務められ、答申案の解説を執筆されたのが、後に千葉会の
会長も務められた真崎龍一氏であったからです。しかも、この改正案の内容は、後に紹介するように、その後の
法改正によって次々に現実化するという極めて先見性・先進性に富んだ内容であり、半世紀余を経た２０１９（令
和元）年の法改正による使命規定の創設は、あらためて真崎答申案の先見性・先進性を想起させてくれるもので
した。
　ということで、創設１００年を迎えられたこの機会に、前述の『日本司法書士史』二編に依拠し、可能な範囲
で司法書士制度の歴史を振り返りながら、真崎答申案の内容をも紹介し、その意義を司法書士制度の展開との関
係で考えてみたいと思います。
　なお、引用に当たっては、旧漢字を新漢字に改めている場合があります。

司法代書人法成立の意味　　
　会長の「ご挨拶」にあるように、１９１９（大正８）年に、司法代書人法が成立するまでには、全国的に法律
の制定を求める請願運動が繰り広げられていました。その模様を伝える『法律新聞』１０２５号（大正４年７月
２０日）２頁（『戦前編』資料編３３４頁）によれば、「全国の代書人中棋界廓清に志あるもの、明治四十五年春
東京市に於て此挙を唱道し、爾後全国に其運動を開始し」たということです。
　そして、１９１３（大正元）末に召集された第３０帝国議会から司法代書人法が成立した第４１帝国議会（大
正７年１２月２７日－８年３月２６日）までの毎議会に請願が提出されることになり、１９１５（大正４）年５
月に召集された第３６帝国議会からは、請願が採択されることになりました。議事録で明らかにされているとこ
ろでは、千葉からも、毎回同一の代表者６名外から請願が提出されていました。代表者は、いずれも裁判所構内
で業務を行うことを認可されていた、いわゆる構内代書人でした。歴史的事実ですので、各請願の代表者の記載
がある第４０帝国議会（大正６年１２月２５日－７年３月２７日）の議事録から紹介すると以下の方々でした（『戦
前編』資料編１２４頁）。
　千葉郡千葉町千葉　　　　千葉地方裁判所認可代書人　足立重次郎外４名
　君津郡木更津町木更津　　千葉区裁判所木更津出張所認可代書人　永田喜一郎外１名
　長生郡一宮町　　　　　　千葉区裁判所一宮出張所認可代書人　山形伊太郎外１０名

第１９条　司法代書人會ハ其ノ會則ヲ定メ所屬地方裁判所檢事正ヲ經テ司法大臣ノ認可ヲ受クヘシ
第２０条　司法代書人ハ所屬司法代書人會ノ會則ヲ遵守スヘシ
第２１条　司法代書人ハ司法代書人會ニ加入シタル後ニ非サレハ職務ヲ行フコト得ス
第２２条　司法代書人ニシテ本法又ハ司法代書人會會則ニ違反シタル所爲アルトキハ司法代書人會ハ懲戒ヲ求ム

ル爲所屬地方裁判所検事正ニ申告スヘシ
第２３条　地方裁判所檢事正ハ司法代書人會ノ申告ニ依リ又ハ職權ヲ以テ懲戒委員會ノ審査ヲ要求スへシ但シ職

權ヲ以テスルトキハ司法代書人會ニ通知スへシ
第２４条　司法代書人ニ對スル懲戒事件ニ付テハ管轄地方裁判所ニ於テ懲戒委員會ヲ開クヘシ
第２５条　司法代書人ノ懲戒處分ハ左ノ四種トス
　　　　　一　譴責
　　　　　二　百圓以下ノ過料
　　　　　三　一年以下ノ停職
　　　　　四　除名
第２６条　懲戒處分ニ付テハ文官懲戒令中判任官ニ關スル規定ヲ準用ス
　　附則　現在ノ代書人ニシテ裁判所ノ認可ヲ經タル者ハ本法施行ノ日ヨリ六十日以内ニ司法代書人名簿ニ登錄

ヲ請フトキハ試驗又ハ銓衡ヲ要セスシテ司法代書人タルコトヲ得

　ところが、成立した司法代書人法は、わずか１１条の法律になってしまいました。その落差が、その後の展開
に影を落とすことになりましたので、その全容も確認しておけば、以下の通りです（『戦前編』資料編３２頁以下）。
　第１条　本法ニ於テ司法代書人ト穪スルハ他人ノ囑託ヲ受ケ裁判所及検事局ニ提出スヘキ書類ノ作製ヲ爲スヲ

業トスル者ヲ謂フ
　第２条　司法代書人ハ地方裁判所ノ所屬トス
　第３条　司法代書人ハ地方裁判所長ノ監督ヲ受ク
　　　　地方裁判所長ハ區裁判所判事ヲシテ司法代書人ニ對スル監督事務ヲ取扱ハシムルコトヲ得
　第４条　司法代書人タルニハ所屬地方裁判所長ノ認可ヲ受クルコトヲ要ス
　第５条　司法代書人ハ地方裁判所長ノ定ムル書記料ヲ受ク
　第６条　司法代書人ハ事務所ヲ設ケ地方裁判所長ノ認可ヲ受クルコトヲ要ス
　第７条　司法代書人ハ正當ノ事由アルニ非サレハ囑託ヲ拒ムコトヲ得ス
　第８条　司法代書人ハ當事者ノー方ノ囑託ニ依リテ取扱ヒタル事件ニ付相手方ノ爲ニ書類ノ作製ヲ爲スコトヲ

得ス
　第９条　司法代書人ハ其ノ業務ノ範圍ヲ超エテ他人間ノ訴訟其ノ他ノ事件ニ關與スルコトヲ得ス
第１０条　司法代書人ハ其ノ取扱ヒタル事件ヲ漏泄スルコトヲ得ス但シ裁判又ハ検事局ニ於テ訊問ヲ受ケタル場

合ハ此ノ限ニ在ラス
第１１条　司法代書人其ノ業務上ノ義務ニ違反シタルトキ又ハ品位ヲ失墜スヘキ行爲ヲ爲シタルトキハ地方裁判

所長ハ司法大臣ノ認可ラ受ケ左ニ揭クル處分ヲ爲スコトヲ得
　　　　　一　業務ノ禁止又ハ停止
　　　　　二　五百圓以下ノ過料
　　　　非訟事件手續法第二百八條ノ規定ハ前項ノ過料ノ處分ニ付之ヲ準用ス

　以上のように、成立法による業務は、裁判所及び検事局に提出する司法関係「文書ノ作成」（案１条）ではなく
形式的・機械的な「代書」を意味すると考えられる「書類ノ作製」（１条）と規定され、「司法代書人試驗」（案２条２号）
は採用されず、裁判所の認可を受け（４条）、監督され（３条）業務を行うことになっていました。資格要件につ
いての規定（案４条）がなくなっていただけではなく、非司法代書人の取締規定（案１２条）も、司法代書人名
簿への登録（案１３条以下）もなくなっていました。司法代書人会については、そもそも規定が存在せず、強制
設立（案１７条）、強制加入（案２１条）もなくなっていました。当然、司法代書人会の懲戒申告権もありません（案
２３条）。
　司法代書人法には、司法代書人会についての根拠規定がなくなりましたが、通例は各地方裁判所ごとに制定し
ていた「司法代書人監督規程」に任意設立を許容する規定が置かれているようでしたので、千葉地方裁判所が制
定したものは確認できていませんが、千葉においても同様であったと考えられます。
　いずれにせよ、『戦前編』の指摘するところによれば、この司法代書人法は、「『代書』という基本的性格を再確
認した上で、取締法として再構成した」にすぎなかった（３２２頁）ということであり、「大正八年体制」（『戦後編』
２０頁）と称される司法代書人に対する監督体制を形成したということになりました。それゆえ、それ以後の司
法代書人・司法書士の歴史は、司法書士の法律家としての実態に即した法制度の確立を求め、この「大正八年体制」
を打破するための闘いからはじまる歴史であったということになります。
　ということで、法改正運動は、司法代書人法施行直後からはじまりましたが、太平洋戦争敗戦後の日本国憲法
の制定までに実現した法改正は、１９３５（昭和１０）年の「司法代書人」から「司法書士」への名称変更のみでした。

強制会化までの戦後法改正の歩み
　ですから、日本国憲法制定後（戦後）の法改正要求では、当初、事態を一気に変えようという提案が表明され
ることにもなりました。
　例えば、「日本司法書士連合会」が、１９４９（昭和２４）年４月にまとめた「司法書士法改正についての希望
上申の件」の第１項では、第１条の書類の作成に関連して、「書類の内容の調査整備及事件の判断を為し並に書類
の作成の相談に応じることができる」ことを明らかにすることを求めていました（『戦後編』１１８５頁）。そして、
同年１０月に法務総裁に提出した「司法書士法改正希望事項」では、司法書士の業務を、「他人の嘱託を受けて、
訴訟事件及び非訟事件につき、裁判所、検察庁、法務局又は地方法務局に提出すべき書類を立案、調査、作成、
整理し、書類の提出及び非訟事件の申請を代理し、又は其の他之に附随する事務を行うを業とする者を言う。」と
定義しようとしました（『戦後編』１１９６頁）。
　さらに、改正への議論の過程では、名称変更や試験制度の導入なども主張され、資格要件としての司法関係職
務の経験年数も１０年を要求したりもしていました。司法書士会は、強制設立・加入とし、法人化し、会員の除
名決議権限を認めることなども主張され、その他にも、紛議調停制度の創設などについての提案も行われていま
した。
　当時の業務の実情に即した具体的な内容を条文化し、業務の「『代書性』を除去」し、「法律家としての書類作
成権限である」（『戦後編』３８頁）ことを明確にしようとしたものと考えられますが、それは、１９１９年の司
法代書人法制定に当たって、請願委員会の用意した法案が目指した内容に近いものであったともいってよいでしょ
う。
　しかし、１９５０（昭和２５）年５月２日になって成立し、７月１日から施行された全面改正法は、政府の消

極的対応から議員立法の道を選択せざるを得なかったことなどから、妥協を強いられ、当初の改正要求からは、
大きく後退した内容になってしまいました。
　第１条が事態を象徴していたと言ってよいでしょう。具体的には、「司法書士は、他人の嘱託を受けて、その者
が裁判所、検察庁又は法務局若しくは地方法務局に提出する書類を代つて作成することを業とする。」と規定され
ました。「書類作成」に限定されただけでなく、「代つて作成する」という「代書」を連想させる文言が挿入され
ることにもなりました。その上、２項では、「前項の書類であっても他の法律において制限されているものについ
ては、その業務を行うことができない。」ことにしていました。
　さらに、試験制度の導入は見送られて認可制度が維持されただけでなく、資格要件としての司法関係職務の経
験年数も３年とされ（第２条１号）、しかもそのような者と「同等以上の教養及び学力を有する者」にまで広げて
いました（第２条２号）。すなわち、資格要件は、有っても無いに等しいということでした。また、報酬自主権は
認められず（第７条）、司法書士会は、任意設立、任意加入とされました（第１４－１７条）。非司法書士の取締
規定は設けられましたが（第１９条）、「他の法律に別段の定がある場合又は正當の業務に附随して行う場合は、
この限りでない。」との但書が規定されていました。
　こうして成立した改正法は、およそ「大正八年体制」の打破にはほど遠い内容でした。ということで、同時に
施行された司法書士法施行規則が旧法的監督規定を残していたこともあり、成立したばかりの改正法に対する改
正要求が噴出することにもなりました。
　そして、やはり議員立法で、最少限度の再度の改正が、１年後に施行されることになりました。その主な内容は、
報酬を司法書士会の会則事項とすることで、報酬自主権を認めさせたことと、非司法書士取締規定（第１９条）の「但
書」の削除でしかありませんでした。ですから、当初からの制度要求が充たされることになったわけではなく、
継続的な課題であり続けました。
　そのような中で次に実現したのが、１９５６（昭和３１）年の司法書士会の強制設立・加入制度でした。この
法改正の内容自体は、早くからの要求でしたから、要求の実現として積極的に評価できそうでもあります。とこ
ろが、実相は、異なっていました。そもそもは、１９５０年の全面改正により規定された資格要件が、前述もし
たように、無いに等しい内容であり、その運用に、次のような法務府民事局長の通達が出されていました（１９
５０年６月２０日・『戦後編』１５５頁）。
　司法書士の認可の申請があったときは、「認可申請人に司法書士法所定の資格があり、且つその者がその業務に
耐えうる程度の健康状態である限りは、これを認可すべく、管轄区域内における司法書士業務の繁簡その他の事
情を考慮すべきでないこと。」というのでした。
　その結果、連合会で調査したところによれば、１９４９年６月３０日の全国の司法書士の人員は、６３４８人
であり、因みに千葉の人員は、９５人でした（『戦後編』１２３８－１２３９頁）が、１９５０年１２月３１日に
なると、全国では、６７５４人になり、千葉では１０５人（『戦後編』１２３７－１２３８頁）、強制会が創設さ
れた直後の１９５６年１２月末には、法務省民事局の調査によれば、全国で１２３９２人、千葉が２０９人になっ
ていました（『戦後編』２８２－２８３頁）。短期間での急激な増加であり、当局による「大量認可」が行われた
結果だと考えられていました（『戦後編』１５４頁以下参照）。
　そのことで、どのような事態が生じたかですが、具体的な数字となって現れたのは、司法書士会の非会員率の
激増でした。後に、強制会への法改正を審議していた衆議院法務委員会で明らかにされたところでは、全国で「非
会員が四三五八、会員が八三九五で、半数強の非会員がございます」（『戦後編』２２７頁）。もう少し早い時点で
深刻な事態になっていたのは東京であり、東京法務局長の発言によれば、新法施行時点で、東京の司法書士の総

数は、１９８人で、うち司法書士会の会員が、１６０人だったものが、１９５３年５月末現在には、司法書士の
総数が、１４８４人になり、会員は、わずか２１０人で、非会員率が８５．８％だったとされています（『戦後編』
１５８頁）。法務省民事局の調査によるほぼ同時期の６月末現在の千葉も含む関東甲信越駿１１局管内の非会員
率は、５３．８％とされています（『戦後編』同前）。
　そして、この激増した非会員は、「会の指導、連絡等とは無縁の存在」であり、「司法書士の総体としての力量
を低下させたから、補正を要する不備な登記申請書類を激増させ、事務渋滞をまねく原因」（『戦後編』１５８－
１５９頁）になりました。
　ということで、当局は、前述したような認可方針を改め、「資格の有無は、原則として試験により判定する」こ
とにせざるを得ないということになりましたが、それだけではなく「司法書士の業務の公正を期するために」、「司
法書士会を強化し、その健全な運営を図ること」にするという法務省民事局長の通達を出すことにもなりました
（『戦後編』１５９－１６０頁）。
　要は、司法書士会による指導・連絡等によって、司法書士業務の質の向上、維持を図ろうということで、その
ために必要な制度的担保として、強制会制度を実現しようということでした。
　以上のような経緯から、当局主導で実現したのが、１９５６（昭和３１）年の法改正による強制会制度でした。
具体的には、次のように改正されました。
　旧第１４条「司法書士は、法務局又は地方法務局の管轄区域ごとに、会則を定めて、司法書士会を設立するこ

とができる。」
　新第１４条「司法書士は、その事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域ごとに、会則を定

めて、一箇の司法書士会を設立しなければならない。」
　さらに、合わせて連合会についても次のように改正しました。
　旧第１７条「司法書士会は、共同して特定の事項を行うため、会則を定めて、全国を単位とする司法書士会連

合会を設立することができる。」
　新第１７条「司法書士会は、会則を定めて、全国を通じて一箇の司法書士会連合会を設立しなければならない。」
　その上、第１７条第２項に連合会の目的についての次のような規定を付け加えました。「司法書士会連合会は、
司法書士の品位を保持し、その業務の改善進歩を図るため、司法書士会及びその会員の指導及び連絡に関する事
務を行うことを目的とする。」
　また、質の向上という点でも、第２条１号の資格要件としての司法関係職務の経験年数を３年から５年に引き
上げ、第４条の認可方法についても、「管轄する法務局又は地方法務局の長の認可を受けなければならない。」となっ
ていたところを「管轄する法務局又は地方法務局の長の選考によつてする認可を受けなければならない。」と改正
し、全国統一の選考試験を実施することにしました（『戦後編』２８５頁以下参照）。
　
真崎答申案の登場　
　強制会制度の成立にいたる経緯はともかくとして、前述したように単位司法書士会の強制設立・加入自体は、
司法代書人法制定以前からの悲願であり（『戦前編』３１０頁参照）、１９５０年の改正に際しても達成できなかっ
た要求でした。しかも、必ずしも従前の改正要求にはなっていなかった連合会の強制設立も実現することになり
ました。それは、改正の目的が、全国的な司法書士会による指導・連絡等ということであり、全国的な組織化が
不可欠と判断されたからと考えられますが、そのことで、会の目的を実現するための組織体制の整備、会活動の
活発化を促し、制度発展の基盤を用意することになったのは間違いありません。

　ということになれば、あらためて法改正の実現が組織的な課題として浮上してくるのは、必然でした。強制会
成立直後には、「登記簿と台帳の一元化」という大問題の解決が迫られており少し間は開きましたが、１９５９（昭
和３４）３月に開催された第１１回臨時総会になって法改正問題が本格的に議論されることになりました（『戦後
編』２７９頁）。具体的には、司法書士の資格、認可、国家試験等について議論があったということですが、さら
に研究が必要ということで継続審議になっていました。
　翌１９６０（昭和３５）年７月に開催された第１２回定時総会では、「法令あるいはその他の重要問題の調査・
研究」等にあたる委員会の設置が承認され、１１月になって三つの分科会からなる特別委員会として発足しまし
たが、その第二分科会が、「司法書士の認可および業務の確立について」と「右に関連する事案の調査研究」を担
当することになり、その後の法改正論議を中心的に担っていくことになりました。
　そして、この第二分科会の委員として指名されたのが、当時千葉支部長であり、千葉司法書士会の綱紀委員会
委員長であった真崎真一氏でした（『戦後編』３０２頁）。
　この第二分科会は、１９６２年９月に開催された第１４回定時総会までには、「司法書士法改正案要綱」及び「要
綱」に沿った「司法書士法改正案」を作成し、各単位会に送付していました。
　その主な内容を要綱と条文案とを合わせて以下に紹介しておきたいと思います（『戦後編』３１７頁以下、３２
３頁以下）。
　要綱一　司法書士本来の社会的使命を冒頭に表示すること
　　　　　条文は用意されていない
　要綱二　職域の拡張を図ること
　　　　　第一条を「司法書士は他人の嘱託を受けてその者が裁判所検察庁又は法務局若しくは地方法務局（そ

の他法務省令による官庁）に提出する書類を（作成し又は代理手続きを）代つて作成することを業と
する。」と、（　）内を加え、取り消し線部分を削る。

　要綱三　司法書士の資格を引上げること
　　　　　第二条の司法関係職務の経験年数を「五年以上」から「十年以上」に
　要綱四　欠格事由の緩和を考えること
　　　　　第三条の欠格事由発生後の経過期間を「二年」から「五年」と延長する
　要綱五　認可制を改め国家試験制にすること
　要綱六　司法書士の義務的条文の緩和及び行政処分権を改めること
　要綱七　司法書士会々則の改正
　　　　　１　報酬規定を削除すること
　　　　　２　司法書士会を法人化すること
　　　　　並に連合会の強化を考えること
　　　　　第１４条の２に、「司法書士会は法人とする」と規定する。
　　　　　第１５条の２を、「司法書士会の会則を定め又はこれを変更するには司法書士会連合会の承認を受け

法務大臣に通知しなければならない」と改正する。　
　要綱八　修習制度を設けること並に補助者の資格を引上げること
　　　　　第４条の２として、「一定期間実務の修習をしなければ、事務所を設けることが出来ない」と規定する。
　要綱九　司法書士の名称を変更すること
　　　　　「法務士」と改正する。　　

　要綱十　司法書士法施行規則の改廃
　
　以上の内容は、基本的には、「現行法を基礎として、研究したもの」（『戦後編』３２４頁）ということで、試験
制度や法人化などの従前からの課題をあらためて整理したという性格が強く、使命規定は成文を得ていませんし、
なお漸進的な内容にとどまっていたということでしょう。
　そのような経緯を経て、第１４回定時総会後の１９６２年１０月に開催された第１回理事会は、組織体制の整
備を行い、それまでの分科会を専門委員会と改名し、その一つとして「法改正専門委員会」を設置することにな
りました。そして、その委員長に指名されたのが、真崎龍一氏でした。真崎氏の委員長としての活躍の様子につ
いては、本会報３４号（１９７８年１１月）のインタビュー記事「猛虎健在－真崎龍一氏法改正を語る」に詳細
に紹介されており、私もかって２度ほど紹介させていただいたことがあります（月報司法書士２００４年１１月
号８８－８９頁、２００５年２月号７２－７３頁）。ということで、本稿では、その検討内容について紹介させて
もらうことにしたいと思います。
　委員会は、１１月２７日に第１回の委員会を開催し、精力的に検討を続け、発足後の最初の１９６３年６月に
開催された第１５回定時総会には、まだ半年余の期間であり、同時に発足した他の専門委員会からの報告はなかっ
たにもかかわらず、この委員会のみは改正法案についての本格的な中間報告を行っていたということです。その
要点は、以下のような内容でした（『戦後編』３３４頁）。
　一　改正法案第３条第１項第１号に「・・・に提出する書類を作成すること、及び申請申し立て異議の申し立

て又は訴訟を除いてその他の事項を代理する」とし、同条同項第２号に「前号に規定する業務につき相談
に応ずること」と定める。

　二　国家試験制度への転換　司法書士の業務は、高度な法律知識を要するが、未だに非常に低い程度の＂代書
＂という観念で見られていることは非常に残念である。このためにも、現在の認可制度を国家試験制度に
換えるべきものと考える。

　三　司法書士の「＂社会的使命＂および＂職責の理念＂」を法文の冒頭に掲げる。

　中間報告とはいえ、過去の蓄積を参照しながらも、それにとどまらない意欲的な提案を期待できる内容になっ
ていました。明確に「＂代書＂という観念」からの脱却を意識した制度的方策として国家試験制度を位置づけて
いましたし、その必要性の基礎となる「＂社会的使命＂および＂職責の理念＂」を明文化しようということでした。
そして、その基礎の上に、「相談」を含む実態に即した業務内容の条文上の拡張を志向していたからです。
　ところで、この委員会が活動を開始した１９６２年１１月という時期は、直前に司法制度の改革を目指した「臨
時司法制度調査会」（臨司）が内閣に設置され、調査審議を開始していました。この臨司は、司法書士の簡裁代理
権獲得につながった１９９９年に設置された「司法制度改革審議会」と対比される存在でした。直接的には、訴
訟遅延の深刻化、法曹志望者の減少などを契機とした動きでしたが、そのような実情は、１９６４年８月になっ
て公表された、その「意見書」によれば、以下のように指摘されていました。
　「簡易裁判所の所在地はもちろんのこと、地方裁判所の支部の所在地においてすら、弁護士の事務所のない事例
が数多く存在」（７７頁）し、「司法書士が、ある面では、事実上いわゆる事務弁護士的機能を果たしているが、
これらの国民生活における法律的処理を要する面の需要に対して、弁護士がいかなる役割を果たすべきかの問題
がある。また、国民の日常生活の法律的処理の面において、いわゆる三百代言のばっこ、暴力団の介入が顕著で
あるといわれている」（８０頁）、「民事訴訟においては、弁護士が代理人とならないいわゆる本人訴訟が多く、地

方裁判所においてさえ、当事者双方につき弁護士が代理人となっている事件は、通常第一審訴訟事件のわずか四
〇パーセント弱であり、これが訴訟の適正円滑な処理にとって大きな妨げになっている」（８０頁）。
　委員会は、この機会を積極的に生かしていくべきと考えたということだったと思われますが、その前提には、
司法書士制度の将来への危機感もあったと思われます。委員会の「答申案」（その全文は、前述もしましたが『戦
後編』１２５１頁以下に収録されています。以下、「真崎答申案」あるいは「真崎改正案」と呼びます。）は、臨司の「意
見書」よりも早く、１９６４年４月に提出されたましたが、その冒頭では、弁護士はじめ隣接他士業との関係を
考えれば、「われ等司法書士の行方は真に憂うべきものとの感を深くする」とし、「現行司法書士制度のこの脆弱を、
如何にして打開するか、職域の拡張をいづれに求むるのか、地位の向上、組織団体のありかた等を思念して審議
を続行し」、「法改正の実現が緊急の要務であることを考え、兎角の批判の生ずることも已むをえない仕儀とこの
案をもって、答申することにした」としていました。
　その思いは、当時の司法書士法の条文数２３条に比してはもちろん、その後数度の改正を経た現行法でさえ、
その条文数が９５条であるにもかかわらず、真崎改正案は１０３条に及んでいたことに象徴されていたかもしれ
ません。もちろん、条文数は内容を反映したものであり、過去に類似の案の示された条項も含まれているものの、
全体としてみれば、従前の改正案にはなかった「制度の充実・発展を図ろうとする意欲にみちた労作ということ
ができる」（『戦後編』３７３頁）「先見性に富んだ、また先進的なものである」（『戦後編』３７４頁）ということ
でした。
　その主な内容を、真崎改正案の章あるいは条数とその後の法改正が実現した改正年がわかるように各事項の末
尾に（　）で示して列挙すれば以下のようになります。
　①　司法書士会・連合会の法人化（第５３条第３項・第６７条第３項、１９６７（昭和４２）年法改正）　
　②　使命・職責理念・業務規定（第１条・第２条・第３条、１９７８（昭和５３）年・２０１９（令和元）年法改正）
　③　国家資格の創設・国家試験制度の導入（第２章・第３章、１９７８（昭和５３）年法改正）
　④　国家試験科目に憲法を入れる（第９条・第１０条、２００２（平成１４）年法改正）　
　⑤　登録事務の連合会への移譲等（第４章、１９８５（昭和６０）年法改正）
　⑥　簡易裁判所事件の訴訟代理（第３条第２項、２００２（平成１４）年法改正）
　⑦　紛議の調停（第６３条、２００２（平成１４）年法改正）
　⑧　自主懲戒権等（第９章・第１０章）

　以上のように、その内容は半世紀以上の時を経て、ほぼ実現することになっています。しかし、そのことが、
公表当時は、「時期尚早として容易に受けいれられない原因となったことも、否定できないようにも考えられる」
（『戦後編』３７４頁）ということで、提出直後の１９６７年６月に開催された第１７回定時総会では、「本答申
案は現司法書士法に比し非常に高度な法案となっているので、本答申案に対する各単位会の意見を広く徴し理事
会において慎重審議して、その具体的実現を漸進的に図ってゆく」との執行部の見解が示され、了承されること
になりました（『戦後編』３７５頁）。
　強制会制度の実現を基礎に、一気に「大正八年体制」からの脱却を図ろうとした真崎答申案は、またしてもと
りあえずは挫折の憂き目に遭うことになりましたが、その方向性の正当性は、時間が証明することになりました。
そしてその多くの事項の実現の経緯は、真崎答申案以前の歴史をも含めての、司法書士制度発展の苦闘の歴史そ
のものであったといってよいでしょう。
　ということで、真崎答申案の前述した主要な内容について、ごく手短にではありますがその実現の経緯を確認

しておくことにしたいと思います。

司法書士会の法人化　　　
　まず、最初に実現することになったのは、真崎改正案第５３条第３項「司法書士会は法人とする。」でした。真
崎答申案を受けた日司連総会・理事会は、前述もしたように全体の立法化についての要求は時期尚早としたもの
の、法人化と国家試験の実現を当面の具体的目標することになりました（『戦後編』３７５頁）。
　とはいえ、国家試験化はそう簡単に実現できる課題ではありませんでした。それに対して、強制会化が実現し、
組織体制が整備され、活動が活発化していた司法書士会を法人化することにさほどの困難は無かったと思われま
す。また、強制会化した司法書士会の基盤をさらに強化するために法人化は不可欠の要素でもあったということ
でしょう。
　現に、真崎答申案と相前後して、司法書士会館の建設が本格的に議論されることになり１９６７（昭和４２）
年の改正により法人化が実現した（第１４条第３項・第１７条の３）翌１９６８年には、会館用地を取得し、１
９７０年３月には、旧司法書士会館が完成しました（会館建設の経緯の詳細については『戦後編』９７５頁以下
参照）。
　それにしても、法人化へは、実に長い道のりでした。前述した帝国議会衆議院請願委員会が起草した司法代書
人法案は、各単位司法代書人会の強制設立・強制加入を規定していました（『戦前編』３１０頁）が、成立した司
法代書人法は、前述したように司法書士会についてさえ規定せず、任意会の設立についても各地裁ごとの監督規
程に委ねていましたから、およそ法人化といったことは想定されていませんでした。
　ようやくこれも前述した日本国憲法制定後の法改正要求で、あらためて各単位司法書士会の強制会化を主張す
ることになりましたが、その際には合わせて法人化も主張することになりました（例えば、『戦後編』１１９０頁）。
強制会化した司法書士会の基盤を確固たるものにするためには法人化が必要と考えられたということでしょう。
　しかし、このときも、法案提出準備の最終盤までは、司法書士会の強制会化は維持されましたが、法人化は法
案化されないことになっていました（『戦後編』１２２０頁）。しかも、当時は、連合軍の占領下でしたから、法
案について連合軍総司令部（ＧＨＱ）の了解を取り付ける必要があり、その審査を経た国会提出法案では、司法
書士会は、司法書士会連合会も合わせて任意会としての設立が認められただけに終わり、法人化も実現しません
でした（『戦後編』８８頁以下参照）。
　ということで、ようやく、１９５６年に強制会化が実現し、法人化への基盤ができることになったと考えられ
ます。現に１９５６年の法改正で強制会が実現し、１９６２年に真崎氏が一員となった分科会が用意した前述の
要綱や真崎改正案が、法人化をあらためて主張することになっており、当時最も現実的な改正要求であったと考
えられます。
　ということで、法人化は、１９６７年に実現することになりましたが、国家試験化は、法人化と同時に実現す
ることにはなりませんでした。しかし、その１９６７年の法改正に際して衆議院法務委員会は、「司法書士の試験
制度も、土地家屋調査士と同様に、国家試験を採用するよう努力を致すこと」という附帯決議を行うことになり
ました。
　なお、真崎改正案では、連合会についても法人化するということだけでなく「司法書士会連合会」から司法書
士と司法書士会を会員とする「日本司法書士連合会」とすることも提案されていました（第６７条）。また、「地
区司法書士会協議会」の任意設立を法定しようとしていました（第６６条）。しかし、連合会の名称は変更されま
せんでしたし、組織編成の変更もありませんでした。また、「地区司法書士会協議会」の法定にも至りませんでした。

１９７８年法改正へ　
　次に、国家試験化がどうなったかを確認しておきたいと思いますが、資格制度及び登録制度と一体となる国家
試験制度の導入も、司法代書人法制定以前からの課題であり、さすがに、附帯決議の翌１９６８年６月の連合会
の総会で、「国家試験移行対策委員会」の設置が決定されました。しかし、事態はそう簡単には動きませんでした。
その主な理由は、何故そうだったのかまでは明確ではありませんでしたが、「実は、法務当局の対応がきわめて消
極かつ冷淡であり、国家試験の推進を躊躇せざるを得なかったことが異常な経過の真相であった」ということで
あり、「国家試験実現への道はその当初から逆風の中を踏み出し、その後もつねに嵐の中を闘い抜き、遂に画期的
成果に達したことを銘記しなければならない」とされています（『戦後編』１０４０頁）。
　とはいえ、国家試験化自体が多くの検討課題を内包していただけでなく、司法書士制度のあり方の根本に関わ
る多岐で広範囲にわたる課題と関わっていたことも影響していたと考えられます。
　全面改正を目指した真崎答申案も、「まず司法書士の果すべき役割、その他司法書士制度の意義につき、基本的
な考え方を決める必要がある」として、「司法書士が依頼者の要請に基きその業務に従事するに当っては、官庁業
務の適正な運営のために、社会正義を実現することを旨とし、社会秩序が維持されるよう念願し、法規業務の専
門家としての見識ある判断を加えるという形において、その業務は遂行されなければならない。このような司法
書士の公共的な立場を明らかにして、司法書士の自覚を高める趣旨を、一層明確にする意味で、司法書士の使命
及び職責の理念という形をとり、このことにつき、改正案において冒頭に規定することが適当である」という認
識の下に試験制度も位置づけていました。
　すなわち、「改正案は司法書士の地位の向上とその確立及び国家並国民的要望を考慮して司法書士の職域の拡大
を図った。これがため、今後この拡大された業務を遂行するには、現在より高度の法律知識並びに専門実務家と
して、その業務に精通することを期待されることは云うまでもない。この要請から、試験科目その他の事項を検
討して、司法書士試験を行うことにした」ということですし（『戦後編』１２５４頁）、試験に合格し「司法書士
となる資格を有する者がその業務を開始するには登録を為すことにし」、「あくまでも自主性尊重の点から、日司
連において取扱うことに決定した」（『戦後編』１２５５頁）ということでした。
　それは、最終的に「真に自主独立を完了する」ために法務局長または地方法務局長が、「司法書士に対して場合
によりその認可を取消し或は懲戒処分を与える権能を有する。このことは、いつまでもこのままでおくことは、
あまりにも司法書士の無力を表明するのみならず、時代錯誤の規定というも過言ではあるまい。改正案において
は法務局のかかる羈絆の一切を脱することにした」として、「この監督権を行使するものは司法書士会であり、日
本司法書士連合会である」としていました（『戦後編』１２５６頁）。
　すなわち、前述した「代書」的規定、「大正八年体制」からの脱却であり、前述の②③④⑤⑧の項目を、密接に
関連する一体のものとして用意したと考えられるものでした。
　しかし、そのような問題の性格は、その後の展開に影響を及ぼすことにもなりました。全体を一括して改正の
課題にするということが、法務当局の対応姿勢も合わせ考えたときに、果たして現実的な方策なのかどうか議論
にならざるを得ませんでした。具体的には、「もっぱら国家試験制度一本にしぼっての法改正」か「国家試験制度
と専門性の確立とは密接に関連しており、目的・職責等を明確にする法改正」かの対立となって現れました（『戦
後編』１０４３頁）。
　そして、基本的に後者の立場にたってその議論の方向性に大きな影響を与え、「法改正に大きな貢献をしたと評
価できる」（『戦後編』４６８頁）とされたのが、後に詳しくは触れますが、１９７６年１１月末になって全国青

年司法書士連絡協議会（全青司）がまとめた「司法書士法改正要綱試案」であり、真崎答申案とも基本的に通底
する内容でした。その結果、個々には直ちに必ずしも十分な内容になったわけではないものの基本的な方向にお
いては真崎答申案に沿った内容の法改正が、１９７８年以降順次実現することになったといってよいでしょう。
　そこで、法人化以外の真崎答申案の主な項目のその後の展開を、各項目相互の関連をも意識しながら確認して
おきたいと思います。

使命・職責規定の創設
　まず、全面改正に当たっての根本問題と位置づけられることになった基本的性格に関わる項目についてから見
ていきたいと思います。そもそも司法書士法は、日本国憲法施行後に全面改正されたにもかかわらず、他の弁護
士法等の士業法が備えることになっていた使命や職責といった規定が用意されていませんでした。それだけでな
く、それまでの法制定、法改正の経緯の中でも、業務内容を中心とする「定義」規定が提案されたことはありま
したが、使命や職責といった規定が話題になったことはありませんでした。いずれにせよ、これらの規定創設の
意図は、「代書」との明確な決別であり、「法律家」としての確固たる地位の確立でした。
　ということで、真崎答申案が前述のような位置づけの下で、用意した基本的性格に関わる「使命」と「職責の理念」
に関する規定の案を確認しておくと次の通りです。
（使命）
　第１条　司法書士は、保障を受けようとする私権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。
　　　　２　司法書士は、前項の使命に基づき、誠実にその業務を行い、権利の行使又は義務の履行が適正に実

現し、社会秩序が維持されるよう業務の上に努力しなければならない。
（職責の理念）
　第２条　司法書士は、常に、教養を深め、かつ、品位を保持し、業務に関する法令並びに事務に精通しなけれ

ばならない。

　その意味をあらためて真崎答申案の解説によって確認するならば、「社会正義を実現することを旨とし、社会秩
序が維持されるよう念願し、法規業務の専門家としての見識ある判断を加える」ということで、その業務は遂行
されなければならないという趣旨を、一層明確にする意味があるとされています。すなわち、限定された範囲で
はあれ、「法規業務の専門家」として、すなわち「法律家」として、その業務を遂行することを明確にしようとし
たということでしょう。
　もちろん、１９７８年法改正へ向けての紆余曲折は、当初はともかくも国家試験化の実現を第一義とする展開
にも見えたのですが、前述のように１９７６年１１月末に全青司がまとめた「司法書士法改正要綱試案」（要綱試
案）が、司法書士を法律家として明確に位置づける職責規定の創設を強く主張することになり、法改正の方向性
について流れを変えた転換点だったといわれています。そこで示された「司法書士の職責」は以下のような内容
でした（『戦後編』９１６頁）。
①　司法書士は、私権を擁護し、取引の安全と各種登記の実体的真正の確保につとめ、社会秩序の維持に寄与し
なければならない。

②　司法書士は、常に、教養を深め、品位を陶冶し、職務に関する法令及び事務に精通するよう努めなければな
らない。

　その内容は、もちろん完全に一致しているわけではありませんが、真崎答申案の「使命」規定（第１条）と「職
責の理念」規定（第２条）に近似していたことがわかります。核心である「私権を擁護」と「社会秩序維持」は、
共通ですし、要綱試案①の「取引の安全と各種登記の実体的真正の確保」は、真崎改正案第１条第２項の「権利
の行使又は義務の履行が適正に実現」を職務内容に即して具体化したと解釈できます。
　この全青司の要綱試案が、連合会の「とりあえず国家試験制度の実現を図ることこそが、二兎を追って一兎す
らも逸するよりは賢明である」とした基本方針を軌道修正させることになり、１９７７年２月半ばに「法改正（使命・
目的）専門理事会」を設置させ、具体案を策定させることになりました（『戦後編』１０６５頁）。
　その策定作業は、法務省との折衝の積み重ねでしたが、法務省は「使命規定」を設けることに強く反対しました。
「弁護士法第一条と同旨の規定を設けざるをえなくなる」という理由でした。そのため連合会としては、「法改正
の早期実現」のために「あえて使命規定を設けることなく、目的及び職責規定の新設により実質的効果を狙うこ
ととした」ということになりました（『戦後編』１０６５頁）。
　そして、長期にわたる粘り強い折衝により１９７７年末になって法務省から最終案として示された「司法書士
法一部改正大綱案」では、「司法書士制度の目的」と「司法書士の責務」として次のような内容が示されることに
なりました（『戦後編』１０８１頁）。
一、司法書士制度の目的
この法律は、登記、供託及び訴訟等に関する手続の円滑な実施に資するため司法書士の制度を定め、その業
務の適正を図り、もつて国民の権利及び財産の保護に寄与することを目的とする。

二、司法書士の責務　
１　司法書士は、その業務が国民の権利及び財産の保護に密接な関係を有することを自覚し、公正かつ誠実
にその業務を行わなければならない。　

２　司法書士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通しなければならない。

　連合会の要求とはその位置づけが異なることになり、目的規定は制度の目的になったものの、連合会は、「法律
手続の実務家としての位置づけを明確にしたものであり」、「法律判断はもちろん、法律相談も可能な道を一歩進
めた」と評価できるとして、受け入れることになりました。そして改正法は、冒頭に第１条の目的規定と第１条
の２の職責規定を次のように付け加えられました。
（目的）
第１条　　　この法律は、司法書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、登記、供託及び訴訟等に

関する手続の円滑な実施に資し、もつて国民の権利の保全に寄与することを目的とする。
（職責）
第１条の２　司法書士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務

を行わなければならない。

　前述したように、これで一応ようやく戦後の士業法の体裁を整えるということにはなりました。しかし、この
目的規定は、前述のようにあくまでも制度の目的を規定したものであり、司法書士の役割自体に焦点を合わせた
ものではありません。その意味では、司法書士を主体とするその社会的役割に焦点を合わせた規定こそが不可欠
だったと思われます。現に、既に、前述した「要綱一」が「司法書士本来の社会的使命を冒頭に表示すること」
を追求しており、真崎答申案が、既に紹介したような「使命」と「職責の理念」を規定することを提案していた

ことを想起すべきでしょう。
　そして、ついに真崎答申案から半世紀余を経た２０１９（令和元）年の法改正において、それまでの目的規定（第
１条）に代えて次のような使命規定が規定されることになりました。　
（使命）
第１条　司法書士は、この法律の定めるところによりその業務とする登記、供託、訴訟その他の法律事務の専門

家として、国民の権利を擁護し、もつて自由かつ公正な社会の形成に寄与することを使命とする。

　真崎答申案は、前述の解説も合わせ考えれば、司法書士の使命は、「法規業務の専門家」として「その業務を誠
実に行い」、「私権を擁護し」、「権利の行使又は義務の履行が適正に実現し」「社会正義を実現する」ということで
あり、２０１９年に制定された使命規定と実質的に同旨と解されるのであり、その先見性・先進性は、あらため
て高く評価されて然るべきでしょう。

国家試験制度・試験科目
　目的規定及び職責規定の創設が第一義的課題になったからといって国家試験化が頓挫したわけではなく、同じ
く１９７８年の改正で実現することになりました。前述したように、真崎答申案においても、国家試験化をめぐっ
てはじまった議論においても、国家試験化を意味のあるものとして実現するためには、なぜ国家試験化が不可欠
かを明らかにしておく必要があったということでしょう。また逆に、司法書士に求められる社会的役割の高度化
は、その質的担保を求めることにもなりますから、その最たる方法である試験制度の導入が課題化されたのは当
然のことであったでしょう。
　その要請が、最初に課題化したのは、代書人一般とは異なる専門職制度の創設を求めた司法代書人法の制定に
際してでした。前述した第３７回帝国議会衆議院請願委員会が用意した司法代書人法案は、「司法代書人タラント
スル者」が、基本的に具えるべき条件を「試験ニ及第」することとしていました（第２条第２号・『戦前編』３０９頁）。
　ところが、成立した司法代書人法には、これも前述もしたように、資格要件の規定もなく、「司法代書人タルニ
ハ所屬地方裁判所長ノ認可ヲ受クルコトヲ要ス」（第４条）としか規定されませんでした。
　次に試験制度を導入する可能性があった機会は、戦後の全面改正の際でした。当初司法書士会の用意した改正
案は、「一定の試験に合格したこと」を認可の資格要件にしていました（『戦後編』１１８２頁）。その試験によっ
て求めようとしている能力については、試験を必要としない資格要件によって推測が可能になります。具体的に
は、「判事又は検察官となる資格を有する者」及び「裁判所書記又は司法事務官であって十年以上その職にあつた
者」ということでした（『戦後編』１１８２頁）。
　しかし、１９５０年に成立した全面改正法は、試験制度を採用しなかっただけでなく、資格制度も採用せず、
認可のために要求した要件は、前述もしたように「裁判所事務官、裁判所書記官、裁判所書記官補、法務府事務
官又は検察事務官の職の一又は二以上に在つてその年数を通算して三年以上」（第２条第１号）であり、さらに第
２号では、「前号に掲げる者と同等以上の教養及び学力を有する」ことにされ、大量認可にもつながったと考えら
れるのです。
　ですから、前述のように強制会化に伴う「選考認可」の導入による全国統一試験の実施が、あらためて国家試
験制度導入への機運を生むことにもなっていたと考えられます。そして、真崎答申案が、「現在より高度の法律知
識並びに専門実務家として、その業務に精通することを期待される」、「その要請から、試験科目その他の事項を
検討して、司法書士試験を行うことにした」（『戦後編』１２５４頁）として用意した主要な条文案は、以下の通

りでした。
（資格）
　第４条　司法書士試験に合格し、政令の定めるところにより、実務の修習を終えた者は、司法書士となる資格

を有する。
（第一次試験）
　第９条　第一次試験は、次の科目について筆記試験をもって行なう。　
　　　　　一　憲法、民法、商法、刑法、不動産登記法、商業登記法
　　　　　二　民事訴訟法、刑事訴訟法のうち受験者のあらかじめ選択する一科目
　　　　　三　次の科目のうち受験者のあらかじめ選択する一科目
　　　　　　　（１）　供託法
　　　　　　　（２）　家事審判法
　　　　　　　（３）　人事訴訟手続法
　　　　　　　（４）　非訟事件手続法
　　　　　　　（５）　競売法
（第二次試験）
第１０条　第二次試験は、第一次試験に合格した者に限り、その者が第一次試験による試験において受験した科

目について、口述試験をもって行なう。
（登録）
第２２条　司法書士となる資格を有する者が、司法書士となるには、司法書士名簿に氏名、生年月日、事務所の

所在その他日本司法書士連合会で定める事項の登録を受けなければならない。
（司法書士の名簿）
第２３条　司法書士名簿は、日本司法書士連合会に備える。　
　　　　２　司法書士名簿の登録は、日本司法書士連合会が行なう。

　１９７８年改正に当たっての連合会の主張も、最後の最後まで、この真崎改正案と同様の内容になっていまし
た。特に資格要件としての「実務の修習」、試験科目としての「憲法」、連合会による自主「登録」などです。とはいえ、
「実務の修習」については、早い時点で法務省サイドから「具体的実施方法等についてなお検討を要する問題が
あるので、将来の課題とする」と通告されていました（『戦後編』１０８３頁）。「登録」については、連合会の推
測によれば、「権力統制の大きな要件の一つ」であり、法務省は「一歩もゆずらない態度をとっている」とのこと
でした（『戦後編』１９８６頁）。「憲法」については、最後の最後まで検討課題にはなっていましたが、「当局は
業務に直結しないという理由で承認しなかった」ということでした（『戦後編』１０８３頁）。
　その結果成立した関係条文は、以下のようになっていました。
（資格）
　第３条　次の各号の一に該当する者は、司法書士となる資格を有する。
　　　　　一　司法書士試験に合格した者
（司法書士試験）
　第５条　法務大臣は、毎年一回以上、司法書士試験を行わなければならない。
　　　　２　司法書士試験は、次の事項について筆記及び口述の方法により行う。ただし、口述試験は、筆記試

験の合格者について行う。
　　　　　一　民法、商法及び刑法に関する知識
　　　　　二　登記、供託及び訴訟に関する知識
　　　　　三　その他司法書士の業務を行うのに必要な知識及び能力
　　　　３　司法書士試験を受けようとする者は、政令で定めるところにより、受験手数料を納めなければなら

ない。
（登録）
　第６条　司法書士となる資格を有する者が、司法書士となるには、その事務所を設けようとする地を管轄する

法務局又は地方法務局に備えた司法書士名簿に登録を受けなければならない。

　因みに、自主「登録」は、１９８５（昭和６０）年法改正で実現し、「憲法」の試験科目化は、２００２（平成１４）
年の法改正で、簡裁訴訟の代理権の獲得と同時に実現しました。「実務の修習」は未だに実現していませんが、自
主的な研修の拡充が進んでいることは承知の通りです。いずれにせよ、これらの点での真崎答申案の先見性・先
進性も明らかでした。
　
業務規定の変遷
　長年月を要して、使命・職責規定の導入や国家試験化などによって、司法書士（司法代書人）の基本的性格を
明らかにすることになってきましたが、それまでの間は、業務内容の実態を如何に規定化するかということが、
基本的性格を確認する上での最重要課題の一つでした。しかし、実態に即した規定化を実現するのは、容易では
ありませんでした。その経緯を可能な範囲で振り返り、この点での真崎答申案の意味を確認しておきたいと思い
ます。そのために、異なる目的のため既に紹介した業務関係規定を再度掲記することにもなりますが、ご了承下
さい。
　そもそも、業務の実態と規定内容の齟齬は、司法代書人法からはじまっていました。既に紹介した衆議院請願
委員会が起草した司法代書人法案の業務内容を規定した第１条の司法代書人の定義規定は、次のようになってい
ました（『戦前編』３０９頁）。
　第１条　司法代書人トハ當事者ノ嘱託ニ依リ通常裁判所又ハ検事局ニ直接提出スル文書ノ作成ヲ業トスルモノ

トス

　これに対して成立した代書人法第１条は、以下の通り変更されていました。
　第１条　本法ニ於テ司法代書人ト穪スルハ他人ノ囑託ヲ受ケ裁判所及検事局ニ提出スヘキ書類ノ作製ヲ爲スヲ

業トスル者ヲ謂フ

　「直接」が、削られたことで、それまで容認されていた提出代理が不可ということにされ、「書類ノ作製」
に変更されることで、形式的・機械的代書を連想させることになったと考えられます。
　このような規定は、業務の実態を反映したものではなく、戦後の全面改正に際しては、業務を正確に反映する
ことを意図した次のような規定が用意されたりもしました（『戦後編』１１９６頁）。
　「この法律で司法書士とは、他人の嘱託を受けて、訴訟事件及び非訟事件につき、裁判所、検察庁、法務局又は
地方法務局に提出すべき書類を立案、調査、作成、整理し、書類の提出及び非訟事件の申請を代理し、又は其の

他之に附随する事務を行うを業とする者を言う。」
　しかし、全面改正後の第１条は、「司法書士は、他人の嘱託を受けて、その者が裁判所、検察庁又は法務局若し
くは地方法務局に提出する書類を代つて作成することを業とする。」ということになり、大幅に後退し、しかも「代
つて作成」と相変わらず「代書」を連想させる規定になってしまいました。
　真崎改正案は、業務規定（第３条第１項）について前述の戦後改正に際しての案にも近い以下のような規定を
用意していました。
（業務）
　第３条　司法書士は、他人の依頼に応じ、非訟事件、和解及び調停事件、登記及び供託事件の各手続に関し、

次に掲げる事務を行なうことを業とする。
　　　一　申請、申立、異議の申立等、その他訴訟を除く事務を代理する。
　　　二　前号に掲げた事務のほか、裁判所、検察庁、法務局若しくは地方法務局、その他法務省設置法（昭

和二十二年法律第百九十三号）に基づく官庁に提出する書類を作成すること。

　すなわち、書類作成以外にも、法的な位置づけはともかくとして事実上担っている業務を規定することを意図
したということでしょう。この提案は、１９６７年の法改正により、前述した第１条の「代つて作成」は削られ、登記・
供託に関する手続を「代わつてする」ことが認められることになり、真崎改正案に近づくことになりましたが、
より明確には１９７８年の法改正により、それまでの第１条が第２条（事実上の第３条）になり、次のように規
定されることになりました。
　第２条　司法書士は、他人の嘱託を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。
　　　一　登記又は供託に関する手続について代理すること。
　　　二　裁判所、検察庁又は法務局若しくは地方法務局に提出する書類を作成すること。
　　　三　法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理するこ

と。

　しかし、これでもまだ、真崎改正案には及びませんでした。さらに事態が動くことになったのは、２００２（平
成１４）年の法改正によってでした。その２００２年の法改正で改正された業務規定は、現行法ですからあらた
めて紹介することはしませんが、その最も重要で注目すべき内容は、簡裁訴訟の代理権の獲得であったことはい
うまでもありません。それこそは、真崎答申案によって提起された業務内容の拡充点でありましたから、その経
緯については別に確認することにしたいと思いますが、それ以外の業務は、実態に即して拡大の一途をたどって
おり、可能な業務を規定するという規定方式が困難になりつつあることを示していると考えられます。そのよう
な状態の下での業務の外延のあり方については、利用者の視点から固定観念を脱却することであり、真崎答申案
による使命規定や簡裁訴訟の代理権獲得の提起に学ぶべきではないかと思われます。

簡裁訴訟代理権をめぐって
　最後に、真崎答申案の基本的性格についての発想の転換を象徴していた業務内容の提起であった簡裁訴訟の代
理について確認しておきたいと思います。
　真崎改正案は、その第３条第２項で、「司法書士は、・・・他人の依頼によって、簡易裁判所の管轄に係る訴訟
事件に関して訴訟代理人となることができる」と規定していました。

　それまでの発想からすれば、弁護士が存在する中で、司法書士の訴訟代理への関与を主張することは、言って
みればタブーと考えられていたと思われます。弁護士の独占に抗することの難しさが意識されていただけでなく、
司法書士のアイデンティティを護ろうということだったかもしれません。真崎答申案がそのような事情を乗り越
える必要があると考えた理由はどのようなことだったのか、既にいくらか紹介しましたが、あらためて簡裁訴訟
代理権に関わってその理由を確認しておきたいと思います。
　その理由は、「軽微の簡易裁判所の訴訟事件においても甚だしく遅延停滞していて国民が憲法において附与され
ている裁判請求権を行使することは容易でない。この現況を打開することは法治国の大きい責務であると考えら
れる」という認識からはじまっていました。そして、司法書士の対応能力についても「現在の司法書士においては、
訴訟関係の書類の作成、また訴訟につき当事者を指導する点においても優秀な法律的素養を有するものが全国的
に少なからず存在している。この実態を看過することは、これまた現在のわが司法制度の発展の上に惜しむべき
ことと考えられるのである」との認識に基づいていました。
　その上で委員会は、「弁護士法、訴訟法等の改正なき限り、この実現不可能であることのため、躊躇逡巡したが、
いよいよ審議も終わりに近づき、この問題の最終的解決に立至ったとき、全員一大決意を持って改正案のとおり
ふみきった。これは、この難儀な現在の訴訟状況を救済することは社会の要請するわれ等の使命であると考えら
れるため、好ましからぬ社会風潮を打破するため、司法制度の改善促進のため、しかして司法書士制度の飛躍的
発展のため、簡易裁判所の事件だけは、われ等司法書士にも担当せしむべきであるとする結論に到達したからで
ある」と述べていました。
　この真崎改正案は、担い手や対象事件は限定されたものの、４０年近い時を経て現実化することになりました。
その導入への道を開いた司法制度改革審議会の「意見書」は、その理由について、次のように説明していました。
法的サービスの担い手の現状が「国民の権利擁護に不十分な現状を直ちに解消する必要性にかんがみ、利用者の
視点から、当面の法的需要を充足させるための措置を講じる必要がある。」ということでした。
　とすれば、簡裁訴訟代理権の獲得は、司法書士制度らしい発展の必然的な結果であったとも思われます。すな
わち、司法書士制度の発展の歴史は、言ってみれば、社会的要請に対応した実態の形成とその実態の制度的認知
の繰り返しだったからです。
　それにしても、真崎答申案の先進性・先進性には、驚嘆させられるばかりです。

結びにかえて
　以上不十分ながら、真崎答申案・改正案との関連で、司法代書人法が成立し、司法代書人会が発足して以来
１００年の司法書士（司法代書人）制度の展開を、限られた事項に沿って概観してきましたが、その歴史は決し
て平坦な道ではなく、苦闘の連続でした。
　それは、司法代書人法制定時点の法と実態の乖離にはじまった「大正八年体制」からの脱却への長い闘いでした。
その間にあって、制度の発展の将来を果敢に示すことになったのが真崎答申案・改正案であったと言っても過言
ではないと思われます。それは、真崎答申案・改正案の主要事項は、⑦紛議の調停も、詳しくは触れませんでしたが、
２００２年改正で実現しており、⑧自主懲戒権等、以外はすべて現実化したことになります。自主懲戒権の重要性
は、軽視できませんが、司法代書人法が成立し、司法代書人会が発足して１００年、「大正八年体制」と称された
状態を脱却することができ、本来担ってきた役割に見合った制度的枠組みを確保することになり、さらなる飛躍
の橋頭堡も築くことになっていると考えられます。
　２０１９年の改正により実現した使命規定（第１条）によれば、「司法書士は、この法律の定めるところにより

その業務とする登記、供託、訴訟その他の法律事務の専門家として国民の権利を擁護し、もって自由かつ公正な
社会の形成に寄与する」ことを期待されることになりました。業務範囲は、「この法律の定めるところ」と限定さ
れているようではありますが、「その他の法律事務の専門家」とも規定されており、その外延は広く、しかも権利
擁護と自由公正な社会の形成に求められる役割は、いってみれば無限ともいえるでしょう。前述もしたように、
業務内容の拡大は、個別規定方式の限界を迎えつつあることを、使命規定がカバーすることになっているとも解
することができます。明治以来、観念的な制度形成によって生じることになった制度的間隙を国民の身近にあっ
て国民の法的需要に応えることで、制度を維持・発展させてきた司法書士が、あらためて法律専門家として国民
の需要に応える制度的基盤を広げることになったといってよいでしょう。司法書士会発足１００年を機に、
自治の確立はじめさらなる法律家制度としての発展を期すとともに、その外延を実践的にさらに広げることを期
待させていただきたいと思います。
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　安房郡北條町北條　　　　北條区裁判所認可代書人　秋丸範輔外２名　
　香取郡佐原町佐原　　　　八日市場区裁判所佐原出張所認可代書人　保科子之助外３名
　匝瑳郡八日市場町　　　　八日市場区裁判所認可代書人　宇井忠兵衛外３名

１９１５年末に召集された第３７帝国議会からは、衆議院請願委員会が構内代書人代表と協議の上用意したと
推測される法案が審議されることになりましたが、司法代書人法が成立した第４１帝国議会衆議院に上程された
法案は、以下のような内容でした（『戦前編』資料編１４１頁以下）。
　第１条　司法代書人トハ當事者ノ嘱託ニ依リ通常裁判所又ハ検事局ニ提出スル文書ノ作成ヲ業トスル者ヲ謂フ
　第２条　司法代書人ハ左ノ要件ヲ具フルコトヲ要ス
　　　　　一　帝國臣民ニシテ成年以上ノ男子タルコト
　　　　　二　司法代書人試驗ニ合格シタルコト又ハ司法代書人試驗委員ノ銓衡ヲ經タルコト
　第３条　司法代書人試驗及銓衡ニ關スル規則ハ司法大臣之ヲ定ム
　第４条　左ニ掲クル者ハ試驗又ハ銓衡ヲ要セスシテ司法代書人タルコトヲ得
　　　　　一　三年以上裁判所書記ノ職ニ在リタル者又ハ之ト同等以上ノ職ニ在リタル者
　　　　　二　司法大臣ノ指定シタル法律學校又ハ之ト同等以上ト認ムル學校ニ於テ定規ノ課業ヲ卒ヘタル者
　第５条　左ニ揭クル者ハ司法代書人タルコトヲ得ス
　　　　　一　禁錮以上ノ刑ニ處セラレタル者但シ二年以下ノ禁錮ニ處セラレタル者ニシテ刑ノ執　　
　　　　　　　行ヲ終リ若ハ其ノ執行ヲ受クルコトナキニ至リタルトキハ比ノ限ニ在ラス
　　　　　二　懲戒處分ニ依リ免官、免職又ハ除名セラレタル者ニシテ免官、免職又ハ除名後二年　　
　　　　　　　ヲ經過セサル者
　　　　　三　禁治産者又ハ準禁治産者
　　　　　四　破産又ハ家資分散ノ宣告ヲ受ケ復權セサル者
　第６条　司法代書人ハ其ノ作成シタル文書ニ付釋明ノ義務ヲ負フ
　第７条　司法代書人ハ訴訟事件ニ關與シ又ハ報酬ヲ得テ鑑定ヲ爲シ若ハ辯護士ノ紹介ヲ爲スコトヲ得ス　
　第８条　司法代書人ハ其ノ作成シタル文書ヲ囑託者ニ讀聞カセタル後其ノ末尾ニ署名捺印スヘシ
第９条 司法代書人ハ正當ノ理由ナクシテ裁判所若ハ検事局ノ命シタル文書ノ作成ヲ拒ムコトヲ得ス當事者ノ

囑託ニ依ル場合亦同シ
第１０条 司法代書人ハ報酬アル公務ヲ兼ヌルコトヲ得ス但シ議員若ハ委員トナリ又ハ公務所ヨリ特ニ命セラレ

タル職務ヲ行フハ此ノ限ニ在ラス
第１１条 司法代書人ハ自己若ハ第三者ノ名義ヲ以テ商業ヲ營ムコトヲ得ス但シ司法代書人會ノ許可ヲ得タルモ

ノハ此ノ限ニ在ラス
第１２条　司法代書人ニ非サレハ司法代書業ヲ營ムコトヲ得ス
第１３条　司法代書人ハ司法代書人名簿ニ登錄ヲ受クヘシ
第１４条　各地方裁判所ニ司法代書人名簿ヲ備フ司法代書人ハ其ノ氏名ヲ登錄シタル地方裁判所ノ所属トス
第１５条　司法代書人ノ定員及登錄ニ關スル規則ハ司法大臣之ヲ定ム
第１６条　司法代書人ハ所屬地方裁判所ノ管轄地内ニ事務所ヲ定メ之ヲ所屬地方裁判所檢事局ニ屆出ツヘシ
第１７条　司法代書人ハ其ノ所屬地方裁判所每ニ司法代書人會ヲ設立スヘシ
第１８条　司法代書人會ハ所屬地方裁判所検事正ノ監督ヲ受ク

はじめに
千葉司法書士会創立１００周年おめでとうございます。その１００周年を記念する会報特別号に執筆させてい
ただく機会をいただき誠に光栄に存じます。
このような機会をいただいたのは、私が、日本司法書士会連合会（日司連）が編纂された司法書士制度の歴史
である『日本司法書士史－明治・大正・昭和戦前編』（１９８１年、以下『戦前編』と称させていただきます）及び『日
本司法書士史－昭和戦後編』（２０１１年、以下『戦後編』と称させていただきます）の編纂をお手伝いさせてい
ただいたことで司法書士制度の歴史について勉強させていただくことになったご縁でのことと承知しています。
そのような私にとって、１００周年をお祝いする術は、歴史を振り返ることで、会員の皆様に１００周年の
意義をお考えいただくことをいくらかなりともお手伝いすることではないかという思いで寄稿させていただくこ
とにいたしました。その際、千葉会との関連で脳裏に浮かんでいましたのは、１９６４（昭和３９）年に、日司
連法改正専門委員会が提出した「改正司法書士法」案を内容とする「答申案」でした（その全文は、『戦後編』１
２５１頁以下に収録されています）。
と申しますのも、この法改正専門委員会の委員長を務められ、答申案の解説を執筆されたのが、後に千葉会の
会長も務められた真崎龍一氏であったからです。しかも、この改正案の内容は、後に紹介するように、その後の
法改正によって次々に現実化するという極めて先見性・先進性に富んだ内容であり、半世紀余を経た２０１９（令
和元）年の法改正による使命規定の創設は、あらためて真崎答申案の先見性・先進性を想起させてくれるもので
した。
ということで、創設１００年を迎えられたこの機会に、前述の『日本司法書士史』二編に依拠し、可能な範囲
で司法書士制度の歴史を振り返りながら、真崎答申案の内容をも紹介し、その意義を司法書士制度の展開との関
係で考えてみたいと思います。
　なお、引用に当たっては、旧漢字を新漢字に改めている場合があります。

司法代書人法成立の意味　　
会長の「ご挨拶」にあるように、１９１９（大正８）年に、司法代書人法が成立するまでには、全国的に法律
の制定を求める請願運動が繰り広げられていました。その模様を伝える『法律新聞』１０２５号（大正４年７月
２０日）２頁（『戦前編』資料編３３４頁）によれば、「全国の代書人中棋界廓清に志あるもの、明治四十五年春
東京市に於て此挙を唱道し、爾後全国に其運動を開始し」たということです。
そして、１９１３（大正元）末に召集された第３０帝国議会から司法代書人法が成立した第４１帝国議会（大
正７年１２月２７日－８年３月２６日）までの毎議会に請願が提出されることになり、１９１５（大正４）年５
月に召集された第３６帝国議会からは、請願が採択されることになりました。議事録で明らかにされているとこ
ろでは、千葉からも、毎回同一の代表者６名外から請願が提出されていました。代表者は、いずれも裁判所構内
で業務を行うことを認可されていた、いわゆる構内代書人でした。歴史的事実ですので、各請願の代表者の記載
がある第４０帝国議会（大正６年１２月２５日－７年３月２７日）の議事録から紹介すると以下の方々でした（『戦
前編』資料編１２４頁）。
　千葉郡千葉町千葉　　　　千葉地方裁判所認可代書人　足立重次郎外４名
　君津郡木更津町木更津　　千葉区裁判所木更津出張所認可代書人　永田喜一郎外１名
　長生郡一宮町　　　　　　千葉区裁判所一宮出張所認可代書人　山形伊太郎外１０名

第１９条　司法代書人會ハ其ノ會則ヲ定メ所屬地方裁判所檢事正ヲ經テ司法大臣ノ認可ヲ受クヘシ
第２０条　司法代書人ハ所屬司法代書人會ノ會則ヲ遵守スヘシ
第２１条　司法代書人ハ司法代書人會ニ加入シタル後ニ非サレハ職務ヲ行フコト得ス
第２２条 司法代書人ニシテ本法又ハ司法代書人會會則ニ違反シタル所爲アルトキハ司法代書人會ハ懲戒ヲ求ム

ル爲所屬地方裁判所検事正ニ申告スヘシ
第２３条 地方裁判所檢事正ハ司法代書人會ノ申告ニ依リ又ハ職權ヲ以テ懲戒委員會ノ審査ヲ要求スへシ但シ職

權ヲ以テスルトキハ司法代書人會ニ通知スへシ
第２４条　司法代書人ニ對スル懲戒事件ニ付テハ管轄地方裁判所ニ於テ懲戒委員會ヲ開クヘシ
第２５条　司法代書人ノ懲戒處分ハ左ノ四種トス
　　　　　一　譴責
　　　　　二　百圓以下ノ過料
　　　　　三　一年以下ノ停職
　　　　　四　除名
第２６条　懲戒處分ニ付テハ文官懲戒令中判任官ニ關スル規定ヲ準用ス
附則 現在ノ代書人ニシテ裁判所ノ認可ヲ經タル者ハ本法施行ノ日ヨリ六十日以内ニ司法代書人名簿ニ登錄

ヲ請フトキハ試驗又ハ銓衡ヲ要セスシテ司法代書人タルコトヲ得

ところが、成立した司法代書人法は、わずか１１条の法律になってしまいました。その落差が、その後の展開
に影を落とすことになりましたので、その全容も確認しておけば、以下の通りです（『戦前編』資料編３２頁以下）。
第１条 本法ニ於テ司法代書人ト穪スルハ他人ノ囑託ヲ受ケ裁判所及検事局ニ提出スヘキ書類ノ作製ヲ爲スヲ

業トスル者ヲ謂フ
　第２条　司法代書人ハ地方裁判所ノ所屬トス
　第３条　司法代書人ハ地方裁判所長ノ監督ヲ受ク
　　　　地方裁判所長ハ區裁判所判事ヲシテ司法代書人ニ對スル監督事務ヲ取扱ハシムルコトヲ得
　第４条　司法代書人タルニハ所屬地方裁判所長ノ認可ヲ受クルコトヲ要ス
　第５条　司法代書人ハ地方裁判所長ノ定ムル書記料ヲ受ク
　第６条　司法代書人ハ事務所ヲ設ケ地方裁判所長ノ認可ヲ受クルコトヲ要ス
　第７条　司法代書人ハ正當ノ事由アルニ非サレハ囑託ヲ拒ムコトヲ得ス
第８条 司法代書人ハ當事者ノー方ノ囑託ニ依リテ取扱ヒタル事件ニ付相手方ノ爲ニ書類ノ作製ヲ爲スコトヲ

得ス
　第９条　司法代書人ハ其ノ業務ノ範圍ヲ超エテ他人間ノ訴訟其ノ他ノ事件ニ關與スルコトヲ得ス
第１０条 司法代書人ハ其ノ取扱ヒタル事件ヲ漏泄スルコトヲ得ス但シ裁判又ハ検事局ニ於テ訊問ヲ受ケタル場

合ハ此ノ限ニ在ラス
第１１条 司法代書人其ノ業務上ノ義務ニ違反シタルトキ又ハ品位ヲ失墜スヘキ行爲ヲ爲シタルトキハ地方裁判

所長ハ司法大臣ノ認可ラ受ケ左ニ揭クル處分ヲ爲スコトヲ得
　　　　　一　業務ノ禁止又ハ停止
　　　　　二　五百圓以下ノ過料
　　　　非訟事件手續法第二百八條ノ規定ハ前項ノ過料ノ處分ニ付之ヲ準用ス

以上のように、成立法による業務は、裁判所及び検事局に提出する司法関係「文書ノ作成」（案１条）ではなく
形式的・機械的な「代書」を意味すると考えられる「書類ノ作製」（１条）と規定され、「司法代書人試驗」（案２条２号）
は採用されず、裁判所の認可を受け（４条）、監督され（３条）業務を行うことになっていました。資格要件につ
いての規定（案４条）がなくなっていただけではなく、非司法代書人の取締規定（案１２条）も、司法代書人名
簿への登録（案１３条以下）もなくなっていました。司法代書人会については、そもそも規定が存在せず、強制
設立（案１７条）、強制加入（案２１条）もなくなっていました。当然、司法代書人会の懲戒申告権もありません（案
２３条）。
司法代書人法には、司法代書人会についての根拠規定がなくなりましたが、通例は各地方裁判所ごとに制定し
ていた「司法代書人監督規程」に任意設立を許容する規定が置かれているようでしたので、千葉地方裁判所が制
定したものは確認できていませんが、千葉においても同様であったと考えられます。
いずれにせよ、『戦前編』の指摘するところによれば、この司法代書人法は、「『代書』という基本的性格を再確
認した上で、取締法として再構成した」にすぎなかった（３２２頁）ということであり、「大正八年体制」（『戦後編』
２０頁）と称される司法代書人に対する監督体制を形成したということになりました。それゆえ、それ以後の司
法代書人・司法書士の歴史は、司法書士の法律家としての実態に即した法制度の確立を求め、この「大正八年体制」
を打破するための闘いからはじまる歴史であったということになります。
ということで、法改正運動は、司法代書人法施行直後からはじまりましたが、太平洋戦争敗戦後の日本国憲法
の制定までに実現した法改正は、１９３５（昭和１０）年の「司法代書人」から「司法書士」への名称変更のみでした。

強制会化までの戦後法改正の歩み
ですから、日本国憲法制定後（戦後）の法改正要求では、当初、事態を一気に変えようという提案が表明され
ることにもなりました。
例えば、「日本司法書士連合会」が、１９４９（昭和２４）年４月にまとめた「司法書士法改正についての希望
上申の件」の第１項では、第１条の書類の作成に関連して、「書類の内容の調査整備及事件の判断を為し並に書類
の作成の相談に応じることができる」ことを明らかにすることを求めていました（『戦後編』１１８５頁）。そして、
同年１０月に法務総裁に提出した「司法書士法改正希望事項」では、司法書士の業務を、「他人の嘱託を受けて、
訴訟事件及び非訟事件につき、裁判所、検察庁、法務局又は地方法務局に提出すべき書類を立案、調査、作成、
整理し、書類の提出及び非訟事件の申請を代理し、又は其の他之に附随する事務を行うを業とする者を言う。」と
定義しようとしました（『戦後編』１１９６頁）。
さらに、改正への議論の過程では、名称変更や試験制度の導入なども主張され、資格要件としての司法関係職
務の経験年数も１０年を要求したりもしていました。司法書士会は、強制設立・加入とし、法人化し、会員の除
名決議権限を認めることなども主張され、その他にも、紛議調停制度の創設などについての提案も行われていま
した。
当時の業務の実情に即した具体的な内容を条文化し、業務の「『代書性』を除去」し、「法律家としての書類作
成権限である」（『戦後編』３８頁）ことを明確にしようとしたものと考えられますが、それは、１９１９年の司
法代書人法制定に当たって、請願委員会の用意した法案が目指した内容に近いものであったともいってよいでしょ
う。
しかし、１９５０（昭和２５）年５月２日になって成立し、７月１日から施行された全面改正法は、政府の消

極的対応から議員立法の道を選択せざるを得なかったことなどから、妥協を強いられ、当初の改正要求からは、
大きく後退した内容になってしまいました。
第１条が事態を象徴していたと言ってよいでしょう。具体的には、「司法書士は、他人の嘱託を受けて、その者
が裁判所、検察庁又は法務局若しくは地方法務局に提出する書類を代つて作成することを業とする。」と規定され
ました。「書類作成」に限定されただけでなく、「代つて作成する」という「代書」を連想させる文言が挿入され
ることにもなりました。その上、２項では、「前項の書類であっても他の法律において制限されているものについ
ては、その業務を行うことができない。」ことにしていました。
さらに、試験制度の導入は見送られて認可制度が維持されただけでなく、資格要件としての司法関係職務の経
験年数も３年とされ（第２条１号）、しかもそのような者と「同等以上の教養及び学力を有する者」にまで広げて
いました（第２条２号）。すなわち、資格要件は、有っても無いに等しいということでした。また、報酬自主権は
認められず（第７条）、司法書士会は、任意設立、任意加入とされました（第１４－１７条）。非司法書士の取締
規定は設けられましたが（第１９条）、「他の法律に別段の定がある場合又は正當の業務に附随して行う場合は、
この限りでない。」との但書が規定されていました。
こうして成立した改正法は、およそ「大正八年体制」の打破にはほど遠い内容でした。ということで、同時に
施行された司法書士法施行規則が旧法的監督規定を残していたこともあり、成立したばかりの改正法に対する改
正要求が噴出することにもなりました。
　そして、やはり議員立法で、最少限度の再度の改正が、１年後に施行されることになりました。その主な内容は、
報酬を司法書士会の会則事項とすることで、報酬自主権を認めさせたことと、非司法書士取締規定（第１９条）の「但
書」の削除でしかありませんでした。ですから、当初からの制度要求が充たされることになったわけではなく、
継続的な課題であり続けました。
そのような中で次に実現したのが、１９５６（昭和３１）年の司法書士会の強制設立・加入制度でした。この
法改正の内容自体は、早くからの要求でしたから、要求の実現として積極的に評価できそうでもあります。とこ
ろが、実相は、異なっていました。そもそもは、１９５０年の全面改正により規定された資格要件が、前述もし
たように、無いに等しい内容であり、その運用に、次のような法務府民事局長の通達が出されていました（１９
５０年６月２０日・『戦後編』１５５頁）。
司法書士の認可の申請があったときは、「認可申請人に司法書士法所定の資格があり、且つその者がその業務に
耐えうる程度の健康状態である限りは、これを認可すべく、管轄区域内における司法書士業務の繁簡その他の事
情を考慮すべきでないこと。」というのでした。
その結果、連合会で調査したところによれば、１９４９年６月３０日の全国の司法書士の人員は、６３４８人
であり、因みに千葉の人員は、９５人でした（『戦後編』１２３８－１２３９頁）が、１９５０年１２月３１日に
なると、全国では、６７５４人になり、千葉では１０５人（『戦後編』１２３７－１２３８頁）、強制会が創設さ
れた直後の１９５６年１２月末には、法務省民事局の調査によれば、全国で１２３９２人、千葉が２０９人になっ
ていました（『戦後編』２８２－２８３頁）。短期間での急激な増加であり、当局による「大量認可」が行われた
結果だと考えられていました（『戦後編』１５４頁以下参照）。
そのことで、どのような事態が生じたかですが、具体的な数字となって現れたのは、司法書士会の非会員率の
激増でした。後に、強制会への法改正を審議していた衆議院法務委員会で明らかにされたところでは、全国で「非
会員が四三五八、会員が八三九五で、半数強の非会員がございます」（『戦後編』２２７頁）。もう少し早い時点で
深刻な事態になっていたのは東京であり、東京法務局長の発言によれば、新法施行時点で、東京の司法書士の総

数は、１９８人で、うち司法書士会の会員が、１６０人だったものが、１９５３年５月末現在には、司法書士の
総数が、１４８４人になり、会員は、わずか２１０人で、非会員率が８５．８％だったとされています（『戦後編』
１５８頁）。法務省民事局の調査によるほぼ同時期の６月末現在の千葉も含む関東甲信越駿１１局管内の非会員
率は、５３．８％とされています（『戦後編』同前）。
そして、この激増した非会員は、「会の指導、連絡等とは無縁の存在」であり、「司法書士の総体としての力量
を低下させたから、補正を要する不備な登記申請書類を激増させ、事務渋滞をまねく原因」（『戦後編』１５８－
１５９頁）になりました。
ということで、当局は、前述したような認可方針を改め、「資格の有無は、原則として試験により判定する」こ
とにせざるを得ないということになりましたが、それだけではなく「司法書士の業務の公正を期するために」、「司
法書士会を強化し、その健全な運営を図ること」にするという法務省民事局長の通達を出すことにもなりました
（『戦後編』１５９－１６０頁）。
要は、司法書士会による指導・連絡等によって、司法書士業務の質の向上、維持を図ろうということで、その
ために必要な制度的担保として、強制会制度を実現しようということでした。
　以上のような経緯から、当局主導で実現したのが、１９５６（昭和３１）年の法改正による強制会制度でした。
具体的には、次のように改正されました。
旧第１４条「司法書士は、法務局又は地方法務局の管轄区域ごとに、会則を定めて、司法書士会を設立するこ

とができる。」
新第１４条「司法書士は、その事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域ごとに、会則を定

めて、一箇の司法書士会を設立しなければならない。」
　さらに、合わせて連合会についても次のように改正しました。
旧第１７条「司法書士会は、共同して特定の事項を行うため、会則を定めて、全国を単位とする司法書士会連

合会を設立することができる。」
　新第１７条「司法書士会は、会則を定めて、全国を通じて一箇の司法書士会連合会を設立しなければならない。」
その上、第１７条第２項に連合会の目的についての次のような規定を付け加えました。「司法書士会連合会は、
司法書士の品位を保持し、その業務の改善進歩を図るため、司法書士会及びその会員の指導及び連絡に関する事
務を行うことを目的とする。」
また、質の向上という点でも、第２条１号の資格要件としての司法関係職務の経験年数を３年から５年に引き
上げ、第４条の認可方法についても、「管轄する法務局又は地方法務局の長の認可を受けなければならない。」となっ
ていたところを「管轄する法務局又は地方法務局の長の選考によつてする認可を受けなければならない。」と改正
し、全国統一の選考試験を実施することにしました（『戦後編』２８５頁以下参照）。

真崎答申案の登場　
強制会制度の成立にいたる経緯はともかくとして、前述したように単位司法書士会の強制設立・加入自体は、
司法代書人法制定以前からの悲願であり（『戦前編』３１０頁参照）、１９５０年の改正に際しても達成できなかっ
た要求でした。しかも、必ずしも従前の改正要求にはなっていなかった連合会の強制設立も実現することになり
ました。それは、改正の目的が、全国的な司法書士会による指導・連絡等ということであり、全国的な組織化が
不可欠と判断されたからと考えられますが、そのことで、会の目的を実現するための組織体制の整備、会活動の
活発化を促し、制度発展の基盤を用意することになったのは間違いありません。

ということになれば、あらためて法改正の実現が組織的な課題として浮上してくるのは、必然でした。強制会
成立直後には、「登記簿と台帳の一元化」という大問題の解決が迫られており少し間は開きましたが、１９５９（昭
和３４）３月に開催された第１１回臨時総会になって法改正問題が本格的に議論されることになりました（『戦後
編』２７９頁）。具体的には、司法書士の資格、認可、国家試験等について議論があったということですが、さら
に研究が必要ということで継続審議になっていました。
翌１９６０（昭和３５）年７月に開催された第１２回定時総会では、「法令あるいはその他の重要問題の調査・
研究」等にあたる委員会の設置が承認され、１１月になって三つの分科会からなる特別委員会として発足しまし
たが、その第二分科会が、「司法書士の認可および業務の確立について」と「右に関連する事案の調査研究」を担
当することになり、その後の法改正論議を中心的に担っていくことになりました。
そして、この第二分科会の委員として指名されたのが、当時千葉支部長であり、千葉司法書士会の綱紀委員会
委員長であった真崎真一氏でした（『戦後編』３０２頁）。
　この第二分科会は、１９６２年９月に開催された第１４回定時総会までには、「司法書士法改正案要綱」及び「要
綱」に沿った「司法書士法改正案」を作成し、各単位会に送付していました。
その主な内容を要綱と条文案とを合わせて以下に紹介しておきたいと思います（『戦後編』３１７頁以下、３２
３頁以下）。
　要綱一　司法書士本来の社会的使命を冒頭に表示すること
　　　　　条文は用意されていない
　要綱二　職域の拡張を図ること

第一条を「司法書士は他人の嘱託を受けてその者が裁判所検察庁又は法務局若しくは地方法務局（そ
の他法務省令による官庁）に提出する書類を（作成し又は代理手続きを）代つて作成することを業と
する。」と、（　）内を加え、取り消し線部分を削る。

　要綱三　司法書士の資格を引上げること
　　　　　第二条の司法関係職務の経験年数を「五年以上」から「十年以上」に
　要綱四　欠格事由の緩和を考えること
　　　　　第三条の欠格事由発生後の経過期間を「二年」から「五年」と延長する
　要綱五　認可制を改め国家試験制にすること
　要綱六　司法書士の義務的条文の緩和及び行政処分権を改めること
　要綱七　司法書士会々則の改正
　　　　　１　報酬規定を削除すること
　　　　　２　司法書士会を法人化すること
　　　　　並に連合会の強化を考えること
　　　　　第１４条の２に、「司法書士会は法人とする」と規定する。

第１５条の２を、「司法書士会の会則を定め又はこれを変更するには司法書士会連合会の承認を受け
法務大臣に通知しなければならない」と改正する。　

　要綱八　修習制度を設けること並に補助者の資格を引上げること
　　　　　第４条の２として、「一定期間実務の修習をしなければ、事務所を設けることが出来ない」と規定する。
　要綱九　司法書士の名称を変更すること

「法務士」と改正する。　　

　要綱十　司法書士法施行規則の改廃

以上の内容は、基本的には、「現行法を基礎として、研究したもの」（『戦後編』３２４頁）ということで、試験
制度や法人化などの従前からの課題をあらためて整理したという性格が強く、使命規定は成文を得ていませんし、
なお漸進的な内容にとどまっていたということでしょう。
そのような経緯を経て、第１４回定時総会後の１９６２年１０月に開催された第１回理事会は、組織体制の整
備を行い、それまでの分科会を専門委員会と改名し、その一つとして「法改正専門委員会」を設置することにな
りました。そして、その委員長に指名されたのが、真崎龍一氏でした。真崎氏の委員長としての活躍の様子につ
いては、本会報３４号（１９７８年１１月）のインタビュー記事「猛虎健在－真崎龍一氏法改正を語る」に詳細
に紹介されており、私もかって２度ほど紹介させていただいたことがあります（月報司法書士２００４年１１月
号８８－８９頁、２００５年２月号７２－７３頁）。ということで、本稿では、その検討内容について紹介させて
もらうことにしたいと思います。
委員会は、１１月２７日に第１回の委員会を開催し、精力的に検討を続け、発足後の最初の１９６３年６月に
開催された第１５回定時総会には、まだ半年余の期間であり、同時に発足した他の専門委員会からの報告はなかっ
たにもかかわらず、この委員会のみは改正法案についての本格的な中間報告を行っていたということです。その
要点は、以下のような内容でした（『戦後編』３３４頁）。
一 改正法案第３条第１項第１号に「・・・に提出する書類を作成すること、及び申請申し立て異議の申し立

て又は訴訟を除いてその他の事項を代理する」とし、同条同項第２号に「前号に規定する業務につき相談
に応ずること」と定める。

二 国家試験制度への転換 司法書士の業務は、高度な法律知識を要するが、未だに非常に低い程度の＂代書
＂という観念で見られていることは非常に残念である。このためにも、現在の認可制度を国家試験制度に
換えるべきものと考える。

　三　司法書士の「＂社会的使命＂および＂職責の理念＂」を法文の冒頭に掲げる。

中間報告とはいえ、過去の蓄積を参照しながらも、それにとどまらない意欲的な提案を期待できる内容になっ
ていました。明確に「＂代書＂という観念」からの脱却を意識した制度的方策として国家試験制度を位置づけて
いましたし、その必要性の基礎となる「＂社会的使命＂および＂職責の理念＂」を明文化しようということでした。
そして、その基礎の上に、「相談」を含む実態に即した業務内容の条文上の拡張を志向していたからです。
　ところで、この委員会が活動を開始した１９６２年１１月という時期は、直前に司法制度の改革を目指した「臨
時司法制度調査会」（臨司）が内閣に設置され、調査審議を開始していました。この臨司は、司法書士の簡裁代理
権獲得につながった１９９９年に設置された「司法制度改革審議会」と対比される存在でした。直接的には、訴
訟遅延の深刻化、法曹志望者の減少などを契機とした動きでしたが、そのような実情は、１９６４年８月になっ
て公表された、その「意見書」によれば、以下のように指摘されていました。
「簡易裁判所の所在地はもちろんのこと、地方裁判所の支部の所在地においてすら、弁護士の事務所のない事例
が数多く存在」（７７頁）し、「司法書士が、ある面では、事実上いわゆる事務弁護士的機能を果たしているが、
これらの国民生活における法律的処理を要する面の需要に対して、弁護士がいかなる役割を果たすべきかの問題
がある。また、国民の日常生活の法律的処理の面において、いわゆる三百代言のばっこ、暴力団の介入が顕著で
あるといわれている」（８０頁）、「民事訴訟においては、弁護士が代理人とならないいわゆる本人訴訟が多く、地

方裁判所においてさえ、当事者双方につき弁護士が代理人となっている事件は、通常第一審訴訟事件のわずか四
〇パーセント弱であり、これが訴訟の適正円滑な処理にとって大きな妨げになっている」（８０頁）。
委員会は、この機会を積極的に生かしていくべきと考えたということだったと思われますが、その前提には、
司法書士制度の将来への危機感もあったと思われます。委員会の「答申案」（その全文は、前述もしましたが『戦
後編』１２５１頁以下に収録されています。以下、「真崎答申案」あるいは「真崎改正案」と呼びます。）は、臨司の「意
見書」よりも早く、１９６４年４月に提出されたましたが、その冒頭では、弁護士はじめ隣接他士業との関係を
考えれば、「われ等司法書士の行方は真に憂うべきものとの感を深くする」とし、「現行司法書士制度のこの脆弱を、
如何にして打開するか、職域の拡張をいづれに求むるのか、地位の向上、組織団体のありかた等を思念して審議
を続行し」、「法改正の実現が緊急の要務であることを考え、兎角の批判の生ずることも已むをえない仕儀とこの
案をもって、答申することにした」としていました。
その思いは、当時の司法書士法の条文数２３条に比してはもちろん、その後数度の改正を経た現行法でさえ、
その条文数が９５条であるにもかかわらず、真崎改正案は１０３条に及んでいたことに象徴されていたかもしれ
ません。もちろん、条文数は内容を反映したものであり、過去に類似の案の示された条項も含まれているものの、
全体としてみれば、従前の改正案にはなかった「制度の充実・発展を図ろうとする意欲にみちた労作ということ
ができる」（『戦後編』３７３頁）「先見性に富んだ、また先進的なものである」（『戦後編』３７４頁）ということ
でした。
その主な内容を、真崎改正案の章あるいは条数とその後の法改正が実現した改正年がわかるように各事項の末
尾に（　）で示して列挙すれば以下のようになります。
　①　司法書士会・連合会の法人化（第５３条第３項・第６７条第３項、１９６７（昭和４２）年法改正）
　②　使命・職責理念・業務規定（第１条・第２条・第３条、１９７８（昭和５３）年・２０１９（令和元）年法改正）
　③　国家資格の創設・国家試験制度の導入（第２章・第３章、１９７８（昭和５３）年法改正）
　④　国家試験科目に憲法を入れる（第９条・第１０条、２００２（平成１４）年法改正）
　⑤　登録事務の連合会への移譲等（第４章、１９８５（昭和６０）年法改正）
　⑥　簡易裁判所事件の訴訟代理（第３条第２項、２００２（平成１４）年法改正）
　⑦　紛議の調停（第６３条、２００２（平成１４）年法改正）
　⑧　自主懲戒権等（第９章・第１０章）

以上のように、その内容は半世紀以上の時を経て、ほぼ実現することになっています。しかし、そのことが、
公表当時は、「時期尚早として容易に受けいれられない原因となったことも、否定できないようにも考えられる」
（『戦後編』３７４頁）ということで、提出直後の１９６７年６月に開催された第１７回定時総会では、「本答申
案は現司法書士法に比し非常に高度な法案となっているので、本答申案に対する各単位会の意見を広く徴し理事
会において慎重審議して、その具体的実現を漸進的に図ってゆく」との執行部の見解が示され、了承されること
になりました（『戦後編』３７５頁）。
強制会制度の実現を基礎に、一気に「大正八年体制」からの脱却を図ろうとした真崎答申案は、またしてもと
りあえずは挫折の憂き目に遭うことになりましたが、その方向性の正当性は、時間が証明することになりました。
そしてその多くの事項の実現の経緯は、真崎答申案以前の歴史をも含めての、司法書士制度発展の苦闘の歴史そ
のものであったといってよいでしょう。
ということで、真崎答申案の前述した主要な内容について、ごく手短にではありますがその実現の経緯を確認

しておくことにしたいと思います。

司法書士会の法人化　　　
まず、最初に実現することになったのは、真崎改正案第５３条第３項「司法書士会は法人とする。」でした。真
崎答申案を受けた日司連総会・理事会は、前述もしたように全体の立法化についての要求は時期尚早としたもの
の、法人化と国家試験の実現を当面の具体的目標することになりました（『戦後編』３７５頁）。
　とはいえ、国家試験化はそう簡単に実現できる課題ではありませんでした。それに対して、強制会化が実現し、
組織体制が整備され、活動が活発化していた司法書士会を法人化することにさほどの困難は無かったと思われま
す。また、強制会化した司法書士会の基盤をさらに強化するために法人化は不可欠の要素でもあったということ
でしょう。
現に、真崎答申案と相前後して、司法書士会館の建設が本格的に議論されることになり１９６７（昭和４２）
年の改正により法人化が実現した（第１４条第３項・第１７条の３）翌１９６８年には、会館用地を取得し、１
９７０年３月には、旧司法書士会館が完成しました（会館建設の経緯の詳細については『戦後編』９７５頁以下
参照）。
それにしても、法人化へは、実に長い道のりでした。前述した帝国議会衆議院請願委員会が起草した司法代書
人法案は、各単位司法代書人会の強制設立・強制加入を規定していました（『戦前編』３１０頁）が、成立した司
法代書人法は、前述したように司法書士会についてさえ規定せず、任意会の設立についても各地裁ごとの監督規
程に委ねていましたから、およそ法人化といったことは想定されていませんでした。
ようやくこれも前述した日本国憲法制定後の法改正要求で、あらためて各単位司法書士会の強制会化を主張す
ることになりましたが、その際には合わせて法人化も主張することになりました（例えば、『戦後編』１１９０頁）。
強制会化した司法書士会の基盤を確固たるものにするためには法人化が必要と考えられたということでしょう。
しかし、このときも、法案提出準備の最終盤までは、司法書士会の強制会化は維持されましたが、法人化は法
案化されないことになっていました（『戦後編』１２２０頁）。しかも、当時は、連合軍の占領下でしたから、法
案について連合軍総司令部（ＧＨＱ）の了解を取り付ける必要があり、その審査を経た国会提出法案では、司法
書士会は、司法書士会連合会も合わせて任意会としての設立が認められただけに終わり、法人化も実現しません
でした（『戦後編』８８頁以下参照）。
ということで、ようやく、１９５６年に強制会化が実現し、法人化への基盤ができることになったと考えられ
ます。現に１９５６年の法改正で強制会が実現し、１９６２年に真崎氏が一員となった分科会が用意した前述の
要綱や真崎改正案が、法人化をあらためて主張することになっており、当時最も現実的な改正要求であったと考
えられます。
ということで、法人化は、１９６７年に実現することになりましたが、国家試験化は、法人化と同時に実現す
ることにはなりませんでした。しかし、その１９６７年の法改正に際して衆議院法務委員会は、「司法書士の試験
制度も、土地家屋調査士と同様に、国家試験を採用するよう努力を致すこと」という附帯決議を行うことになり
ました。
なお、真崎改正案では、連合会についても法人化するということだけでなく「司法書士会連合会」から司法書
士と司法書士会を会員とする「日本司法書士連合会」とすることも提案されていました（第６７条）。また、「地
区司法書士会協議会」の任意設立を法定しようとしていました（第６６条）。しかし、連合会の名称は変更されま
せんでしたし、組織編成の変更もありませんでした。また、「地区司法書士会協議会」の法定にも至りませんでした。

１９７８年法改正へ　
次に、国家試験化がどうなったかを確認しておきたいと思いますが、資格制度及び登録制度と一体となる国家
試験制度の導入も、司法代書人法制定以前からの課題であり、さすがに、附帯決議の翌１９６８年６月の連合会
の総会で、「国家試験移行対策委員会」の設置が決定されました。しかし、事態はそう簡単には動きませんでした。
その主な理由は、何故そうだったのかまでは明確ではありませんでしたが、「実は、法務当局の対応がきわめて消
極かつ冷淡であり、国家試験の推進を躊躇せざるを得なかったことが異常な経過の真相であった」ということで
あり、「国家試験実現への道はその当初から逆風の中を踏み出し、その後もつねに嵐の中を闘い抜き、遂に画期的
成果に達したことを銘記しなければならない」とされています（『戦後編』１０４０頁）。
とはいえ、国家試験化自体が多くの検討課題を内包していただけでなく、司法書士制度のあり方の根本に関わ
る多岐で広範囲にわたる課題と関わっていたことも影響していたと考えられます。
全面改正を目指した真崎答申案も、「まず司法書士の果すべき役割、その他司法書士制度の意義につき、基本的
な考え方を決める必要がある」として、「司法書士が依頼者の要請に基きその業務に従事するに当っては、官庁業
務の適正な運営のために、社会正義を実現することを旨とし、社会秩序が維持されるよう念願し、法規業務の専
門家としての見識ある判断を加えるという形において、その業務は遂行されなければならない。このような司法
書士の公共的な立場を明らかにして、司法書士の自覚を高める趣旨を、一層明確にする意味で、司法書士の使命
及び職責の理念という形をとり、このことにつき、改正案において冒頭に規定することが適当である」という認
識の下に試験制度も位置づけていました。
すなわち、「改正案は司法書士の地位の向上とその確立及び国家並国民的要望を考慮して司法書士の職域の拡大
を図った。これがため、今後この拡大された業務を遂行するには、現在より高度の法律知識並びに専門実務家と
して、その業務に精通することを期待されることは云うまでもない。この要請から、試験科目その他の事項を検
討して、司法書士試験を行うことにした」ということですし（『戦後編』１２５４頁）、試験に合格し「司法書士
となる資格を有する者がその業務を開始するには登録を為すことにし」、「あくまでも自主性尊重の点から、日司
連において取扱うことに決定した」（『戦後編』１２５５頁）ということでした。
それは、最終的に「真に自主独立を完了する」ために法務局長または地方法務局長が、「司法書士に対して場合
によりその認可を取消し或は懲戒処分を与える権能を有する。このことは、いつまでもこのままでおくことは、
あまりにも司法書士の無力を表明するのみならず、時代錯誤の規定というも過言ではあるまい。改正案において
は法務局のかかる羈絆の一切を脱することにした」として、「この監督権を行使するものは司法書士会であり、日
本司法書士連合会である」としていました（『戦後編』１２５６頁）。
すなわち、前述した「代書」的規定、「大正八年体制」からの脱却であり、前述の②③④⑤⑧の項目を、密接に
関連する一体のものとして用意したと考えられるものでした。
しかし、そのような問題の性格は、その後の展開に影響を及ぼすことにもなりました。全体を一括して改正の
課題にするということが、法務当局の対応姿勢も合わせ考えたときに、果たして現実的な方策なのかどうか議論
にならざるを得ませんでした。具体的には、「もっぱら国家試験制度一本にしぼっての法改正」か「国家試験制度
と専門性の確立とは密接に関連しており、目的・職責等を明確にする法改正」かの対立となって現れました（『戦
後編』１０４３頁）。
そして、基本的に後者の立場にたってその議論の方向性に大きな影響を与え、「法改正に大きな貢献をしたと評
価できる」（『戦後編』４６８頁）とされたのが、後に詳しくは触れますが、１９７６年１１月末になって全国青

年司法書士連絡協議会（全青司）がまとめた「司法書士法改正要綱試案」であり、真崎答申案とも基本的に通底
する内容でした。その結果、個々には直ちに必ずしも十分な内容になったわけではないものの基本的な方向にお
いては真崎答申案に沿った内容の法改正が、１９７８年以降順次実現することになったといってよいでしょう。
そこで、法人化以外の真崎答申案の主な項目のその後の展開を、各項目相互の関連をも意識しながら確認して
おきたいと思います。

使命・職責規定の創設
まず、全面改正に当たっての根本問題と位置づけられることになった基本的性格に関わる項目についてから見
ていきたいと思います。そもそも司法書士法は、日本国憲法施行後に全面改正されたにもかかわらず、他の弁護
士法等の士業法が備えることになっていた使命や職責といった規定が用意されていませんでした。それだけでな
く、それまでの法制定、法改正の経緯の中でも、業務内容を中心とする「定義」規定が提案されたことはありま
したが、使命や職責といった規定が話題になったことはありませんでした。いずれにせよ、これらの規定創設の
意図は、「代書」との明確な決別であり、「法律家」としての確固たる地位の確立でした。
　ということで、真崎答申案が前述のような位置づけの下で、用意した基本的性格に関わる「使命」と「職責の理念」
に関する規定の案を確認しておくと次の通りです。
（使命）
　第１条　司法書士は、保障を受けようとする私権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。

２ 司法書士は、前項の使命に基づき、誠実にその業務を行い、権利の行使又は義務の履行が適正に実
現し、社会秩序が維持されるよう業務の上に努力しなければならない。

（職責の理念）
第２条 司法書士は、常に、教養を深め、かつ、品位を保持し、業務に関する法令並びに事務に精通しなけれ

ばならない。

その意味をあらためて真崎答申案の解説によって確認するならば、「社会正義を実現することを旨とし、社会秩
序が維持されるよう念願し、法規業務の専門家としての見識ある判断を加える」ということで、その業務は遂行
されなければならないという趣旨を、一層明確にする意味があるとされています。すなわち、限定された範囲で
はあれ、「法規業務の専門家」として、すなわち「法律家」として、その業務を遂行することを明確にしようとし
たということでしょう。
もちろん、１９７８年法改正へ向けての紆余曲折は、当初はともかくも国家試験化の実現を第一義とする展開
にも見えたのですが、前述のように１９７６年１１月末に全青司がまとめた「司法書士法改正要綱試案」（要綱試
案）が、司法書士を法律家として明確に位置づける職責規定の創設を強く主張することになり、法改正の方向性
について流れを変えた転換点だったといわれています。そこで示された「司法書士の職責」は以下のような内容
でした（『戦後編』９１６頁）。
① 司法書士は、私権を擁護し、取引の安全と各種登記の実体的真正の確保につとめ、社会秩序の維持に寄与し
なければならない。

② 司法書士は、常に、教養を深め、品位を陶冶し、職務に関する法令及び事務に精通するよう努めなければな
らない。

　その内容は、もちろん完全に一致しているわけではありませんが、真崎答申案の「使命」規定（第１条）と「職
責の理念」規定（第２条）に近似していたことがわかります。核心である「私権を擁護」と「社会秩序維持」は、
共通ですし、要綱試案①の「取引の安全と各種登記の実体的真正の確保」は、真崎改正案第１条第２項の「権利
の行使又は義務の履行が適正に実現」を職務内容に即して具体化したと解釈できます。
この全青司の要綱試案が、連合会の「とりあえず国家試験制度の実現を図ることこそが、二兎を追って一兎す
らも逸するよりは賢明である」とした基本方針を軌道修正させることになり、１９７７年２月半ばに「法改正（使命・
目的）専門理事会」を設置させ、具体案を策定させることになりました（『戦後編』１０６５頁）。
　その策定作業は、法務省との折衝の積み重ねでしたが、法務省は「使命規定」を設けることに強く反対しました。
「弁護士法第一条と同旨の規定を設けざるをえなくなる」という理由でした。そのため連合会としては、「法改正
の早期実現」のために「あえて使命規定を設けることなく、目的及び職責規定の新設により実質的効果を狙うこ
ととした」ということになりました（『戦後編』１０６５頁）。
そして、長期にわたる粘り強い折衝により１９７７年末になって法務省から最終案として示された「司法書士
法一部改正大綱案」では、「司法書士制度の目的」と「司法書士の責務」として次のような内容が示されることに
なりました（『戦後編』１０８１頁）。
一、司法書士制度の目的
この法律は、登記、供託及び訴訟等に関する手続の円滑な実施に資するため司法書士の制度を定め、その業
務の適正を図り、もつて国民の権利及び財産の保護に寄与することを目的とする。

二、司法書士の責務　
１ 司法書士は、その業務が国民の権利及び財産の保護に密接な関係を有することを自覚し、公正かつ誠実
にその業務を行わなければならない。　

２　司法書士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通しなければならない。

連合会の要求とはその位置づけが異なることになり、目的規定は制度の目的になったものの、連合会は、「法律
手続の実務家としての位置づけを明確にしたものであり」、「法律判断はもちろん、法律相談も可能な道を一歩進
めた」と評価できるとして、受け入れることになりました。そして改正法は、冒頭に第１条の目的規定と第１条
の２の職責規定を次のように付け加えられました。
（目的）
第１条 この法律は、司法書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、登記、供託及び訴訟等に

関する手続の円滑な実施に資し、もつて国民の権利の保全に寄与することを目的とする。
（職責）
第１条の２ 司法書士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務

を行わなければならない。

前述したように、これで一応ようやく戦後の士業法の体裁を整えるということにはなりました。しかし、この
目的規定は、前述のようにあくまでも制度の目的を規定したものであり、司法書士の役割自体に焦点を合わせた
ものではありません。その意味では、司法書士を主体とするその社会的役割に焦点を合わせた規定こそが不可欠
だったと思われます。現に、既に、前述した「要綱一」が「司法書士本来の社会的使命を冒頭に表示すること」
を追求しており、真崎答申案が、既に紹介したような「使命」と「職責の理念」を規定することを提案していた

ことを想起すべきでしょう。
　そして、ついに真崎答申案から半世紀余を経た２０１９（令和元）年の法改正において、それまでの目的規定（第
１条）に代えて次のような使命規定が規定されることになりました。　
（使命）
第１条 司法書士は、この法律の定めるところによりその業務とする登記、供託、訴訟その他の法律事務の専門

家として、国民の権利を擁護し、もつて自由かつ公正な社会の形成に寄与することを使命とする。

真崎答申案は、前述の解説も合わせ考えれば、司法書士の使命は、「法規業務の専門家」として「その業務を誠
実に行い」、「私権を擁護し」、「権利の行使又は義務の履行が適正に実現し」「社会正義を実現する」ということで
あり、２０１９年に制定された使命規定と実質的に同旨と解されるのであり、その先見性・先進性は、あらため
て高く評価されて然るべきでしょう。

国家試験制度・試験科目
目的規定及び職責規定の創設が第一義的課題になったからといって国家試験化が頓挫したわけではなく、同じ
く１９７８年の改正で実現することになりました。前述したように、真崎答申案においても、国家試験化をめぐっ
てはじまった議論においても、国家試験化を意味のあるものとして実現するためには、なぜ国家試験化が不可欠
かを明らかにしておく必要があったということでしょう。また逆に、司法書士に求められる社会的役割の高度化
は、その質的担保を求めることにもなりますから、その最たる方法である試験制度の導入が課題化されたのは当
然のことであったでしょう。
その要請が、最初に課題化したのは、代書人一般とは異なる専門職制度の創設を求めた司法代書人法の制定に
際してでした。前述した第３７回帝国議会衆議院請願委員会が用意した司法代書人法案は、「司法代書人タラント
スル者」が、基本的に具えるべき条件を「試験ニ及第」することとしていました（第２条第２号・『戦前編』３０９頁）。
ところが、成立した司法代書人法には、これも前述もしたように、資格要件の規定もなく、「司法代書人タルニ
ハ所屬地方裁判所長ノ認可ヲ受クルコトヲ要ス」（第４条）としか規定されませんでした。
次に試験制度を導入する可能性があった機会は、戦後の全面改正の際でした。当初司法書士会の用意した改正
案は、「一定の試験に合格したこと」を認可の資格要件にしていました（『戦後編』１１８２頁）。その試験によっ
て求めようとしている能力については、試験を必要としない資格要件によって推測が可能になります。具体的に
は、「判事又は検察官となる資格を有する者」及び「裁判所書記又は司法事務官であって十年以上その職にあつた
者」ということでした（『戦後編』１１８２頁）。
しかし、１９５０年に成立した全面改正法は、試験制度を採用しなかっただけでなく、資格制度も採用せず、
認可のために要求した要件は、前述もしたように「裁判所事務官、裁判所書記官、裁判所書記官補、法務府事務
官又は検察事務官の職の一又は二以上に在つてその年数を通算して三年以上」（第２条第１号）であり、さらに第
２号では、「前号に掲げる者と同等以上の教養及び学力を有する」ことにされ、大量認可にもつながったと考えら
れるのです。
ですから、前述のように強制会化に伴う「選考認可」の導入による全国統一試験の実施が、あらためて国家試
験制度導入への機運を生むことにもなっていたと考えられます。そして、真崎答申案が、「現在より高度の法律知
識並びに専門実務家として、その業務に精通することを期待される」、「その要請から、試験科目その他の事項を
検討して、司法書士試験を行うことにした」（『戦後編』１２５４頁）として用意した主要な条文案は、以下の通

りでした。
（資格）
第４条 司法書士試験に合格し、政令の定めるところにより、実務の修習を終えた者は、司法書士となる資格

を有する。
（第一次試験）
　第９条　第一次試験は、次の科目について筆記試験をもって行なう。　
　　　　　一　憲法、民法、商法、刑法、不動産登記法、商業登記法
　　　　　二　民事訴訟法、刑事訴訟法のうち受験者のあらかじめ選択する一科目
　　　　　三　次の科目のうち受験者のあらかじめ選択する一科目

（１）　供託法
（２）　家事審判法
（３）　人事訴訟手続法
（４）　非訟事件手続法
（５）　競売法

（第二次試験）
第１０条 第二次試験は、第一次試験に合格した者に限り、その者が第一次試験による試験において受験した科

目について、口述試験をもって行なう。
（登録）
第２２条 司法書士となる資格を有する者が、司法書士となるには、司法書士名簿に氏名、生年月日、事務所の

所在その他日本司法書士連合会で定める事項の登録を受けなければならない。
（司法書士の名簿）
第２３条　司法書士名簿は、日本司法書士連合会に備える。　
　　　　２　司法書士名簿の登録は、日本司法書士連合会が行なう。

１９７８年改正に当たっての連合会の主張も、最後の最後まで、この真崎改正案と同様の内容になっていまし
た。特に資格要件としての「実務の修習」、試験科目としての「憲法」、連合会による自主「登録」などです。とはいえ、
「実務の修習」については、早い時点で法務省サイドから「具体的実施方法等についてなお検討を要する問題が
あるので、将来の課題とする」と通告されていました（『戦後編』１０８３頁）。「登録」については、連合会の推
測によれば、「権力統制の大きな要件の一つ」であり、法務省は「一歩もゆずらない態度をとっている」とのこと
でした（『戦後編』１９８６頁）。「憲法」については、最後の最後まで検討課題にはなっていましたが、「当局は
業務に直結しないという理由で承認しなかった」ということでした（『戦後編』１０８３頁）。
　その結果成立した関係条文は、以下のようになっていました。
（資格）
　第３条　次の各号の一に該当する者は、司法書士となる資格を有する。
　　　　　一　司法書士試験に合格した者
（司法書士試験）
　第５条　法務大臣は、毎年一回以上、司法書士試験を行わなければならない。

２ 司法書士試験は、次の事項について筆記及び口述の方法により行う。ただし、口述試験は、筆記試

験の合格者について行う。
　　　　　一　民法、商法及び刑法に関する知識
　　　　　二　登記、供託及び訴訟に関する知識
　　　　　三　その他司法書士の業務を行うのに必要な知識及び能力

３ 司法書士試験を受けようとする者は、政令で定めるところにより、受験手数料を納めなければなら
ない。

（登録）
第６条 司法書士となる資格を有する者が、司法書士となるには、その事務所を設けようとする地を管轄する

法務局又は地方法務局に備えた司法書士名簿に登録を受けなければならない。

　因みに、自主「登録」は、１９８５（昭和６０）年法改正で実現し、「憲法」の試験科目化は、２００２（平成１４）
年の法改正で、簡裁訴訟の代理権の獲得と同時に実現しました。「実務の修習」は未だに実現していませんが、自
主的な研修の拡充が進んでいることは承知の通りです。いずれにせよ、これらの点での真崎答申案の先見性・先
進性も明らかでした。

業務規定の変遷
長年月を要して、使命・職責規定の導入や国家試験化などによって、司法書士（司法代書人）の基本的性格を
明らかにすることになってきましたが、それまでの間は、業務内容の実態を如何に規定化するかということが、
基本的性格を確認する上での最重要課題の一つでした。しかし、実態に即した規定化を実現するのは、容易では
ありませんでした。その経緯を可能な範囲で振り返り、この点での真崎答申案の意味を確認しておきたいと思い
ます。そのために、異なる目的のため既に紹介した業務関係規定を再度掲記することにもなりますが、ご了承下
さい。
そもそも、業務の実態と規定内容の齟齬は、司法代書人法からはじまっていました。既に紹介した衆議院請願
委員会が起草した司法代書人法案の業務内容を規定した第１条の司法代書人の定義規定は、次のようになってい
ました（『戦前編』３０９頁）。
第１条 司法代書人トハ當事者ノ嘱託ニ依リ通常裁判所又ハ検事局ニ直接提出スル文書ノ作成ヲ業トスルモノ

トス

　これに対して成立した代書人法第１条は、以下の通り変更されていました。
第１条 本法ニ於テ司法代書人ト穪スルハ他人ノ囑託ヲ受ケ裁判所及検事局ニ提出スヘキ書類ノ作製ヲ爲スヲ

業トスル者ヲ謂フ

「直接」が、削られたことで、それまで容認されていた提出代理が不可ということにされ、「書類ノ作製」
に変更されることで、形式的・機械的代書を連想させることになったと考えられます。
このような規定は、業務の実態を反映したものではなく、戦後の全面改正に際しては、業務を正確に反映する
ことを意図した次のような規定が用意されたりもしました（『戦後編』１１９６頁）。
「この法律で司法書士とは、他人の嘱託を受けて、訴訟事件及び非訟事件につき、裁判所、検察庁、法務局又は
地方法務局に提出すべき書類を立案、調査、作成、整理し、書類の提出及び非訟事件の申請を代理し、又は其の

他之に附随する事務を行うを業とする者を言う。」
しかし、全面改正後の第１条は、「司法書士は、他人の嘱託を受けて、その者が裁判所、検察庁又は法務局若し
くは地方法務局に提出する書類を代つて作成することを業とする。」ということになり、大幅に後退し、しかも「代
つて作成」と相変わらず「代書」を連想させる規定になってしまいました。
真崎改正案は、業務規定（第３条第１項）について前述の戦後改正に際しての案にも近い以下のような規定を
用意していました。
（業務）
第３条 司法書士は、他人の依頼に応じ、非訟事件、和解及び調停事件、登記及び供託事件の各手続に関し、

次に掲げる事務を行なうことを業とする。
　　　一　申請、申立、異議の申立等、その他訴訟を除く事務を代理する。
　　　二　前号に掲げた事務のほか、裁判所、検察庁、法務局若しくは地方法務局、その他法務省設置法（昭

和二十二年法律第百九十三号）に基づく官庁に提出する書類を作成すること。

すなわち、書類作成以外にも、法的な位置づけはともかくとして事実上担っている業務を規定することを意図
したということでしょう。この提案は、１９６７年の法改正により、前述した第１条の「代つて作成」は削られ、登記・
供託に関する手続を「代わつてする」ことが認められることになり、真崎改正案に近づくことになりましたが、
より明確には１９７８年の法改正により、それまでの第１条が第２条（事実上の第３条）になり、次のように規
定されることになりました。
　第２条　司法書士は、他人の嘱託を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。
　　　一　登記又は供託に関する手続について代理すること。
　　　二　裁判所、検察庁又は法務局若しくは地方法務局に提出する書類を作成すること。

三 法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理するこ
と。

　しかし、これでもまだ、真崎改正案には及びませんでした。さらに事態が動くことになったのは、２００２（平
成１４）年の法改正によってでした。その２００２年の法改正で改正された業務規定は、現行法ですからあらた
めて紹介することはしませんが、その最も重要で注目すべき内容は、簡裁訴訟の代理権の獲得であったことはい
うまでもありません。それこそは、真崎答申案によって提起された業務内容の拡充点でありましたから、その経
緯については別に確認することにしたいと思いますが、それ以外の業務は、実態に即して拡大の一途をたどって
おり、可能な業務を規定するという規定方式が困難になりつつあることを示していると考えられます。そのよう
な状態の下での業務の外延のあり方については、利用者の視点から固定観念を脱却することであり、真崎答申案
による使命規定や簡裁訴訟の代理権獲得の提起に学ぶべきではないかと思われます。

簡裁訴訟代理権をめぐって
最後に、真崎答申案の基本的性格についての発想の転換を象徴していた業務内容の提起であった簡裁訴訟の代
理について確認しておきたいと思います。
真崎改正案は、その第３条第２項で、「司法書士は、・・・他人の依頼によって、簡易裁判所の管轄に係る訴訟
事件に関して訴訟代理人となることができる」と規定していました。

それまでの発想からすれば、弁護士が存在する中で、司法書士の訴訟代理への関与を主張することは、言って
みればタブーと考えられていたと思われます。弁護士の独占に抗することの難しさが意識されていただけでなく、
司法書士のアイデンティティを護ろうということだったかもしれません。真崎答申案がそのような事情を乗り越
える必要があると考えた理由はどのようなことだったのか、既にいくらか紹介しましたが、あらためて簡裁訴訟
代理権に関わってその理由を確認しておきたいと思います。
その理由は、「軽微の簡易裁判所の訴訟事件においても甚だしく遅延停滞していて国民が憲法において附与され
ている裁判請求権を行使することは容易でない。この現況を打開することは法治国の大きい責務であると考えら
れる」という認識からはじまっていました。そして、司法書士の対応能力についても「現在の司法書士においては、
訴訟関係の書類の作成、また訴訟につき当事者を指導する点においても優秀な法律的素養を有するものが全国的
に少なからず存在している。この実態を看過することは、これまた現在のわが司法制度の発展の上に惜しむべき
ことと考えられるのである」との認識に基づいていました。
　その上で委員会は、「弁護士法、訴訟法等の改正なき限り、この実現不可能であることのため、躊躇逡巡したが、
いよいよ審議も終わりに近づき、この問題の最終的解決に立至ったとき、全員一大決意を持って改正案のとおり
ふみきった。これは、この難儀な現在の訴訟状況を救済することは社会の要請するわれ等の使命であると考えら
れるため、好ましからぬ社会風潮を打破するため、司法制度の改善促進のため、しかして司法書士制度の飛躍的
発展のため、簡易裁判所の事件だけは、われ等司法書士にも担当せしむべきであるとする結論に到達したからで
ある」と述べていました。
　この真崎改正案は、担い手や対象事件は限定されたものの、４０年近い時を経て現実化することになりました。
その導入への道を開いた司法制度改革審議会の「意見書」は、その理由について、次のように説明していました。
法的サービスの担い手の現状が「国民の権利擁護に不十分な現状を直ちに解消する必要性にかんがみ、利用者の
視点から、当面の法的需要を充足させるための措置を講じる必要がある。」ということでした。
とすれば、簡裁訴訟代理権の獲得は、司法書士制度らしい発展の必然的な結果であったとも思われます。すな
わち、司法書士制度の発展の歴史は、言ってみれば、社会的要請に対応した実態の形成とその実態の制度的認知
の繰り返しだったからです。
　それにしても、真崎答申案の先進性・先進性には、驚嘆させられるばかりです。

結びにかえて
以上不十分ながら、真崎答申案・改正案との関連で、司法代書人法が成立し、司法代書人会が発足して以来
１００年の司法書士（司法代書人）制度の展開を、限られた事項に沿って概観してきましたが、その歴史は決し
て平坦な道ではなく、苦闘の連続でした。
　それは、司法代書人法制定時点の法と実態の乖離にはじまった「大正八年体制」からの脱却への長い闘いでした。
その間にあって、制度の発展の将来を果敢に示すことになったのが真崎答申案・改正案であったと言っても過言
ではないと思われます。それは、真崎答申案・改正案の主要事項は、⑦紛議の調停も、詳しくは触れませんでしたが、
２００２年改正で実現しており、⑧自主懲戒権等、以外はすべて現実化したことになります。自主懲戒権の重要性
は、軽視できませんが、司法代書人法が成立し、司法代書人会が発足して１００年、「大正八年体制」と称された
状態を脱却することができ、本来担ってきた役割に見合った制度的枠組みを確保することになり、さらなる飛躍
の橋頭堡も築くことになっていると考えられます。
２０１９年の改正により実現した使命規定（第１条）によれば、「司法書士は、この法律の定めるところにより

その業務とする登記、供託、訴訟その他の法律事務の専門家として国民の権利を擁護し、もって自由かつ公正な
社会の形成に寄与する」ことを期待されることになりました。業務範囲は、「この法律の定めるところ」と限定さ
れているようではありますが、「その他の法律事務の専門家」とも規定されており、その外延は広く、しかも権利
擁護と自由公正な社会の形成に求められる役割は、いってみれば無限ともいえるでしょう。前述もしたように、
業務内容の拡大は、個別規定方式の限界を迎えつつあることを、使命規定がカバーすることになっているとも解
することができます。明治以来、観念的な制度形成によって生じることになった制度的間隙を国民の身近にあっ
て国民の法的需要に応えることで、制度を維持・発展させてきた司法書士が、あらためて法律専門家として国民
の需要に応える制度的基盤を広げることになったといってよいでしょう。司法書士会発足１００年を機に、
自治の確立はじめさらなる法律家制度としての発展を期すとともに、その外延を実践的にさらに広げることを期
待させていただきたいと思います。

その業務とする登記、供託、訴訟その他の法律事務の専門家として国民の権利を擁護し、もって自由かつ公正な
社会の形成に寄与する」ことを期待されることになりました。業務範囲は、「この法律の定めるところ」と限定さ
れているようではありますが、「その他の法律事務の専門家」とも規定されており、その外延は広く、しかも権利
擁護と自由公正な社会の形成に求められる役割は、いってみれば無限ともいえるでしょう。前述もしたように、
業務内容の拡大は、個別規定方式の限界を迎えつつあることを、使命規定がカバーすることになっているとも解
することができます。明治以来、観念的な制度形成によって生じることになった制度的間隙を国民の身近にあっ
て国民の法的需要に応えることで、制度を維持・発展させてきた司法書士が、あらためて法律専門家として国民
の需要に応える制度的基盤を広げることになったといってよいでしょう。司法書士会発足１００年を機に、
自治の確立はじめさらなる法律家制度としての発展を期すとともに、その外延を実践的にさらに広げることを期
待させていただきたいと思います。
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なっている現実があります。　
これらの問題の解決には、従来の自治体の縦割り

窓口や制度は縦割りで支援が必要な者に結び付くこ
とに困難があり、福祉そのものの制度も「高齢者福
祉」「障害者福祉」等、縦割で連携が乏しいという現
実は変わりません。わが国では、そこに雇用、住宅
等と福祉の分断も存在します。

このような中で、今、地域住民の複雑化－複合化
した支援ニーズに対応する市町村の包括的な支援体
制の構築の支援が喫緊の課題として求められてお
り、それは地域共生社会の基盤となるはずのもので
す。

自治体自身が独自に、世帯全体が地域から孤立し
ている状態（ごみ屋敷など）等への対応等、属性を
超えた相談窓口の設置等の包括的な支援体制の構築
を行う動きもありますが、補助金や事務負担の壁を
どうするか等、大きな課題も存在します。

厚生労働省の「地域共生社会に向けた包括的支援
と多様な参加・協働の推進に関する検討会（地域共
生社会推進検討会）」の最終とりまとめでは、我が事
としてのまちづくり、「支え手」「受け手」を超えた
支え合い、「縦割りを超えた包括支援」を提起、その
ための柱として「断らない相談支援」「参加支援」「地
域づくりに向けた支援」の３つの支援を一体的に行
う新たな事業を打ち出しています。

対象は全ての住民ですが、地域により住民ニーズ
や社会資源は異なることから、「任意事業とし、段階
的に実施」すること、「市町村が裁量を発揮しやすい
仕組み」を求めています。

現行では高齢、障害と制度による縦割りがあり地
域包括ケアも同様で、この弊害をなくし市町村が包
括的な支援体制を円滑に構築できる仕組みを創設す
ることが求められています。

これを受けて「地域共生社会の実現のため社会福
祉法等の一部を改正する法律案」が提出されたので
す。　

この縦割りの弊害については、新しい内閣でも本
気に進めるとの意向を示されており、制度の「縦割

り」改善が実現することを筆者としても心から願っ
ているところです。

しかし制度や窓口の改善だけで支援が進むとは考
えられず、縦割り排除の実現には、実は地域での法
律家等と自治体や福祉関係者との連携こそが重要な
カギになると思われます。

地域の実情を踏まえ支援も見直し
前項で述べたように、高齢化が急激に進み世帯構

成が大きく変わりつつある昨今、高齢者や障がい者
の単独世帯や高齢者のみ世帯、障がい者の子と高齢
の親等の世帯もますます増えており、地域での状況
は変化しているのです。

介護保険料は健康保険料と共にまた年金受給者で
あれば天引きで支払われている。このような方々が、
権利があっても本人が手続きや契約行為等を適切に
行えず、医療・介護・福祉等生活の基本となるサー
ビスを適切に利用できない状況が地域で顕著になっ
ていることも多く見かけます。

これまでは独居の高齢者で認知症の進行により地
域での生活が困難になり施設入所に移行する場合
や、障がい者で親の死去などにより家族支援が当て
にできなくなる等、生活上で大きな課題が生じ、初
めて対処療法的に成年後見制度の利用が検討される
ということが多くありました。しかし、今こうした
捉え方から大きく転回し「成年後見制度の利用の促
進に関する法律」（平成２８年法律第２９号。以下、
「法」という）と成年後見制度利用促進基本計画（平
成２９年閣議決定。以下、「国基本計画」という）は、
成年後見制度を活用し、障がい者や認知症高齢者の
財産管理だけでなく、地域での日常生活等を社会全
体で支えることを求めています。

このような状況の変化については、地域の実情に
近くあり、見ようとしなければ見えてこないものだ
けに、地域の法律家である司法書士の皆さんには身
近に感じて頂けている者と思っています。

このような支援の必要性のある方々を切り捨て
て、民間の力の活用だけを「共助」として進めるこ

とはできません。
皆さんには、このことについても共感を頂いてい

るものと信じています。
これまで日本の福祉や社会保障の制度において

は、基本的に個人が必要な福祉制度を利用したいと
思うならば、自治体窓口等に自ら出向いて申請をす
ることが前提で、この申請主義は基本的に現在でも
変わっていません。

また、その時に本人自身が出向くことができない
もしくは認知症や障がい等でその能力が十分でなけ
れば家族が代理代行出来るものと実質的に解釈され
てきました。

しかし、この地域共生社会が求められてきた背景
には、その家族だけをあてにしていては既に成り立
たない地域社会の現状があります。

福祉等社会サービスの利用の基本的支援を日本と
欧米諸外国と比べた時に何が違うのか。この第一番
目にあげられるのが、日本におけるアウトリーチ（出
向いての支援）の欠如と個別な対人支援の薄さなの
です。

この問題は、この機能自体が家族への依存を示し
ており、長く日本的福祉の特徴でもありました。

日本女子大の名誉教授である田端光美が『イギリ
ス地域福祉の形成と展開』の中で喝破している通り、
「日本はサービスさえ作れば自動的にニーズがある

人に結び付くという、幻想を持った国」であったの
です。

そこで今、地域共生社会の実現を目指すのにあたっ
て、改めて制度の「縦割り」を改善し包括的な支援
が望まれています。

一方、司法書士の方々が多く参加して下さってい
る成年後見制度利用促進基本計画の「基本的な考え
方」にも、①ノーマライゼーション（個人としての尊
厳にふさわしい生活を保障する）」②自己決定権の尊
重（意思決定支援の重視と自発的意思の尊重）③「財
産管理のみならず身上の保護も重視」がうたわれて
います。

ノーマライゼーションを標榜し地域での生活に目

を向ければ「気づき」の段階から、本人への説明や
意思決定支援を十分意識し、本人だけでは困難な状
況でも支援に確実に繋がっていくために補い支える
「人」を付けるという発想で、補助や保佐類型の利
用や、将来に備えての任意後見の活用を勧めたりす
る早期の予防的視点も重要という方向に舵が切られ
ているのは当然です。

ネットワーク・チームによる支援は、本人意思尊
重という面からも、また万が一にでも「最善の利益」
として本人への権利制限が必要になる可能性もある
と考えると、後見人等の独善的なかかわりを防止す
る等を含め不正防止にも繋がるセーフティネットと
考えることができます。

司法と福祉の連携　　
地域共生社会では住民同士の支えあいが重視され

ています。
しかし、判断力が十分でない人を支えるという点

では、地域のなじみの方々多くの連携が必要で、そ
こに自治体も関与しての地域のネットワークが重要
になります。

成年後見利用促進法と国の基本計画では、市町村
に、中核機関が地域の将来を見据えた全体構想を描
き、司法機関や法律で家等も協力する、これらの体
制づくりの進行管理と事務局機能などに取り組むこ
とを求めています。

しかし、ネットワークや中核機関等の体制整備自
体がゴールではなく、そのことによって判断能力が
十分でない方の権利擁護が図られ、安心できる地域
生活が支えられようにすることが目標で、これらは
地域住民の参加と専門職として司法と福祉の連携が
重要になっています。

これは組織と組織以前に、人と人の連携の問題で
す。

例えば以下の事例は、実際に東京の近郊都市で近
隣住民として司法書士が気づきをもって動いて下
さったことで早期支援に繋がり、そしてやはり司法
書士の後見人の支援を得て本人意思が尊重され在宅

での人生を全うできた事例です。

事例
本人は自宅での生活を強く望んでいた事例から　
本人Ａさんは８５歳の高齢女性、子どもや近しい

親族はなく、夫とこれまで自宅で和菓子屋を続け二
人で暮らしてきました。東京大空襲で大方の身寄り
をなくしていて、本人には甥が一人いるだけ。

これまでは本人が夫の介護をしていたのですが、
介護者である妻自身にも認知症の出現により夫は老
健に入院せざるをえなくなりました。夫婦の年金は
国民年金で月額にして１５万円です。

本人は特に大きな病気はないのですが、歩くこと
が不自由になってきていて、関わりを持ってきた夫
のケアマネジャーの勧めで介護認定を受け、先日、
要介護２の介護認定が届いたところです。食事を自
分で食べるとかの身体的面では何とか自立している
ものの、金銭管理やデイサービス等の利用もしない
と生活できないとケアマネジャーは考え、親族であ
る甥に連絡し今後の金銭管理を含め依頼しました。

その後、夫が亡くなり、甥がいろいろ関わってく
れるようになったとケアマネジャーはすっかり安心
して居ました。

ところがＡさんは、以前から親しくしていた隣の
司法書士の自宅に「何か美味しいものはない？」と
いらしてはがつがつとした感じで食べて行ったりす
ることが続くようになりました。また「お金がない
から」とこれまで通っていた医者には「もう行かな
い」と通わなくなっています。

この状況に「何かおかしい」と思った隣家の司法
書士さんは、付き合いのある地元の自治体の人に相
談し「高齢者の方なら、総合相談的口が地域包括支
援センターになるから、是非相談して」と教えられ
すぐ相談しました。

★この司法書士さんは地域とのつながりが強く、
地域包括支援センターに素早く相談して下さいまし
た。さて、皆さんがこの隣家の司法書士さんだった

としたら、一市民としてこのような事態に気付かれ
て自治体に相談して下さったでしょうか？

そこで相談を受けた地域包括支援センターの職員
は、行政等と協力し甥による財産の使い込みや本人
に対しての医療や介護等の受給制限という事実を確
認し、虐待の認定を行いました。対応として見守り
と支援を自治体責任で強化し、本人が強く希望して
いる今後の在宅生活を支えるためにも市長申立てで
成年後見人もつけることになり、経験豊かな司法書
士さんが選任されました。

その後、Ａさんへの虐待対応として自治体や地域包
括支援センター等が支援していく上で、あらためて
本人の今後の生活立て直しが問題になりました。本
人は思い出が詰まった自宅での生活を続けることを
強く願っていますが、ケアマネジャーは、頼りの親
族から経済的虐待があったこともあり、早期に施設
へ移ることを勧める意向です。火事の危険やゴミ出
しの困難等の問題もあり、近隣の心配も当然あり配
慮が必要でした。

★ここでもし皆さんが後見人等だったらどのよう
な立場をとられますか？ 本人意思を尊重して在宅
生活を支えようとして下さるでしょうか？

しかし相談を受けた地域包括支援センターと、新
しく後見人になった司法書士は「本人意思を尊重し
てできる限り在宅生活維持したい」と明確な志をも
ち、見守りやゴミ出し支援等を含む多様な支援を組
み合わせて周囲にも働きかけを行い支援のための
チームを作りました。もちろんここには隣人で発見・
相談をして下さった司法書士さんも大事な情報提供
者そして意思決定支援者として加わって下さいまし
た。

★この司法書士さんも後見人としてだけでなく地
域とのつながりが強く、福祉関係者と顔が見える関
係を望んでいて、早速、地域の後見センターに働き
かけて下さったことで、早期にＡさんを支えるため
のチーム作りをすることが出来ました。

その結果、より在宅生活維持に熱心に取り組む新
しいケアマネジャーに交代もされて事業者達との連

携もスムースになり、本人意思を大切にしながら、
ぎりぎりまで自宅で生活することが出来ました。そ
して最期は地域病院でこれまで関わった地域医療の
医師と後見人や近隣住民等の見守る中、静かに息を
引き取られました。

地域の法律家である司法書士さんは、地域にいろ
いろなネットワークをお持ちでいらっしゃることも
多いと思います。専門職にはそれぞれの得意分野が
あり専門外のことであっても、高齢者なら地域包括
支援センターに相談すればよいし、後見だったら後
見センターと、相談先を理解して繋がって頂けるだ
けで、次々と窓が開けられていきます。

問題があれば、最初の気づきと相談への繋ぎ、そ
こから顔が見える関係が始まります。

制度や窓口の現実がいくら縦割りであろうと、人
が現場で繋いでいくことが出来れば良いのです。

おわりに
地域の法律家としての司法書士さんに、あらため

てお願いがあります。
それは皆さんのなじみのある地域で、先の事例の

ように本人（高齢者等）を見る機会があれば、本人
の状況を専門職としてよく見て頂きたいということ
です。

そして、気付いたことがあり、それは法律家とし
ての専門外かもしれないと思ったら、地域の地域包
括支援センター等の福祉・介護等の相談窓口にぜひ、
お話しください。これは他人ごとではなく、いずれ
は自分にも地域にも返ってくることだと思います。

司法と連携の第一歩は、今見えている問題を共有
して知恵を出し合っていただくことで、皆さんの出
来ることが見えてくる糸口にもなるはずです。

私たちは無人島で暮らしているわけではなく、地
域には高齢者等人を支える社会資源（人・モノ・制度・
サービス）はたくさんあるのですが、必要な人に自
動的にそれらが使えるわけでなく、本人意思や権利
が守られるわけではありません。

地域で支えあう地域共生社会の実現において、判

断能力の不十分さによって本人が置き去りにされた
り、一人暮らしだったりということで不利益なまま
に置かれるようなことがあってはならないと思いま
す。それは地域として、いずれ自分達にも返ってく
る問題となる可能性もあります。

司法書士さんが福祉関係者と身近な顔の見える関
係になるまでは時間がかかることもあるかもしれま
せんが、福祉関係者や自治体は皆さんとの連携・関
係づくりを心から望んでいます。

私は地域の法律家として活躍する司法書士さんに
たくさん会い、連携しまた助けられてきました。そ
の方々もそして私自身も、問題に気付いた時は、専
門家である前にまず一人の生活者そして人生を歩む
者としての感覚を大事に孤立せず分からないことは
聞き連携して動くことをしてきたように思います。

これが、ひいては地域共生社会の実現につながる
ことを筆者は確信しています。

地域での皆さんの顔が、もっともっと見えるもの
として頂けることを、福祉関係者の立場から心から
期待するものです。地域の福祉関係者は皆さんから
のお声掛けを待っています。

これからまた１００年、司法書士皆さんのますま
すのご活躍を心から期待しています。

〈参考文献〉
本稿は、福祉専門職でない司法書士さんにも読み易いことを心がけ執筆しま
した。地域共生社会の目指す未来に関して以下の参考文献も併せて読んで頂
ければ幸いです。
『社会保障再考―「地域で支える」』菊地馨美　角川新書　２０１９．９
『共生保障－支えあいの戦略』宮本太郎　角川新書　２０１７．１
「地域における成年後見制度利用促進に向けた体制整備のための手引き」成
年後見制度利用促進体制整備委員会（委員長：新井誠、事務局：公益社団法
人日本社会福祉士会）
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